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第 1 章   総 則 

第１節 計画の目的 
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223 号、以下「災対法」という。）及び原子力災害
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合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行

によって、県民の生命、身体及び財産を原子力災

害から保護することを目的とする。 

  また、県独自の取組として、本県と関係市、事

業者との間で締結している浜岡原子力発電所の安

全確保等に関する協定書等に基づき、平素から原
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第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律

第２２３号）及び原子力災害対策特別措置法（平

成11年法律第１５６号、以下「原災法」という。）

に基づき、原子力事業者の原子炉の運転等（加工、

原子炉、貯蔵、再処理、廃棄、使用（保安規定を

定める施設）、事業所外運搬 （以下「運搬」とい

う。））により放射性物質又は放射線が異常な水

準 で事業所外（運搬の場合は輸送容器外）へ放出

されることによる原子力災害の発生及び拡大を防

止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策

について、県、市町村、指定地方行政機関、指定

公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関が

とるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力

防災事務又は業務の遂行によって、県民の生命、

身体及び財産を原子力災害から保護することを目

的とする。 

【この計画の実効性を確保するため、計画立案の

段階から専門家や県内の担当機関、担当部署等が

参画し、機関部署が具体的に実施すべき事項や連
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223 号、以下「災対法」という。）及び原子力災害

対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号、以下「原

災法」という。）に基づき、中部電力株式会社（以

下「原子力事業者」という。）浜岡原子力発電所（以

下「原子力発電所」という。）の原子炉の運転及び

事業所外運搬（以下「運搬」という。）により放射

性物質又は放射線が異常な水準で事業所外（運搬

の場合は輸送容器外）へ放出されることによる原

子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の

復旧を図るために必要な対策について、県、市町、

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共

機関等の防災関係機関がとるべき措置を定め、総

合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行

によって、県民の生命、身体及び財産を原子力災

害から保護することを目的とする。 

  また、県独自の取組として、本県と関係市、事

業者との間で締結している浜岡原子力発電所の安

全確保等に関する協定書等に基づき、平素から原
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子力発電所の運転状況、周辺の環境放射線の影響

を確認し関係情報を県民に広く公開、提供してい

る。 

この取組を活かし、原子力事故、災害を未然に

予防する観点から、事故・トラブルに関する情報

公開の徹底と、人為的ミスによる事故の発生の防

止を目指す、県独自の原子力発電所の安全対策と

安全安心対策を規定する。 

 

第２節 計画の性格 

１．静岡県の地域に係る原子力災害対策の基本と

なる計画 

この計画は、静岡県の地域に係る原子力災害対策

の基本となるものであり、国の防災基本計画原子

力災害対策編に基づいて作成したものであって、

指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関

及び指定地方公共機関が作成する防災業務計画と

抵触することがないように、緊密に連携を図った

上で作成されたものである。 

県等関係機関は想定されるすべての事態に対して

対応できるよう対策を講じることとし、たとえ不

測の事態が発生した場合であっても対処し得るよ

う柔軟な体制を整備するものとする。 

 

 

 

２ 静岡県地域防災計画「共通対策の巻」等との

関係 

この計画は、「静岡県地域防災計画」の「原子力災

害対策の巻」として定めるものであり、この計画

に定めのない事項については「静岡県地域防災計

画共通対策の巻」等によるものとする。 

 

 

携する事項等を具体的に確認、検討し作成するも

のとする。各都道府県に関係する原子力施設等に

即して記述すること。】 

 

 

 

 

 

 

第２節 計画の性格 

１．○○県の地域に係る原子力災害対策の基本と

なる計画 

この計画は、○○県の地域に係る原子力災害対策

の基本となるものであり、国の防災基本計画原子

力災害対策編に基づいて作成したものであって、

指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関

及び指定地方公共機関が作成する防災業務計画と

抵触することがないように、緊密に連携を図った

上で作成されたものである。 

県等関係機関は想定される全ての事態に対して対

応できるよう対策を講じることとし、たとえ不測

の事態が発生した場合であっても対処し得るよう

柔軟な体制を整備するものとする。 

【原子力事業者が作成する原子力事業者防災業務

計画がこの計画に抵触しないよう協議において調

整を行うものとする。】 

２．○○県地域防災計画における他の災害対策と

の関係 

この計画は、「○○県地域防災計画」の「原子力

災害対策編」として定めるものであり、この計画

に定めのない事項については「○○県地域防災計

画（共通編、○○編）」によるものとする。 

【県が整備している他の関連する災害対策の計画

編の名称を追記する。】 

子力発電所の運転状況、周辺の環境放射線の影響

を確認し関係情報を県民に広く公開、提供してい

る。 

この取組を活かし、原子力事故、災害を未然に

予防する観点から、事故・トラブルに関する情報

公開の徹底と、人為的ミスによる事故の発生の防

止を目指す、県独自の原子力発電所の安全対策と

安全安心対策を規定する。 

 

第２節 計画の性格 

１．静岡県の地域に係る原子力災害対策の基本と

なる計画 

この計画は、静岡県の地域に係る原子力災害対策

の基本となるものであり、国の防災基本計画原子

力災害対策編に基づいて作成したものであって、

指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関

及び指定地方公共機関が作成する防災業務計画と

抵触することがないように、緊密に連携を図った

上で作成されたものである。 

県等関係機関は想定されるすべての事態に対して

対応できるよう対策を講じることとし、たとえ不

測の事態が発生した場合であっても対処し得るよ

う柔軟な体制を整備するものとする。 

 

 

 

２ 静岡県地域防災計画「共通対策の巻」等との

関係 

この計画は、「静岡県地域防災計画」の「原子力災

害対策の巻」として定めるものであり、この計画

に定めのない事項については「静岡県地域防災計

画共通対策の巻」等によるものとする。 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市町地域防災計画との関係 

市町が地域防災計画「原子力災害対策編」を作成

又は修正するに当たっては、この計画を基本とす

るものとし、静岡県地域防災計画に抵触すること

のないようにするとともに、具体的な計画を定め

ておくものとする。 

なお、県は、市町の「原子力災害対策編」の作成

又は修正に協力するものとする。 

４ 計画の修正 

この計画は、災対法第 40 条の規定に基づき、毎年

検討を加え、防災基本計画又は県の体制、組織等

の見直し等により修正の必要があると認める場合

にはこれを変更するものとする。 

 

 

第３節 計画の周知徹底 

この計画は、市町、関係行政機関、関係公共機

関その他防災関係機関に対し周知徹底を図るとと

もに、特に必要と認められるものについては県民

への周知を図るものとする。また、各関係機関に

おいては、この計画の習熟に努めるとともに、必

要に応じて細部の活動計画等を作成し、万全を期

すものとする。 

第４節 計画の作成又は修正に際し遵守すべき指

針 

この計画の作成又は修正に際しては、原災法第

６条の２第１項の規定により、原子力規制委員会

が定める「原子力災害対策指針」（平成 24 年 10

月 31 日決定）を遵守するものとする。 

 

第５節 計画の基礎とするべき災害の想定 

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域にお

ける原子力発電所からの放射性物質及び放射線の

放出形態は過酷事故を想定し、以下のとおりとす

３．市町村地域防災計画との関係 

市町村が地域防災計画（原子力災害対策編）を作

成又は修正するにあたっては、この計画を基本と

するものとし、県の地域防災計画に抵触すること

のないようにするとともに、具体的な計画を定め

ておくものとする。 

なお、県は、市町村の原子力災害対策編の作成又

は修正に協力するものとする。 

４．計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第４０条の規定に基

づき、毎年検討を加え、防災基本計画又は県の体

制、組織等の見直し等により修正の必要があると

認める場合にはこれを変更するものとする。 

【この計画の修正手続は、地方防災会議における

審議を経て行われる。】 

第３節 計画の周知徹底 

この計画は、市町村、関係行政機関、関係公共

機関その他防災関係機関に対し周知徹底を図ると

ともに、特に必要と認められるものについては県

民への周知を図るものとする。また、各関係機関

においては、この計画を熟知し、必要に応じて細

部の活動計画等を作成し、万全を期すものとする。

 

第４節 計画の作成又は修正に際し遵守すべき指

針 

地域防災計画（原子力災害対策編）の作成又は

修正に際しては、原災法第６条の２第１項の規定

により、原子力規制委員会が定める「原子力災害

対策指針」（平成●●年●月●●日改訂）を遵守

するものとする。 

第５節 計画の基礎とするべき災害の想定 

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域にお

ける原子力施設からの放射性物質及び放射線の放

出形態は過酷事故を想定し、以下のとおりとする。

３ 市町地域防災計画との関係 

市町が地域防災計画「原子力災害対策編」を作成

又は修正するに当たっては、この計画を基本とす

るものとし、静岡県地域防災計画に抵触すること

のないようにするとともに、具体的な計画を定め

ておくものとする。 

なお、県は、市町の「原子力災害対策編」の作成

又は修正に協力するものとする。 

４ 計画の修正 

この計画は、災対法第 40 条の規定に基づき、毎年

検討を加え、防災基本計画又は県の体制、組織等

の見直し等により修正の必要があると認める場合

にはこれを変更するものとする。 

 

 

第３節 計画の周知徹底 

この計画は、市町、関係行政機関、関係公共機

関その他防災関係機関に対し周知徹底を図るとと

もに、特に必要と認められるものについては県民

への周知を図るものとする。また、各関係機関に

おいては、この計画の習熟に努めるとともに、必

要に応じて細部の活動計画等を作成し、万全を期

すものとする。 

第４節 計画の作成又は修正に際し遵守すべき指

針 

この計画の作成又は修正に際しては、原災法第

６条の２第１項の規定により、原子力規制委員会

が定める「原子力災害対策指針」（平成 25 年２月

27 日改訂）を遵守するものとする。 

 

第５節 計画の基礎とするべき災害の想定 

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域にお

ける原子力発電所からの放射性物質及び放射線の

放出形態は過酷事故を想定し、以下のとおりとす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・指針改訂に伴う修正 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

（原子力発電所で想定される放射性物質の放出形

態） 

原子力発電所においては、多重の物理的防護壁が

設けられているが、これらの防護壁が機能しない

場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。そ

の際、大気へ放出の可能性がある放射性物質とし

ては、気体状のクリプトンやキセノン等の希ガス、

揮発性のヨウ素、気体中に浮遊する微粒子（以下

「エアロゾル」という。）等の放射性物質がある。

これらは、気体状又は粒子状の物質を含んだ空気

の一団（以下「プルーム」という。）となり、移

動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くな

る傾向があるものの、風下方向の広範囲に影響が

及ぶ可能性がある。また、特に降雨雪がある場合

には、地表に沈着し長期間留まる可能性が高い。

さらに、土壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に

溶ける場合があり、それらの飛散や流出には特別

な留意が必要である。  

実際、平成 23 年 3 月に発生した東京電力株式会社

福島第一原子力発電所事故においては、格納容器

の一部の封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生

した水素の爆発による原子炉建屋の損傷等の結

果、セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に

放出された。また、炉心冷却に用いた冷却水に多

量の放射性物質が含まれて海に流出した。したが

って、事故による放出形態は必ずしも単一的なも

のではなく、複合的であることを十分考慮する必

要がある。  

第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区

域を含む地域の範囲 

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機

器等の整備、避難計画等の策定等、原子力災害対

策を重点的に実施すべき地域の範囲については、

以下省略 

【放出形態を記述するにあたっては、原子力施設

の特性等を把握し、原子力災害対策指針を参照し

て定めるものとする。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区

域を含む地域の範囲 

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機

器等の整備、避難計画等の策定等、原子力災害対

策を重点的に実施すべき地域の範囲については、

る。 

（原子力発電所で想定される放射性物質の放出形

態） 

原子力発電所においては、多重の物理的防護壁が

設けられているが、これらの防護壁が機能しない

場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。そ

の際、大気へ放出の可能性がある放射性物質とし

ては、気体状のクリプトンやキセノン等の希ガス、

揮発性のヨウ素、気体中に浮遊する微粒子（以下

「エアロゾル」という。）等の放射性物質がある。

これらは、気体状又は粒子状の物質を含んだ空気

の一団（以下「プルーム」という。）となり、移

動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くな

る傾向があるものの、風下方向の広範囲に影響が

及ぶ可能性がある。また、特に降雨雪がある場合

には、地表に沈着し長期間留まる可能性が高い。

さらに、土壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に

溶ける場合があり、それらの飛散や流出には特別

な留意が必要である。  

実際、平成 23 年 3 月に発生した東京電力株式会社

福島第一原子力発電所事故においては、格納容器

の一部の封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生

した水素の爆発による原子炉建屋の損傷等の結

果、セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に

放出された。また、炉心冷却に用いた冷却水に多

量の放射性物質が含まれて海に流出した。したが

って、事故による放出形態は必ずしも単一的なも

のではなく、複合的であることを十分考慮する必

要がある。  

第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区

域を含む地域の範囲 

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機

器等の整備、避難計画等の策定等、原子力災害対

策を重点的に実施すべき地域の範囲については、
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針において示されている目安を

踏まえ、施設の特性、行政区画、地勢等地域に固

有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、具体的

な地域を定めるものとする。 

 

実施すべき対策の内容に応じて、以下に示す基

準をもとに地域の範囲を定める。 

・予防的防護措置を準備する区域 

（PAZ：Precautionary Action Zone） 

・緊急時防護措置を準備する区域 

（UPZ：Urgent Protective action planning Zone）

この考え方を踏まえ、本県において、原子力災害

対策を重点的に実施すべき地域は下表のとおりと

する。 

 なお、必要に応じ、原子力災害対策を重点的に

実施すべき地域を含む市町の当該地域の外につい

ても、地域内と同様な原子力災害対策を実施する

ものとする。 

予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ） 

市町 地区等 

御前崎市 全域 

地頭方 

落居 

笠名 

堀野新田 

新庄 

牧之原市 

遠渡 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針において示されている目安を

踏まえ、施設の特性、行政区画、地勢等地域に固

有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、具体的

な地域を定めるものとする。 

【原子力発電所の場合】 

実施すべき対策の内容に応じて、以下に示す基準

をもとに地域の範囲を定める。 

・予防的防護措置を準備する区域 

（PAZ：Precautionary Action Zone） 

・緊急時防護措置を準備する区域 

（UPZ：Urgent Protective action planning Zone）

【現状、原子力発電所のみを対象としているため、

【原子力発電所の場合】と【原子力発電所以外の

原子力施設の場合】に分けて記述している。 

原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の考え

方及び各原子力施設におけるＰＡＺ、ＵＰＺの目

安の距離（半径）は、原子力災害対策指針をそれ

ぞれ参照されたい。】 

【原子力発電所以外の原子力施設の場合】 

以下に示す基準をもとに地域の範囲を定める。 

・実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区

域 

【実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区

域の目安の距離（半径）は、原子力災害対策指針

及び別添１を参照されたい。】 

この考え方を踏まえ、本県において、原子力災害

対策を重点的に実施すべき地域は下表のとおりと

する。 

原子力災害対策を重

点的に実施すべき地

域を含む市町村 

原子力災害対策を重

点的に実施すべき地

域 

○○区○○ ○○市 

○○区○○ 

原子力災害対策指針において示されている目安を

踏まえ、施設の特性、行政区画、地勢等地域に固

有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、具体的

な地域を定めるものとする。 

 

実施すべき対策の内容に応じて、以下に示す基

準をもとに地域の範囲を定める。 

・予防的防護措置を準備する区域 

（PAZ：Precautionary Action Zone） 

・緊急時防護措置を準備する区域 

（UPZ：Urgent Protective action planning Zone） 

この考え方を踏まえ、本県において、原子力災害

対策を重点的に実施すべき地域は下表のとおりと

する。 

 なお、必要に応じ、原子力災害対策を重点的に

実施すべき地域を含む市町の当該地域の外につい

ても、地域内と同様な原子力災害対策を実施する

ものとする。 

予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ） 

市町 地区等 

御前崎市 全域 

地頭方 

落居 

笠名 

堀野新田 

新庄 

遠渡 

須々木 

鬼女新田 

波津 

相良 

福岡 

牧之原市 

大沢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・牧之原市防災会議からの要望を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ） 

市町 地区等 

牧之原市 地頭方、落居、笠名、堀野新田、

新庄、遠渡を除く全域 

菊川市 全域 

掛川市 全域 

吉田町 全域 

袋井市 全域 

焼津市 全域 

藤枝 

青島 

高洲 

大洲 

西益津 

藤枝市 

稲葉 

旧島田市のうち、犬間、小川、中

平、二俣、白井、大森、西向、大

平を除いた全域 

島田市 

旧金谷町の全域 

牛飼 

市場 

下飯田 

中飯田 

上飯田 

東組 

西組 

城北 

若宮 

梶ヶ谷 

鴨谷 

森町 

南戸綿 

見付地区 磐田市 

今之浦地区 

○○地区 ○○村 

○○地区 

【本編又は資料編等に地図を添付すること。 

原子力施設が複数存在し、原子力災害対策を実施

すべき地域が異なる場合には、原子力施設に応じ

て表を複数設定すること。 

県は、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域

を含む市町村の市（町村）地域防災計画の作成に

ついて協力するものとする。 

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域が原子

力事業者の敷地内に包含される場合は、事故時の

放射性物質又は放射線の影響が、敷地外へ及ぶ可

能性はほとんどないことから、住民避難に関する

項目、安定ヨウ素剤に関する項目などについては、

必ずしも作成しなければならないものではない。

また、モニタリングについては、敷地外へ影響が

及んでいないことを確認する観点から敷地境界周

辺でのモニタリングを行うものとする。 

県は国と連携をし、UPZ 圏外で避難先となる可能

性のある市町村に対する情報提供や、その他県内

市町村の要望に基づく情報連絡など、必要に応じ

て、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域以

外の市町村に対しても、情報連絡、住民広報の体

制等を整備しておくものとする。 

防護措置実施のフローの例については、原子力

災害対策指針及び別添２を参照されたい。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ） 

市町 地区等 

牧之原市 地頭方、落居、笠名、堀野新田、

新庄、遠渡、須々木、鬼女新田、

波津、相良、福岡、大沢を除く全

域 

菊川市 全域 

掛川市 全域 

吉田町 全域 

袋井市 全域 

焼津市 全域 

藤枝 

青島 

高洲 

大洲 

西益津 

藤枝市 

稲葉 

旧島田市のうち、犬間、小川、中

平、二俣、白井、大森、西向、大

平を除いた全域 

島田市 

旧金谷町の全域 

牛飼 

市場 

下飯田 

中飯田 

上飯田 

東組 

西組 

城北 

若宮 

梶ヶ谷 

鴨谷 

森町 

南戸綿 

 

 

 

・牧之原市防災会議からの要望を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中泉地区 

天竜地区 

西貝地区 

大藤地区のうち第１区から第

５区 

向笠地区 

御厨地区 

南御厨地区 

長野地区 

田原地区 

於保地区 

福田東地区 

福田西地区 

福田南地区 

福田中島地区 

福田西部地区 

福田北部地区 

豊浜地区 

竜洋西地区のうち金洗 

竜洋東地区 

竜洋北地区のうち平間、ニュー

タウン、あおば 

富岡西地区のうち上気賀、匂坂

下、気賀東、加茂東、加茂川原 

豊田東地区 

井通地区のうち上万能、一言

里、一言北原、一言エクレール、

一言南原 

青城地区のうち中田、気子島、

宮之一色、海老塚、下万能、下

本郷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見付地区 

今之浦地区 

中泉地区 

天竜地区 

西貝地区 

大藤地区のうち第１区から第

５区 

向笠地区 

御厨地区 

南御厨地区 

長野地区 

田原地区 

於保地区 

福田東地区 

福田西地区 

福田南地区 

福田中島地区 

福田西部地区 

福田北部地区 

豊浜地区 

竜洋西地区のうち金洗 

竜洋東地区 

竜洋北地区のうち平間、ニュー

タウン、あおば 

富岡西地区のうち上気賀、匂坂

下、気賀東、加茂東、加茂川原 

豊田東地区 

井通地区のうち上万能、一言

里、一言北原、一言エクレール、

一言南原 

磐田市 

青城地区のうち中田、気子島、

宮之一色、海老塚、下万能、下

本郷 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区

域の区分等に応じた防護措置の準備及び実施 

１．原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備

及び実施 

ＰＡＺにおいては、原子力施設において異常事

態が発生した場合には、急速に進展する事故にお

いても放射線被ばくによる確定的影響等を回避す

るため、放射性物質の環境への放出前の段階から、

原子力施設等の状態が以下に示す区分のどれに該

当するかを判断し、該当する区分に応じて避難等

の予防的な防護措置を準備し、実施することとす

る。なお、事態の規模、時間的な推移に応じて、

国の指示によってPAZ の範囲外においても段階的

に避難措置等の予防的な防護措置を実施すること

がある。 

・警戒事象（特定事象（原災法１０条事象）に

至る可能性がある事故・故障等又はこれに準ずる

事故・故障等） 

・特定事象 

・原子力緊急事態（原災法第２条第２号に規定

する原子力緊急事態） 

また、ＵＰＺにおいては、原子力緊急事態とな

った際には予防的な防護措置（屋内退避）を原則

実施することとする。 

【原子力災害対策指針においては、原子力施設の

状態に基づく緊急事態区分として以下の３区分が

示された。 

・警戒事態 

・施設敷地緊急事態 

・全面緊急事態 

原子力災害対策指針においては、緊急事態区分を

判断するための基準 

として、従前より原災法等に基づき運用している

施設の状態等を適用するとしていることから、警

第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区

域の区分等に応じた防護措置の準備及び実施 

１．原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備

及び実施 

ＰＡＺにおいては、原子力施設において異常事

態が発生した場合には、急速に進展する事故にお

いても放射線被ばくによる確定的影響等を回避す

るため、放射性物質の環境への放出前の段階から、

原子力施設等の状態が以下に示す区分のどれに該

当するかを判断し、該当する区分に応じて避難等

の予防的な防護措置を準備し、実施することとす

る。なお、事態の規模、時間的な推移に応じて、

国の指示によってPAZ の範囲外においても段階的

に避難措置等の予防的な防護措置を実施すること

がある。 

・警戒事象（特定事象（原災法１０条事象）に

至る可能性がある事故・故障等又はこれに準ずる

事故・故障等） 

・特定事象 

・原子力緊急事態（原災法第２条第２号に規定

する原子力緊急事態） 

また、ＵＰＺにおいては、原子力緊急事態とな

った際には予防的な防護措置（屋内退避）を原則

実施することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアルの改訂に伴う節及び内容の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左記について、ＵＰＺの段階的な避難につ

いて、避難シミュレーションの結果等を参

考に検討する。） 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

原子力防災に関し、県、所在市（御前崎市をい

う。以下同じ）、関係周辺市町（牧之原市、菊川市、

掛川市、吉田町、袋井市、焼津市、藤枝市、島田

戒事態は警戒事象に、施設敷地緊急事態は特定事

象に、全面緊急事態は原子力緊急事態に、それぞ

れ概ね対応するものとなっている。したがって、

マニュアル上においては、警戒事象、特定事象、

原子力緊急事態という用語を使用するものとす

る。実用発電用原子炉に係る原子炉施設に関する

緊急事態区分及びこれを判断するための緊急時活

動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level） 

の具体的な内容と対応関係については、原子力災

害対策指針及び別添３を参照されたい。なお、「立

地市町村における震度５弱以上の地震」が発生し

た場合は、原子力災害対策指針に示される警戒事

態には該当しないものの、国から関係道府県等へ

の連絡等が実施されるので、その旨留意されたい】

２．放射性物質が環境へ放出された場合の防護措

置の実施 

放射性物質が環境へ放出された場合、ＵＰＺ及び

ＵＰＺ外においては、緊急時の環境放射線モニタ

リング（以下「緊急時モニタリング」という。）

による測定結果を、防護措置の実施を判断する基

準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ：

Operational Intervention Level）と照らし合わ

せ、必要な防護措置を実施することとする。 

【「緊急時モニタリング」とは、放射性物質ある

いは放射線の異常な放 

出又はそのおそれのある場合に周辺環境の放射性

物質又は放射線に関する情報を得るために特別に

計画された環境モニタリングをいう。ＯＩＬと各

種防護措置の関係については、原子力災害対策指

針及び別添４を参照されたい。】 

第８節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

原子力防災に関し、県、市町村、指定地方行政

機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的

団体等の防災関係機関が処理すべき事務又は業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．放射性物質が環境へ放出された場合の防護措

置の実施 

放射性物質が環境へ放出された場合、ＵＰＺ及び

ＵＰＺ外においては、緊急時の環境放射線モニタ

リング（以下「緊急時モニタリング」という。）

による測定結果を、防護措置の実施を判断する基

準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ：

Operational Intervention Level）と照らし合わ

せ、必要な防護措置を実施することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

原子力防災に関し、県、所在市（御前崎市をい

う。以下同じ）、関係周辺市町（牧之原市、菊川市、

掛川市、吉田町、袋井市、焼津市、藤枝市、島田

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアルの改訂に伴う節番号の見直し 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市、森町及び磐田市をいう。以下同じ）、指定地方

行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公

共的団体等の防災関係機関が処理すべき事務又は

業務の大綱は、静岡県地域防災計画「共通対策の

巻」第 1 章第１節に定める「防災上重要な機関の

処理すべき事務又は業務の大綱」を基本に次のと

おりとする。 

１ 指定地方行政機関 

機    関    名 所     掌     事     務 

関東管区警察局 

１ 管区内各県警察の災害警

備 活 動 及 び 相 互 援 助 の 指

導・調整 

２ 他管区警察局及び警察庁

との連携 

３ 管区内防災関係機関との

連携 

４ 管区内各県警察及び防災

関係機関等からの情報収集

並びに報告連絡 

５ 警察通信の確保及び統制 

の大綱は○○県地域防災計画（共通編）第○章○

節に定める「防災関係機関の処理すべき事務又は

業務の大綱」を基本に次のとおりとする。 

※ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大

綱・・・・略 

【県、県警察本部、関係市町村、消防本部、指定

地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方

公共機関等の防災業務関係機関の連絡窓口、所掌

事項を定めること。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市、森町及び磐田市をいう。以下同じ）、指定地方

行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公

共的団体等の防災関係機関が処理すべき事務又は

業務の大綱は、静岡県地域防災計画「共通対策の

巻」第 1 章第１節に定める「防災上重要な機関の

処理すべき事務又は業務の大綱」を基本に次のと

おりとする。 

１ 指定地方行政機関 

機    関    名 所     掌     事     務 

関東管区警察局

１ 管区内各県警察の災害警

備 活 動 及 び 相 互 援 助 の 指

導・調整 

２ 他管区警察局及び警察庁

との連携 

３ 管区内防災関係機関との

連携 

４ 管区内各県警察及び防災

関係機関等からの情報収集

並びに報告連絡 

５ 警察通信の確保及び統制 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海総合通信局 

１ 災害時に備えての電気通

信施設（有線電気通信施設及 

   び無線通信施設）の整備

のための調整及び電波の監

理 

２ 災害時における電気通信

の確保のための応急対策

及び非常の場合の無線通

信の監理 

３ 災害地域における電気通

信施設の被害状況調査 

４ 通信インフラの支障が発

生した被災地の地方公共

団体への衛星携帯電話等

の災害対策用移動通信機

器及び災害対策用移動電

源車の貸与 

５ 非常通信訓練の計画及び

その実施についての指導

に関すること 

６ 非常通信協議会の運営に

関すること 

東海財務局 

（静岡財務事務

所） 

災害時における財政金融対

策並びに関係機関との連絡

調整 

東海北陸厚生局 

1 災害状況の情報収集、連絡

調整 

2 関係職員の派遣 

3 関係機関との連絡調整 

静岡労働局 

１ 労働災害防止の監督指導 

２ 災害発生時における労働

災害調査 

３ 業務上被災労働者に対す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海総合通信局

１ 災害時に備えての電気通

信施設（有線電気通信施設及 

   び無線通信施設）の整備

のための調整及び電波の監

理 

２ 災害時における電気通信

の確保のための応急対策

及び非常の場合の無線通

信の監理 

３ 災害地域における電気通

信施設の被害状況調査 

４ 通信インフラの支障が発

生した被災地の地方公共

団体への衛星携帯電話等

の災害対策用移動通信機

器及び災害対策用移動電

源車の貸与 

５ 非常通信訓練の計画及び

その実施についての指導

に関すること 

６ 非常通信協議会の運営に

関すること 

東海財務局 

（静岡財務事務

所） 

災害時における財政金融対

策並びに関係機関との連絡

調整 

東海北陸厚生局

1 災害状況の情報収集、連絡

調整 

2 関係職員の派遣 

3 関係機関との連絡調整 

静岡労働局 

１ 労働災害防止の監督指導 

２ 災害発生時における労働

災害調査 

３ 業務上被災労働者に対す
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る労災保険給付 

関東農政局 

１ 被災地周辺農林畜水産

物等の安全性の確認 

２ 災害時における主要食

料等の需給対策 

中部経済産業局 
原子力災害現地対策本部等

の支援 

中部地方整備局 
直轄国道の通行確保に関す

ること 

中部運輸局 

１ 各輸送機関との連絡調整 

２ 緊急輸送に必要なﾄﾗｯｸ､

ﾊﾞｽ等の車両及び船舶の配置

の要請 

東京航空局東京

空港事務所 

上空の飛行規制とその周知

徹底 

東京管区気象台 

 （静岡地方気

象台） 

気象、地象、水象の観測及び

防災気象情報の発表 

第三管区海上保

安本部 （清水海

上保安部） 

１ 海上における緊急時環境

放射線モニタリング（以

下「緊急時モニタリング」

という。）の支援 

２ 通行船舶に対する航行の

制限及び航泊禁止等の措置 

３ 海上における救助・救難

活動 

４ 緊急輸送に関すること 

５ 海上における治安の確保 

２ 自 衛 隊 

機    関    名 所     掌     事     務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る労災保険給付 

関東農政局 

１ 被災地周辺農林畜水産

物等の安全性の確認 

２ 災害時における主要食

料等の需給対策 

中部経済産業局
原子力災害現地対策本部等

の支援 

中部地方整備局
直轄国道の通行確保に関す

ること 

中部運輸局 

１ 各輸送機関との連絡調整 

２ 緊急輸送に必要なﾄﾗｯｸ､

ﾊﾞｽ等の車両及び船舶の配置

の要請 

東京航空局東京

空港事務所 

上空の飛行規制とその周知

徹底 

東京管区気象台

 （静岡地方気

象台） 

気象、地象、水象の観測及び

防災気象情報の発表 

第三管区海上保

安本部 （清水海

上保安部） 

１ 海上における緊急時環境

放射線モニタリング（以

下「緊急時モニタリング」

という。）の支援 

２ 通行船舶に対する航行の

制限及び航泊禁止等の措置 

３ 海上における救助・救難

活動 

４ 緊急輸送に関すること 

５ 海上における治安の確保 

２ 自 衛 隊 

機    関    名 所     掌     事     務 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上自衛隊第 34

普通科連隊 

海上自衛隊横須

賀地方総監部 

航空自衛隊第 1

航空団 

１ 災害応急対策の支援 

２ 緊急時モニタリングの支

援 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

機    関    名 所     掌     事     務 

東海旅客鉄道株

式会社 

東日本旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道株

式会社 

地 方 鉄 道 会 

社 

１ 災害対策に必要な物資及

び人員の輸送確保 

２ 災害時の応急輸送対策 

中日本高速道路

株式会社 
災害時の輸送路の確保 

西日本電信電話

株式会社 

１ 通信の確保 

２ 公衆電気通信の特別取り

扱い 

株式会社エヌ・

ティ・ティ・ド

コモ東海支社 

ＫＤＤＩ株式会

社 

通信の確保 

日本赤十字社 

(社)静岡県医師

会 

(社)静岡県歯科

医師会 

(公社)静岡県薬

剤師会 

災害時における医療救護の実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上自衛隊第 34

普通科連隊 

海上自衛隊横須

賀地方総監部 

航空自衛隊第 1

航空団 

１ 災害応急対策の支援 

２ 緊急時モニタリングの支

援 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

機    関    名 所     掌     事     務 

東海旅客鉄道株

式会社 

東日本旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道株

式会社 

地 方 鉄 道 会

社 

１ 災害対策に必要な物資及

び人員の輸送確保 

２ 災害時の応急輸送対策 

中日本高速道路

株式会社 
災害時の輸送路の確保 

西日本電信電話

株式会社 

１ 通信の確保 

２ 公衆電気通信の特別取り

扱い 

株式会社エヌ・

ティ・ティ・ド

コモ東海支社 

ＫＤＤＩ株式会

社 

通信の確保 

日本赤十字社 

(社)静岡県医師

会 

(社)静岡県歯科

医師会 

(公社)静岡県薬

剤師会 

災害時における医療救護の実

施 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(社)静岡県看護

協会 

(公社)静岡県病

院協会 

(独)国立病院機

構 

国の開設する病院における医

療救護の実施 

(公社)静岡県放

射線技師会 

県が行う緊急被ばく医療措置

に対する協力 

日本通運株式会

社 

(社)静岡県トラ

ック協会 

１ 災害対策に必要な物資の

輸送確保 

２ 災害時の応急輸送対策 

日本放送協会 

民間放送機関 

気象予警報、災害情報、その

他の災害広報 

(社)静岡県バス

協会 
避難住民等の輸送の支援 

(独)日本原子力

研究開発機構 

原子力緊急時支

援・研修センタ

ー 

１専門家の派遣 

２放射線測定機材の提供 

３災害応急対策の技術的支援

（検討・助言） 

(独)放射線医学

総合研究所 
緊急被ばく医療に関すること 

４ 消 防 機 関 

機    関    名 所     掌     事     務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公社)静岡県看

護協会 

(公社)静岡県病

院協会 

(独)国立病院機

構 

国の開設する病院における医

療救護の実施 

(公社)静岡県放

射線技師会 

県が行う緊急被ばく医療措置

に対する協力 

日本通運株式会

社 

(社)静岡県トラ

ック協会 

１ 災害対策に必要な物資の

輸送確保 

２ 災害時の応急輸送対策 

日本放送協会 

民間放送機関 

気象予警報、災害情報、その

他の災害広報 

(社)静岡県バス

協会 
避難住民等の輸送の支援 

(独)日本原子力

研究開発機構 

原子力緊急時支

援・研修センタ

ー 

１専門家の派遣 

２放射線測定機材の提供 

３災害応急対策の技術的支援

（検討・助言） 

(独)放射線医学

総合研究所 
緊急被ばく医療に関すること 

４ 消 防 機 関 

機    関    名 所     掌     事     務 

・組織名称の変更 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御前崎市消防本部 

菊川市消防本部 

掛川市消防本部 

吉田町牧之原市広域施

設組合消防本部 

袋井市森町広域行政組

合袋井消防本部 

焼津市消防本部 

（～H25.3.30） 

藤枝市消防本部 

（～H25.3.30） 

志太広域事務組合

志太消防本部 

（H25.3.31～） 

島田市消防本部 

磐田市消防本部 

牧之原市相良消防本部 

（H25.4.1～） 

１ 住民等に関する広報及び

避難誘導 

２ 緊急被ばく医療措置に対

する協力 

３ 防護区域の防火対策 

４ 立入制限及び交通規制の

協力 

５ 静  岡  県 

所       掌       事       務 

１ 原子力防災に関する知識の普及及び防災訓

練の実施 

２ 通信連絡設備等の整備 

３ 緊急時モニタリング設備等の整備 

４ 緊急被ばく医療設備等の整備 

５ 防災対策資機材の整備 

６ 防災対策資料の整備 

７ 原子力事業者からの報告の徴収及び立入検

査 

８ 緊急事態応急対策拠点施設の整備及び維持 

９ 災害状況の把握及び伝達 

10 県原子力災害警戒本部の設置 

11 県原子力災害対策本部の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御前崎市消防本部 

菊川市消防本部 

掛川市消防本部 

吉田町牧之原市広域施

設組合消防本部 

袋井市森町広域行政組

合袋井消防本部 

志太広域事務組合

志太消防本部 

島田市消防本部 

磐田市消防本部 

牧之原市相良消防本部 

１ 住民等に関する広報及び

避難誘導 

２ 緊急被ばく医療措置に対

する協力 

３ 防護区域の防火対策 

４ 立入制限及び交通規制の

協力 

 

 

 

 

 

 

５ 静  岡  県 

所       掌       事       務 

１ 原子力防災に関する知識の普及及び防災訓

練の実施 

２ 通信連絡設備等の整備 

３ 緊急時モニタリング設備等の整備 

４ 緊急被ばく医療設備等の整備 

５ 防災対策資機材の整備 

６ 防災対策資料の整備 

７ 原子力事業者からの報告の徴収及び立入検

査 

８ 緊急事態応急対策拠点施設の整備及び維持 

９ 災害状況の把握及び伝達 

10 県原子力災害警戒本部の設置 

11 県原子力災害対策本部の設置 

 

 

 

 

 

 

 

・消防広域化に伴う修正 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 原子力災害合同対策協議会等への職員派遣 

13 緊急時モニタリングの実施 

14 避難及びスクリーニングの場所の開設支援 

15 スクリーニング及び除染の実施 

16 緊急被ばく医療措置 

17 住民等及び必需物資の緊急輸送の確保 

18 汚染飲食物の摂取制限等 

19 住民等からの問い合わせ対応 

20 放射性汚染物質の除去 

21 制限措置の解除 

22 所在市及び関係周辺市町の原子力防災対策

に対する助言及び協力 

23 損害賠償の請求等に必要な資料の整備 

24 国及び関係機関への支援の要請 

６ 静岡県警察本部 

所       掌       事       務 

１ 住民等に対する避難誘導及び災害警備広報 

２ 立入制限及び交通規制 

３ 治安の確保 

７ 所在市（御前崎市）及び関係周辺市町（牧之原

市、菊川市、掛川市、吉田町、袋井市、焼津

市、藤枝市、島田市、森町、磐田市） 

所       掌       事       務 

１ 原子力防災に関する知識の普及及び防災訓練

の実施 

２ 通信連絡設備等の整備 

３ 防災対策資機材の整備 

４ 防災対策資料の整備 

５ 避難所等の整備 

６ 災害状況の把握及び伝達 

７ 市町災害対策本部の設置 

８ 原子力災害合同対策協議会への職員派遣 

９ 県が行う緊急時モニタリングに対する協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 原子力災害合同対策協議会等への職員派遣 

13 緊急時モニタリングの実施 

14 避難及びスクリーニングの場所の開設支援 

15 スクリーニング及び除染の実施 

16 緊急被ばく医療措置 

17 住民等及び必需物資の緊急輸送の確保 

18 汚染飲食物の摂取制限等 

19 住民等からの問い合わせ対応 

20 放射性汚染物質の除去 

21 制限措置の解除 

22 所在市及び関係周辺市町の原子力防災対策

に対する助言及び協力 

23 損害賠償の請求等に必要な資料の整備 

24 国及び関係機関への支援の要請 

６ 静岡県警察本部 

所       掌       事       務 

１ 住民等に対する避難誘導及び災害警備広報 

２ 立入制限及び交通規制 

３ 治安の確保 

７ 所在市（御前崎市）及び関係周辺市町（牧之原

市、菊川市、掛川市、吉田町、袋井市、焼津

市、藤枝市、島田市、森町、磐田市） 

所       掌       事       務 

１ 原子力防災に関する知識の普及及び防災訓練

の実施 

２ 通信連絡設備等の整備 

３ 防災対策資機材の整備 

４ 防災対策資料の整備 

５ 避難所等の整備 

６ 災害状況の把握及び伝達 

７ 市町災害対策本部の設置 

８ 原子力災害合同対策協議会への職員派遣 

９ 県が行う緊急時モニタリングに対する協力 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 避難の勧告、指示及び立入制限 

11 避難誘導 

12 避難及びスクリーニングの場所等の開設 

13 県が行う緊急被ばく医療措置に対する協力 

14 住民等及び必需物資の緊急輸送の確保 

15 汚染飲食物の摂取制限等 

16 住民等からの問い合わせ対応 

17 県が行う放射性汚染物質の除去に対する協力 

18 制限措置の解除 

19 県が行う原子力防災対策に対する協力 

20 損害賠償請求等に必要な資料の整備 

21 県及び関係機関への支援の要請 

８ 原子力事業者（中部電力株式会社） 

所           掌           事            務

１ 原子力発電所の防災体制の整備 

２ 原子力発電所の災害予防 

３ 原子力発電所の災害状況の把握及び関係機

関への情報の提供 

４ 従業員等に対する防災に係る教育、訓練 

５ 原子力発電所施設内の応急対策措置 

６ 通信連絡体制の整備 

７ 放射線測定設備（モニタリングポスト）の整

備 

８ 原子力防災資機材の整備 

９ 原子力災害活動で使用する資料の整備 

10 環境放射線モニタリングの実施 

11 原子力災害合同対策協議会への職員派遣 

12 スクリーニング及び除染の実施（県と連携）

13 県、所在市、関係周辺市町及び関係機関の実

施する防災対策活動に対する協力 

14 放射性物質の除去 

15 災害の復旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 避難の勧告、指示及び立入制限 

11 避難誘導 

12 避難及びスクリーニングの場所等の開設 

13 県が行う緊急被ばく医療措置に対する協力 

14 住民等及び必需物資の緊急輸送の確保 

15 汚染飲食物の摂取制限等 

16 住民等からの問い合わせ対応 

17 県が行う放射性汚染物質の除去に対する協力 

18 制限措置の解除 

19 県が行う原子力防災対策に対する協力 

20 損害賠償請求等に必要な資料の整備 

21 県及び関係機関への支援の要請 

８ 原子力事業者（中部電力株式会社） 

所           掌           事            務 

１ 原子力発電所の防災体制の整備 

２ 原子力発電所の災害予防 

３ 原子力発電所の災害状況の把握及び関係機

関への情報の提供 

４ 従業員等に対する防災に係る教育、訓練 

５ 原子力発電所施設内の応急対策措置 

６ 通信連絡体制の整備 

７ 放射線測定設備（モニタリングポスト）の整

備 

８ 原子力防災資機材の整備 

９ 原子力災害活動で使用する資料の整備 

10 環境放射線モニタリングの実施 

11 原子力災害合同対策協議会への職員派遣 

12 スクリーニング及び除染の実施（県と連携） 

13 県、所在市、関係周辺市町及び関係機関の実

施する防災対策活動に対する協力 

14 放射性物質の除去 

15 災害の復旧  
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 原子力災害事前対策 

第１節 基本方針 

本章は、原災法及び災対法に基づき実施する予

防体制の整備及び原子力災害の事前対策を中心に

定めるものである。 

第２節 原子力事業者との防災業務計画に関する

協議及び防災要員の現況等の届出の受理 

１ 協  議 

県は、原子力事業者が作成又は修正しようとす

る原子力事業者防災業務計画について、自らの地

域防災計画と整合性を保つ等の観点から、原子力

事業者が計画を作成又は修正しようとする日の 60

日前までに、その計画案を受理し協議を開始する

とともに、直ちに原災法第７条第２項に基づき関

係周辺市町に計画案を送付し、相当の期限を定め

て、関係周辺市町の意見を聴き必要に応じて原子

力事業者との協議に反映させるものとする。 

 

 

 

２ 届  出 

(1) 県は、原子力事業者からその原子力防災組織

の原子力防災要員の現況について届け出があった

場合、関係周辺市町に当該届出に係る書類の写し

を速やかに送付するものとする。 

 

(2) 県は、原子力事業者から原子力防災管理者又

は副原子力防災管理者の選任又は解任の届け出が

あった場合、関係周辺市町に当該届出に係る書類

の写しを速やかに送付するものとする。 

 

(3) 県は、原子力事業者から放射線測定設備及び

原子力防災資機材の現況について届け出があった

場合、関係周辺市町に当該届出に係る書類の写し

第２章 原子力災害事前対策 

第１節 基本方針 

本章は、原災法及び災害対策基本法に基づき実

施する予防体制の整備及び原子力災害の事前対策

を中心に定めるものである。 

第２節 原子力事業者との防災業務計画に関する

協議及び防災要員の現況等の届出の受理 

 

（１）県は、原子力事業者が作成又は修正しよう

とする原子力事業者防災業務計画について、自ら

の地域防災計画と整合性を保つ等の観点から、原

子力事業者が計画を作成又は修正しようとする日

の６０日前までに、その計画案を受理し協議を開

始するとともに、直ちに原災法第７条第２項に基

づく関係周辺市町村に計画案を送付し、相当の期

限を定めて、関係周辺市町村の意見を聴き必要に

応じて原子力事業者との協議に反映させるものと

する。 

【原災法第７条第２項の規定による。なお、原災

法施行令の改正により、新たに関係周辺都道府県

知事も協議先として加えるものとする。】 

（２）県は、原子力事業者からその原子力防災組

織の原子力防災要員の現況について届け出があっ

た場合、関係周辺市町村に当該届出に係る書類の

写しを速やかに送付するものとする。 

【原災法第８条第４項の規定による。】 

（３）県は、原子力事業者から原子力防災管理者

又は副原子力防災管理者の選任又は解任の届け出

があった場合、関係周辺市町村に当該届出に係る

書類の写しを速やかに送付するものとする。 

【原災法第９条第５項及び第６項の規定による。】

（４）県は、原子力事業者から放射線測定設備及

び原子力防災資機材の現況について届け出があっ

た場合、関係周辺市町村に当該届出に係る書類の

２章 原子力災害事前対策 

第１節 基本方針 

本章は、原災法及び災対法に基づき実施する予

防体制の整備及び原子力災害の事前対策を中心に

定めるものである。 

第２節 原子力事業者との防災業務計画に関する

協議及び防災要員の現況等の届出の受理 

１ 協  議 

県は、原子力事業者が作成又は修正しようとす

る原子力事業者防災業務計画について、自らの地

域防災計画と整合性を保つ等の観点から、原子力

事業者が計画を作成又は修正しようとする日の 60

日前までに、その計画案を受理し協議を開始する

とともに、直ちに原災法第７条第２項に基づき関

係周辺市町に計画案を送付し、相当の期限を定め

て、関係周辺市町の意見を聴き必要に応じて原子

力事業者との協議に反映させるものとする。 

 

 

 

２ 届  出 

(1) 県は、原子力事業者からその原子力防災組織

の原子力防災要員の現況について届け出があった

場合、関係周辺市町に当該届出に係る書類の写し

を速やかに送付するものとする。 

 

(2) 県は、原子力事業者から原子力防災管理者又

は副原子力防災管理者の選任又は解任の届け出が

あった場合、関係周辺市町に当該届出に係る書類

の写しを速やかに送付するものとする。 

 

(3) 県は、原子力事業者から放射線測定設備及び

原子力防災資機材の現況について届け出があった

場合、関係周辺市町に当該届出に係る書類の写し
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を速やかに送付するものとする。 

 

 

第３節 立入検査と報告の徴収 

(1) 県は、別に定める要領に従い、原子力事業者

から報告の徴収及び適時適切な立入検査を実施す

ること等により、原子力事業者が行う原子力災害

の予防（再発防止を含む。）のための措置が適切に

行われているかどうかについて確認するものとす

る。 

 

(2) 立入検査を実施する県の職員は、知事から立

入権限の委任を受けたことを示す身分証明書を携

帯して、立入検査を行うものとする。 

 

 

 

 

第４節 原子力防災専門官との連携 

県は、静岡県地域防災計画「原子力災害対策の

巻」の作成、原子力事業所の防災体制に関する情

報の収集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実施、

緊急事態応急対策等拠点施設（以下「対策拠点施

設」という。）の防災拠点としての活用、住民等

に対する原子力防災に関する情報伝達、事故時の

連絡体制、防護対策（避難計画の策定を含む）、

広域連携などの緊急時対応等については、原子力

防災専門官と密接な連携を図り、実施するものと

する。 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧へ

の備え 

（１）県は、平常時から関係機関、企業等との間

で協定を締結するなど連携強化を進めることによ

り、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害

写しを速やかに送付するものとする。 

【原災法第11 条第３項及び第４項の規定によ

る。】 

第３節 立入検査と報告の徴収 

（１）県は、必要に応じ、原子力事業者から報告

の徴収及び適時適切な立ち入り検査を実施するこ

と等により、原子力事業者が行う原子力災害の予

防（再発防止を含む。）のための措置が適切に行

われているかどうかについて確認するものとす

る。 

【原災法第31 条及び第32 条の規定による。】 

（２）立入検査を実施する県の職員は知事から、

立入権限の委任を受けたことを示す身分証明書を

携帯して、立入検査を行うものとする。 

【身分証明書の様式については、原子力災害対策

特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原

子力事業者防災業務計画等に関する省令別記様式

第５による】 

第４節 原子力防災専門官との連携 

県は、地域防災計画（原子力災害対策編）の作

成、原子力事業所の防災体制に関する情報の収集

及び連絡、地域ごとの防災訓練の実施、緊急事態

応急対策等拠点施設（以下「対策拠点施設」とい

う。）の防災拠点としての活用、住民等に対する

原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、

防護対策（避難計画の策定を含む）、広域連携な

どの緊急時対応等については、原子力防災専門官

と密接な連携を図り、実施するものとする。 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧へ

の備え 

（１）県は、平常時から関係機関、企業等との間

で協定を締結するなど連携強化を進めることによ

り、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害

を速やかに送付するものとする。 

 

 

第３節 立入検査と報告の徴収 

(1) 県は、別に定める要領に従い、原子力事業者

から報告の徴収及び適時適切な立入検査を実施す

ること等により、原子力事業者が行う原子力災害

の予防（再発防止を含む。）のための措置が適切に

行われているかどうかについて確認するものとす

る。 

 

(2) 立入検査を実施する県の職員は、知事から立

入権限の委任を受けたことを示す身分証明書を携

帯して、立入検査を行うものとする。 

 

 

 

 

第４節 原子力防災専門官との連携 

県は、静岡県地域防災計画「原子力災害対策の

巻」の作成、原子力事業所の防災体制に関する情

報の収集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実施、

緊急事態応急対策等拠点施設（以下「対策拠点施

設」という。）の防災拠点としての活用、住民等

に対する原子力防災に関する情報伝達、事故時の

連絡体制、防護対策（避難計画の策定を含む）、

広域連携などの緊急時対応等については、原子力

防災専門官と密接な連携を図り、実施するものと

する。 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧へ

の備え 

（１）県は、平常時から関係機関、企業等との間

で協定を締結するなど連携強化を進めることによ

り、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応急対策等が行えるように努めるものとする。ま

た、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務

（被災情報の整理の支援、支援物資の管理・輸送

等）については、あらかじめ、民間事業者との間

で協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハ

ウや能力等を活用するものとする。 

 

 

（２）県は、燃料、発電機、建設機械等の応急・

復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、供

給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸念さ

れる場合には、関係機関や民間事業者との連携に

努めるものとする。 

（３）県は、避難場所、避難施設、備蓄等、防災

に関する諸活動の推進に当たり、公共用地、国有

財産の有効活用を図るものとする。 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

県は、国、市町、原子力事業者、その他防災関

係機関と原子力防災に関する情報の収集及び連絡

を円滑に行うため、次に掲げる事項について体制

等を整備しておくものとする。 

１．情報の収集・連絡体制の整備 

（１）県と関係機関相互の連携体制の確保 

県は、原子力災害に対し万全を期すため、国、所

在市、関係周辺市町、原子力事業者その他防災関

係機関との間において確実な情報の収集・連絡体

制を確保するとともに、これらの防災拠点間にお

ける情報通信のためのネットワークを強化する。

 

 

 

 

 

 

応急対策等が行えるように努めるものとする。ま

た、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務

（被災情報の整理の支援、支援物資の管理・輸送

等）については、あらかじめ、民間事業者との間

で協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハ

ウや能力等を活用するものとする。 

【被災情報の整理の支援としては、民間事業者の

地図情報や航空写真の活用等が考えられる。】 

（２）県は、燃料、発電機、建設機械等の応急・

復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、供

給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸念さ

れる場合には、関係機関や民間事業者との連携に

努めるものとする。 

（３）県は、避難場所、避難施設、備蓄等、防災

に関する諸活動の推進に当たり、公共用地、国有

財産の有効活用を図るものとする。 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

県は、国、市町村、原子力事業者、その他防災

関係機関と原子力防災に関する情報の収集及び連

絡を円滑に行うため、次に掲げる事項について体

制等を整備しておくものとする。 

１．情報の収集・連絡体制の整備 

（１）県と関係機関相互の連携体制の確保 

県は、原子力災害に対し万全を期すため、国、

所在市町村、関係周辺市町村、関係周辺都道府県、

原子力事業者その他防災関係機関との間において

確実な情報の収集・連絡体制を確保するとともに、

これらの防災拠点間における情報通信のためのネ

ットワークを強化する。 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村にお

いても、UPZ 圏外で避難先となる可能性のある市

町村に対する情報提供や、その他県内市町村の要

望に基づく情報連絡など、必要に応じて、県及び

関係機関との連携体制を確保するものとする。】

応急対策等が行えるように努めるものとする。ま

た、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務

（被災情報の整理の支援、支援物資の管理・輸送

等）については、あらかじめ、民間事業者との間

で協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハ

ウや能力等を活用するものとする。 

 

 

（２）県は、燃料、発電機、建設機械等の応急・

復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、供

給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸念さ

れる場合には、関係機関や民間事業者との連携に

努めるものとする。 

（３）県は、避難場所、避難施設、備蓄等、防災

に関する諸活動の推進に当たり、公共用地、国有

財産の有効活用を図るものとする。 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

県は、国、市町、原子力事業者、その他防災関

係機関と原子力防災に関する情報の収集及び連絡

を円滑に行うため、次に掲げる事項について体制

等を整備しておくものとする。 

１．情報の収集・連絡体制の整備 

（１）県と関係機関相互の連携体制の確保 

県は、原子力災害に対し万全を期すため、国、所

在市、関係周辺市町、原子力事業者その他防災関

係機関との間において確実な情報の収集・連絡体

制を確保するとともに、これらの防災拠点間にお

ける情報通信のためのネットワークを強化する。 

所在市、関係周辺市町以外の市町においても、UPZ 

圏外で避難先となる可能性のある市町に対する情

報提供や、その他県内市町の要望に基づく情報連

絡など、必要に応じて、県及び関係機関との連携

体制を確保するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル中の注を本文に追加 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、被災市町から県へ被災状況の報告ができ

ない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災

地に赴く場合に、どのような内容の情報をどのよ

うな手段で収集するかなど、次の項目を参考にし

て情報の収集・連絡に係る要領を作成し、事業者、

関係機関等に周知する。 

・事業者からの連絡を受信する窓口（夜間・休日

等の勤務時間外の対応、通信障害時なども考慮し

た、代替となる手段や連絡先を含む。） 

・防護対策に関係する社会的状況把握のための情

報収集先 

・防護対策の決定者への連絡方法（報告内容、通

信手段、通常の意思決定者が不在の場合の代替者

（優先順位つき）を含む。） 

・関係機関への指示連絡先（夜間・休日等の勤務

時間外の対応、通信障害時なども考慮した、代替

となる手段（衛星電話等非常用通信機器等）や連

絡先を含む。） 

 

 

 

 

（２）機動的な情報収集体制 

県は、機動的な情報収集活動を行うため、国及び

所在市、関係周辺市町と協力し、必要に応じヘリ

コプター、車両など多様な情報収集手段を活用で

きる体制の整備を図るものとする。 

（３）情報の収集・連絡にあたる要員の指定 

県は、迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重

要性に鑑み、発災現場の状況等について情報の収

集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておく

など体制の整備を図るものとする。 

（４）非常通信協議会との連携 

県は、非常通信協議会と連携し、非常通信体制の

また、被災市町村から都道府県へ被災状況の報

告ができない場合を想定し、都道府県職員が情報

収集のため被災地に赴く場合に、どのような内容

の情報をどのような手段で収集するかなど、次の

項目を参考にして情報の収集・連絡に係る要領を

作成し、事業者、関係機関等に周知する。 

・事業者からの連絡を受信する窓口（夜間・休日

等の勤務時間外の対応、通信障害時なども考慮し

た、代替となる手段や連絡先を含む。） 

・防護対策に関係する社会的状況把握のための情

報収集先 

・防護対策の決定者への連絡方法（報告内容、通

信手段、通常の意思決定者が不在の場合の代替者

（優先順位つき）を含む。） 

・関係機関への指示連絡先（夜間・休日等の勤務

時間外の対応、通信障害時なども考慮した、代替

となる手段（衛星電話等非常用通信機器等）や連

絡先を含む。） 

【情報収集先は指定地方公共機関（都道府県の区

域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他

の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の

公共的施設を管理する法人）等が想定される】 

（２）機動的な情報収集体制 

県は、機動的な情報収集活動を行うため、国及び

所在市町村、関係周辺市町村と協力し、必要に応

じヘリコプター、車両など多様な情報収集手段を

活用できる体制の整備を図るものとする。 

（３）情報の収集・連絡にあたる要員の指定 

県は、迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重

要性に鑑み、発災現場の状況等について情報の収

集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておく

など体制の整備を図るものとする。 

（４）非常通信協議会との連携 

県は、非常通信協議会と連携し、非常通信体制の

また、被災市町から県へ被災状況の報告ができ

ない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災

地に赴く場合に、どのような内容の情報をどのよ

うな手段で収集するかなど、次の項目を参考にし

て情報の収集・連絡に係る要領を作成し、事業者、

関係機関等に周知する。 

・事業者からの連絡を受信する窓口（夜間・休日

等の勤務時間外の対応、通信障害時なども考慮し

た、代替となる手段や連絡先を含む。） 

・防護対策に関係する社会的状況把握のための情

報収集先 

・防護対策の決定者への連絡方法（報告内容、通

信手段、通常の意思決定者が不在の場合の代替者

（優先順位つき）を含む。） 

・関係機関への指示連絡先（夜間・休日等の勤務

時間外の対応、通信障害時なども考慮した、代替

となる手段（衛星電話等非常用通信機器等）や連

絡先を含む。） 

 

 

 

 

（２）機動的な情報収集体制 

県は、機動的な情報収集活動を行うため、国及び

所在市、関係周辺市町と協力し、必要に応じヘリ

コプター、車両など多様な情報収集手段を活用で

きる体制の整備を図るものとする。 

（３）情報の収集・連絡にあたる要員の指定 

県は、迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重

要性に鑑み、発災現場の状況等について情報の収

集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておく

など体制の整備を図るものとする。 

（４）非常通信協議会との連携 

県は、非常通信協議会と連携し、非常通信体制の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力災害対策の巻） 新旧対照表 

24 

 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応

急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の

推進を図るものとする。 

（５）移動通信系の活用体制 

県は、関係機関と連携し、移動系防災無線（車載

型、携帯型）、携帯電話、（削除、）漁業無線等

の業務用移動通信、海上保安庁無線、警察無線、

アマチュア無線等による移動通信系の活用体制の

整備を図るものとする。 

（６）関係機関等から意見聴取等ができる仕組み

の構築 

県は、意見聴取・連絡調整等のため、災害対策本

部に関係機関等の出席を求めることができる仕組

みの構築に努めるものとする。 

２ 情報の分析整理 

(1) 人材の育成・確保及び専門家の活用体制 

県は、収集した情報を的確に分析整理するための

人材の育成・確保に努めるとともに、必要に応じ

専門家の意見を活用できるよう体制の整備に努め

るものとする。 

 

 

(2) 原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促

進 

県は、平常時から原子力防災関連情報の収集・蓄

積に努めるものとする。また、それらの情報につ

いて関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよ

う、国及び関係市とともに情報のデータベース化、

オンライン化、ネットワーク化についてその推進

に努めるものとする。 

 

 

(3) 防災対策上必要とされる資料 

県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力事業

整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応

急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の

推進を図るものとする。 

（５）移動通信系の活用体制 

県は、関係機関と連携し、移動系防災無線（車載

型、携帯型）、携帯電話、漁業無線等の業務用移

動通信、海上保安庁無線、警察無線、アマチュア

無線等による移動通信系の活用体制の整備を図る

ものとする。 

（６）関係機関等から意見聴取等ができる仕組み

の構築 

県は、災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のた

め、関係機関等の出席を求めることができる仕組

みの構築に努めるものとする。 

２．情報の分析整理 

（１）人材の育成・確保及び専門家の活用体制 

県は、収集した情報を的確に分析整理するため、

人材の育成・確保に努めるとともに、必要に応じ

専門家の意見を活用できるよう必要な体制の整備

に努めるものとする。 

【各機関の有している防災要員及び防災資機材に

ついての情報も相互に把握しておくものとる。】

（２）原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の

促進 

県は、平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄

積に努めるものとする。また、それらの情報につ

いて関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよ

う、国及び市町村とともに情報のデータベース化、

オンライン化、ネットワーク化についてその推進

に努めるものとする。 

【国、県、市町村その他防災関係機関の資料は、

それぞれ整合性のあるものとすること。】 

（３）防災対策上必要とされる資料 

県は、国、所在市町村、関係周辺市町村及び原子

整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応

急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の

推進を図るものとする。 

（５）移動通信系の活用体制 

県は、関係機関と連携し、移動系防災無線（車載

型、携帯型）、携帯電話、（削除、）漁業無線等

の業務用移動通信、海上保安庁無線、警察無線、

アマチュア無線等による移動通信系の活用体制の

整備を図るものとする。 

（６）関係機関等から意見聴取等ができる仕組み

の構築 

県は、意見聴取・連絡調整等のため、災害対策本

部に関係機関等の出席を求めることができる仕組

みの構築に努めるものとする。 

２ 情報の分析整理 

(1) 人材の育成・確保及び専門家の活用体制 

県は、収集した情報を的確に分析整理するための

人材の育成・確保に努めるとともに、必要に応じ

専門家の意見を活用できるよう体制の整備に努め

るものとする。 

 

 

(2) 原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促

進 

県は、平常時から原子力防災関連情報の収集・蓄

積に努めるものとする。また、それらの情報につ

いて関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよ

う、国及び関係市とともに情報のデータベース化、

オンライン化、ネットワーク化についてその推進

に努めるものとする。 

 

 

(3) 防災対策上必要とされる資料 

県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力事業
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者と連携して、応急対策の的確な実施に資するた

め、以下のような社会環境に関する資料、放射性

物質及び放射線の影響予測に必要となる資料、防

護資機材等に関する資料を適切に整備し、定期的

に更新するとともに、災害対策本部設置予定施設、

対策拠点施設に適切に備え付けるとともに、これ

らを確実に管理するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 原子力施設（事業所）に関する資料 

ア 原子力事業者防災業務計画 

イ 原子力事業所の施設の配置図 

 

 

 

② 社会環境に関する資料 

ア 種々の縮尺の周辺地図 

イ 周辺地域の人口、世帯数に関する資料（原子力

発電所との距離別、方位別の人口、世帯数、災害

時要援護者の概数、統計的な観光客数など季節的

な人口移動に関する資料を含む。） 

 

 

力事業者と連携して、応急対策の的確な実施に資

するため、以下のような社会環境に関する資料、

放射性物質及び放射線の影響予測に必要となる資

料、防護資機材等に関する資料を適切に整備し、

定期的に更新するとともに、災害対策本部設置予

定施設、対策拠点施設に適切に備え付けると 

ともに、これらを確実に管理するものとする。 

【これらの資料は、電源喪失の影響を受けない媒

体と閲覧手段を用いつつ、保存及び更新を行うこ

と。 

国が対策拠点施設に備え付ける資料は、原子力災

害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成す

べき原子力事業者防災業務計画等に関する省令第

３条に規定する 

・原子力事業者防災業務計画 

・原子力事業所の施設の構造等を記載した書類 

・保安規定の写し 

・原子力事業所の施設の配置図 

である。】 

＜整備を行うべき資料の例＞ 

① 原子力施設（事業所）に関する資料 

ア 原子力事業者防災業務計画 

イ 原子力事業所の施設の配置図 

【県は、①の資料については、国が対策拠点施に

備え付ける資料から、必要なものの写しを災害対

策本部に備え付けるものとする。】 

② 社会環境に関する資料 

ア 種々の縮尺の周辺地図 

イ 周辺地域の人口、世帯数（原子力事業所との距

離別、方位別、災害時要援護者の概要、統計的な

観光客数など季節的な人口移動に関する資料を含

む。） 

【（ⅰ）原子力施設から半径〇ｋｍ以内の市町村

別、方位別、距離別の世帯数と人口及び高齢者、

者と連携して、応急対策の的確な実施に資するた

め、以下のような社会環境に関する資料、放射性

物質及び放射線の影響予測に必要となる資料、防

護資機材等に関する資料を適切に整備し、定期的

に更新するとともに、災害対策本部設置予定施設、

対策拠点施設に適切に備え付けるとともに、これ

らを確実に管理するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 原子力施設（事業所）に関する資料 

ア 原子力事業者防災業務計画 

イ 原子力事業所の施設の配置図 

 

 

 

② 社会環境に関する資料 

ア 種々の縮尺の周辺地図 

イ 周辺地域の人口、世帯数に関する資料（原子力

発電所との距離別、方位別の人口、世帯数、災害

時要援護者の概数、統計的な観光客数など季節的

な人口移動に関する資料を含む。） 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 
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新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 周辺一般道路、高速道路、林道、農道、鉄道、

ヘリポート、空港、港湾等交通手段に関する資料

（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時刻表、

施設の付随設備、滑走路の長さ、ふ頭の水深等の

情報を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建

物に関する資料及びあらかじめ定める避難計画

（位置、収容能力、移動手段等の情報を含む。）

オ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園、学校、保

育所、病院、診療所、老人福祉施設、身体障害の

ある人援護施設等）に関する資料（原子力発電所

との距離、方位等についての情報を含む。） 

カ 緊急被ばく医療施設に関する資料（初期被ばく

医療施設、二次被ばく医療施設それぞれに関する、

位置、収容能力、対応能力、搬送ルート及び手段

等） 

キ 対策拠点施設周辺地域の飲料水、食料及び機器

保守サービスの調達方法に関する資料 

 

 

障害者、外国人、乳幼児、妊産婦などの災害時要

援護者の概要 

（ⅱ）観光等の入込客の季節的な人口分布等】 

ウ 周辺一般道路、高速道路、林道、農道、鉄道、

ヘリポート、空港及び港湾等交通手段に関する資

料（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時刻

表、施設の付随設備、滑走路の長さ、ふ頭の水深

等の情報を含む。） 

【（ⅰ）原子力施設から半径〇ｋｍ以内の幅員別

道路図 

（ⅱ）大型ヘリコプタ－の発着可能な場所、面積、

発着可能機数 

（ⅲ）原子力施設から半径〇ｋｍ以内の橋と重量

制限 

（ⅳ）原子力施設から半径〇ｋｍ以内の港湾と入

港可能な船舶トン数 

（ⅴ）ＪＲ等の鉄道部門が有する防災計画で定め

る緊急時輸送力及び平常時の時刻表 

（ⅵ）平常時の交通状況等】 

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建

物に関する資料及びあらかじめ定める避難計画

（位置、収容能力、移動手段等の情報を含む。）

オ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園、学校診療

所、病院、老人福祉施設、障害者支援施設、刑務

所等）に関する資料（原子力事業所との距離、方

位等についての情報を含む。） 

カ 緊急被ばく医療施設に関する資料（初期被ばく

医療施設、二次被ばく医療施設それぞれに関する、

位置、収容能力、対応能力、搬送ルート及び手段

等） 

キ 対策拠点施設周辺地域の飲料水、食料及び機器

保守サービスの調達方法 

【災害時応援協定を締結した団体も含むものとす

る。】 

 

 

 

ウ 周辺一般道路、高速道路、林道、農道、鉄道、

ヘリポート、空港、港湾等交通手段に関する資料

（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時刻表、

施設の付随設備、滑走路の長さ、ふ頭の水深等の

情報を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建

物に関する資料及びあらかじめ定める避難計画

（位置、収容能力、移動手段等の情報を含む。） 

オ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園、学校、保

育所、病院、診療所、老人福祉施設、障害者支援

施設等）に関する資料（原子力発電所との距離、

方位等についての情報を含む。） 

カ 緊急被ばく医療施設に関する資料（初期被ばく

医療施設、二次被ばく医療施設それぞれに関する、

位置、収容能力、対応能力、搬送ルート及び手段

等） 

キ 対策拠点施設周辺地域の飲料水、食料及び機器

保守サービスの調達方法に関する資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 放射性物質及び放射線の影響予測に関する資

料 

ア 周辺地域の気象に関する資料（過去１年間の周

辺測定点における風向、風速及び大気安定度の月

別及び日変化の情報等 

イ 線量推定計算に関する資料 

ウ 平常時環境放射線モニタリングに関する資料 

 

 

 

エ 周辺地域の水源地、飲料水の供給施設状況等に

関する資料 

 

 

オ 農林水産物の生産及び出荷状況に関する資料 

④ 防護資機材等に関する資料 

ア 防護資機材の備蓄・配備状況に関する資料 

イ 避難用車両の緊急時における運用体制に関す

る資料 

ウ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備

状況に関する資料 

⑤緊急事態発生時の組織及び連絡体制に関する資

料 

ア 原子力事業者を含む防災業務関係機関の緊急

時対応組織に関する資料（人員、配置、指揮命令

系統、関係者名リストを含む） 

イ 原子力事業者との緊急事態発生時の連絡体制

（報告基準、連絡様式、連絡先、連絡手段など）

ウ 状況確認及び対策指示のための関係機関の連

絡体制表 

⑥避難に関する資料 

ア 地区ごとの避難計画（移動手段、集合場所、避

難先、その他留意点を記載した住民配布のもの）

イ 避難所運用体制（避難所、連絡先、運用組織等

③ 放射性物質及び放射線の影響予測に関する資

料 

ア 周辺地域の気象資料（過去○年間の周辺測点に

おける風向、風速及び大気安定度の季節別及び日

変化の情報等） 

イ 線量推定計算に関する資料 

ウ 平常時環境放射線モニタリング資料（過去○年

間の統計値） 

【 平常時のバックグラウンド測定結果を過去数

年にわたってまとめたもの等】 

エ 周辺地域の水源地、飲料水供給施設状況等に関

する資料 

【原子力施設から〇ｋｍ以内の水源地、上水場等

飲料水供給施設状況等】 

オ 農林水産物の生産及び出荷状況 

④ 防護資機材等に関する資料 

ア 防護資機材の備蓄・配備状況 

イ 避難用車両の緊急時における運用体制 

 

ウ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備

状況 

⑤緊急事態発生時の組織及び連絡体制に関する資

料 

ア 原子力事業者を含む防災業務関係機関の緊急

時対応組織に関する資料（人員、配置、指揮命令

系統、関係者名リストを含む） 

イ 原子力事業者との緊急事態発生時の連絡体制

（報告基準、連絡様式、連絡先、連絡手段など）

ウ 状況確認および対策指示のための関係機関の

連絡体制表 

⑥避難に関する資料 

ア 地区ごとの避難計画（移動手段、集合場所、避

難先、その他留意点を記載した住民配布のもの）

イ 避難所運用体制（避難所、連絡先、運用組織等

③ 放射性物質及び放射線の影響予測に関する資

料 

ア 周辺地域の気象に関する資料（過去１年間の周

辺測定点における風向、風速及び大気安定度の月

別及び日変化の情報等 

イ 線量推定計算に関する資料 

ウ 平常時環境放射線モニタリングに関する資料  

 

 

 

エ 周辺地域の水源地、飲料水の供給施設状況等に

関する資料 

 

 

オ 農林水産物の生産及び出荷状況に関する資料 

④ 防護資機材等に関する資料 

ア 防護資機材の備蓄・配備状況に関する資料 

イ 避難用車両の緊急時における運用体制に関す

る資料 

ウ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備

状況に関する資料 

⑤緊急事態発生時の組織及び連絡体制に関する資

料 

ア 原子力事業者を含む防災業務関係機関の緊急

時対応組織に関する資料（人員、配置、指揮命令

系統、関係者名リストを含む） 

イ 原子力事業者との緊急事態発生時の連絡体制

（報告基準、連絡様式、連絡先、連絡手段など） 

ウ 状況確認及び対策指示のための関係機関の連

絡体制表 

⑥避難に関する資料 

ア 地区ごとの避難計画（移動手段、集合場所、避

難先、その他留意点を記載した住民配布のもの） 

イ 避難所運用体制（避難所、連絡先、運用組織等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力災害対策の巻） 新旧対照表 

28 

 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を示す、広域避難を前提とした市町村間の調整済

のもの） 

３．通信手段の確保 

県は、国、所在市及び関係周辺市町と連携し、原

子力防災対策を円滑に実施するため、原子力発電

所からの状況報告や関係機関相互の連絡が迅速か

つ正確に行われるよう、以下のほか、あらかじめ

緊急時通信連絡網に伴う諸設備等の整備を行うと

ともに、その操作方法等について習熟しておく。

また、通信事業者に対する移動基地局車両の派遣

要請などの緊急措置について事前調整するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

（１）専用回線網の整備 

① 県と国、所在市、関係周辺市町との間の専用回

線網の整備 

県と国は、緊急時における県と国及び県と所在市、

関係周辺市町との間の通信体制を充実・強化する

ため、専用回線網の整備・維持に努めるものとす

る。 

 

② 対策拠点施設との間の専用回線網の整備 

県は、国と連携し、対策拠点施設と県及び所在市、

関係周辺市町との間の 通信連絡のための専用回

線網の整備・維持に努めるものとする。 

（２）通信手段・経路の多様化 

①防災行政無線の整備 

県は、国、所在市、関係周辺市町とともに、住民

等への的確な情報伝達を図るため、防災行政無線

を示す、広域避難を前提とした市町村間の調整済

のもの） 

３．通信手段の確保 

県は、国、所在市町村及び関係周辺市町村と連携

し、原子力防災対策を円滑に実施するため、原子

力施設からの状況報告や関係機関相互の連絡が迅

速かつ正確に行われるよう、以下のほか、あらか

じめ緊急時通信連絡網に伴う諸設備等の整備を行

うとともに、その操作方法等について習熟してお

く。また、通信事業者に対する移動基地局車両の

派遣要請などの緊急措置について事前調整するも

のとする。 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村にお

いても、必要に応じて、通信手段の確保を図るも

のとする。緊急時通信連絡網に伴う諸設備等とし

ては、本文の例示によるもののほか、ファクシミ

リ、コンピュータ、テレビ会議システム等があら

れる。】 

（１）専用回線網の整備 

① 県と国、所在市町村、関係周辺市町村との間の

専用回線網の整備 

県と国は、緊急時における県と国及び県と所在市

町村、関係周辺市町村との間の通信体制を充実・

強化するため、専用回線網の整備・維持に努める

ものとする。 

【ここで、国とは原子力規制委員会をいう。】 

② 対策拠点施設との間の専用回線網の整備 

県は、国と連携し、対策拠点施設と県及び所在市

町村、関係周辺市町村との間の 通信連絡のための

専用回線網の整備・維持に努めるものとする。 

（２）通信手段・経路の多様化 

①防災行政無線の確保・活用 

県は、国、所在市町村、関係周辺市町村とともに、

住民等への的確な情報伝達を図るため、防災行政

を示す、広域避難を前提とした市町村間の調整済

のもの） 

３．通信手段の確保 

県は、国、所在市及び関係周辺市町と連携し、原

子力防災対策を円滑に実施するため、原子力発電

所からの状況報告や関係機関相互の連絡が迅速か

つ正確に行われるよう、以下のほか、あらかじめ

緊急時通信連絡網に伴う諸設備等の整備を行うと

ともに、その操作方法等について習熟しておく。

また、通信事業者に対する移動基地局車両の派遣

要請などの緊急措置について事前調整するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

（１）専用回線網の整備 

① 県と国、所在市、関係周辺市町との間の専用回

線網の整備 

県と国は、緊急時における県と国及び県と所在市、

関係周辺市町との間の通信体制を充実・強化する

ため、専用回線網の整備・維持に努めるものとす

る。 

 

② 対策拠点施設との間の専用回線網の整備 

県は、国と連携し、対策拠点施設と県及び所在市、

関係周辺市町との間の 通信連絡のための専用回

線網の整備・維持に努めるものとする。 

（２）通信手段・経路の多様化 

①防災行政無線の確保・活用 

県は、国、所在市、関係周辺市町とともに、住民

等への的確な情報伝達を図るため、防災行政無線

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力災害対策の巻） 新旧対照表 

29 

 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の確保・活用を図るものとする。 

② 災害に強い伝送路の構築 

県は、国と連携し、災害に強い伝送路を構築する

ため、有・無線系、地上系・衛星系等による伝送

路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図

るものとする。 

③ 機動性のある緊急通信手段の確保 

県は、通信衛星を活用した通信手段を確保するた

め衛星携帯電話、衛星通信ネットワークの衛星車

載局、可搬型衛星地球局の原子力防災への活用に

努めるものとする。 

④ 多様な情報収集・伝達システムの整備 

県は、国の協力のもと、被災現場の状況を迅速に

収集するため、ヘリコプターテレビシステム、ヘ

リコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固

定カメラ等による画像情報の収集・連絡システム

の整備を推進するものとする。また、収集された

画像情報を配信するための通信網の整備を図るも

のとする。 

⑤ 災害時優先電話等の活用 

県は、西日本電信電話株式会社等の電気通信事業

者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めるものとする。（削除） 

⑥ 通信輻輳の防止 

県は、所在市、関係周辺市町及び関係機関と連携

し、移動通信系の運用においては、通信輻輳時の

混信等の対策に十分留意しておくものとする。こ

のため、あらかじめ非常時における運用計画を定

めておくとともに関係機関の間で運用方法につい

て十分な調整を図るものとする。この場合、周波

数割当等による対策を講じる必要が生じた時に

は、総務省と事前の調整を実施するものとする。

⑦ 非常用電源等の確保 

県は、所在市、関係周辺市町及び関係機関と連携

無線の確保・活用を図るものとする。 

② 災害に強い伝送路の構築 

県は、国と連携し、災害に強い伝送路を構築する

ため、有・無線系、地上系・衛星系等による伝送

路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図

るものとする。 

③ 機動性のある緊急通信手段の確保 

県は、通信衛星を活用した通信手段を確保するた

め衛星携帯電話、衛星通信ネットワークの衛星車

載局、可搬型衛星地球局の原子力防災への活用に

努めるものとする。 

④ 多様な情報収集・伝達システムの整備 

県は、国の協力のもと、被災現場の状況を迅速に

収集するため、ヘリコプターテレビシステム、ヘ

リコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固

定カメラ等による画像情報の収集・連絡システム

の整備を推進するものとする。また、収集され画

像情報を配信するための通信網の整備を図るもの

とする。 

⑤ 災害時優先電話等の活用 

県は、日本電信電話株式会社等の電気通信事業者

により提供されている災害時優先電話等を効果的

に活用するよう努めるものとする。 

⑥ 通信輻輳の防止 

県は、所在市町村、関係周辺市町村及び関係機関

と連携し、移動通信系の運用においては、通信輻

輳時の混信等の対策に十分留意しておくものとす

る。このため、あらかじめ非常時における運用計

画を定めておくとともに関係機関の間で運用方法

について十分な調整を図るものとする。この場合、

周波数割当等による対策を講じる必要が生じた時

には、総務省と事前の調整を実施するものとする。

⑦ 非常用電源等の確保 

県は、所在市町村、関係周辺市町村及び関係機関

の確保・活用を図るものとする。 

② 災害に強い伝送路の構築 

県は、国と連携し、災害に強い伝送路を構築する

ため、有・無線系、地上系・衛星系等による伝送

路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図

るものとする。 

③ 機動性のある緊急通信手段の確保 

県は、通信衛星を活用した通信手段を確保するた

め衛星携帯電話、衛星通信ネットワークの衛星車

載局、可搬型衛星地球局の原子力防災への活用に

努めるものとする。 

④ 多様な情報収集・伝達システムの整備 

県は、国の協力のもと、被災現場の状況を迅速に

収集するため、ヘリコプターテレビシステム、ヘ

リコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固

定カメラ等による画像情報の収集・連絡システム 

の整備を推進するものとする。また、収集された

画像情報を配信するための通信網の整備を図るも

のとする。 

⑤ 災害時優先電話等の活用 

県は、西日本電信電話株式会社等の電気通信事業

者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めるものとする。（削除） 

⑥ 通信輻輳の防止 

県は、所在市、関係周辺市町及び関係機関と連携

し、移動通信系の運用においては、通信輻輳時の

混信等の対策に十分留意しておくものとする。こ

のため、あらかじめ非常時における運用計画を定

めておくとともに関係機関の間で運用方法につい

て十分な調整を図るものとする。この場合、周波

数割当等による対策を講じる必要が生じた時に

は、総務省と事前の調整を実施するものとする。 

⑦ 非常用電源等の確保 

県は、所在市、関係周辺市町及び関係機関と連携
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し、庁舎等が停電した場合に備え、非常用電源設

備（補充用燃料を含む）を整備し、専門的な知見・

技術をもとに耐震性のある堅固な場所への設置等

を図るものとする。 

 

 

⑧保守点検の実施 

県は、通信設備、非常用電源設備等について、保

守点検を実施し、適切な管理を行うこと。 

第７節 緊急事態応急体制の整備 

県は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に

行うため、以下に掲げる緊急事態応急体制に係る

事項について検討するとともに、あらかじめ必要

な体制を整備するものとする。 

また、検討結果等については、第３章「緊急事

態応急対策」に反映させるものとする。 

 

 

 

 

１ 警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

(1) 県原子力災害警戒本部の設置準備体制 

県は、特定事象（原災法第10条第１項前段の規定

により通報を行うべき事象）に至る可能性がある

事故・故障又はこれに準ずる事故・故障（警戒事

象）発生の通報を受けた場合、もしくは、原子力

発電所における事故の影響が周辺地域に及ぶおそ

れがある旨、原子力事業者から通報を受けた場合、

速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡が行

えるよう、あらかじめ非常参集職員の名簿（衛星

電話等非常用通信機器の連絡先を含む）等を含む

体制図を作成し、参集基準や連絡経路を明確にし

ておくなど、職員の参集体制の整備を図るものと

する。また、特定事象発生に備えて、県原子力災

と連携し、庁舎等が停電した場合に備え、非常用

電源設備（補充用燃料を含む）を整備し、専門的

な知見・技術をもとに耐震性及び浸水に対する対

応を考慮して設置等を図るものとする。 

【必要に応じて、移動電源車の派遣要請を記載す

るものとする。】 

⑧保守点検の実施 

県は、通信設備、非常用電源設備等について、保

守点検を実施し、適切な管理を行うこと。 

第７節 緊急事態応急体制の整備 

県は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に

行うため、以下に掲げる緊急事態応急体制に係る

事項について検討するとともに、あらかじめ必要

な体制を整備するものとする。 

また、検討結果等については、第３章「緊急事

態応急対策」に反映させるものとする。 

【原子力施設の異常事態の把握及び緊急事態応急

対策の実施に関し、原子力事業者、国、地方公共

団体がとることが想定される措置等については、

原子力災害対策指針及び別添５を参照されたい。】

１．警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

（１）警戒態勢をとるために必要な体制 

県は、警戒事象又は特定事象発生の通報を受けた

場合、速やかに職員の非常参集、情報の収集・連

絡が行えるよう、あらかじめ非常参集職員の名簿

（衛星電話等非常用通信機器の連絡先を含む）等

を含む体制図を作成し、参集基準や連絡経路 

を明確にしておくなど、職員の参集体制の整備を

図るものとする。また、事故対策のための警戒態

勢をとるためのマニュアル等の作成など必要な体

制を整備するものとする。 

【警戒事象の内容は、実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則第１９条の１７各号に掲げる

事項等が該当するものと考えているが、必要に応

し、庁舎等が停電した場合に備え、非常用電源設

備（補充用燃料を含む）を整備し、専門的な知見・

技術をもとに耐震性及び浸水に対する対応を考慮

して設置等を図るものとする。 

 

 

⑧保守点検の実施 

県は、通信設備、非常用電源設備等について、保

守点検を実施し、適切な管理を行うこと。 

第７節 緊急事態応急体制の整備 

県は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に

行うため、以下に掲げる緊急事態応急体制に係る

事項について検討するとともに、あらかじめ必要

な体制を整備するものとする。 

また、検討結果等については、第３章「緊急事

態応急対策」に反映させるものとする。 

 

 

 

 

１ 警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

(1) 県原子力災害警戒本部の設置準備体制 

県は、警戒事象発生の通報を受けた場合、もしく

は、原子力発電所における事故の影響が周辺地域

に及ぶおそれがある旨、原子力事業者から通報を

受けた場合、速やかに職員の非常参集、情報の収

集・連絡が行えるよう、あらかじめ非常参集職員

の名簿（衛星電話等非常用通信機器の連絡先を含

む）等を含む体制図を作成し、参集基準や連絡経

路を明確にしておくなど、職員の参集体制の整備

を図るものとする。また、特定事象発生に備えて、

県原子力災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）

の設置準備の体制についてあらかじめ定めておく

ものとする。 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の設置準

備の体制についてあらかじめ定めておくものとす

る。 

 (2) 県原子力災害警戒本部の体制 

県は、特定事象発生の通報を受けた場合、知事を

本部長とする警戒本部を迅速・的確に設置・運営

するため、警戒本部の設置場所、職務権限、本部

の組織・所掌事務、職員の参集配備体制等につい

てあらかじめ定めておくものとする。県原子力災

害現地警戒本部（以下「現地警戒本部」という。）

についても同様の準備をあらかじめ行うものとす

る。 

(3) 対策拠点施設における立ち上げ準備体制 

県は、特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた

場合、直ちに国、所在市及び関係周辺市町と協力

して、対策拠点施設における立ち上げ準備を行え

るよう、原子力災害現地対策本部の事務局機能班

への参画等、あらかじめ職員の派遣体制、必要な

資機材等を整備するものとする。 

 

(4) 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設におい

て開催する際、これに県の職員を迅速に派遣する

ため、あらかじめ派遣職員を指定するとともに、

対策拠点施設への派遣手段等を定めておくものと

する。 

２ 県原子力災害対策本部体制等の整備 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出

した場合、知事を本部長とする県原子力災害対策

本部（以下「災害対策本部」という。）を迅速・的

確に設置・運営するため、災害対策本部の設置場

所、職務権限、本部の組織・所掌事務、職員の参

集配備体制、本部運営に必要な資機材の調達方法

等についてあらかじめ定めておくものとする。ま

じ、安全協定等を踏まえて記載すること。なお、

安全協定は県の判断等により改訂されるものであ

る。マニュアル等の作成にあたり、対策拠点施設

への職員の派遣等、国との連携が必要な事項につ

いては、原子力防災専門官と調整をするものとす

る。マニュアルを作成した場合、職員に周知する

とともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用資

機材の取り扱い等の習熟、職員間及び関係機関と

の連携について徹底を図るものとする。】 

 

 

 

（２）対策拠点施設における立ち上げ準備体制 

県は、警戒事象又は特定事象発生の通報を受けた

場合、直ちに国、関係周辺都道府県、所在市町村

及び関係周辺市町村と協力して、対策拠点施設に

おける立ち上げ準備を迅速に行えるよう、原子力

災害現地対策本部の事務局機能班への参画準備

等、あらかじめ職員の派遣体制、必要な資機材等

を整備するものとする。 

（３）現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制

国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設におい

て開催する際、これに県の職員を迅速に派遣する

ため、あらかじめ派遣職員を指定するとともに、

対策拠点施設への派遣手段等を定めておくものと

する。 

２．災害対策本部体制等の整備 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出

した場合に、知事を本部長とする災害対策本部を

迅速・的確に設置・運営するため、災害対策本部

の設置場所、職務権限、本部の組織・所掌事務、

職員の参集配備体制、本部運営に必要な資機材の

調達方法等についてあらかじめ定めておくものと

する。また、必要に応じて、現地災害対策本部に

 

 

 

(2) 県原子力災害警戒本部の体制 

県は、特定事象発生の通報を受けた場合、知事を

本部長とする警戒本部を迅速・的確に設置・運営

するため、警戒本部の設置場所、職務権限、本部

の組織・所掌事務、職員の参集配備体制等につい

てあらかじめ定めておくものとする。県原子力災

害現地警戒本部（以下「現地警戒本部」という。）

についても同様の準備をあらかじめ行うものとす

る。 

(3) 対策拠点施設における立ち上げ準備体制 

県は、警戒事象又は特定事象発生の通報を受けた

場合、直ちに国、所在市及び関係周辺市町と協力

して、対策拠点施設における立ち上げ準備を迅速

に行えるよう、原子力災害現地対策本部の事務局

機能班への参画準備等、あらかじめ職員の派遣体

制、必要な資機材等を整備するものとする。 

 

(4) 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設におい

て開催する際、これに県の職員を迅速に派遣する

ため、あらかじめ派遣職員を指定するとともに、

対策拠点施設への派遣手段等を定めておくものと

する。 

２ 県原子力災害対策本部体制等の整備 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出

した場合、知事を本部長とする県原子力災害対策

本部（以下「災害対策本部」という。）を迅速・的

確に設置・運営するため、災害対策本部の設置場

所、職務権限、本部の組織・所掌事務、職員の参

集配備体制、本部運営に必要な資機材の調達方法

等についてあらかじめ定めておくものとする。ま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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た、必要に応じて、県原子力災害現地対策本部（以

下「現地対策本部」という。）についても同様の準

備をあらかじめ行うものとする。 

また、県は、迅速な防護対策の実施が必要となっ

た場合に備え、防護対策の指示を行うための体制

について、あらかじめ定めておくものとする。こ

の際の意思決定については判断の遅滞がないよ

う、意思決定者への情報の連絡及び指示のための

情報伝達方法と、意思決定者不在時の代理者をあ

らかじめ取り決めておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．対策拠点施設における原子力災害合同対策協

議会等の体制 

県は、原災法第15条に基づく原子力緊急事態宣言

発出後は、同法第23条により、当該原子力緊急事

態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊

急事態応急対策について相互に協力するため、国、

所在市、関係周辺市町とともに原子力災害合同対

ついても同様の準備をあらかじめ行うものとす

る。 

また、県は、迅速な防護対策の実施が必要となっ

た場合に備え、防護対策の指示を行うための体制

について、あらかじめ定めておくものとする。こ

の際の意思決定については判断の遅滞がないよ

う、意思決定者への情報の連絡及び指示のための

情報伝達方法と、意思決定者不在時の代理者をあ

らかじめ取り決めておくものとする。 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村にお

いても、必要に応じて、災害対策本部体制等を整

備するものとする。 

① 災害対策本部及び現地災害対策本部等の設置

場所 

原則として災害対策本部は県庁内又は対策拠点施

設に、現地災害対策本部は対策拠点施設に設置す

るものとする。なお、県庁内に対策拠点施設があ

る場合は、災害対策本部が現地災害対策本部の性

格を併せ持つことになる。 

② 職務権限 

本部長、本部員が参集するまでの措置、参集でな

い場合の専決代決規程その他について運営要領に

定めておくこと。 

③ 参集配備体制 

参集配備体制については、原子力施設の立地状況、

職員の役割・職階、原子力災害の特性、県職員の

居住地等の事情を踏まえ定めること。】 

３．対策拠点施設における原子力災害合同対策協

議会等の体制 

県は、原災法第１５条に基づく原子力緊急事態宣

言発出後は、同法第２３条により、当該原子力緊

急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施す

る緊急事態応急対策について相互に協力するた

め、国、関係周辺都道府県、所在市町村、関係周

た、必要に応じて、県原子力災害現地対策本部（以

下「現地対策本部」という。）についても同様の準

備をあらかじめ行うものとする。 

また、県は、迅速な防護対策の実施が必要となっ

た場合に備え、防護対策の指示を行うための体制

について、あらかじめ定めておくものとする。こ

の際の意思決定については判断の遅滞がないよ

う、意思決定者への情報の連絡及び指示のための

情報伝達方法と、意思決定者不在時の代理者をあ

らかじめ取り決めておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．対策拠点施設における原子力災害合同対策協

議会等の体制 

県は、原災法第15条に基づく原子力緊急事態宣言

発出後は、同法第23条により、当該原子力緊急事

態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊

急事態応急対策について相互に協力するため、国、

所在市、関係周辺市町とともに原子力災害合同対
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策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策協議会を組織し、対策拠点施設に設置するもの

とする。同協議会は、国の現地災害対策本部、県、

所在市及び関係周辺市町のそれぞれの災害対策本

部の代表者、指定公共機関の代表者及び原子力事

業者の代表者から権限を委任された者から構成さ

れ、原子力安全基盤機構、放射線医学総合研究所、

日本原子力研究開発機構等の専門家が必要に応じ

出席することとされている。このため、県は原子

力災害合同対策協議会に派遣する職員及びその派

遣方法等について、地域の実情等を勘案し、原子

力防災専門官等と連携して定めておくものとす

る。 

また、対策拠点施設において、原子力災害合同対

策協議会のもとにモニタリング情報の把握、医療

関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把

握等を担う機能班を設け国、県、所在市、関係周

辺市町、関係機関及び原子力事業者等のそれぞれ

の職員を配置することとされており、県はそれぞ

れの機能班に配置する職員及びその役割、権限等

について、あらかじめ原子力防災専門官等と協議

して定めておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．長期化に備えた動員体制の整備 

県は、国、所在市、関係周辺市町、関係機関と連

携し、事態が長期化した場合に備え、職員の動員

体制をあらかじめ整備しておくものとする。 

辺市町村とともに原子力災害合同対策協議会を組

織するものとする。なお、同協議会は対策拠点施

設に設置することとされている。同協議会は、国

の現地災害対策本部、県、関係周辺都道府県、所

在市町村及び関係周辺市町村のそれぞれの災害対

策本部の代表者、指定公共機関の代表者及び原子

力事業者の代表者から権限を委任された者から構

成され、原子力安全基盤機構、放射線医学総合研

究所、日本原子力研究開発機構等の専門家が必要

に応じ出席することとされている。このため、県

は原子力災害合同対策協議会に派遣する職員及び

その派遣方法等について、地域の実情等を勘案し、

原子力防災専門官等と連携して定めておくものと

する。 

また、対策拠点施設において、原子力災害合同対

策協議会のもとにモニタリング情報の把握、医療

関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把

握等を担う機能班を設け国、県、関係周辺都道府

県、所在市町村、関係周辺市町村、関係機関及び

原子力事業者等のそれぞれの職員を配置すること

とされており、県はそれぞれの機能班に配置する

職員及びその役割、権限等について、あらかじめ

原子力防災専門官等と協議して定めておくものと

する。 

【あらかじめ知事の委任を受けられる事項が明確

な場合は、定めておくものとする。 

原子力災害合同対策協議会は、原子力緊急事態解

除宣言が発出された後も、原子力災害事後対策に

ついて相互に協力するための組織としてなお存続

するものとされている。】 

４．長期化に備えた動員体制の整備 

県は、国、所在市町村、関係周辺市町村、関係機

関と連携し、事態が長期化した場合に備え、職員

の動員体制をあらかじめ整備しておくものとす

策協議会を組織するものとする。なお、同協議会

は対策拠点施設に設置することとされている。同

協議会は、国の現地災害対策本部、県、所在市及

び関係周辺市町のそれぞれの災害対策本部の代表

者、指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代

表者から権限を委任された者から構成され、原子

力安全基盤機構、放射線医学総合研究所、日本原

子力研究開発機構等の専門家が必要に応じ出席す

ることとされている。このため、県は原子力災害

合同対策協議会に派遣する職員及びその派遣方法

等について、地域の実情等を勘案し、原子力防災

専門官等と連携して定めておくものとする。 

また、対策拠点施設において、原子力災害合同対

策協議会のもとにモニタリング情報の把握、医療

関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把

握等を担う機能班を設け国、県、所在市、関係周

辺市町、関係機関及び原子力事業者等のそれぞれ

の職員を配置することとされており、県はそれぞ

れの機能班に配置する職員及びその役割、権限等

について、あらかじめ原子力防災専門官等と協議

して定めておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．長期化に備えた動員体制の整備 

県は、国、所在市、関係周辺市町、関係機関と連

携し、事態が長期化した場合に備え、職員の動員

体制をあらかじめ整備しておくものとする。 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力災害対策の巻） 新旧対照表 

34 

 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 
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５．防災関係機関相互の連携体制 

県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとす

る国、関係都道府県、所在市、関係周辺市町、自

衛隊、警察、消防、海上保安庁、医療機関、指定

公共機関、指定地方公共機関、原子力事業者、そ

の他の関係機関と原子力防災体制につき相互に情

報交換し、第１章第７節の防災関係機関の事務又

は業務の大綱に基づき、相互の連携体制の強化に

努めるものとする。 

 

 

 

６ 警察災害派遣隊 

県警察は、警察庁及び他の都道府県警察と協力し

警察災害派遣隊の受け入れ体制などの整備を図る

ものとする。 

７ 消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊 

県は、消防の応援について県内外の近隣市町村及

び県内全市町による協定の締結の促進、消防相互

応援体制の整備、緊急消防援助隊の充実強化に努

めるとともに、緊急消防援助隊の迅速な派遣要請

のための手順、受け入れ体制、連絡調整窓口、連

絡の方法の整備に努めるものとする。 

８．自衛隊との連携体制 

県は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、

あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方

法を取り決めておくとともに、連絡先の徹底、受

入体制の整備等必要な準備を整えておくものとす

る。また、適切な役割分担を図るとともに、いか

なる状況において、どのような分野（救急、救助、

応急医療、緊急輸送等）について、自衛隊の 

災害派遣要請を行うのか、平常時よりその想定を

行うとともに、関係部隊と事前に調整を行うもの

る。 

５．防災関係機関相互の連携体制 

県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとす

る国、関係周辺都道府県、所在市町村、関係周辺

市町村、自衛隊、警察、消防、海上保安庁、医療

機関、指定公共機関、指定地方公共機関、原子力

事業者、その他の関係機関と原子力防災体制につ

き相互に情報交換し、各防災関係機関の役割分担

をあらかじめ定め、相互の連携体制の強化に努め

るものとする。 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村にお

いても、必要に応じて、防災関係機関相互の連携

体制を図るものとする。】 

６．警察災害派遣隊 

県警察は、警察庁及び他の都道府県警察と協力し

警察災害派遣隊の受け入れ体制などの整備を図る

ものとする。 

７．消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊 

県は、消防の応援について県内外の近隣市町村及

び県内全市町村による協定の締結の促進、消防相

互応援体制の整備、緊急消防援助隊の充実強化に

努めるとともに、緊急消防援助隊の迅速な派遣要

請のための手順、受け入れ体制、連絡調整窓口、

連絡の方法の整備に努めるものとする。 

８．自衛隊との連携体制 

県は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるようあ

らかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法

を取り決めておくとともに、連絡先の徹底、受入

体制の整備等必要な準備を整えておくものとす

る。また、適切な役割分担を図るとともに、いか

なる状況において、どのような分野（救急、救助、

応急医療、緊急輸送等）について、自衛隊の 

災害派遣要請を行うのか、平常時よりその想定を

行うとともに、関係部隊と事前に調整を行うもの

 

５．防災関係機関相互の連携体制 

県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとす

る国、関係都道府県、所在市、関係周辺市町、自

衛隊、警察、消防、海上保安庁、医療機関、指定

公共機関、指定地方公共機関、原子力事業者、そ

の他の関係機関と原子力防災体制につき相互に情

報交換し、第１章第７節の防災関係機関の事務又

は業務の大綱に基づき、相互の連携体制の強化に

努めるものとする。 

 

 

 

６ 警察災害派遣隊 

県警察は、警察庁及び他の都道府県警察と協力し

警察災害派遣隊の受け入れ体制などの整備を図る

ものとする。 

７ 消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊 

県は、消防の応援について県内外の近隣市町村及

び県内全市町による協定の締結の促進、消防相互

応援体制の整備、緊急消防援助隊の充実強化に努

めるとともに、緊急消防援助隊の迅速な派遣要請

のための手順、受け入れ体制、連絡調整窓口、連

絡の方法の整備に努めるものとする。 

８．自衛隊との連携体制 

県は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、

あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方

法を取り決めておくとともに、連絡先の徹底、受

入体制の整備等必要な準備を整えておくものとす

る。また、適切な役割分担を図るとともに、いか

なる状況において、どのような分野（救急、救助、

応急医療、緊急輸送等）について、自衛隊の 

災害派遣要請を行うのか、平常時よりその想定を

行うとともに、関係部隊と事前に調整を行うもの
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とする。 

９ 緊急被ばく医療チーム派遣要請体制 

県は、緊急時の医療体制の充実を図るため、放射

線障害専門病院等のスタッフからなる緊急被ばく

医療チーム派遣の要請手続きについてあらかじめ

定めておくとともに、受け入れ体制の整備等必要

な準備を整えておくものとする。 

10 広域的な応援協力体制の拡充・強化 

県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難

やスクリーニング（「居住者、車両、携行品等の

放射線量の測定」をいう。以下同じ。）等の場所

等に関する広域的な応援要請並びに、他の都道府

県及び防災関係機関からの応援要請への対応に向

けて、国の協力のもと、他の都道府県等との応援

協定の締結を図り、応援先・受援先の指定、応援・

受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部と

の役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、

応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸

送体制等について必要な準備を整えるとともに、

市町村間における相互応援が円滑に進むよう配慮

し、応援協定締結の促進を図るものとする。 

また、県は、原子力事業者との緊急時における協

力の内容等についてあらかじめ調整を行っておく

ほか、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に

行えるよう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の

方法を取り決めておくとともに、連絡先を徹底し

ておくなど、必要な準備を整えておくものとする。

なお、都道府県間における広域応援協定の締結状

況は次表のとおりである。 

名       

称 

締  結  

年  月  

日 

構  成  都  道  

府  県  等 

とする。 

９．緊急被ばく医療チーム派遣要請体制 

県は、緊急時の医療体制の充実を図るため、放射

線障害専門病院等のスタッフからなる緊急被ばく

医療チーム派遣の要請手続きについてあらかじめ

定めておくとともに、受け入れ体制の整備等必要

な準備を整えておくものとする。 

10．広域的な応援協力体制の拡充・強化 

県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難

やスクリーニング（「居住者、車両、携行品等の

放射線量の測定」をいう。以下同じ。）等の場所

等に関する広域的な応援要請並びに、他の都道府

県及び防災関係機関からの応援要請への対応に向

けて、国の協力のもと、他の都道府県等との応援

協定の締結を図り、応援先・受援先の指定、応援・

受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部と

の役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、

応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸

送体制等について必要な準備を整えるとともに、

市町村間における相互応援が円滑に進むよう配慮

し、応援協定締結の促進を図るものとする。 

【応援協定の締結については、近隣の都道府県に

加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける

観点から、遠方に所在する都道府県との間の協定

締結についても考慮する。】 

また、県は、原子力事業者との緊急時における協

力の内容等についてあらかじめ調整を行っておく

ほか、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に

行えるよう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の

方法を取り決めておくとともに、連絡先を徹底し

ておくなど、必要な準備を整えておくものとする。

なお、広域応援協定等の締結状況は別表のとおり

である。 

別表・・・・・・・略 

とする。 

９ 緊急被ばく医療チーム派遣要請体制 

県は、緊急時の医療体制の充実を図るため、放射

線障害専門病院等のスタッフからなる緊急被ばく

医療チーム派遣の要請手続きについてあらかじめ

定めておくとともに、受け入れ体制の整備等必要

な準備を整えておくものとする。 

10 広域的な応援協力体制の拡充・強化 

県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難

やスクリーニング（「居住者、車両、携行品等の

放射線量の測定」をいう。以下同じ。）等の場所

等に関する広域的な応援要請並びに、他の都道府

県及び防災関係機関からの応援要請への対応に向

けて、国の協力のもと、他の都道府県等との応援

協定の締結を図り、応援先・受援先の指定、応援・

受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部と

の役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、

応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸

送体制等について必要な準備を整えるとともに、

市町村間における相互応援が円滑に進むよう配慮

し、応援協定締結の促進を図るものとする。 

また、県は、原子力事業者との緊急時における協

力の内容等についてあらかじめ調整を行っておく

ほか、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に

行えるよう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の

方法を取り決めておくとともに、連絡先を徹底し

ておくなど、必要な準備を整えておくものとする。 

なお、都道府県間における広域応援協定の締結状

況は次表のとおりである。 

名       

称 

締  結  

年  月  

日 

構  成  都  道  

府  県  等 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 応 援 に 関

する協定 

（ 中 部 圏 ９ 県

１市） 

平成７年

11月 14日 

富山県、石川県、

福井県、長野県、

岐阜県、静岡県、

愛知県、三重県、

滋賀県、名古屋市 

震 災 時 等 の 相

互 応 援 に 関 す

る協定（関東地

方知事会） 

平成８年

６月 13 日 

東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、

神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県 

全 国 都 道 府 県

に お け る 災 害

時 の 広 域 応 援

に関する協定 

平成 8年 7

月 18 日 
全都道府県 

原 子 力 災 害 時

の 相 互 応 援 に

関する協定 

平成 13 年

1 月 31 日 

北海道、青森県、

宮城県、福島県、

茨城県、新潟県、

石川県、福井県、

静岡県、京都府、

島根県、愛媛県、

佐賀県、鹿児島県 

11 対策拠点施設 

(1) 県は、原災法第12条の規定により、対策拠点

施設の指定又は変更について、内閣総理大臣から

意見を求められた場合は、意見を内閣総理大臣に

提出するものとする。 

(2) 県は、対策拠点施設を地域における原子力防

災の拠点として平常時から訓練、住民に対する広

報・防災知識の普及等に活用するものとする。 

(3) 県及び国は相互に連携して、対策拠点施設に

非常用電話、ファクシミリ、テレビ会議システム、

衛星電話その他非常用通信機器の整備を推進する

ものとする。 

 

【原子力事業者との緊急時における協力の内容等

については、原子力事業者防災業務計画で定めて

おくものとするが、その他必要な事項がある場合

には、協定等を締結しておくものとする。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．対策拠点施設 

（１）県は、原災法第１２条の規定により、対策

拠点施設の指定又は変更について、内閣総理大臣

から意見を求められた場合は、意見を内閣総理大

臣に提出するものとする。 

（２）県は、対策拠点施設を地域における原子力

防災の拠点として平常時から訓練、住民に対する

広報・防災知識の普及等に活用するものとする。

（３）県及び国は相互に連携して、対策拠点施設

に非常用電話、ファクシミリ、テレビ会議システ

ム、衛星電話その他非常用通信機器の整備を推進

するものとする。 

【国が維持管理を行う部分とは、原子力防災専門

災 害 応 援 に 関

する協定 

（ 中 部 圏 ９ 県

１市） 

平成７年

11月 14日

富山県、石川県、

福井県、長野県、

岐阜県、静岡県、

愛知県、三重県、

滋賀県、名古屋市 

震 災 時 等 の 相

互 応 援 に 関 す

る協定（関東地

方知事会） 

平成８年

６月 13 日

東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、

神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県 

全 国 都 道 府 県

に お け る 災 害

時 の 広 域 応 援

に関する協定 

平成 8年 7

月 18 日 
全都道府県 

原 子 力 災 害 時

の 相 互 応 援 に

関する協定 

平成 13 年

1 月 31 日

北海道、青森県、

宮城県、福島県、

茨城県、新潟県、

石川県、福井県、

静岡県、京都府、

島根県、愛媛県、

佐賀県、鹿児島県 

11 対策拠点施設 

(1) 県は、原災法第12条の規定により、対策拠点

施設の指定又は変更について、内閣総理大臣から

意見を求められた場合は、意見を内閣総理大臣に

提出するものとする。 

(2) 県は、対策拠点施設を地域における原子力防

災の拠点として平常時から訓練、住民に対する広

報・防災知識の普及等に活用するものとする。 

(3) 県及び国は相互に連携して、対策拠点施設に

非常用電話、ファクシミリ、テレビ会議システム、

衛星電話その他非常用通信機器の整備を推進する

ものとする。 
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新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 県及び国は、相互に連携して、過酷事故にお

いても継続的に活動することのできる対策拠点施

設の施設、設備、防護資機材、資料等について適

切に整備、維持・管理を行うものとする。 

(5) 対策拠点施設からの移転・立上げ体制を確保

するとともに、搬送資機材の搬送計画をあらかじ

め定めておくものとする。 

12 モニタリング体制等 

緊急時の環境放射線モニタリング（以下「緊急時

モニタリング」という。）については、原子力規

制委員会の統括の下、原子力規制委員会、文部科

学省等関係省庁、地方公共団体、原子力事業者等

が実施するものとされている。また、上記以外の

関係省庁（海上保安庁等）はその支援を行うもの

とされている。 

県は、緊急時における原子力施設からの放射性物

質又は放射線の放出による周辺環境への影響の評

価に資する観点から、国の技術的支援のもと、平

常時より環境放射線モニタリング（空間放射線量

率、水道水、葉菜等の環境試料）を適切に実施す

る。また、県は、国及び原子力事業者と連携し、

緊急時モニタリング計画の策定、モニタリング設

備・機器の整備・維持、モニタリング要員の確保、

関係機関との協力体制の確立等、緊急時モニタリ

ング実施体制を整備するものとする。 

 

 

 

 

(1) 緊急時モニタリング計画の策定 

県は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュア

ル等に基づき、緊急時モニタリング計画を策定す

官事務室、合同対策協議会等に係る施設、設備、

備品及び資料等である。】 

（４）県及び国は、相互に連携して、過酷事故に

おいても継続的に活動することのできる対策拠点

施設の施設、設備、防護資機材、資料等について

適切に整備、維持・管理を行うものとする。 

（５）対策拠点施設からの移転・立上げ体制を確

保するとともに、搬送資機材の搬送計画をあらか

じめ定めておくものとする。 

12．モニタリング体制等 

緊急時モニタリングについては、原子力規制委員

会の統括の下、原子力規制委員会、文部科学省等

関係省庁、地方公共団体、原子力事業者等が実施

するものとされている。また、上記以外の関係省

庁（海上保安庁等）はその支援を行うものとされ

ている。 

県は、緊急時における原子力施設からの放射性物

質又は放射線の放出による周辺環境への影響の評

価に資する観点から、国の技術的支援のもと、平

常時より環境放射線モニタリング（空間放射線量

率、水道水、葉菜等の環境試料）を適切に実施す

る。また、県は、国及び原子力事業者と連携し、

緊急時モニタリング計画の策定、モニタリング設

備・機器の整備・維持、モニタリング要員の確保、

関係機関との協力体制の確立等、緊急時モニタリ

ング実施体制を整備するものとする。 

【「緊急時モニタリング」とは、放射性物質ある

いは放射線の異常な放出又はそのおそれのある場

合に周辺環境の放射性物質又は放射線に関する情

報を得るために特別に計画された環境モニタリン

グをいう。】 

（１）緊急時モニタリング計画の策定 

県は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュア

ル等に基づき、緊急時モニタリング計画を策定す

 

 

(4) 県及び国は、相互に連携して、過酷事故にお

いても継続的に活動することのできる対策拠点施

設の施設、設備、防護資機材、資料等について適

切に整備、維持・管理を行うものとする。 

(5) 対策拠点施設からの移転・立上げ体制を確保

するとともに、搬送資機材の搬送計画をあらかじ

め定めておくものとする。 

12 モニタリング体制等 

緊急時モニタリングについては、原子力規制委員

会の統括の下、原子力規制委員会、文部科学省等

関係省庁、地方公共団体、原子力事業者等が実施

するものとされている。また、上記以外の関係省

庁（海上保安庁等）はその支援を行うものとされ

ている。 

県は、緊急時における原子力施設からの放射性物

質又は放射線の放出による周辺環境への影響の評

価に資する観点から、国の技術的支援のもと、平

常時より環境放射線モニタリング（空間放射線量

率、水道水、葉菜等の環境試料）を適切に実施す

る。また、県は、国及び原子力事業者と連携し、

緊急時モニタリング計画の策定、モニタリング設

備・機器の整備・維持、モニタリング要員の確保、

関係機関との協力体制の確立等、緊急時モニタリ

ング実施体制を整備するものとする。 

 

 

 

 

 

(1) 緊急時モニタリング計画の策定 

県は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュア

ル等に基づき、緊急時モニタリング計画を策定す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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るものとする。 

なお、食品のモニタリングについては、緊急時モ

ニタリング計画を策定する際、原子力災害対策指

針及び関係省庁が定めるマニュアルを主たる根拠

とするものとする。 

また、県は、緊急時モニタリング計画を踏まえ、

緊急時環境放射線モニタリング実施要領を策定す

るものとする。 

 

(2) モニタリング設備・機器等の整備・維持 

県は、平常時又は緊急時における周辺環境への放

射性物質又は放射線による影響を把握するため、

モニタリングステーション、モニタリングポスト、

積算線量計、可搬型計測用機器等の環境放射線モ

ニタリング設備・機器、携帯電話等の連絡手段等

を整備・維持するとともに、その操作の習熟に努

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

(3) モニタリング要員の確保 

県は、緊急時モニタリングを迅速かつ円滑に実施

するために必要な要員及びその役割等をあらかじ

め定めておくものとする。 

(4) 緊急時モニタリングの体制及び役割 

県は、モニタリング実施組織及びそれぞれの役割

等を、緊急時環境放射線モニタリング実施要領に

おいて定めておくものとする。 

 

 

(5) 関係機関との協力による広域モニタリング体

るものとする。 

なお、食品のモニタリングについては、緊急時モ

ニタリング計画を策定する際、原子力災害対策指

針及び関係省庁が定めるマニュアルを主たる根拠

とするものとする。 

【有効な情報が適時に提供されるよう、モニタリ

ングの計画段階において、評価、分析のニーズを

把握した上で、モニタリング結果の利用の道筋を

明確にしておくこと。】 

（２）モニタリング設備・機器等の整備・維持 

県は、平常時又は緊急時における周辺環境への放

射性物質又は放射線による影響を把握するため、

モニタリングポスト、積算線量計、可搬型計測用

機器等の環境放射線モニタリング設備・機器、携

帯電話等の連絡手段等を整備・維持するとともに、

その操作の習熟に努めるものとする。 

環境放射線モニタリング設備、機器類の配備状

況・・・略 

〃 の整備計画・・・略 

【設備の整備に当たっては、地震等の自然災害へ

の頑健性に配慮すること。通信機能を備えた可搬

式の無人モニタリングポストを複数箇所に追加配

置できるよう準備しておくこと。】 

（３）緊急時モニタリング要員の確保 

県は、緊急時モニタリングを迅速かつ円滑に実施

するために必要な要員及びその役割等をあらかじ

め定めておくものとする。 

（４）緊急時モニタリングの体制及び役割 

県は、モニタリングセンターとその指揮下のモニ

タリングチームで構成するモニタリング実施組織

及びセンター長、チームの役割等を定めておくも

のとする。 

モニタリング組織、役割・・・略 

（５）関係機関との協力による広域モニタリング

るものとする。 

なお、食品のモニタリングについては、緊急時モ

ニタリング計画を策定する際、原子力災害対策指

針及び関係省庁が定めるマニュアルを主たる根拠

とするものとする。 

また、県は、緊急時モニタリング計画を踏まえ、

緊急時環境放射線モニタリング実施要領を策定す

るものとする。 

 

(2) モニタリング設備・機器等の整備・維持 

県は、平常時又は緊急時における周辺環境への放

射性物質又は放射線による影響を把握するため、

モニタリングステーション、モニタリングポスト、

積算線量計、可搬型計測用機器等の環境放射線モ

ニタリング設備・機器、携帯電話等の連絡手段等

を整備・維持するとともに、その操作の習熟に努

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

(3) モニタリング要員の確保 

県は、緊急時モニタリングを迅速かつ円滑に実施

するために必要な要員及びその役割等をあらかじ

め定めておくものとする。 

(4) 緊急時モニタリングの体制及び役割 

県は、モニタリング実施組織及びそれぞれの役割

等を、緊急時環境放射線モニタリング実施要領に

おいて定めておくものとする。 

 

 

(5) 関係機関との協力による広域モニタリング体
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策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制の整備 

県は、緊急時モニタリング計画で整理されたモニ

タリング関係機関と平常時より緊密な連携を図る

ものとする。 

県は、国、指定公共機関及び原子力事業者から派

遣される緊急時モニタリング要員等の受け入れ体

制について整備するとともに、原子力規制委員会

の統括の下、指定行政機関、指定公共機関、原子

力事業者等と連携し、広域にわたるモニタリング

を機動的に展開することのできる体制を整備する

ものとする。 

 

 

 

 

(6) 緊急時予測システム 

県は、国、指定公共機関、原子力事業者と連携し、

平常時から緊急時迅速環境放射能影響予測ネット

ワークシステム（以下「ＳＰＥＥＤＩネットワー

クシステム」という。）と、環境放射線テレメー

タシステムとを接続するなど情報伝達のネットワ

ークの整備・維持に努めるものとする。 

 

 

 

(7) 緊急時の公衆被ばく線量評価体制の整備 

県は、国の支援のもと、健康調査・健康相談を適

切に行う観点から緊急時に公衆の被ばく線量の評

価・推定を迅速に行えるよう、甲状腺モニター等

の配備・維持管理、測定・評価要員の確保、測定

場所の選定、測定場所までの被検査者の移動手段

の確保等、公衆の被ばく線量評価体制を整備する

ものとする。 

13  専門家の派遣要請手続き 

体制の整備 

県は、緊急時モニタリング計画で整理されたモニ

タリング関係機関と平常時より緊密な連携を図る

ものとする。 

県は、国、指定公共機関及び原子力事業者から派

遣される緊急時モニタリング要員等の受け入れ体

制について整備するとともに、原子力規制委員会

の統括の下、指定行政機関、指定公共機関、原子

力事業者等と連携し、広域にわたるモニタリンを

機動的に展開することのできる体制を整備するも

のとする。 

【緊急時において、放射性物質及び放射線による

影響の早期把握に必要な気象予報情報を迅速に受

けるため、○○地方気象台と緊密な連携体制を整

備すること。】 

（６）緊急時予測システム 

県は、国、指定公共機関、原子力事業者と連携し、

気象予測や放射性物質の大気中拡散予測（緊急時

迅速環境放射能影響予測ネットワークシステム

（以下「ＳＰＥＥＤＩネットワークシステム」と

いう。）等）に係る機器の整備を図ることとする。

また、県は、防護措置の実施に関する区域や時期

等の条件の設定において考慮すべき地域の気象

（風向・風速・降雨量等）や大気中拡散予測の特

性を事前に整理しておく。 

（７）緊急時の公衆被ばく線量評価体制の整備 

県は、国の支援のもと、健康調査・健康相談を適

切に行う観点から緊急時に公衆の被ばく線量の評

価・推定を迅速に行えるよう、甲状腺モニター等

の配備・維持管理、測定・評価要員の確保、測定

場所の選定、測定場所までの被検査者の移動手段

の確保等、公衆の被ばく線量評価体制を整備する

ものとする。 

13．専門家の派遣要請手続き 

制の整備 

県は、緊急時モニタリング計画で整理されたモニ

タリング関係機関と平常時より緊密な連携を図る

ものとする。 

県は、国、指定公共機関及び原子力事業者から派

遣される緊急時モニタリング要員等の受け入れ体

制について整備するとともに、原子力規制委員会

の統括の下、指定行政機関、指定公共機関、原子

力事業者等と連携し、広域にわたるモニタリング

を機動的に展開することのできる体制を整備する

ものとする。 

 

 

 

 

(6) 緊急時予測システム 

県は、国、指定公共機関、原子力事業者と連携し、

気象予測や放射性物質の大気中拡散予測（緊急時

迅速環境放射能影響予測ネットワークシステム

（以下「ＳＰＥＥＤＩネットワークシステム」と

いう。）等）に係る機器の整備を図ることとする。 

また、県は、防護措置の実施に関する区域や時期

等の条件の設定において考慮すべき地域の気象

（風向・風速・降雨量等）や大気中拡散予測の特

性を事前に整理しておく。 

 (7) 緊急時の公衆被ばく線量評価体制の整備 

県は、国の支援のもと、健康調査・健康相談を適

切に行う観点から緊急時に公衆の被ばく線量の評

価・推定を迅速に行えるよう、甲状腺モニター等

の配備・維持管理、測定・評価要員の確保、測定

場所の選定、測定場所までの被検査者の移動手段

の確保等、公衆の被ばく線量評価体制を整備する

ものとする。 

13  専門家の派遣要請手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県は、特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた

場合、必要に応じ国に対し事態の把握のために専

門的知識を有する職員の派遣を要請するための手

続きをあらかじめ定めておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  複合災害に備えた体制の整備 

県は国と連携し、複合災害（同時又は連続して２

以上の災害が発生し、それらの影響が複合化する

ことにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困

難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画

等を見直し、備えを充実するものとする。 

また、災害対応に当たる要員、資機材等について、

後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害

に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望

ましい配分ができない可能性があることに留意し

つつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計

画にあらかじめ定めるとともに、外部からの支援

を早期に要請することも定めておくものとする。

15 人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

県は、地震、津波等による大規模な自然災害等と

の複合災害の発生により、防災活動に必要な人員

及び防災資機材が不足するおそれがあることを想

定し、人材及び防災資機材の確保等において、国、

指定公共機関、市町及び原子力事業者と相互の連

県は、原子力事業者より特定事象又は警戒事象発

生の通報を受けた場合、必要に応じ国に対し事態

の把握のために専門的知識を有する職員の派遣を

要請するための手続きをあらかじめ定めておくも

のとする。 

【原災法第10 条第２項の規定による。手続きにつ

いては、原災法施行令第５条の規定による。】 

14．放射性物質による環境汚染への対処のための

整備 

県は、国、市町村、原子力事業者及びその他の関

係機関とともに、放射性物質による環境汚染への

対処について必要な体制整備（人員、航空機等の

除染実施場所及び放射性物質に汚染された廃棄物

などの保管等に必要な場所の確保等）を行うもの

とする。 

15．複合災害に備えた体制の整備 

県は国と連携し、複合災害（同時又は連続して２

以上の災害が発生し、それらの影響が複合化する

ことにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困

難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画

等を見直し、備えを充実するものとする。 

また、災害対応に当たる要員、資機材等について、

後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害

に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望

ましい配分ができない可能性があることに留意し

つつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計

画にあらかじめ定めるとともに、外部からの支援

を早期に要請することも定めておくものとする。

16．人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

県は、地震、津波等による大規模な自然災害等と

の複合災害の発生により、防災活動に必要な人員

及び防災資機材が不足するおそれがあることを想

定し、人材及び防災資機材の確保等において、国、

指定公共機関、市町村及び原子力事業者と互の連

県は、特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた

場合、必要に応じ国に対し事態の把握のために専

門的知識を有する職員の派遣を要請するための手

続きをあらかじめ定めておくものとする。 

 

 

 

14．放射性物質による環境汚染への対処のための

整備 

県は、国、市町、原子力事業者及びその他の関係

機関とともに、放射性物質による環境汚染への対

処について必要な体制整備（人員、航空機等の除

染実施場所及び放射性物質に汚染された廃棄物な

どの保管等に必要な場所の確保等）を行うものと

する。 

15  複合災害に備えた体制の整備 

県は国と連携し、複合災害（同時又は連続して２

以上の災害が発生し、それらの影響が複合化する

ことにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困

難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画

等を見直し、備えを充実するものとする。 

また、災害対応に当たる要員、資機材等について、

後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害

に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望

ましい配分ができない可能性があることに留意し

つつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計

画にあらかじめ定めるとともに、外部からの支援

を早期に要請することも定めておくものとする。 

16 人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

県は、地震、津波等による大規模な自然災害等と

の複合災害の発生により、防災活動に必要な人員

及び防災資機材が不足するおそれがあることを想

定し、人材及び防災資機材の確保等において、国、

指定公共機関、市町及び原子力事業者と相互の連

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂に伴う項番号の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂に伴う項番号の見直し 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力災害対策の巻） 新旧対照表 

41 

 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携を図るものとする。 

 

第８節 避難収容活動体制の整備 

１ 避難計画の作成 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、国、関

係機関及び原子力事業所の協力のもと、屋内退避

及び避難誘導計画の作成について支援するものと

する。 

 

 

県は、原子力災害対策指針に基づき、予防的防護

措置を準備する区域（ＰＡＺ）の避難を迅速に行

うための避難計画をあらかじめ作成し、原子力緊

急事態宣言発出時には直ちに避難可能な体制を構

築するものとする。 

緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）の避難

については、ＰＡＺの住民避難が先行して行われ

るため、その円滑な避難が実施できるよう配慮し

ながら、必要に応じＵＰＺを含む市町のＵＰＺ外

の区域も含め、原子力災害対策指針に基づく広域

避難計画を策定するものとする。 

 

なお、避難先からの更なる避難を避けるため、避

難先は防護措置を重点的に実施すべき区域外とす

る。個別の県及び市町の境界を越えた広域の避難

計画の策定が必要な場合においては、国及び県が

中心となって都道府県との調整や市町村の間の調

整を図るものとする。 

また、地域コミュニティの維持に着目し、同一地

区の住民の避難先は同一地域に確保するよう、努

めるものとする。 

 

 

 

携を図るものとする。 

 

第８節 避難収容活動体制の整備 

１．避難計画の作成 

県は、所在市町村及び関係周辺市町村等に対し、

国、関係機関及び原子力事業所の協力のもと、屋

内退避及び避難誘導計画の作成について支援する

ものとする。 

【原子力災害対策指針に基づく予防的防護措置を

準備する区域（ＰＡＺ）を含む県】 

原子力災害対策指針に基づき、迅速な避難を行う

ための避難計画をあらかじめ作成し、原子力緊急

事態宣言発出時には直ちにＰＡＺ圏内の住民等の

避難が可能な体制を構築するものとする。 

 

【原子力災害対策指針に基づく緊急時防護措置を

準備する区域（ＵＰＺ）を含む県】 

原子力災害対策指針に基づき、段階的な避難やＯ

ＩＬに基づく防護措置を実施するまでの間は屋内

退避を行うことを原則とし、広域避難計画を策定

するものとする。 

【共通】 

避難先からの更なる避難を避けるため、避難先は

防護措置を重点的に実施すべき区域外とする。な

お、個別の県及び市町村の境界を越えた広域の避

難計画の策定が必要な場合においては、国及び県

が中心となって都道府県との調整や市町村の間の

調整を図るものとする。 

なお、地域コミュニティの維持に着目し、同一地

区の住民の避難先は同一地域に確保するよう、努

めるものとする。 

【避難は、その実施状況等により、以下の２つの

類型に分類される。 

・避難(evacuation)：空間放射線量率等が高い又

携を図るものとする。 

 

第８節 避難収容活動体制の整備 

１ 避難計画の作成 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、国、関

係機関及び原子力事業所の協力のもと、屋内退避

及び避難誘導計画の作成について支援するものと

する。 

 

 

県は、原子力災害対策指針に基づき、予防的防護

措置を準備する区域（ＰＡＺ）の避難を迅速に行

うための避難計画をあらかじめ作成し、原子力緊

急事態宣言発出時には直ちにＰＡＺ圏内の住民等

の避難が可能な体制を構築するものとする。 

緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）の避難

については、原子力災害対策指針に基づき、段階

的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施するま

での間は屋内退避を行うことを原則とし、広域避

難計画を策定するものとする 

 

 

なお、避難先からの更なる避難を避けるため、避

難先は防護措置を重点的に実施すべき区域外とす

る。個別の県及び市町の境界を越えた広域の避難

計画の策定が必要な場合においては、国及び県が

中心となって都道府県との調整や市町村の間の調

整を図るものとする。 

また、地域コミュニティの維持に着目し、同一地

区の住民の避難先は同一地域に確保するよう、努

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難所等の整備 

(1) 避難所等の整備 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、地域防

災センター、コミュニティーセンター等公共的施

設等を対象に、避難やスクリーニング等の場所を

その管理者の同意を得て避難所等としてあらかじ

め指定するよう助言するものとする。 

また、県は避難場所指定の助言に当っては、風向

等の気象条件により避難場所が使用できなくなる

可能性を考慮するとともに、災害時要援護者に十

分配慮する。また、国の協力のもと、広域避難に

係る都道府県間による協定の締結を推進する等、

広域避難体制を整備するものとする。 

なお、避難やスクリーニング等の場所として指定

された建物については、必要に応じ、衛生管理等

避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に

努めるよう助言するものとする。 

 

 

 

(2) 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の

整備 

は高くなるおそれのある地点から速やかに離れる

ため緊急で実施する防護措置 

・一時移転(temporary relocation)：緊急の避難

が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い

地域ではあるが、日常生活を継続した場合の無用

の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該

地域から離れるために実施する防護措置 

ＵＰＺにおける避難計画の作成支援においては、

ＯＩＬの値に基づく避難方法（evacuation か

temporary relocation か）の選択手続き及びそれ

ぞれの避難方法に基づく具体的な実施措置内容に

ついて支援するものとする。】 

２．避難所等の整備 

（１）避難所等の整備 

県は、所在市町村及び関係周辺市町村等に対し、

地域防災センター、コミュニティーセンター等公

共的施設等を対象に、避難やスクリーニング等場

所をその管理者の同意を得て避難所等としてあら

かじめ指定するよう助言するものとする。 

また、県は避難場所の指定に当っては、風向等の

気象条件により避難場所が使用できなくなる可能

性を考慮するとともに、災害時要援護者に十分配

慮する。また、国の協力のもと、広域避難に係る

都道府県間による協定の締結を推進する等、広域

避難体制を整備するものとする。 

なお、避難やスクリーニング等の場所として指定

された建物については、必要に応じ、衛生管理等

避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に

努めるよう助言するものとする。 

【これらの設備は、原子力災害ためだけのもので

はなく、その他災害のためのものと兼用する形で

よい。】 

（２）避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等

の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難所等の整備 

(1) 避難所等の整備 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、地域防

災センター、コミュニティーセンター等公共的施

設等を対象に、避難やスクリーニング等の場所を

その管理者の同意を得て避難所等としてあらかじ

め指定するよう助言するものとする。 

また、県は避難場所指定の助言に当っては、風向

等の気象条件により避難場所が使用できなくなる

可能性を考慮するとともに、災害時要援護者に十

分配慮する。また、国の協力のもと、広域避難に

係る都道府県間による協定の締結を推進する等、

広域避難体制を整備するものとする。 

なお、避難やスクリーニング等の場所として指定

された建物については、必要に応じ、衛生管理等

避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に

努めるよう助言するものとする。 

 

 

 

(2) 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の

整備 
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新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、住民等

の避難誘導・移送に必要な資機材・車両等を整備

するよう助言するものとする。また、県は、所在

市及び関係周辺市町等と協力し、広域避難を想定

した避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等を

確保するものとする。 

(3) コンクリート屋内退避体制の整備 

県は、所在市及び関係周辺市町に対しコンクリー

ト屋内退避施設について予め調査し、具体的なコ

ンクリート屋内退避体制の整備について助言する

ものとする。 

(4) 広域一時滞在に係る応援協定の締結 

県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能

となるよう、他の地方公共団体との広域一時滞在

に係る応援協定を締結するなど、発災時の具体的

な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努

めるものとする。 

(5) 応急仮設住宅等の整備 

県は、国、企業等と連携を図りつつ，応急仮設住

宅の建設に要する資機材に関し，供給可能量を把

握するなど，あらかじめ調達・供給体制を整備し

ておくものとする。また、災害に対する安全性に

配慮しつつ，応急仮設住宅の用地に関し，建設可

能な用地を把握するなど，あらかじめ供給体制を

整備しておくものとする。 

(6) 救助に関する施設等の整備 

県は、救助の万全を期するため、必要な計画の作

成、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設

備、物資及び資金の整備に努めるものとする。 

(7) 被災者支援の仕組みの整備 

県は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当す

る部局を明確化し、被災者支援の仕組みの整備等

に努めるものとする。 

(8) 避難場所における設備等の整備 

県は、所在市町村及び関係周辺市町村等に対し、

住民等の避難誘導・移送に必要な資機材・車両等

を整備するよう助言するものとする。また、県は、

所在市町村及び関係周辺市町村等と協力し、広域

避難を想定した避難誘導用資機材、移送用資機

材・車両等を確保するものとする。 

（３）コンクリート屋内退避体制の整備 

県は、所在市町村及び関係周辺市町村に対しコン

クリート屋内退避施設について予め調査し、具体

的なコンクリート屋内退避体制の整備について助

言するものとする。 

（４）広域一時滞在に係る応援協定の締結 

県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能

となるよう、他の地方公共団体との広域一時滞在

に係る応援協定を締結するなど、発災時の具体的

な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努

めるものとする。 

（５）応急仮設住宅等の整備 

県は、国、企業等と連携を図りつつ，応急仮設住

宅の建設に要する資機材に関し，供給可能量を把

握するなど，あらかじめ調達・供給体制を整備し

ておくものとする。また、災害に対する安全性に

配慮しつつ，応急仮設住宅の用地に関し，建設可

能な用地を把握するなど，あらかじめ供給体制を

整備しておくものとする。 

（６）救助に関する施設等の整備 

県は、救助の万全を期するため、必要な計画の作

成、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設

備、物資及び資金の整備に努めるものとする。 

（７）被災者支援の仕組みの整備 

県は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当す

る部局を明確化し、被災者支援の仕組みの整備等

に努めるものとする。 

（８）避難場所における設備等の整備 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、住民等

の避難誘導・移送に必要な資機材・車両等を整備

するよう助言するものとする。また、県は、所在

市及び関係周辺市町等と協力し、広域避難を想定

した避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等を

確保するものとする。 

(3) コンクリート屋内退避体制の整備 

県は、所在市及び関係周辺市町に対しコンクリー

ト屋内退避施設について予め調査し、具体的なコ

ンクリート屋内退避体制の整備について助言する

ものとする。 

(4) 広域一時滞在に係る応援協定の締結 

県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能

となるよう、他の地方公共団体との広域一時滞在

に係る応援協定を締結するなど、発災時の具体的

な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努

めるものとする。 

(5) 応急仮設住宅等の整備 

県は、国、企業等と連携を図りつつ，応急仮設住

宅の建設に要する資機材に関し，供給可能量を把

握するなど，あらかじめ調達・供給体制を整備し

ておくものとする。また、災害に対する安全性に

配慮しつつ，応急仮設住宅の用地に関し，建設可

能な用地を把握するなど，あらかじめ供給体制を

整備しておくものとする。 

(6) 救助に関する施設等の整備 

県は、救助の万全を期するため、必要な計画の作

成、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設

備、物資及び資金の整備に努めるものとする。 

(7) 被災者支援の仕組みの整備 

県は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当す

る部局を明確化し、被災者支援の仕組みの整備等

に努めるものとする。 

(8) 避難場所における設備等の整備 
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新 備考 

県は、避難場所において、貯水槽、井戸、仮設ト

イレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携

帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレ

など高齢者、障害のある人、外国人、乳幼児、妊

産婦等の災害時要援護者にも配慮した避難の実施

に必要な施設・設備の整備に努めるとともに、被

災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジ

オ等の機器の整備を図るものとする。 

 

(9) 物資の備蓄に係る整備 

県は、指定された避難場所又はその近傍で地域完

結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、常備薬、

炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の

備蓄に努めるとともに、避難場所として指定され

た学校等において、備蓄のためのスペース、通信

設備の整備等を進めるものとする。 

３ 災害時要援護者等の避難誘導・移送体制等の整

備 

(1) 県は、高齢者、障害者のある人、外国人、乳

幼児、妊産婦など、災害時要援護者及び一時滞在

者への対応を強化するため、放射線の影響を受け

やすい乳幼児等について十分配慮するなど、原子

力災害の特殊性に留意し、次の項目に取り組むも

のとする。 

①災害時要援護者及び一時滞在者を適切に避難誘

導し、安否確認を行うため、周辺住民、自主防災

組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障

害福祉サービス事業者、ボランティア団体等の多

様な主体の協力を得ながら、平常時より、災害時

要援護者に関する情報を把握の上、関係者との共

有に努めるものとする。 

②災害時要援護者及び一時滞在者に災害情報が迅

速かつ滞りなく伝達できるよう、所在市、関係周

辺市町及び関係機関等に対し、情報伝達体制の整

県は、避難場所において、貯水槽、井戸、仮設ト

イレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携

帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレ

など傷病者、入院患者、高齢者、障害者、外国人、

乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者等にも配慮し

た避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める

とともに、被災者による災害情報の入手に資する

テレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。

 

（９）物資の備蓄に係る整備 

県は、指定された避難場所又はその近傍で地域完

結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、常備薬、

炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の

備蓄に努めるとともに、避難場所として指定した

学校等において、備蓄のためのスペース、通信設

備の整備等を進めるものとする。 

３．災害時要援護者等の避難誘導・移送体制等の

整備 

（１）県は、傷病者、入院患者、高齢者、障害者、

外国人、乳幼児、妊産婦など、災害時要援護者及

び一時滞在者への対応を強化するため、放射線の

影響を受けやすい乳幼児等について十分配慮する

など、原子力災害の特殊性に留意し、次の項目に

取り組むものとする。 

①災害時要援護者等及び一時滞在者を適切に避難

誘導し、安否確認を行うため、周辺住民、自主防

災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、

障害福祉サービス事業者、ボランティア団体等の

多様な主体の協力を得ながら、平常時より、災害

時要援護者等に関する情報を把握の上、関係者と

の共有に努めるものとする。 

②災害時要援護者等及び一時滞在者に災害情報が

迅速かつ滞りなく伝達できるよう、所在市町村、

関係周辺市町村及び関係機関等に対し、情報伝達

県は、避難場所において、貯水槽、井戸、仮設ト

イレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携

帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレ

など傷病者、入院患者、高齢者、障害のある人、

外国人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者等に

も配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備

に努めるとともに、被災者による災害情報の入手

に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るも

のとする。 

(9) 物資の備蓄に係る整備 

県は、指定された避難場所又はその近傍で地域完

結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、常備薬、

炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の

備蓄に努めるとともに、避難場所として指定され

た学校等において、備蓄のためのスペース、通信

設備の整備等を進めるものとする。 

３ 災害時要援護者等の避難誘導・移送体制等の整

備 

(1) 県は、傷病者、入院患者、高齢者、障害のあ

る人、外国人、乳幼児、妊産婦など、災害時要援

護者及び一時滞在者への対応を強化するため、放

射線の影響を受けやすい乳幼児等について十分配

慮するなど、原子力災害の特殊性に留意し、次の

項目に取り組むものとする。 

①災害時要援護者等及び一時滞在者を適切に避難

誘導し、安否確認を行うため、周辺住民、自主防

災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、

障害福祉サービス事業者、ボランティア団体等の

多様な主体の協力を得ながら、平常時より、災害

時要援護者等に関する情報を把握の上、関係者と

の共有に努めるものとする。 

②災害時要援護者等及び一時滞在者に災害情報が

迅速かつ滞りなく伝達できるよう、所在市、関係

周辺市町及び関係機関等に対し、情報伝達体制の

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

備を支援するものとする。 

③避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を一層図

るものとする。 

④必要に応じて所在市及び関係周辺市町に対し、

避難誘導や搬送、福祉避難所や福祉サービスの提

供等の災害時要援護者及び一時滞在者の受入れ体

制の整備を支援するものとする。 

⑤所在市及び関係周辺市町に対し、災害時要援護

者避難支援計画等を整備することを助言するもの

とする。 

 

 

(2) 病院等医療機関の管理者は、県、所在市及び

関係周辺市町と連携し、原子力災害時における避

難経路、誘導責任者、誘導方法、患者の移送に必

要な資機材の確保、避難時における医療の維持方

法等についての避難計画を作成するものとする。

また、県は、国の協力のもと病院等医療機関の避

難に備え、医師会等の関係機関と連携し、入院患

者の転院先の調整方法についてあらかじめ定めて

おくものとする。 

 

 

 

 

(3) 介護保険施設、障害者支援施設等の社会福祉

施設の管理者は、県、所在市及び関係周辺市町と

連携し、原子力災害時における避難場所、避難経

路、誘導責任者、誘導方法、入所者等の移送に必

要な資機材の確保、関係機関との連携方策等につ

いての避難計画を作成するものとする。特に、入

所者等の避難誘導体制に配慮した体制の整備を図

るものとする。 

また、県は、社会福祉施設に対し、あらかじめ、

体制の整備を支援するものとする。 

③避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を一層図

るものとする。 

④必要に応じて避難誘導や搬送、福祉避難所や福

祉サービスの提供等の受入れ体制の整備を支援す

るものとする。 

 

⑤市町村に対し、災害時要援護者等避難支援計画

等を整備することを助言するものとする。 

【災害時要援護者の避難支援ガイドライン及び福

祉避難所設置・運営に関するガイドラインを参考

とする。】 

（２）病院等医療機関の管理者は、県、所在市町

村及び関係周辺市町村と連携し、原子力災害時に

おける避難経路、誘導責任者、誘導方法、患者の

移送に必要な資機材の確保、避難時における医療

の維持方法等についての避難計画を作成するもの

とする。 

また、県は、国の協力のもと病院等医療機関の避

難に備え、医師会等の関係機関と連携し、入院患

者の転院先の調整方法についてあらかじめ定めて

おくものとする。 

【県は、病院等医療機関による患者の移送に関し、

必要と想定される支援内容等について、あらかじ

め病院等医療機関の管理者と協議しておくこと。】

（３）介護保険施設、障害者支援施設等の社会福

祉施設の管理者は、県、所在市町村及び関係周辺

市町村と連携し、原子力災害時における避難場所、

避難経路、誘導責任者、誘導方法、入所者等の移

送に必要な資機材の確保、関係機関との連携方策

等についての避難計画を作成するものとする。特

に、入所者等の避難誘導体制に配慮した体制の整

備を図るものとする。 

また、県は、社会福祉施設に対し、あらかじめ、

整備を支援するものとする。 

③避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を一層図

るものとする。 

④必要に応じて所在市及び関係周辺市町に対し、

避難誘導や搬送、福祉避難所や福祉サービスの提

供等の災害時要援護者及び一時滞在者の受入れ体

制の整備を支援するものとする。 

⑤所在市及び関係周辺市町に対し、災害時要援護

者等避難支援計画等を整備することを助言するも

のとする。 

 

 

(2) 病院等医療機関の管理者は、県、所在市及び

関係周辺市町と連携し、原子力災害時における避

難経路、誘導責任者、誘導方法、患者の移送に必

要な資機材の確保、避難時における医療の維持方

法等についての避難計画を作成するものとする。 

また、県は、国の協力のもと病院等医療機関の避

難に備え、医師会等の関係機関と連携し、入院患

者の転院先の調整方法についてあらかじめ定めて

おくものとする。 

 

 

 

 

(3) 介護保険施設、障害者支援施設等の社会福祉

施設の管理者は、県、所在市及び関係周辺市町と

連携し、原子力災害時における避難場所、避難経

路、誘導責任者、誘導方法、入所者等の移送に必

要な資機材の確保、関係機関との連携方策等につ

いての避難計画を作成するものとする。特に、入

所者等の避難誘導体制に配慮した体制の整備を図

るものとする。 

また、県は、社会福祉施設に対し、あらかじめ、

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

その所在する都道府県や近隣都道府県における同

種の施設やホテル等の民間施設等と施設利用者の

受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努

め、併せて、その内容を都道府県に登録するよう

要請するとともに、社会福祉施設に対して災害時

に派遣可能な職員数の登録を要請することや、関

係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行

うことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努

めるものとする。 

 

 

 

 

４ 学校等施設における避難計画の整備 

学校等施設（保育所を含む）の管理者は、県、所

在市及び関係周辺市町と連携し、原子力災害時に

おける園児、児童、生徒及び学生（以下「生徒等」

という。）の安全を確保するため、あらかじめ、

避難場所、避難経路、誘導責任者、誘導方法等に

ついての避難計画を作成するものとする。 

また、県は所在市及び関係周辺市町と連携し、学

校等が保護者との間で、災害発生時における生徒

等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじ

め定めるよう促すものとする。 

 

 

 

５ 不特定多数の者が利用する施設における避難

計画の整備 

地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多

数の者が利用する施設の管理者は、県、所在市及

び関係周辺市町と連携し、避難誘導に係る計画の

作成及び訓練の実施に努めるものとする。なお、

この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱

その所在する都道府県や近隣都道府県における同

種の施設やホテル等の民間施設等と施設利用者の

受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努

め、併せて、その内容を都道府県に登録するよう

要請するとともに、社会福祉施設に対して災害時

に派遣可能な職員数の登録を要請することや、関

係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行

うことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努

めるものとする。 

【県は、社会福祉施設による入所者等の移送に関

し、必要と想定される支援内容等について、あら

かじめ社会福祉施設の管理者と協議しておくこ

と。】 

４．学校等施設における避難計画の整備 

学校等施設の管理者は、県、所在市町村及び関係

周辺市町村と連携し、原子力災害時における園児、

児童、生徒及び学生（以下「生徒等」という。）

の安全を確保するため、あらかじめ、避難場所、

避難経路、誘導責任者、誘導方法等についての避

難計画を作成するものとする。 

また、県は市町村と連携し、学校等が保護者との

間で、災害発生時における生徒等の保護者への引

渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう促す

ものとする。 

【県は、学校等施設による生徒等の移送に関し、

必要と想定される支援内容等について、あらかじ

め学校等施設の管理者と協議しておくこと。】 

５．不特定多数の者が利用する施設における避難

計画の整備地下街、劇場等の興行場、駅、その他

の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、県、

所在市町村及び関係周辺市町村と連携し、避難誘

導に係る計画の作成及び訓練の実施に努めるもの

とする。なお、この際、必要に応じ、多数の避難

者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよ

その所在する都道府県や近隣都道府県における同

種の施設やホテル等の民間施設等と施設利用者の

受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努

め、併せて、その内容を都道府県に登録するよう

要請するとともに、社会福祉施設に対して災害時

に派遣可能な職員数の登録を要請することや、関

係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行

うことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努

めるものとする。 

 

 

 

 

４ 学校等施設における避難計画の整備 

学校等施設（保育所を含む）の管理者は、県、所

在市及び関係周辺市町と連携し、原子力災害時に

おける園児、児童、生徒及び学生（以下「生徒等」

という。）の安全を確保するため、あらかじめ、

避難場所、避難経路、誘導責任者、誘導方法等に

ついての避難計画を作成するものとする。 

また、県は所在市及び関係周辺市町と連携し、学

校等が保護者との間で、災害発生時における生徒

等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじ

め定めるよう促すものとする。 

 

 

 

５ 不特定多数の者が利用する施設における避難

計画の整備 

地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多

数の者が利用する施設の管理者は、県、所在市及

び関係周辺市町と連携し、避難誘導に係る計画の

作成及び訓練の実施に努めるものとする。なお、

この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

にも配慮した計画、訓練とするよう努めるものと

する。 

６ 住民等の避難状況の確認体制の整備 

県は、所在市及び関係周辺市町等が避難のための

立ち退きの勧告又は指示等を行った場合におい

て、住民等の避難状況を的確に確認するための体

制をあらかじめ整備しておくよう所在市及び関係

周辺市町等に対し助言するものとする。 

 

７ 居住地以外の市町村に避難する被災者へ情報

伝達する仕組みの整備 

県は国と連携し、居住地以外の市町村に避難する

被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容

易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者

の所在地等の情報を避難元と避難先の市町村が共

有する仕組みを整備し、円滑な運用・強化を図る

ものとする。 

８ 警戒区域を設定する場合の計画の策定 

県は、市町が警戒区域を設定する場合、警戒区域

設定に伴う広報等に関する計画を支援するものと

する。 

９ 避難場所・避難方法等の周知 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、避難や

スクリーニング等の場所・避難誘導方法（自家用

車の利用、緊急避難に伴う交通誘導等を含む。）、

屋内退避の方法等について、日頃から住民への周

知徹底に努めるよう助言するものとする。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画

を所在市、関係周辺市町、防災業務関係者及び対

象となる住民が共通して認識することが必要とな

る。県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力

事業者と連携の上、特定事象及び警戒事象発生後

の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報につい

て整理しておくものとする。 

う努めるものとする。 

 

６．住民等の避難状況の確認体制の整備 

県は、所在市町村及び関係周辺市町村等が避難の

ための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合に

おいて、住民等の避難状況を的確に確認するため

の体制をあらかじめ整備しておくよう所在市町村

及び関係周辺市町村等に対し助言するものとす

る。 

７．居住地以外の市町村に避難する被災者へ情報

伝達する仕組みの整備 

県は国と連携し、居住地以外の市町村に避難する

被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容

易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者

の所在地等の情報を避難元と避難先の市町村が共

有する仕組みを整備し、円滑な運用・強化を図る

ものとする。 

８．警戒区域を設定する場合の計画の策定 

県は、市町村が警戒区域を設定する場合、警戒区

域設定に伴う広報等に関する計画を支援するもの

とする。 

９．避難場所・避難方法等の周知 

県は、所在市町村及び関係周辺市町村等に対し、

避難やスクリーニング等の場所・避難誘導方法（自

家用車の利用、緊急避難に伴う交通誘導等を含

む。）、屋内退避の方法等について、日頃から住

民への周知徹底に努めるよう助言するものとす

る。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画

を所在市町村、関係周辺市町村、防災業務関係者

及び対象となる住民が共通して認識することが必

要となる。県は、国、所在市町村、関係周辺市町

村及び原子力事業者と連携のうえ、警戒事象及び

特定事象発生後の経過に応じて周辺住民に提供す

にも配慮した計画、訓練とするよう努めるものと

する。 

６ 住民等の避難状況の確認体制の整備 

県は、所在市及び関係周辺市町等が避難のための

立ち退きの勧告又は指示等を行った場合におい

て、住民等の避難状況を的確に確認するための体

制をあらかじめ整備しておくよう所在市及び関係

周辺市町等に対し助言するものとする。 

 

７ 居住地以外の市町村に避難する被災者へ情報

伝達する仕組みの整備 

県は国と連携し、居住地以外の市町村に避難する

被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容

易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者

の所在地等の情報を避難元と避難先の市町村が共

有する仕組みを整備し、円滑な運用・強化を図る

ものとする。 

８ 警戒区域を設定する場合の計画の策定 

県は、市町が警戒区域を設定する場合、警戒区域

設定に伴う広報等に関する計画を支援するものと

する。 

９ 避難場所・避難方法等の周知 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、避難や

スクリーニング等の場所・避難誘導方法（自家用

車の利用、緊急避難に伴う交通誘導等を含む。）、

屋内退避の方法等について、日頃から住民への周

知徹底に努めるよう助言するものとする。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画

を所在市、関係周辺市町、防災業務関係者及び対

象となる住民が共通して認識することが必要とな

る。県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力

事業者と連携の上、警戒事象及び特定事象発生後

の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報につい

て整理しておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

第９節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

１．飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制整

備 

県は、国及び関係機関と協議し、飲食物の出荷制

限、摂取制限に関する体制をあらかじめ定めてお

くものとする。 

２．飲食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合

の住民への供給体制の確保 

県は、所在市及び関係周辺市町に対し、飲食物の

出荷制限、摂取制限等を行った場合、住民への飲

食物の供給体制をあらかじめ定めておくよう助言

するものとする。 

第10 節 緊急輸送活動体制の整備 

１ 専門家の移送体制の整備 

県は、国及び関係機関と協議し、放射線医学総合

研究所、指定公共機関等からのモニタリング、医

療等に関する専門家の現地への移送協力（ 寄の

空港・ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港

等から現地までの先導体制等）についてあらかじ

め定めておくものとする。 

２ 緊急輸送路の確保体制等の整備 

(1) 県は、多重化や代替性を考慮しつつ、災害発

生時の緊急輸送活動のために確保すべき輸送施設

（道路、港湾、漁港、飛行場等）及び輸送拠点（ト

ラックターミナル、卸売市場等）・集積拠点につ

いて把握・点検するものとする。また、県は国と

連携し、これらを調整し、災害に対する安全性を

考慮しつつ、関係機関と協議の上、緊急輸送ネッ

トワークの形成を図るとともに、関係機関等に対

する周知徹底に努めるものとする。 

 

(2) 県は、県の管理する情報板等の道路関連設備

について、緊急時を念頭に置いた整備に努めるも

べき情報について整理しておくものとする。 

第９節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

１．飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制整

備 

県は、国及び関係機関と協議し、飲食物の出荷制

限、摂取制限に関する体制をあらかじめ定めてお

くものとする。 

２．飲食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合

の住民への供給体制の確保 

県は、所在市町村及び関係周辺市町村に対し、飲

食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合、住民

への飲食物の供給体制をあらかじめ定めておくよ

う助言するものとする。 

第10 節 緊急輸送活動体制の整備 

１．専門家の移送体制の整備 

県は、国及び関係機関と協議し、放射線医学総合

研究所、指定公共機関等からのモニタリング、医

療等に関する専門家の現地への移送協力（ 寄の

空港・ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港

等から現地までの先導体制等）についてあらかじ

め定めておくものとする。 

２．緊急輸送路の確保体制等の整備 

（１）県は、多重化や代替性を考慮しつつ、災害

発生時の緊急輸送活動のために確保すべき輸送施

設（道路、港湾、漁港、飛行場等）及び輸送拠点

（トラックターミナル、卸売市場等）・集積拠点

について把握・点検し、緊急時における輸送機能

の確保を図るものとする。また、県は国と連携し、

これらを調整し、災害に対する全性を考慮しつつ、

関係機関と協議の上、緊急輸送ネットワークの形

成を図るとともに、関係機関等に対する周知徹底

に努めるものとする。 

（２）県は、県の管理する情報板等の道路関連設

備について、緊急時を念頭に置いた整備に努める

 

第９節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

１．飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制整

備 

県は、国及び関係機関と協議し、飲食物の出荷制

限、摂取制限に関する体制をあらかじめ定めてお

くものとする。 

２．飲食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合

の住民への供給体制の確保 

県は、所在市及び関係周辺市町に対し、飲食物の

出荷制限、摂取制限等を行った場合、住民への飲

食物の供給体制をあらかじめ定めておくよう助言

するものとする。 

第10 節 緊急輸送活動体制の整備 

１ 専門家の移送体制の整備 

県は、国及び関係機関と協議し、放射線医学総合

研究所、指定公共機関等からのモニタリング、医

療等に関する専門家の現地への移送協力（ 寄の

空港・ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港

等から現地までの先導体制等）についてあらかじ

め定めておくものとする。 

２ 緊急輸送路の確保体制等の整備 

(1) 県は、多重化や代替性を考慮しつつ、災害発

生時の緊急輸送活動のために確保すべき輸送施設

（道路、港湾、漁港、飛行場等）及び輸送拠点（ト

ラックターミナル、卸売市場等）・集積拠点につ

いて把握・点検し、緊急時における輸送機能の確

保を図るものとする。また、県は国と連携し、こ

れらを調整し、災害に対する安全性を考慮しつつ、

関係機関と協議の上、緊急輸送ネットワークの形

成を図るとともに、関係機関等に対する周知徹底

に努めるものとする。 

(2) 県は、県の管理する情報板等の道路関連設備

について、緊急時を念頭に置いた整備に努めるも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

のとする。また、県警察は、緊急時の交通規制を

円滑に行うため、応援協定を締結している県警備

業協会との連絡体制の整備に努めるものとする。

 

(3) 県警察は、警察庁と協力し、緊急時において

道路交通規制が実施された場合の運転者の義務等

について周知を図るものとする。 

(4) 県警察は、警察庁と協力し、ＰＡＺなど緊急

性の高い区域から迅速･円滑に輸送を行っていく

ための広域的な交通管理体制の整備に努めるもの

とする。 

(5) 県及び県警察は、国並びに市町の道路管理者

等と協力し、緊急時の応急対策に関する緊急輸送

活動を円滑に行う緊急輸送路を確保するため、被

害状況や交通、気象等の把握のための装置や情報

板などの整備を行い、緊急輸送の確保体制の充実

を図るものとする。 

(6) 県は、施設の管理者と連携をとりつつ、あら

かじめ、臨時ヘリポートの候補地を関係機関と協

議の上、緊急輸送ネットワークにおける輸送施設

として指定するとともに、これらの場所を災害時

に有効に利用し得るよう、関係機関及び住民等に

対する周知徹底を図るなどの所要の措置を講じる

ものとする。また、災害時の利用についてあらか

じめ協議しておくほか、通信機器等の必要な機材

については、必要に応じ、当該候補地に備蓄する

よう努めるものとする。 

(7) 県は国と連携し、必要に応じ、緊急輸送に係

る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸

送拠点における運送事業者等を主体とした業務の

実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設

を活用するための体制整備を図るものとする。 

(8) 県は国と連携し、物資の調達・輸送に必要と

なる情報項目・単位の整理による発注方法の標準

ものとする。また、県警察は、緊急時の交通規制

を円滑に行うため、必要に応じ警備業者等との間

に交通誘導の実施等応急対策業務に関する協定等

の締結に努めるものとする。 

（３）県警察は、警察庁と協力し、緊急時におい

て道路交通規制が実施された場合の運転者の義務

等について周知を図るものとする。 

（４）県警察は、警察庁と協力し、ＰＡＺなど緊

急性の高い区域から迅速･円滑に輸送を行ってい

くための広域的な交通管理体制の整備に努めるも

のとする。 

（５）県及び県警察は、国、所在市町村及び関係

周辺市町村の道路管理者等と協力し、緊急時の応

急対策に関する緊急輸送活動を円滑に行う緊急輸

送路を確保するため、被害状況や交通、気象等の

把握のための装置や情報板などの整備を行い、緊

急輸送の確保体制の充実を図るものとする。 

（６）県は、施設の管理者と連携をとりつつ、あ

らかじめ、臨時ヘリポートの候補地を関係機関と

協議の上、緊急輸送ネットワークにおける輸送施

設として指定するとともに、これらの場所を災害

時に有効に利用し得るよう、関係機関及び住民等

に対する周知徹底を図るなどの所要の措置を講じ

るものとする。また、災害時の利用についてあら

かじめ協議しておくほか、通信機器等の必要な機

材については、必要に応じ、当該候補地に備蓄す

るよう努めるものとする。 

（７）県は国と連携し、必要に応じ、緊急輸送に

係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資輸

送拠点における運送事業者等を主体とした業務の

実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設

を活用するための体制整備を図るものとする。 

（８）県は国と連携し、物資の調達・輸送に必要

となる情報項目・単位の整理による発注方法の標

のとする。また、県警察は、緊急時の交通規制を

円滑に行うため、応援協定を締結している県警備

業協会との連絡体制の整備に努めるものとする。 

 

(3) 県警察は、警察庁と協力し、緊急時において

道路交通規制が実施された場合の運転者の義務等

について周知を図るものとする。 

(4) 県警察は、警察庁と協力し、ＰＡＺなど緊急

性の高い区域から迅速･円滑に輸送を行っていく

ための広域的な交通管理体制の整備に努めるもの

とする。 

(5) 県及び県警察は、国並びに市町の道路管理者

等と協力し、緊急時の応急対策に関する緊急輸送

活動を円滑に行う緊急輸送路を確保するため、被

害状況や交通、気象等の把握のための装置や情報

板などの整備を行い、緊急輸送の確保体制の充実

を図るものとする。 

(6) 県は、施設の管理者と連携をとりつつ、あら

かじめ、臨時ヘリポートの候補地を関係機関と協

議の上、緊急輸送ネットワークにおける輸送施設

として指定するとともに、これらの場所を災害時

に有効に利用し得るよう、関係機関及び住民等に

対する周知徹底を図るなどの所要の措置を講じる

ものとする。また、災害時の利用についてあらか

じめ協議しておくほか、通信機器等の必要な機材

については、必要に応じ、当該候補地に備蓄する

よう努めるものとする。 

(7) 県は国と連携し、必要に応じ、緊急輸送に係

る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸

送拠点における運送事業者等を主体とした業務の

実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設

を活用するための体制整備を図るものとする。 

(8) 県は国と連携し、物資の調達・輸送に必要と

なる情報項目・単位の整理による発注方法の標準
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電

源や非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行

車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を推進

するものとする。 

(9) 県は国と連携し、災害時の協力協定を締結し

た民間事業者等の車両については、緊急通行車両

標章交付のための事前届出制度が適用され、発災

後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に

交付されることとなることから、民間事業者等に

対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積

極的にするなど、その普及を図るものとする。 

第11 節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材

等の整備 

１ 救助・救急活動用資機材の整備 

県は、国から整備すべき資機材に関する情報提供

等を受け、所在市及び関係周辺市町と協力し、必

要な資機材の整備に努めるとともに、所在市及び

関係周辺市町に対し、救助工作車、救急自動車等

の整備に努めるよう助言するものとする。 

 

 

 

 

２ 救助・救急機能の強化 

県は国と連携し、職員の安全確保を図りつつ、効

率的な救助・救急活動を行うため、相互の連携体

制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、

救助・救急機能の強化を図るものとする。 

３ 医療活動用資機材及び緊急被ばく医療活動体

制等の整備 

(1) 県は、国から整備すべき医療資機材等に関す

る情報提供等を受け、放射線測定資機材、除染資

機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、医療資

機材等の整備に努めるものとする。なお、安定ヨ

準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用

電源や非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通

行車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を推

進するものとする。 

（９）県は国と連携し、輸送協定を締結した民間

事業者等の車両については、緊急通行車両標章交

付のための事前届出制度が適用され、発災後、当

該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付さ

れることとなることから、民間事業者等に対して

周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的に

するなど、その普及を図るものとする。 

第11 節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材

等の整備 

１．救助・救急活動用資機材の整備 

県は、国から整備すべき資機材に関する情報提供

等を受け、所在市町村及び関係周辺市町村と協力

し、必要な資機材の整備に努めるとともに、所在

市町村及び関係周辺市町村に対し、救助工作車、

救急自動車等の整備に努めるよう助言するものと

する。 

【「必要な資機材」には、汚染地域で活動する防

災業務関係者等の救急活動を実施するための者の

防護装備が含まれる。】 

２．救助・救急機能の強化 

県は国と連携し、職員の安全確保を図りつつ、効

率的な救助・救急活動を行うため、相互の連携体

制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、

救助・救急機能の強化を図るものとする。 

３．医療活動用資機材及び緊急被ばく医療活動体

制等の整備 

（１）県は、国から整備すべき医療資機材等に関

する情報提供等を受け、放射線測定資機材、除染

資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、医療

資機材等の整備に努めるものとする。なお、安定

化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電

源や非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行

車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を推進

するものとする。 

(9) 県は国と連携し、災害時の協力協定を締結し

た民間事業者等の車両については、緊急通行車両

標章交付のための事前届出制度が適用され、発災

後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に

交付されることとなることから、民間事業者等に

対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積

極的にするなど、その普及を図るものとする。 

第11 節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材

等の整備 

１ 救助・救急活動用資機材の整備 

県は、国から整備すべき資機材に関する情報提供

等を受け、所在市及び関係周辺市町と協力し、必

要な資機材の整備に努めるとともに、所在市及び

関係周辺市町に対し、救助工作車、救急自動車等

の整備に努めるよう助言するものとする。 

 

 

 

 

２ 救助・救急機能の強化 

県は国と連携し、職員の安全確保を図りつつ、効

率的な救助・救急活動を行うため、相互の連携体

制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、

救助・救急機能の強化を図るものとする。 

３ 医療活動用資機材及び緊急被ばく医療活動体

制等の整備 

(1) 県は、国から整備すべき医療資機材等に関す

る情報提供等を受け、放射線測定資機材、除染資

機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、医療資

機材等の整備に努めるものとする。なお、安定ヨ
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

ウ素剤については、適時･適切な配布･服用を行う

ための平常時の配備や、緊急時の手順や体制を整

備しておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県は、国と協力し、緊急被ばく医療体制の構

築、緊急被ばく医療派遣体制及び受入れ体制の整

備・維持を行うものとする。また、緊急被ばく医

療を行う専門医療機関は、放射線障害に対する医

療を実施するための資機材の整備及び組織体制の

整備を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

(3) 県は、国と協力し、緊急被ばく医療活動を充

実強化するため、放射線障害に対応する初期及び

二次被ばく医療機関における広域的な被ばく医療

体制を構築するとともに、地域の災害拠点病院等、

既存の災害時の医療提供体制を踏まえた体制とす

る。 

(4) 県は、緊急被ばく医療の関係者とも密接な連

携を図りつつ、実効的な緊急被ばく医療が行われ

るよう関係諸機関との整合性のある計画を作成す

るものとする。 

ヨウ素剤については、適時･適切な配布･服用を行

うための平常時の配備や、緊急時の手順、体制の

整備が必要であるが、当面は、県における備蓄と

緊急時における配布手順などを明確にしておくも

のとする。 

【医療活動用資機材等の整備にあたっては、従事

要員及び維持・管理体制を考慮のうえ、関係医療

機関と十分協議し整備計画を定めること。 

ＰＡＺ内の住民等に対する安定ヨウ素剤の事前配

布に関する事項等については、原子力規制委員会

での検討結果が原子力災害対策指針に記された段

階で、マニュアル本文に記載を行うこととする。】

（２）県は、国と協力し、緊急被ばく医療体制の

構築、緊急被ばく医療派遣体制及び受入れ体制の

整備・維持を行うものとする。また、緊急被ばく

医療を行う専門医療機関は、放射線障害に対する

医療を実施するための資機材の整備及び組織体制

の整備を図るものとする。 

【緊急被ばく医療体制の整備については、原子力

災害対策指針を参考とし、被ばく医療の実施体制、

医療機関の体制等について具体的に作成するもの

とする。医療機関については市立病院、県立病院

等、地域の実情に応じて具体的に記述するものと

する。】 

（３）県は、国と協力し、緊急被ばく医療活動を

充実強化するため、放射線障害に対応する初期及

び二次被ばく医療機関における広域的な被ばく医

療体制を構築するとともに、地域の災害拠点病院

等、既存の災害時の医療提供体制を踏まえた体制

とする。 

（４）県は、緊急被ばく医療の関係者とも密接な

連携を図りつつ、実効的な緊急被ばく医療が行わ

れるよう関係諸機関との整合性のある計画を作成

するものとする。 

ウ素剤については、適時･適切な配布･服用を行う

ための平常時の配備や、緊急時の手順、体制の整

備が必要であるが、当面は、県における備蓄と緊

急時における配布手順などを明確にしておくもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県は、国と協力し、緊急被ばく医療体制の構

築、緊急被ばく医療派遣体制及び受入れ体制の整

備・維持を行うものとする。また、緊急被ばく医

療を行う専門医療機関は、放射線障害に対する医

療を実施するための資機材の整備及び組織体制の

整備を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

(3) 県は、国と協力し、緊急被ばく医療活動を充

実強化するため、放射線障害に対応する初期及び

二次被ばく医療機関における広域的な被ばく医療

体制を構築するとともに、地域の災害拠点病院等、

既存の災害時の医療提供体制を踏まえた体制とす

る。 

(4) 県は、緊急被ばく医療の関係者とも密接な連

携を図りつつ、実効的な緊急被ばく医療が行われ

るよう関係諸機関との整合性のある計画を作成す

るものとする。 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

４ 消火活動用資機材等の整備 

県は、平常時から所在市、関係周辺市町及び関係

消防機関、原子力事業者等と連携を図り、原子力

施設及びその周辺における火災等に適切に対処す

るため、消防水利の確保、消防体制の整備に助言

するものとする。 

５ 防災業務関係者の安全確保のための資機材等

の整備 

(1) 県は、国、所在市及び関係周辺市町と協力し、

応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため

の資機材をあらかじめ整備するものとする。 

(2) 県は、応急対策を行う防災業務関係者の安全

確保のため、平常時より、国、所在市、関係周辺

市町及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を

行うものとする。 

 

６ 物資の調達、供給活動 

(1) 県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力

事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した

場合の被害を想定し、孤立が想定されるなど地域

の地理的条件等も踏まえて、必要とされる食料そ

の他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送

体制を整備し、それらの供給のための計画を定め

ておくものとする。また、備蓄を行うに当たって、

大規模な地震が発生した場合には、物資の調達や

輸送が平時のようには実施できないという認識に

立って初期の対応に十分な量を備蓄するほか、物

資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を

勘案した分散備蓄を行う等の観点に対しても配慮

するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整

備に努めるものとする。 

(2) 県は、国、所在市、関係周辺市町と連携の上、

備蓄拠点については、輸送拠点として指定するな

ど、物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあ

４．消火活動用資機材等の整備 

県は、平常時から所在市町村及び関係周辺市町村、

原子力事業者等と連携を図り、原子力施設及びそ

の周辺における火災等に適切に対処するため、消

防水利の確保、消防体制の整備に助言するものと

する。 

５．防災業務関係者の安全確保のための資機材等

の整備 

（１）県は、国、所在市町村及び関係周辺市町村

と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安全

確保のための資機材をあらかじめ整備するものと

する。 

（２）県は、応急対策を行う防災業務関係者の安

全確保のため、平常時より、国、所在市町村、関

係周辺市町村及び原子力事業者と相互に密接な情

報交換を行うものとする。 

６．物資の調達、供給活動 

（１）県は、国、所在市町村、関係周辺市町村及

び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が

発生した場合の被害を想定し、孤立が想定される

など地域の地理的条件等も踏まえて、必要とされ

る食料その他の物資についてあらかじめ備蓄・調

達・輸送体制を整備し、それらの供給のための計

画を定めておくものとする。また、備蓄を行うに

当たって、大規模な地震が発生した場合には、物

資の調達や輸送が平時のようには実施できないと

いう認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄す

るほか、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場

所の位置を勘案した分散備蓄を行う等の観点に対

しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、

体制の整備に努めるものとする。 

（２）県は、国、所在市町村、関係周辺市町村と

連携のうえ、備蓄拠点については、輸送拠点とし

て指定するなど、物資の緊急輸送活動が円滑に行

４ 消火活動用資機材等の整備 

県は、平常時から所在市、関係周辺市町及び関係

消防機関、原子力事業者等と連携を図り、原子力

施設及びその周辺における火災等に適切に対処す

るため、消防水利の確保、消防体制の整備に助言

するものとする。 

５ 防災業務関係者の安全確保のための資機材等

の整備 

(1) 県は、国、所在市及び関係周辺市町と協力し、

応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため

の資機材をあらかじめ整備するものとする。 

(2) 県は、応急対策を行う防災業務関係者の安全

確保のため、平常時より、国、所在市、関係周辺

市町及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を

行うものとする。 

 

６ 物資の調達、供給活動 

(1) 県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力

事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した

場合の被害を想定し、孤立が想定されるなど地域

の地理的条件等も踏まえて、必要とされる食料そ

の他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送

体制を整備し、それらの供給のための計画を定め

ておくものとする。また、備蓄を行うに当たって、

大規模な地震が発生した場合には、物資の調達や

輸送が平時のようには実施できないという認識に

立って初期の対応に十分な量を備蓄するほか、物

資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を

勘案した分散備蓄を行う等の観点に対しても配慮

するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整

備に努めるものとする。 

(2) 県は、国、所在市、関係周辺市町と連携の上、

備蓄拠点については、輸送拠点として指定するな

ど、物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあ
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

らかじめ体制を整備するものとする。 

 

(3) 国は、大規模な災害が発生し、通信手段の途

絶や行政機能の麻ひ等により、被災地方公共団体

からの要請が滞る場合等に対応するため、発災直

後から一定期間は、要請を待たずに避難場所ごと

の避難者数等に応じて食料等の物資を調達し、被

災地へ輸送する仕組みをあらかじめ構築するもの

とされている。 

県は、災害の規模等に鑑み、所在市、関係周辺市

町等が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な

場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届けられ

るよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制の

整備を図るものとする。 

７ 大規模・特殊災害における救助隊の整備 

県は国、市町と連携し、大規模・特殊災害に対応

するため、高度な技術・資機材を有する救助隊の

整備を推進する。 

第12 節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

(1) 県は、国、所在市及び関係周辺市町と連携し、

特定事象又は警戒事象発生後の経過に応じて住民

等に提供すべき情報について、災害対応のフェー

ズや場所等に応じた具体的な内容を整理しておく

ものとする。また、周辺住民等に対して必要な情

報が確実に伝達され、かつ共有されるように、情

報伝達の際の役割等の明確化に努めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

(2) 県は、地震や津波等との複合災害における情

報伝達体制を確保するとともに、被災者の危険回

われるようあらかじめ体制を整備するものとす

る。 

（３）国は、大規模な災害が発生し、通信手段の

途絶や行政機能の麻ひ等により、被災地方公共団

体からの要請が滞る場合等に対応するため、発災

直後から一定期間は、要請を待たずに避難場所ご

との避難者数等に応じて食料等の物資を調達し、

被災地へ輸送する仕組みをあらかじめ構築するも

のとされている。 

県は、災害の規模等に鑑み、所在市町村、関係周

辺市町村等が自ら物資の調達・輸送を行うことが

困難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届

けられるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送

体制の整備を図るものとする。 

７．大規模・特殊災害における救助隊の整備 

県は国と連携し、大規模・特殊災害に対応するた

め、高度な技術・資機材を有する救助隊の整備を

推進する。 

第12 節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

（１）県は、国、所在市町村、関係周辺市町村と

連携し、警戒事象又は特定事象発生後の経過に応

じて住民等に提供すべき情報について、災害対応

のフェーズや場所等に応じた分かりやすく正確で

具体的な内容を整理しておくものとする。また、

周辺住民等に対して必要な情報が確実に伝達さ

れ、かつ共有されるように、情報伝達の際の役割

等の明確化に努めるものとする。 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村にお

いても、必要に応じて住民等への的確な情報伝達

体制の整備を図るものとする。 

情報伝達の際の役割等の明確化には、責任の明確

化も含むものとする。】 

（２）県は、地震や津波等との複合災害における

情報伝達体制を確保するとともに、的確な情報を

らかじめ体制を整備するものとする。 

 

(3) 国は、大規模な災害が発生し、通信手段の途

絶や行政機能の麻ひ等により、被災地方公共団体

からの要請が滞る場合等に対応するため、発災直

後から一定期間は、要請を待たずに避難場所ごと

の避難者数等に応じて食料等の物資を調達し、被

災地へ輸送する仕組みをあらかじめ構築するもの

とされている。 

県は、災害の規模等に鑑み、所在市、関係周辺市

町等が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な

場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届けられ

るよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制の

整備を図るものとする。 

７ 大規模・特殊災害における救助隊の整備 

県は国、市町と連携し、大規模・特殊災害に対応

するため、高度な技術・資機材を有する救助隊の

整備を推進する。 

第12 節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

(1) 県は、国、所在市及び関係周辺市町と連携し、

警戒事象又は特定事象発生後の経過に応じて住民

等に提供すべき情報について、災害対応のフェー

ズや場所等に応じた分かりやすく正確で具体的な

内容を整理しておくものとする。また、周辺住民

等に対して必要な情報が確実に伝達され、かつ共

有されるように、情報伝達の際の役割等の明確化

に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

(2) 県は、地震や津波等との複合災害における情

報伝達体制を確保するとともに、被災者の危険回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

避のための情報を含め、的確かつわかりやすい情

報を常に伝達できるよう、その体制及び県防災行

政無線、広報車等の施設、装備の整備を図るもの

とする。 

(3) 県は、国、所在市及び関係周辺市町と連携し、

住民等からの問い合わせに対応する住民相談窓口

の設置等についてあらかじめその方法、体制等に

ついて定めておくものとする。 

(4) 県は、原子力災害の特殊性にかんがみ、国及

び所在市及び関係周辺市町と連携し、高齢者、障

害のある人、外国人、乳幼児、妊産婦などの災害

時要援護者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅

速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自主

防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれら

のものに対する情報伝達体制の整備に努めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 県は、放送事業者、通信社、新聞社等の報道

機関の協力の下、コミュニティー放送局、ソーシ

ャルメディア等インターネット上の情報、広報用

常に伝達できるよう、体制及び県防災行政無線、

広報車両等の施設、装備の整備を図るものとする。

 

 

（３）県は、国、所在市町村及び関係周辺市町村

と連携し、住民等からの問い合わせに対応する住

民相談窓口の設置等についてあらかじめその方

法、体制等について定めておくものとする。 

（４）県は、原子力災害の特殊性にかんがみ、国

及び市町村と連携し、傷病者、入院患者、高齢者、

障害者、外国人、乳幼児、妊産婦などの災害時要

援護者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速か

つ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらのも

のに対する情報伝達体制の整備に努めるものとす

る。 

【原子力災害の特殊性に鑑み、原子力施設等の周

辺の住民等が、緊急時に混乱と動揺を起こすこと

なく、災害対策本部の指示に従って秩序ある行動

をとれるように、報道機関の協力も得ながら普段

から原子力防災に関する知識の普及及び啓発を行

う必要がある。その内容は、住民等が理解しやす

く具体的に定めるものとし、かつパンフレット、

ビデオ、スライド、ホームページ（インターネッ

ト）等の多様性を持たせるとともに訴求効果の高

い普及・啓発手段の活用に意を払うことが望まし

い。また、視聴覚や言語等の理解能力に困難さを

有する災害時要援護者等に対しては、自主防災組

織やボランティア等の協力を得て、災害時要援護

者等に配慮した普及・啓発方法を工夫するものと

する。】 

（５）県は、放送事業者、通信社、新聞社等の報

道機関の協力の下、コミュニティー放送局、ソー

シャルメディア等インターネット上の情報、広報

避のための情報を含め、的確かつわかりやすい情

報を常に伝達できるよう、その体制及び県防災行

政無線、広報車等の施設、装備の整備を図るもの

とする。 

(3) 県は、国、所在市及び関係周辺市町と連携し、

住民等からの問い合わせに対応する住民相談窓口

の設置等についてあらかじめその方法、体制等に

ついて定めておくものとする。 

(4) 県は、原子力災害の特殊性にかんがみ、国及

び所在市及び関係周辺市町と連携し、傷病者、入

院患者、高齢者、障害のある人、外国人、乳幼児、

妊産婦などの災害時要援護者及び一時滞在者に対

し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、

周辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平

常時よりこれらのものに対する情報伝達体制の整

備に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 県は、放送事業者、通信社、新聞社等の報道

機関の協力の下、コミュニティー放送局、ソーシ

ャルメディア等インターネット上の情報、広報用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

電光掲示板、有線放送、ＣＡＴＶ、携帯端末の緊

急速報メール機能、ワンセグ放送の活用等の多様

なメディアの活用体制の整備に努めるものとす

る。 

 

 

 

第13 節 行政機関の業務継続計画の策定 

県は、災害発生時の災害対策等の実施や優先度の

高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる

人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するた

めの事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る

必要があることから、庁舎の所在地が避難のため

の立ち退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれ

た場合の退避先をあらかじめ定めておくととも

に、業務継続計画の策定等により、業務継続性の

確保を図るものとする。また、実効性ある業務継

続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確

保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等

を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制

の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等

を行うものとする。 

第14 節 原子力防災等に関する住民等に対する知

識の普及と啓発及び国際的な情報発信 

(1) 県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力

事業者と協力して、住民等に対し原子力防災に関

する知識の普及と啓発のため次に掲げる事項につ

いて広報活動を実施するとともに、所在市及び関

係周辺市町が行う住民等に対する原子力防災に関

する知識の普及と啓発に関し必要な助言を行うも

のとする。 

①放射性物質及び放射線の特性に関すること 

②原子力施設の概要に関すること 

③原子力災害とその特性に関すること 

用電光掲示板、有線放送、ＣＡＴＶ、携帯端末の

緊急速報メール機能、ワンセグ放送の活用等の多

様なメディアの活用体制の整備に努めるものとす

る。 

【学校、職場等の場を活用し、集団の責任者及び

構成員に対して、実践に活用できる情報提供を図

るものとする。】 

第13 節 行政機関の業務継続計画の策定 

県は、災害発生時の災害対策等の実施や優先度の

高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる

人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するた

めの事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る

必要があることから、庁舎の所在地が避難のため

の立ち退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれ

た場合の退避先をあらかじめ定めておくととも

に、業務継続計画の策定等により、業務継続性の

確保を図るものとする。また、実効性ある業務継

続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確

保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等

を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制

の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等

を行うものとする。 

第14 節 原子力防災等に関する住民等に対する知

識の普及と啓発及び国際的な情報発信 

（１）県は、国、所在市町村、関係周辺市町村及

び原子力事業者と協力して、住民等に対し原子力

防災に関する知識の普及と啓発のため次に掲げる

事項について広報活動を実施するとともに、所在

市町村及び関係周辺市町村が行う住民等に対する

原子力防災に関する知識の普及と啓発に関し必要

な助言を行うものとする。 

①放射性物質及び放射線の特性に関すること 

②原子力施設の概要に関すること 

③原子力災害とその特性に関すること 

電光掲示板、有線放送、ＣＡＴＶ、携帯端末の緊

急速報メール機能、ワンセグ放送の活用等の多様

なメディアの活用体制の整備に努めるものとす

る。 

 

 

 

第13 節 行政機関の業務継続計画の策定 

県は、災害発生時の災害対策等の実施や優先度の

高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる

人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するた

めの事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る

必要があることから、庁舎の所在地が避難のため

の立ち退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれ

た場合の退避先をあらかじめ定めておくととも

に、業務継続計画の策定等により、業務継続性の

確保を図るものとする。また、実効性ある業務継

続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確

保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等

を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制

の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等

を行うものとする。 

第14 節 原子力防災等に関する住民等に対する知

識の普及と啓発及び国際的な情報発信 

(1) 県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力

事業者と協力して、住民等に対し原子力防災に関

する知識の普及と啓発のため次に掲げる事項につ

いて広報活動を実施するとともに、所在市及び関

係周辺市町が行う住民等に対する原子力防災に関

する知識の普及と啓発に関し必要な助言を行うも

のとする。 

①放射性物質及び放射線の特性に関すること 

②原子力施設の概要に関すること 

③原子力災害とその特性に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力災害対策の巻） 新旧対照表 

56 

 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

④放射線による健康への影響及び放射線防護に関

すること 

⑤緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関する

こと 

⑥コンクリート屋内退避所、避難所に関すること

⑦災害時要援護者への支援に関すること 

⑧緊急時にとるべき行動 

⑨避難所での運営管理、行動等に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県は教育機関、民間団体等との密接な連携の

下、防災教育を実施するものとし、教育機関にお

いては、防災に関する教育の充実に努めるものと

する。 

(3) 県が防災知識の普及と啓発を行うに際して

は、高齢者、障害のある人、外国人、乳幼児、妊

産婦等の災害時要援護者へ十分に配慮することに

より、地域において災害時要援護者を支援する体

制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男

女のニーズの違い等、男女双方の視点へ十分に配

慮するよう努めるものとする。 

 

(4) 県は、避難状況の確実な把握のため、市町が

住民等に向けて実施する、指定をした避難所以外

に避難した場合等に、災害対策本部に居場所と連

絡先を連絡することの周知について、協力するも

のとする。 

(5) 県は、国及び市町と連携し、過去に起こった

④放射線による健康への影響、モニタリング結果

の解釈の仕方及び放射線防護に関すること 

⑤緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関する

こと 

⑥コンクリート屋内退避所、避難所に関すること

⑦災害時要援護者等への支援に関すること 

⑧緊急時にとるべき行動 

⑨避難所での運営管理、行動等に関すること 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村にお

いても、必要に応じて、原子力防災に関する住民

等に対する知識の普及と啓発を図るものとする。

防災教育は防災に関するテキストやマニュアルの

配布、有識者による研修や講演会、実地研修の開

催等により実施するものとする。 

⑧については、避難、屋内退避等の防護措置の実

施に関するリスクコミュニケーションを含む。】

（２）県は教育機関、民間団体等との密接な連携

の下、防災教育を実施するものとし、教育機関に

おいては、防災に関する教育の充実に努めるもの

とする。 

（３）県が防災知識の普及と啓発を行うに際して

は、傷病者、入院患者、高齢者、障害者、外国人、

乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者へ十分に配慮

することにより、地域において災害時要援護者等

を支援する体制が整備されるよう努めるととも

に、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の

視点へ十分に配慮するよう努めるものとする。 

 

（４）県は、避難状況の確実な把握のため、住民

等が市町村の指定した避難所以外に避難した場合

等に、市町村災害対策本部に居場所と連絡先を連

絡することを市町村が周知することについて、協

力するものとする。 

（５）県は、国及び市町村と連携し、過去に起こ

④放射線による健康への影響、モニタリング結果

の解釈の仕方及び放射線防護に関すること 

⑤緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関する

こと 

⑥コンクリート屋内退避所、避難所に関すること 

⑦災害時要援護者等への支援に関すること 

⑧緊急時にとるべき行動 

⑨避難所での運営管理、行動等に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県は教育機関、民間団体等との密接な連携の

下、防災教育を実施するものとし、教育機関にお

いては、防災に関する教育の充実に努めるものと

する。 

(3) 県が防災知識の普及と啓発を行うに際して

は、傷病者、入院患者、高齢者、障害のある人、

外国人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者へ十

分に配慮することにより、地域において災害時要

援護者等を支援する体制が整備されるよう努める

とともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女

双方の視点へ十分に配慮するよう努めるものとす

る。 

(4) 県は、避難状況の確実な把握のため、住民等

が市町の指定した避難所以外に避難した場合等

に、市町災害対策本部に居場所と連絡先を連絡す

ることを市町が周知することについて、協力する

ものとする。 

(5) 県は、国及び市町と連携し、過去に起こった

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えてい

くため、大災害に関する調査分析結果や映像を含

めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理

し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が

閲覧できるよう公開に努めるものとする。 

(6) 災害の経験を通じて得られる防災対策に関す

る知見や教訓は、我が国のみならず諸外国の防災

対策の強化にも資することから、県は国及び市町

と連携し、災害から得られた知見や教訓を国際会

議の場等を通じて諸外国に広く情報発信・共有す

るよう努めるものとする。 

第15 節 防災業務関係者の人材育成 

県は、国と連携し、応急対策全般への対応力を

高めることにより、原子力防災対策の円滑な実施

を図るため、国、指定公共機関等が防災業務関係

者に向けて実施する、原子力防災に関する研修の

積極的な活用を推進する等、人材育成に努めるも

のとする。 

また、県は、国及び防災関係機関と連携して、

原子力防災業務関係者に対し、次に掲げる事項等

についての研修を必要に応じ実施するものとす

る。なお、研修成果を訓練等において具体的に確

認し、緊急時モニタリングや緊急被ばく医療の必

要性など、原子力災害対策の特殊性を踏まえ、研

修内容の充実を図るものとする。 

①原子力防災体制及び組織に関すること 

②原子力施設の概要に関すること 

③原子力災害とその特性に関すること 

④放射線による健康への影響及び放射線防護に関

すること 

⑤緊急時モニタリング実施方法及び機器に関する

こと 

⑥原子力防災対策上の諸設備に関すること 

⑦緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関する

った大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝え

ていくため、大災害に関する調査分析結果や映像

を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・

整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々

が閲覧できるよう公開に努めるものとする。 

（６）災害の経験を通じて得られる防災対策に関

する知見や教訓は、我が国のみならず諸外国の防

災対策の強化にも資することから、県は国及び市

町村と連携し、災害から得られた知見や教訓を国

際会議の場等を通じて諸外国に広く情報発信・共

有するよう努めるものとする。 

第15 節 防災業務関係者の人材育成 

県は、国と連携し、応急対策全般への対応力を

高めることにより、原子力防災対策の円滑な実施

を図るため、国、指定公共機関等が防災業務関係

者に向けて実施する、原子力防災に関する研修の

積極的な活用を推進する等、人材育成に努めるも

のとする。また、国及び防災関係機関と連携して、

以下に掲げる事項等について原子力防災業務関係

者に対する研修を、必要に応じ実施するものとす

る。また、研修成果を訓練等において具体的に確

認し、緊急時モニタリングや緊急被ばく医療の必

要性など、原子力災害対策の特殊性を踏まえ、研

修内容の充実を図るものとする。 

 

①原子力防災体制及び組織に関すること 

②原子力施設の概要に関すること 

③原子力災害とその特性に関すること 

④放射線による健康への影響及び放射線防護に関

すること 

⑤モニタリングと予測の役割分担、モニタリング

実施方法及び機器に関すること 

⑥原子力防災対策上の諸設備に関すること 

⑦緊急時に県や国等が講じる対策の内容 

大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えてい

くため、大災害に関する調査分析結果や映像を含

めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理

し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が

閲覧できるよう公開に努めるものとする。 

(6) 災害の経験を通じて得られる防災対策に関す

る知見や教訓は、我が国のみならず諸外国の防災

対策の強化にも資することから、県は国及び市町

と連携し、災害から得られた知見や教訓を国際会

議の場等を通じて諸外国に広く情報発信・共有す

るよう努めるものとする。 

第15 節 防災業務関係者の人材育成 

県は、国と連携し、応急対策全般への対応力を

高めることにより、原子力防災対策の円滑な実施

を図るため、国、指定公共機関等が防災業務関係

者に向けて実施する、原子力防災に関する研修の

積極的な活用を推進する等、人材育成に努めるも

のとする。 

また、県は、国及び防災関係機関と連携して、

原子力防災業務関係者に対し、次に掲げる事項等

についての研修を必要に応じ実施するものとす

る。なお、研修成果を訓練等において具体的に確

認し、緊急時モニタリングや緊急被ばく医療の必

要性など、原子力災害対策の特殊性を踏まえ、研

修内容の充実を図るものとする。 

①原子力防災体制及び組織に関すること 

②原子力施設の概要に関すること 

③原子力災害とその特性に関すること 

④放射線による健康への影響及び放射線防護に関

すること 

⑤モニタリングと予測の役割分担、モニタリング

実施方法及び機器に関すること 

⑥原子力防災対策上の諸設備に関すること 

⑦緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

こと 

⑧緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項に

関すること 

⑨放射線緊急被ばく医療（応急手当を含む）に関

すること 

⑩その他緊急時対応に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16 節 防災訓練等の実施 

１．訓練計画の策定 

(1) 県は、国、原子力事業者等関係機関の支援の

もと、市町、自衛隊等と連携し、 

①災害対策本部等の設置運営訓練 

②対策拠点施設への参集、立ち上げ、運営訓練 

③緊急時通信連絡訓練 

④緊急時モニタリング訓練 

 

⑧緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項に

関すること 

⑨放射線緊急被ばく医療（応急手当を含む）に関

すること 

⑩その他緊急時対応に関すること 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村につ

いても、必要に応じて、防災業務関係者の人材育

成を行うものとする。人材育成にあたっては、全

ての関係機関が協調して緊急時対応を取れる体制

を構築する必要があることを踏まえ、担当者の能

力（放射線の基礎知識、防災体制、防護体制の枠

組み、関係機関の役割分担、緊急時対応手順、一

般災害の基礎知識を理解していること等）を育成

するよう配慮するものとする。 

②については、原子力安全対策及び原子力災害対

策に関する事項を含むものとする。 

④については、防災資機材の使い方、安定ヨウ素

剤の予防服用にあたっての注意点に関する事項を

含むものとする。 

⑦については、緊急時モニタリング等の結果の解

釈及び予測の活用の仕方に関する事項を含むもの

とする。 

⑨については、スクリーニング作業の実施手順、

住民等に対する心のケアやリスクコミュニケーシ

ョンに関する事項を含む。】 

第16 節 防災訓練等の実施 

１．訓練計画の策定 

（１）県は、国、原子力事業者等関係機関の支援

のもと、市町村、自衛隊等と連携し、 

①災害対策本部等の設置運営訓練 

②対策拠点施設への参集、立ち上げ、運営訓練 

③緊急時通信連絡訓練 

④緊急時モニタリング訓練 

こと 

⑧緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項に

関すること 

⑨放射線緊急被ばく医療（応急手当を含む）に関

すること 

⑩その他緊急時対応に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16 節 防災訓練等の実施 

１．訓練計画の策定 

(1) 県は、国、原子力事業者等関係機関の支援の

もと、市町、自衛隊等と連携し、 

①災害対策本部等の設置運営訓練 

②対策拠点施設への参集、立ち上げ、運営訓練 

③緊急時通信連絡訓練 

④緊急時モニタリング訓練 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

⑤緊急時予測システム情報の活用訓練 

⑥緊急被ばく医療訓練 

⑦周辺住民に対する情報伝達訓練 

⑧周辺住民避難訓練 

⑨人命救助活動訓練 

等の防災活動の要素ごと又は各要素を組み合わせ

た訓練計画を策定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤気象予測及び大気中拡散予測の活用訓練 

⑥緊急被ばく医療訓練 

⑦周辺住民に対する情報伝達訓練 

⑧周辺住民避難訓練 

⑨人命救助活動訓練 

等の防災活動の要素ごと又は各要素を組み合わせ

た訓練計画を策定するものとする。 

【訓練計画の策定にあたっては、以下の点に留意

すること。 

・訓練の目的に応じて、適切な訓練のタイプ（通

報訓練、初期対応訓練、机上訓練、総合防災訓練、

野外訓練等）及び対象者を選定すること。 

・事故や対応のスケールを考慮した種々の訓練を

計画すること。 

・訓練目的・達成目標を考慮に入れた長期的かつ

体系的な一連の訓練計画を策定し、適切な感覚で

訓練を繰り返し実施するようにすること。 

所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村におい

ても、必要に応じて、防災訓練等を実施するもの

とする。 

緊急時通信連絡訓練については、通信輻輳時及び

途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び

非常通信を取り入れた実践的通信訓練を定期的に

実施すること。 

緊急時モニタリング訓練では、緊急事態の規模及

び事故の発展を想定し、これに応じて国が測定の

優先順位、対象および方法等を定めた緊急時モニ

タリング実施計画を策定したと仮定して訓練を行

うものとする。 

気象予測及び大気中拡散予測の活用訓練では、こ

れらの予測を、防護措置の検討の参考情報として

活用する時の考え方を習得する。 

各要素を組み合わせた訓練とは、例えば、③～⑤

及び⑦等を組み合わせた訓練を指す。 

⑤気象予測及び大気中拡散予測の活用訓練 

⑥緊急被ばく医療訓練 

⑦周辺住民に対する情報伝達訓練 

⑧周辺住民避難訓練 

⑨人命救助活動訓練 

等の防災活動の要素ごと又は各要素を組み合わせ

た訓練計画を策定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

(2) 県は、原子力防災会議及び原子力規制委員会

が原災法第13条に基づき、総合的な防災訓練の実

施計画を作成する際には、緊急被ばく医療、緊急

時モニタリング、住民避難及び住民に対する情報

提供等に関して県が行うべき防災対策や、複合災

害や重大事故等原子力緊急事態を具体的に想定し

た詳細な訓練シナリオを作成するなど、訓練の実

施計画の企画立案に共同して参画するものとす

る。 

 

 

 

 

２ 訓練の実施 

(1) 県の計画に基づく訓練の実施 

県は、計画に基づき、国、原子力事業者等関係機

関と連携し、防災活動の要素ごと又は各要素を組

み合わせた訓練又は国の支援体制を含めた総合訓

練を定期的に実施するものとする。 

 

 

 

 

 

(2) 国の計画に基づく訓練の実施 

県は、原子力防災会議及び原子力規制委員会が原

災法第 13 条に基づき作成する総合的な防災訓練

の対象となった場合には、実施計画に基づいて、

必要に応じ住民の協力を得て、国、所在市、関係

周辺住民等に対する情報伝達訓練においては、伝

えられるべき内容、その優先度を勘案して、わか

りやすい表現で、誠実に、正確に、時機を逸 

することなく、情報提供が行われるように実践し、

確認するものとする。】 

（２）県は、原子力防災会議及び原子力規制委員

会が原災法第１３条に基づき、総合的な防災訓練

の実施計画を作成する際には、緊急被ばく医療、

緊急時モニタリング、住民避難及び住民に対する

情報提供等に関して県が行うべき防災対策や、複

合災害や重大事故等原子力緊急事態を具体的に想

定した詳細な訓練シナリオを作成するなど、訓練

の実施計画の企画立案に共同して参画するものと

する。 

【総合的な防災訓練としては、国の支援体制を含

めた地域ごとの総合訓練や、国による原子力災害

対策本部の立ち上げ等を含めた総合合同訓練が想

定される。】 

２．訓練の実施 

（１）要素別訓練等の実施 

県は、計画に基づき、国、原子力事業者等関係機

関と連携し、防災活動の要素ごと又は各要素を組

み合わせた訓練を定期的に実施するものとする。

【訓練の対象者としては、国の全ての関係省庁、

原子力事業者、地方自治体、指定行政機関や指定

公共機関、技術的支援を行う専門機関等の防災 

担当者が想定されるが、これらに限定されるもの

ではないので、訓練内容を踏まえ、適切な対象者

を選定するものとする。】 

（２）総合的な防災訓練の実施 

県は、原子力防災会議及び原子力規制委員会が原

災法第１３条に基づき作成する総合的な防災訓練

の対象となった場合には、実施計画に基づいて必

要に応じ住民の協力を得て、国、所在市町村、関

 

 

 

 

 

(2) 県は、原子力防災会議及び原子力規制委員会

が原災法第13条に基づき、総合的な防災訓練の実

施計画を作成する際には、緊急被ばく医療、緊急

時モニタリング、住民避難及び住民に対する情報

提供等に関して県が行うべき防災対策や、複合災

害や重大事故等原子力緊急事態を具体的に想定し

た詳細な訓練シナリオを作成するなど、訓練の実

施計画の企画立案に共同して参画するものとす

る。 

 

 

 

 

２ 訓練の実施 

(1) 県の計画に基づく訓練の実施 

県は、計画に基づき、国、原子力事業者等関係機

関と連携し、防災活動の要素ごと又は各要素を組

み合わせた訓練又は国の支援体制を含めた総合訓

練を定期的に実施するものとする。 

 

 

 

 

 

(2) 国の計画に基づく訓練の実施 

県は、原子力防災会議及び原子力規制委員会が原

災法第 13 条に基づき作成する総合的な防災訓練

の対象となった場合には、実施計画に基づいて、

必要に応じ住民の協力を得て、国、所在市、関係
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

周辺市町、原子力事業者等と共同して総合的な防

災訓練を実施するものとする。 

(3) 自衛隊と共同の防災訓練 

県は、自衛隊と共同の防災訓練の実施に努めるも

のとする。 

３ 実践的な訓練の実施と事後評価 

県は、訓練を実施するにあたり、原子力規制委員

会、原子力事業者の協力を受けて作成した、大規

模な自然災害等との複合災害や重大事故等原子力

緊急事態を具体的に想定した詳細なシナリオに基

づき、参加者に事前にシナリオを知らせない訓練、

訓練開始時間を知らせずに行う訓練、机上におい

て想定事故に対する対応や判断を試す訓練等の工

夫や図上演習の方法論を活用するなど、現場にお

ける判断力の向上につながる実践的なものとなる

よう工夫するものとする。 

県は、訓練を実施するにあたり、当該訓練の目的、

チェックすべき項目の設定を具体的に定めて行う

とともに、訓練終了後、国、原子力事業者と協力

し、専門家も活用しつつ訓練の評価を実施し、改

善点を明らかにし、必要に応じ、緊急時のマニュ

アルの作成、改訂に活用する等原子力防災体制の

改善に取り組むものとする。 

県は、必要に応じ、訓練方法及び事後評価の方法

の見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係周辺市町村、原子力事業者等と共同して総合的

な防災訓練を実施するものとする。 

（３）自衛隊と共同の防災訓練 

県は、自衛隊と共同の防災訓練の実施に努めるも

のとする。 

３．実践的な訓練の実施と事後評価 

県は、訓練を実施するにあたり、原子力規制委員

会、事業者の協力を受けて作成した、大規模な自

然災害等との複合災害や重大事故等原子力緊急事

態を具体的に想定した詳細なシナリオに基づき、

参加者に事前にシナリオを知らせない訓練、訓練

開始時間を知らせずに行う訓練、机上において想

定事故に対する対応や判断を試す訓練等の工夫や

図上演習の方法論を活用するなど、現場における

判断力の向上につながる実践的なものとなるよう

工夫するものとする。 

県は、訓練を実施するにあたり、当該訓練の目的、

チェックすべき項目の設定を具体的に定めて行う

とともに、訓練終了後、国、事業者と協力し、専

門家も活用しつつ訓練の評価を実施し、改善点を

明らかにし、必要に応じ、緊急時のマニュアルの

作成、改訂に活用する等原子力防災体制の改善に

取り組むものとする。 

県は、必要に応じ、訓練方法及び事後評価の方法

の見直しを行うものとする。 

【チェックすべき項目については 

①災害対策本部設置運営訓練では 

ア．職員の非常参集時間 

イ．担当職員不在の場合の代替措置訓練、 

ウ．通信手段の確保 

エ．必要な資料の準備状況 等 

②住民避難訓練では 

ア．住民広報の状況 

イ．住民への周知の徹底 

周辺市町、原子力事業者等と共同して総合的な防

災訓練を実施するものとする。 

(3) 自衛隊と共同の防災訓練 

県は、自衛隊と共同の防災訓練の実施に努めるも

のとする。 

３ 実践的な訓練の実施と事後評価 

県は、訓練を実施するにあたり、原子力規制委員

会、原子力事業者の協力を受けて作成した、大規

模な自然災害等との複合災害や重大事故等原子力

緊急事態を具体的に想定した詳細なシナリオに基

づき、参加者に事前にシナリオを知らせない訓練、

訓練開始時間を知らせずに行う訓練、机上におい

て想定事故に対する対応や判断を試す訓練等の工

夫や図上演習の方法論を活用するなど、現場にお

ける判断力の向上につながる実践的なものとなる

よう工夫するものとする。 

県は、訓練を実施するにあたり、当該訓練の目的、

チェックすべき項目の設定を具体的に定めて行う

とともに、訓練終了後、国、原子力事業者と協力

し、専門家も活用しつつ訓練の評価を実施し、改

善点を明らかにし、必要に応じ、緊急時のマニュ

アルの作成、改訂に活用する等原子力防災体制の

改善に取り組むものとする。 

県は、必要に応じ、訓練方法及び事後評価の方法

の見直しを行うものとする。 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

第 17 節  原子力発電所上空の飛行規制 

原子力発電所上空の航空安全確保に関する規制

措置については、国の通達（「原子力関係施設上空

の飛行規制について」昭和 44 年 7 月 5 日付け空航

第 263 号、運輸省航空局長から地方航空局長あて）

により、次のとおりとなっている。県は、国と協

力して、この措置の周知徹底に努めるものとする。

１  施設附近の上空の飛行は、できる限り避けさ

せること。 

２  施設附近の上空に係る航空法第81条ただし書

（ 低安全高度以下の高度での飛行）の許可は行

わないこと。 

(削除) 

第18 節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対

応 

核燃料物質等の運搬の事故については、輸送が行

われる都度に経路が特定され、原子力施設のよう

に事故発生場所があらかじめ特定されないこと等

の輸送の特殊性に鑑み、原子力事業者と国が主体

的に防災対策を行うことが実効的であるとされて

いる。こうした輸送の特殊性等を踏まえ、防災関

係機関においては次により対応するものとする。

(1) 事故の通報を受けた 寄りの消防機関は、直

ちにその旨を都道府県消防防災主管部局に報告す

るとともに、事故の状況の把握に努め、事故の状

況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、

原子力事業者等に協力して、消火、人命救助、救

急等必要な措置を実施するものとする。 

(2) 事故の通報を受けた 寄りの警察機関は、事

故の状況の把握に努めるとともに、事故の状況に

応じて、警察職員の安全確保を図りながら、原子

ウ．災害時要援護者の対する措置状況 

エ．住民の移送状況 

オ．避難の確認作業の状況 等】 

第17 節 原子力施設上空の飛行規制 

原子力施設上空の航空安全確保に関する規制措置

については、次のとおりである。 

飛行規制の状況・・・・・略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第18 節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対

応 

核燃料物質等の運搬の事故については、輸送が行

われる都度に経路が特定され、原子力施設のよう

に事故発生場所があらかじめ特定されないこと等

の輸送の特殊性に鑑み、原子力事業者と国が主体

的に防災対策を行うことが実効的であるとされて

いる。こうした輸送の特殊性等を踏まえ、防災関

係機関においては次により対応するものとする。

（１）事故の通報を受けた 寄りの消防機関は、

直ちにその旨を都道府県消防防災主管部局に報告

するとともに、事故の状況の把握に努め、事故の

状況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、

原子力事業者等に協力して、消火、人命救助、救

急等必要な措置を実施するものとする。 

（２）事故の通報を受けた 寄りの警察機関は、

事故の状況の把握に努めるとともに、事故の状況

に応じて、警察職員の安全確保を図りながら、原

 

 

 

第 17 節  原子力発電所上空の飛行規制 

原子力発電所上空の航空安全確保に関する規制

措置については、国の通達（「原子力関係施設上空

の飛行規制について」昭和 44 年 7 月 5 日付け空航

第 263 号、運輸省航空局長から地方航空局長あて）

により、次のとおりとなっている。県は、国と協

力して、この措置の周知徹底に努めるものとする。 

１  施設附近の上空の飛行は、できる限り避けさ

せること。 

２  施設附近の上空に係る航空法第81条ただし書

（ 低安全高度以下の高度での飛行）の許可は行

わないこと。 

 

第18 節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対

応 

核燃料物質等の運搬の事故については、輸送が行

われる都度に経路が特定され、原子力施設のよう

に事故発生場所があらかじめ特定されないこと等

の輸送の特殊性に鑑み、原子力事業者と国が主体

的に防災対策を行うことが実効的であるとされて

いる。こうした輸送の特殊性等を踏まえ、防災関

係機関においては次により対応するものとする。 

(1) 事故の通報を受けた 寄りの消防機関は、直

ちにその旨を都道府県消防防災主管部局に報告す

るとともに、事故の状況の把握に努め、事故の状

況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、

原子力事業者等に協力して、消火、人命救助、救

急等必要な措置を実施するものとする。 

(2) 事故の通報を受けた 寄りの警察機関は、事

故の状況の把握に努めるとともに、事故の状況に

応じて、警察職員の安全確保を図りながら、原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力災害対策の巻） 新旧対照表 

63 

 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 
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力事業者等と協力して、人命救助、避難誘導、交

通規制等必要な措置を実施するものとする。 

(3) 事故の通報を受けた海上保安部署は、事故の

状況の把握に努めるとともに、事故の状況に応じ

て、海上保安職員の安全確保を図りつつ、原子力

事業者等と協力して、事故発生場所海域への立入

制限、人命救助等に関する必要な措置を実施する

ものとする。 

(4) 県及び事故発生場所を管轄する市町は、事故

の状況の把握に努めるとともに、国の指示に基づ

き、事故現場周辺の住民避難等、一般公衆の安全

を確保するために必要な措置を講じるものとす

る。 

 

第 19 節  原子力発電所の安全・安心対策の推進

 県は、原子力事業者に対して発電所の安全対策

の充実と情報公開の徹底を求め、県が把握した情

報については県民に迅速に公開する。 

 県は事業者とともに発電所周辺の環境放射線の

監視を行い、その結果を定期的に公表する。 

第 20 節  原子力に関する情報提供 

 県は、防災と原子力に関する科学・技術の知見

を深め、的確な情報発進を行うことを目的に設置

した静岡県防災・原子力学術会議（原子力分科会）

を開催し、適時・適切な情報提供を行う。 

 また、事業者、関係機関との連携による公開講

座の開催など、原子力に関する情報を提供し、正

しい理解の普及啓発に努める。 

 

第３章 緊急事態応急対策 

第1 節 基本方針 

本章は、特定事象の通報及び警戒事象の通報が

あった場合の対応並びに原子力緊急事態宣言が発

出された場合の緊急事態応急対策を中心に示した

子力事業者等と協力して、人命救助、避難誘導、

交通規制等必要な措置を実施するものとする。 

（３）事故の通報を受けた海上保安部署は、事故

の状況の把握に努めるとともに、事故の状況に応

じて、海上保安職員の安全確保を図りつつ、原子

力事業者等と協力して、事故発生場所海域への立

入制限、人命救助等に関する必要な措置を実施す

るものとする。 

（４）県及び事故発生場所を管轄する市町村は、

事故の状況の把握に努めるとともに、国の指示又

は独自の判断により、事故現場周辺の住民避難等、

一般公衆の安全を確保するために必要な措置を講

じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 緊急事態応急対策 

第1 節 基本方針 

本章は、原子力事業者から警戒事象又は特定事

象の通報があった場合の対応及び原災法第１５条

に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の

力事業者等と協力して、人命救助、避難誘導、交

通規制等必要な措置を実施するものとする。 

(3) 事故の通報を受けた海上保安部署は、事故の

状況の把握に努めるとともに、事故の状況に応じ

て、海上保安職員の安全確保を図りつつ、原子力

事業者等と協力して、事故発生場所海域への立入

制限、人命救助等に関する必要な措置を実施する

ものとする。 

(4) 県及び事故発生場所を管轄する市町は、事故

の状況の把握に努めるとともに、国の指示又は独

自の判断により、事故現場周辺の住民避難等、一

般公衆の安全を確保するために必要な措置を講じ

るものとする。 

 

第 19 節  原子力発電所の安全・安心対策の推進 

 県は、原子力事業者に対して発電所の安全対策

の充実と情報公開の徹底を求め、県が把握した情

報については県民に迅速に公開する。 

 県は事業者とともに発電所周辺の環境放射線の

監視を行い、その結果を定期的に公表する。 

第 20 節  原子力に関する情報提供 

 県は、防災と原子力に関する科学・技術の知見

を深め、的確な情報発進を行うことを目的に設置

した静岡県防災・原子力学術会議（原子力分科会）

を開催し、適時・適切な情報提供を行う。 

 また、事業者、関係機関との連携による公開講

座の開催など、原子力に関する情報を提供し、正

しい理解の普及啓発に努める。 

 

第３章 緊急事態応急対策 

第1 節 基本方針 

本章は、警戒事象又は特定事象の通報があった

場合の対応並びに原子力緊急事態宣言が発出され

た場合の緊急事態応急対策を中心に示したもので

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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策定マニュアル（県分） 
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ものであるが、これら以外の場合であっても原子

力防災上必要と認められるときは、本章に示した

対策に準じて対応するものとする。 

 

 

 

 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信

の確保 

１．特定事象等発生情報等の連絡 

(1) 警戒事象発生の通報があった場合 

 

①原子力事業者の原子力防災管理者は、原災法10

条に基づく通報事象には至っていないものの、そ

の可能性がある事故・故障又はそれに準じる事

故・故障が発生した場合は、県をはじめ官邸（内

閣官房）、原子力規制委員会、所在市、関係周辺

市町、関係機関等への通報するものとする。 

②原子力規制委員会は、警戒事象の発生及びその

後の状況について、原子力規制委員会原子力事故

警戒本部から関係省庁及び県に対し情報提供を行

うものとされている。また、ＰＡＺを含む市に対

し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるととも

に、高齢者、障害のある人、外国人、乳幼児、妊

産婦などの災害時要援護者の援護体制を構築する

よう連絡することとされている。 

③県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受

けた事項について、県内の市町及び関係する指定

地方公共機関に連絡するものとする。 

 

 

 

 

 

緊急事態応急対策を中心に示したものであるが、

これら以外の場合であっても原子力防災上必要と

認められるときは、本章に示した対策に準じて対

応するものとする。 

【これら以外の場合とは、核燃料物質等の輸送時

における事故への対応等、当面の間、柔軟な対応

を行うにあたって参考とする場合などである。】

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信

の確保 

１．特定事象等発生情報等の連絡 

（１） 原子力事業者からの警戒事象発生の通報が

あった場合 

①原子力事業者の原子力防災管理者は、原災法１

０条に基づく通報事象には至っていないものの、

その可能性がある事故・故障又はそれに準じる事

故・故障が発生した場合は、警戒事象として、原

子力規制委員会へ連絡するともに、県をはじめ官

邸（内閣官房）、所在市町村、関係機関等への連

絡に備えるものとする。 

②原子力規制委員会は、警戒事象の発生を確認す

るとともに、原子力規制委員会原子力事故警戒本

部から関係省庁、県、所在市町村及び公衆に対し

情報提供を行うものとされている。また、ＰＡＺ

を含む市町村に対し、連絡体制の確立等の必要な

体制をとるとともに、高齢者、障害者、外国人、

乳幼児、妊産婦などの災害時要援護者の援護体制

を構築するよう連絡することとされている。 

③県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受

けた事項について、関係周辺市町村及び関係する

指定地方公共機関に連絡するものとする。 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村に対

しても、UPZ 圏外で避難先となる可能性のある市

町村に対する情報提供や、その他県内市町村の要

望に基づく情報連絡など、必要に応じて連絡する

あるが、これら以外の場合であっても原子力防災

上必要と認められるときは、本章に示した対策に

準じて対応するものとする。 

 

 

 

 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信

の確保 

１．特定事象等発生情報等の連絡 

(1) 警戒事象発生の通報があった場合 

 

①原子力事業者の原子力防災管理者は、原災法10

条に基づく通報事象には至っていないものの、そ

の可能性がある事故・故障又はそれに準じる事

故・故障が発生した場合は、原子力規制委員会へ

連絡するともに、県をはじめ官邸（内閣官房）、

所在市、関係周辺市町、関係機関等への通報する

ものとする。 

②原子力規制委員会は、警戒事象の発生を確認す

るとともに、原子力規制委員会原子力事故警戒本

部から関係省庁、県、所在市及び公衆に対し情報

提供を行うものとされている。また、ＰＡＺを含

む市に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をと

るとともに、高齢者、障害のある人、外国人、乳

幼児、妊産婦などの災害時要援護者の援護体制を

構築するよう連絡することとされている。 

③県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受

けた事項について、県内の市町及び関係する指定

地方公共機関に連絡するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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(2) 原子力事業者からの特定事象発生通報があっ

た場合 

①原子力事業者の原子力防災管理者は、特定事象

発生後又は発見の通報を受けた場合、直ちに県を

はじめ官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、所

在市、関係周辺市町、所轄警察署、所在市等の消

防機関、 寄りの海上保安部署、原子力防災専門

官等に同時に文書をファクシミリで送付すること

とされている。さらに、主要な機関等に対しては

その着信を確認することとされている。なお、県

は通報を受けた事象に対する原子力事業者への問

い合わせについては簡潔、明瞭に行うよう努める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

②原子力規制委員会は、通報を受けた事象につい

て、原子力緊急事態宣言を発出すべきか否かの判

断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展

の見通し等事故情報等について県をはじめ官邸

（内閣官房）、所在市及び県警察本部に連絡する

ものとされている。また、必要に応じＰＡＺを含

む市に対し、住民の避難準備を行うよう連絡する

ものとされている。 

③県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受

けた事項について、次に掲げる事項に留意し関係

周辺市町及び関係する指定地方公共機関に連絡す

るものとする。 

・ＰＡＺを含む市と同様の情報をＵＰＺを含む市

町に連絡 

ものとする。】 

（２）原子力事業者からの特定事象発生通報があ

った場合 

①原子力事業者の原子力防災管理者は、特定事象

発生後又は発見の通報を受けた場合、直ちに県を

はじめ官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、所

在市町村、関係周辺都道府県、県警察本部、所在

市町村の消防機関、 寄りの海上保安部署、自衛

隊、原子力防災専門官等に同時に文書をファクシ

ミリで送付することとされている。さらに、主要

な機関等に対してはその着信を確認することとさ

れている。なお、県は通報を受けた事象に対する

原子力事業者への問い合わせについては簡潔明瞭

に行うよう努めるものとする。 

【通報を受けた事象に対する原子力事業者への問

い合わせは、原則として県をはじめ原子力規制委

員会及び所在市町村に限るものとされている。こ

れは、原子力事業者への問い合わせを必要 低限

とし、原子力事業者の行う応急対策に支障を生じ

させないための規定である。】 

②原子力規制委員会は、通報を受けた事象につい

て、発生の確認と原子力緊急事態宣言を発出すべ

きか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象

の今後の進展の見通し等事故情報等について県を

はじめ官邸（内閣官房）、所在市町村、県警察本

部及び公衆に連絡するものとされている。また、

必要に応じＰＡＺを含む市町村に対し、住民の避

難準備を行うよう連絡するものとされている。 

③県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受

けた事項について、次に掲げる事項に留意し関係

周辺市町村及び関係する指定地方公共機関に連絡

するものとする。 

・ＰＡＺを含む市町村と同様の情報をＵＰＺを含

む市町村に連絡 

 

(2) 原子力事業者からの特定事象発生通報があっ

た場合 

①原子力事業者の原子力防災管理者は、特定事象

発生後又は発見の通報を受けた場合、直ちに県を

はじめ官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、所

在市、関係周辺市町、所轄警察署、所在市等の消

防機関、 寄りの海上保安部署、原子力防災専門

官等に同時に文書をファクシミリで送付すること

とされている。さらに、主要な機関等に対しては

その着信を確認することとされている。なお、県

は通報を受けた事象に対する原子力事業者への問

い合わせについては簡潔、明瞭に行うよう努める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

②原子力規制委員会は、通報を受けた事象につい

て、発生の確認と原子力緊急事態宣言を発出すべ

きか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象

の今後の進展の見通し等事故情報等について県を

はじめ官邸（内閣官房）、所在市、県警察本部及

び公衆に連絡するものとされている。また、必要

に応じＰＡＺを含む市に対し、住民の避難準備を

行うよう連絡するものとされている。 

③県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受

けた事項について、次に掲げる事項に留意し関係

周辺市町及び関係する指定地方公共機関に連絡す

るものとする。 

・ＰＡＺを含む市と同様の情報をＵＰＺを含む市

町に連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

・ＵＰＺを含む市町に連絡する際には、ＰＡＺ内

の住民避難が円滑に進むよう配慮願う旨を記載 

 

 

 

 

 

④原子力保安検査官等現地に配置された国の職員

は、特定事象発生後、直ちに現場の状況等を確認

し、その結果について速やかに原子力防災専門官

へ連絡することとされ、また、原子力防災専門官

は、収集した情報を整理し、県をはじめ国、所在

市に連絡することとされている。 

 

(3) 県のモニタリングステーション・モニタリン

グポストで特定事象発生の通報を行うべき数値の

検出を発見した場合 

① 県は、通報がない状態において県が設置して

いるモニタリングステーション又はモニタリング

ポストにより、特定事象発生の通報を行うべき数

値の検出を発見した場合は、直ちに国の原子力防

災専門官に連絡するとともに、必要に応じ原子力

事業者に確認を行うものとする。 

② 連絡を受けた原子力防災専門官は、直ちに原

子力保安検査官と連携を図りつつ、原子力事業者

に施設の状況確認を行うよう指示することとされ

ており、県はその結果について連絡を受けるもの

とする。 

(3) 連絡系統図 

これらの通報連絡を行う連絡系統図は、別図３－

２－１のとおりである。 

２ 応急対策活動情報の連絡 

(1) 特定事象発生後の応急対策活動情報、被害情

報等の連絡 

・ＵＰＺを含む市町村に連絡する際には、ＰＡＺ

内の住民避難が円滑に進むよう配慮願う旨を記載

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村に対

しても、UPZ 圏外で避難先となる可能性のある市

町村に対する情報提供や、その他県内市町村の要

望に基づく情報連絡など、必要に応じて連絡する

ものとする。】 

④原子力保安検査官等現地に配置された国の職員

は、特定事象発生後、直ちに現場の状況等を確認

し、その結果について速やかに原子力防災専門官

へ連絡することとされ、また、原子力防災専門官

は、収集した情報を整理し、県をはじめ国、在市

町村、関係周辺都道府県に連絡することとされて

いる。 

（３）県のモニタリングポストで特定事象発生の

通報を行うべき数値の検出を発見した場合 

 

①県は、通報がない状態において県が設置してい

るモニタリングポストにより、特定事象発生の通

報を行うべき数値の検出を発見した場合は、直ち

に国の原子力防災専門官に連絡するとともに、必

要に応じ原子力事業者に確認を行うものとする。

 

②連絡を受けた原子力防災専門官は、直ちに原子

力保安検査官と連携を図りつつ、原子力事業者に

施設の状況確認を行うよう指示することとされて

おり、県はその結果について速やかに連絡を受け

るものとする。 

なお、これらの連絡系統図は別図のとおりである。

別図・・・・・・・略 

 

２．応急対策活動情報の連絡 

（１）特定事象発生後の応急対策活動情報、被害

情報等の連絡 

・ＵＰＺを含む市町に連絡する際には、ＰＡＺ内

の住民避難が円滑に進むよう配慮願う旨を記載 

 

 

 

 

 

④原子力保安検査官等現地に配置された国の職員

は、特定事象発生後、直ちに現場の状況等を確認

し、その結果について速やかに原子力防災専門官

へ連絡することとされ、また、原子力防災専門官

は、収集した情報を整理し、県をはじめ国、所在

市に連絡することとされている。 

 

(3) 県のモニタリングステーション・モニタリン

グポストで特定事象発生の通報を行うべき数値の

検出を発見した場合 

① 県は、通報がない状態において県が設置して

いるモニタリングステーション又はモニタリング

ポストにより、特定事象発生の通報を行うべき数

値の検出を発見した場合は、直ちに国の原子力防

災専門官に連絡するとともに、必要に応じ原子力

事業者に確認を行うものとする。 

② 連絡を受けた原子力防災専門官は、直ちに原

子力保安検査官と連携を図りつつ、原子力事業者

に施設の状況確認を行うよう指示することとされ

ており、県はその結果について連絡を受けるもの

とする。 

(3) 連絡系統図 

これらの通報連絡を行う連絡系統図は、別図３－

２－１のとおりである。 

２ 応急対策活動情報の連絡 

(1) 特定事象発生後の応急対策活動情報、被害情

報等の連絡 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

①原子力事業者は、県をはじめ官邸（内閣官房）、

原子力規制委員会、所在市、関係周辺市町、所轄

警察署、所在市等の消防機関、 寄りの海上保安

部署、原子力防災専門官等に施設の状況、原子力

事業者の応急対策活動の状況及び事故対策本部設

置の状況、被害の状況等を定期的に文書により連

絡することとされており、さらに、関係省庁事故

対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連絡す

ることとされている。なお、県は通報を受けた事

象に関する原子力事業者への問い合わせについて

は、簡潔、明瞭に行うよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

②県は、国（原子力防災専門官を含む。）から情

報を得るとともに、原子力事業者等から連絡を受

けた事項、自ら行う応急対策活動状況等を随時連

絡するなど、相互の連絡を密にするものとする。

 

 

 

③県は、関係周辺市町及び指定地方公共機関との

間において、原子力事業者及び国から通報・連絡

を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を

随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。

 

 

 

 

④県及び所在市は、各々が行う応急対策活動の状

況等について相互の連絡を密にするものとする。

①原子力事業者は、県をはじめ官邸（内閣官房）、

原子力規制委員会、所在市町村、関係周辺都道府

県、県警察本部、所在市町村の消防機関、 寄り

の海上保安部署、原子力防災専門官等に施設の状

況、原子力事業者の応急対策活動の状況及び事故

対策本部設置の状況、被害の状況等を定期的に文

書により連絡することとされており、さらに、関

係省庁事故対策連絡会議及び現地事故対策連絡会

議に連絡することとされている。なお、県は通報

を受けた事象に関する原子力事業者への問い合わ

せについては、簡潔、明瞭に行うよう努めるもの

とする。 

【原則として、原子力事業者への問い合わせは、

県をはじめ原子力規制委員会及び所在市町村に限

るものとしている。これは、問い合わせを必要

低限とし、原子力事業者の行う応急対策に支障を

生じさせないための規定である。】 

②県は、国（原子力防災専門官を含む。）から情

報を得るとともに、原子力事業者等から連絡を受

けた事項、自ら行う応急対策活動状況等を随時連

絡するなど、相互の連絡を密にするものとする。

【現地事故対策連絡会議が機能する前の国との連

絡は、主として原子力防災専門官を通じて行うも

のとする。】 

③県は、関係周辺市町村及び指定地方公共機関と

の間において、原子力事業者及び国から通報・連

絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等

を随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村にお

いても、必要に応じて、自ら行う応急対策活動の

状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするもの

とする。】 

④県及び所在市町村は、各々が行う応急対策活動

の状況等について相互の連絡を密にするものとす

①原子力事業者は、県をはじめ官邸（内閣官房）、

原子力規制委員会、所在市、関係周辺市町、所轄

警察署、所在市等の消防機関、 寄りの海上保安

部署、原子力防災専門官等に施設の状況、原子力

事業者の応急対策活動の状況及び事故対策本部設

置の状況、被害の状況等を定期的に文書により連

絡することとされており、さらに、関係省庁事故

対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連絡す

ることとされている。なお、県は通報を受けた事

象に関する原子力事業者への問い合わせについて

は、簡潔、明瞭に行うよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

②県は、国（原子力防災専門官を含む。）から情

報を得るとともに、原子力事業者等から連絡を受

けた事項、自ら行う応急対策活動状況等を随時連

絡するなど、相互の連絡を密にするものとする。 

 

 

 

③県は、関係周辺市町及び指定地方公共機関との

間において、原子力事業者及び国から通報・連絡

を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を

随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。 

 

 

 

 

④県及び所在市は、各々が行う応急対策活動の状

況等について相互の連絡を密にするものとする。 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

⑤県は、国の現地事故対策連絡会議との連携を密

にするものとする。 

 

 

 

(2) 原子力緊急事態における連絡等（原子力緊急

事態宣言後の応急対策活動情報、被害情報等の連

絡） 

①原子力規制委員会は、原子力緊急事態が発生し

たと判断した場合は直ちに指定行政機関、関係省

庁及び関係地方公共団体に連絡を行うこととされ

ている。 

県は、国の現地対策本部、指定公共機関、緊急事

態応急対策実施区域に係る市町、指定地方公共機

関及び原子力事業者その他関係機関とともに、対

策拠点施設において、施設の状況の把握、モニタ

リング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避

難・屋内退避状況の把握等を担う機能班にそれぞ

れ職員を配置することにより、常時継続的に必要

な情報を共有するとともに、県が行う緊急事態応

急対策について必要な調整を行うものとする。 

②県は、対策拠点施設に派遣した職員に対し、県

が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況

等に関する情報を随時連絡するものとする。 

③原子力防災専門官は、対策拠点施設において、

必要な情報の収集・整理を行うとともに、県及び

所在市、関係周辺市町をはじめ原子力事業者、関

係機関等の間の連絡・調整等を引き続き行うこと

とされている。 

３ 一般回線が使用できない場合の対処 

原子力規制委員会は、関係地方公共団体及び住民

に対して、必要に応じ、衛星電話、インターネッ

トメール、Ｊ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を用

る。 

⑤県は、国の現地事故対策連絡会議との連携を密

にするものとする。 

【現地事故対策連絡会議が機能した後は、原則と

して同会議を通じて関係機関相互の連絡をとるも

のとする。】 

（２）原子力緊急事態における連絡等（原子力緊

急事態宣言後の応急対策活動情報、被害情報等の

連絡） 

①原子力規制委員会は、原子力緊急事態が発生し

たと判断した場合は直ちに指定行政機関、関係省

庁及び関係地方公共団体に連絡を行うこととされ

ている。 

県は、国の現地対策本部、指定公共機関、緊急事

態応急対策実施区域に係る市町村、指定地方公共

機関及び原子力事業者その他関係機関とともに、

対策拠点施設において、施設の状況の把握、モニ

タリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民

避難・屋内退避状況の把握等を担う機能班にそれ

ぞれ職員を配置することにより、常時継続的に必

要な情報を共有するとともに、県が行う緊急事態

応急対策について必要な調整を行うものとする。

②県は、対策拠点施設に派遣した職員に対し、県

が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況

等に関する情報を随時連絡するものとする。 

③原子力防災専門官は、対策拠点施設において、

必要な情報の収集・整理を行うとともに、県及び

所在市町村、関係周辺市町村をはじめ原子力事業

者、関係機関等の間の連絡・調整等を引き続き行

うこととされている。 

３．一般回線が使用できない場合の対処 

原子力規制委員会は、関係地方公共団体及び住民

に対して、必要に応じ、衛星電話、インターネッ

トメール、Ｊ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を用

 

⑤県は、国の現地事故対策連絡会議との連携を密

にするものとする。 

 

 

 

(2) 原子力緊急事態における連絡等（原子力緊急

事態宣言後の応急対策活動情報、被害情報等の連

絡） 

①原子力規制委員会は、原子力緊急事態が発生し

たと判断した場合は直ちに指定行政機関、関係省

庁及び関係地方公共団体に連絡を行うこととされ

ている。 

県は、国の現地対策本部、指定公共機関、緊急事

態応急対策実施区域に係る市町、指定地方公共機

関及び原子力事業者その他関係機関とともに、対

策拠点施設において、施設の状況の把握、モニタ

リング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避

難・屋内退避状況の把握等を担う機能班にそれぞ

れ職員を配置することにより、常時継続的に必要

な情報を共有するとともに、県が行う緊急事態応

急対策について必要な調整を行うものとする。 

②県は、対策拠点施設に派遣した職員に対し、県

が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況

等に関する情報を随時連絡するものとする。 

③原子力防災専門官は、対策拠点施設において、

必要な情報の収集・整理を行うとともに、県及び

所在市、関係周辺市町をはじめ原子力事業者、関

係機関等の間の連絡・調整等を引き続き行うこと

とされている。 

３ 一般回線が使用できない場合の対処 

原子力規制委員会は、関係地方公共団体及び住民

に対して、必要に応じ、衛星電話、インターネッ

トメール、Ｊ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を用
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

いて、原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達

するものとされており、県は伝達された内容を所

在市及び関係周辺市町に連絡するものとする。 

地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用でき

ない場合は、別途整備されている衛星通信回線な

らびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡

を行うものとする。 

 

 

 

 

４ 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のた

めの活動 

(1) 初動段階の緊急時モニタリングの実施 

県は、原子力事業者から特定事象発生の通報を受

けた場合、周辺への影響の把握という観点から、

平常時のモニタリング（空間放射線量率、水道水、

葉菜等の環境試料）を強化し、結果をとりまとめ、

原子力規制委員会、関係省庁事故対策連絡会議及

び現地事故対策会議に連絡するものとする。また、

県は、原子力災害対策指針や国が定めるマニュア

ル等に基づく緊急時モニタリング計画により、緊

急時モニタリングに必要な準備を直ちに行うもの

とする。 

さらに、県は、原子力規制委員会及び原子力事業

者と連携し、緊急時モニタリング実施計画に基づ

き、初動段階の緊急時モニタリングを実施するも

のとする。 

 

 

 

 

 

(2)  緊急時モニタリング実施計画の改定への参

いて、原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達

するものとされており、県は伝達された内容を周

辺市町村に連絡するものとする。 

地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用でき

ない場合は、別途整備されている衛星通信回線な

らびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡

を行うものとする。 

【一般回線が使用できない場合の具体的な対処法

に関しては、県及び所在市町村、関係周辺市町村

の通信系の整備状況等を踏まえて検討するものと

する。】 

４．放射性物質又は放射線の影響の早期把握のた

めの活動 

（１）初動段階の緊急時モニタリングの実施 

県は、原子力事業者から特定事象発生の通報を受

けた場合、周辺への影響の把握という観点から、

平常時のモニタリング（空間放射線量率、水道水、

葉菜等の環境試料）を強化し、結果をとりまとめ、

原子力規制委員会、関係省庁事故対策連絡会議及

び現地事故対策会議に連絡するものとする。また、

県は、原子力災害対策指針や国が定めるマニュア

ル等に基づく緊急時モニタリング計画により、緊

急時モニタリングに必要な準備を直ちに行うもの

とする。 

さらに、県は、原子力規制委員会及び原子力事業

者と連携し、緊急時モニタリング実施計画に基づ

き、初動段階の緊急時モニタリングを実施するも

のとする。 

【平常時のモニタリングの強化とは、モニタリン

グポストに設置された連続モニタの空間放射線量

率を頻繁に監視すること等をいう。現地事故対策

連絡会議が機能した後は、原則として同会議を通

じて関係機関相互の連絡をとるものとする。】 

（２）緊急時モニタリング実施計画の改定への参

いて、原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達

するものとされており、県は伝達された内容を所

在市及び関係周辺市町に連絡するものとする。 

地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用でき

ない場合は、別途整備されている衛星通信回線な

らびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡

を行うものとする。 

 

 

 

 

４ 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のた

めの活動 

(1) 初動段階の緊急時モニタリングの実施 

県は、原子力事業者から特定事象発生の通報を受

けた場合、周辺への影響の把握という観点から、

平常時のモニタリング（空間放射線量率、水道水、

葉菜等の環境試料）を強化し、結果をとりまとめ、

原子力規制委員会、関係省庁事故対策連絡会議及

び現地事故対策会議に連絡するものとする。また、

県は、原子力災害対策指針や国が定めるマニュア

ル等に基づく緊急時モニタリング計画により、緊

急時モニタリングに必要な準備を直ちに行うもの

とする。 

さらに、県は、原子力規制委員会及び原子力事業

者と連携し、緊急時モニタリング実施計画に基づ

き、初動段階の緊急時モニタリングを実施するも

のとする。 

 

 

 

 

 

(2)  緊急時モニタリング実施計画の改定への参
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

画 

緊急時モニタリング実施計画は、原子力規制委員

会が、原子力災害対策指針に基づき策定するもの

とされている。 

原子力災害対策本部は、初動対応後、必要に応じ

て、緊急時モニタリングの実施及び支援に関して

調整する会議を開催し、緊急時モニタリング実施

計画を適宜改定するため、県は、関係省庁、原子

力事業者等とともに会議に参画し、改定に協力す

るものとする。 

(3) 緊急時モニタリングの実施 

県は、原子力災害対策本部の総合調整のもと、周

辺への放射性物質又は放射線に関する情報を得る

ために、緊急時モニタリング計画に基づき緊急時

モニタリングを実施し、実施結果をとりまとめ、

原子力災害対策本部に送付するものとする。 

 

 

 

(4) モニタリング結果の共有 

県は、国と連携し、モニタリングの結果及びその

評価を共有することとする。また、緊急時モニタ

リングの結果等について連絡を受けた県は、その

内容を所在市及び関係周辺市町に連絡するものと

する。 

 

 

 

 

(5) 緊急時の公衆の被ばく線量の推計 

国、指定公共機関及び県は連携し、特定事象発生

の通報がなされた場合、健康調査・健康相談を適

切に行う観点から、発災後一か月以内を目途に緊

急時における放射性ヨウ素等の吸入による内部被

画 

緊急時モニタリング実施計画は、原子力規制委員

会が、原子力災害対策指針に基づき策定するもの

とされている。 

原子力災害対策本部は、初動対応後、必要に応じ

て、緊急時モニタリングの実施及び支援に関して

調整する会議を開催し、緊急時モニタリング実施

計画を適宜改定するため、県は、関係省庁、原子

力事業者等とともに会議に参画し、改定に協力す

るものとする。 

（３）緊急時モニタリングの実施 

県は、原子力災害対策本部の総合調整のもと、周

辺への放射性物質又は放射線に関する情報を得る

ために、緊急時モニタリング計画に基づき緊急時

モニタリングを実施し、実施結果をとりまとめ、

原子力災害対策本部に送付するものとする。 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村にお

いても、必要に応じて、緊急時モニタリングの実

施に参加するものとする。】 

（４）モニタリング結果の共有 

県は、国と連携し、モニタリングの結果及びその

評価を共有することとする。また、緊急時モニタ

リングの結果等について連絡を受けた県は、その

内容を所在市町村及び関係周辺市町村に連絡する

とともに必要に応じて所在市町村、関係周辺市町

村以外に連絡するものとする。 

【所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村にお

いても、必要に応じて、緊急時モニタリング結果

を共有するものとする。】 

（５）緊急時の公衆の被ばく線量の実測 

国、指定公共機関及び県は連携し、特定事象発生

の通報がなされた場合、健康調査・健康相談を適

切に行う観点から、発災後一か月以内を目途に緊

急時における放射性ヨウ素の吸入による内部被ば

画 

緊急時モニタリング実施計画は、原子力規制委員

会が、原子力災害対策指針に基づき策定するもの

とされている。 

原子力災害対策本部は、初動対応後、必要に応じ

て、緊急時モニタリングの実施及び支援に関して

調整する会議を開催し、緊急時モニタリング実施

計画を適宜改定するため、県は、関係省庁、原子

力事業者等とともに会議に参画し、改定に協力す

るものとする。 

(3) 緊急時モニタリングの実施 

県は、原子力災害対策本部の総合調整のもと、周

辺への放射性物質又は放射線に関する情報を得る

ために、緊急時モニタリング計画に基づき緊急時

モニタリングを実施し、実施結果をとりまとめ、

原子力災害対策本部に送付するものとする。 

 

 

 

(4) モニタリング結果の共有 

県は、国と連携し、モニタリングの結果及びその

評価を共有することとする。また、緊急時モニタ

リングの結果等について連絡を受けた県は、その

内容を所在市及び関係周辺市町に連絡するととも

に必要に応じて所在市、関係周辺市町以外に連絡

するものとする。 

 

 

 

(5) 緊急時の公衆の被ばく線量の推計 

国、指定公共機関及び県は連携し、特定事象発生

の通報がなされた場合、健康調査・健康相談を適

切に行う観点から、発災後一か月以内を目途に緊

急時における放射性ヨウ素等の吸入による内部被

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

ばくの把握を行うとともに、速やかに外部被ばく

線量の推計等を行うための行動調査を行うものと

する。 

第３節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

(1) 警戒本部の設置準備等 

① 警戒本部の設置準備体制 

県は、警戒事象発生の通報を受けた場合、もしく

は、原子力発電所における事故の影響が周辺地域

に及ぶおそれがある旨、原子力事業者から通報を

受けた場合、速やかに職員の非常参集、情報の収

集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、

国、所在市、関係周辺市町及び原子力事業者等関

係機関と緊密な連携を図りつつ、必要に応じ警戒

本部を設置できるよう警戒態勢をとるものとす

る。 

 

② 警戒本部の設置準備体制の解除 

警戒本部の設置準備体制の解除は、概ね次の基準

によるものとする。 

ア  知事が、原子力発電所の事故が終結し、災害

応急対策の必要がなくなったと認めたとき。 

イ  警戒本部が設置されたとき。 

③ 所在市及び関係周辺市町への連絡 

県は、警戒本部の設置準備体制をとったとき又は

廃止したときは、その旨を所在市及び関係周辺市

町へ連絡するものとする。 

(2) 警戒本部の設置等 

① 警戒本部の設置 

県は、特定事象発生の通報を受けた場合、知事を

本部長とする警戒本部を県庁に設置するものとす

る。また、必要に応じ、副知事を長とする現地警

戒本部を対策拠点施設に設置するものとする。 

②  情報の収集 

くの把握を行うとともに、速やかに外部被ばく線

量の推計等を行うための行動調査を行うものとす

る。 

第３節 活動体制の確立 

１．県の活動体制 

（１）事故対策のための警戒態勢 

①警戒態勢 

県は、警戒事象又は特定事象発生の通報を受けた

場合、速やかに職員の非常参集、情報の収集・連

絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、国、

所在市町村、関係周辺市町村及び原子力事業者等

関係機関と緊密な連携を図りつつ、事故対策のめ

あらかじめ定められた警戒態勢をとるものとす

る。 

【第２章第７節「緊急事態応急体制の整備」にお

ける検討結果等をもとに具体的に記載するものと

する。】 

② 情報の収集 

県は、警戒事象又は特定事象発生の通報を受けた

場合、原子力防災専門官、原子力事業者等から情

報等を得るなど国との連携を図りつつ、事故の状

況の把握に努めるものとする。 

【事故対策本部の設置などが考えられる。】 

③対策拠点施設の設営準備への協力 

県は、警戒事象又は特定事象発生の通報を受けた

場合、直ちに対策拠点施設の立ち上げ準備への協

力を行うものとする。 

④現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設にて開

催し、これに県の職員の派遣要請があった場合に

は、あらかじめ定められた職員を対策拠点施設に

派遣するものとする。 

⑤国等との情報の共有等 

県は、派遣された職員に対し、県が行う応急対策

ばくの把握を行うとともに、速やかに外部被ばく

線量の推計等を行うための行動調査を行うものと

する。 

第３節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

(1) 警戒本部の設置準備等 

① 警戒本部の設置準備体制 

県は、警戒事象発生の通報を受けた場合、もしく

は、原子力発電所における事故の影響が周辺地域

に及ぶおそれがある旨、原子力事業者から通報を

受けた場合、速やかに職員の非常参集、情報の収

集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、

国、所在市、関係周辺市町及び原子力事業者等関

係機関と緊密な連携を図りつつ、必要に応じ警戒

本部を設置できるよう警戒態勢をとるものとす

る。 

 

② 警戒本部の設置準備体制の解除 

警戒本部の設置準備体制の解除は、概ね次の基準

によるものとする。 

ア  知事が、原子力発電所の事故が終結し、災害

応急対策の必要がなくなったと認めたとき。 

イ  警戒本部が設置されたとき。 

③ 所在市及び関係周辺市町への連絡 

県は、警戒本部の設置準備体制をとったとき又は

廃止したときは、その旨を所在市及び関係周辺市

町へ連絡するものとする。 

(2) 警戒本部の設置等 

① 警戒本部の設置 

県は、特定事象発生の通報を受けた場合、知事を

本部長とする警戒本部を県庁に設置するものとす

る。また、必要に応じ、副知事を長とする現地警

戒本部を対策拠点施設に設置するものとする。 

②  情報の収集 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

県は、特定事象発生の通報を受けた場合、原子力

防災専門官、原子力事業者等から情報等を得るな

ど国との連携を図りつつ、事故の状況の把握に努

めるものとする。 

③  対策拠点施設の設営準備への協力 

県は、特定事象発生の通報を受けた場合、直ちに

対策拠点施設の設営準備への協力を行うものとす

る。 

④  現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

国が対策拠点施設において現地事故対策連絡会議

を開催し、これに県の職員の派遣要請があった場

合には、あらかじめ定められた職員を対策拠点施

設に派遣するものとする。 

⑤  国等との情報の共有等 

県は、派遣された職員に対し、県が行う応急対策

の状況、緊急事態応急対策の準備状況等について

随時連絡するなど当該職員を通じて国等との連

絡・調整及び情報の共有を行うものとする。 

⑥  警戒本部の廃止 

警戒本部の廃止は、概ね次の基準によるものとす

る。 

ア 警戒本部長が、原子力発電所の事故が終結し、

災害応急対策の必要がなくなったと認めたとき。

イ 災害対策本部が設置されたとき 

 

(3)  災害対策本部の設置等 

 ① 災害対策本部の設置 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出

した場合又は知事が必要と認めた場合は、知事を

本部長とする災害対策本部を県庁に設置するもの

とする。また、必要に応じ、副知事を長とする現

地対策本部を対策拠点施設に設置するものとす

る。 

 

の状況、緊急事態応急対策の準備状況等について

随時連絡するなど当該職員を通じて国等との連

絡・調整、情報の共有を行うものとする。 

⑥警戒態勢の解除 

警戒態勢の解除は、概ね以下の基準によるものと

する。 

※ 警戒態勢の解除基準・・・略 

【警戒態勢として事故対策本部を設置した場合に

おけるその解除基準（廃止基準）を例示すれば以

下のようなものが考えられる。 

ア 事故対策本部長が、原子力施設の事故が終結

し、緊急事態応急対策が完了した又は対策の必要

がなくなったと認めたとき。 

イ 災害対策本部が設置されたとき。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）災害対策本部の設置等 

 

①県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発

出した場合又は知事が必要と認めた場合は、あら

かじめ定められた場所に知事を本部長とする災害

対策本部を設置するものとする。さらに、原則と

してあらかじめ定められた責任ある判断の行える

者を長とする現地災害対策本部等を対策拠点施設

に設置するものとする。 

県は、特定事象発生の通報を受けた場合、原子力

防災専門官、原子力事業者等から情報等を得るな

ど国との連携を図りつつ、事故の状況の把握に努

めるものとする。 

③  対策拠点施設の設営準備への協力 

県は、特定事象発生の通報を受けた場合、直ちに

対策拠点施設の設営準備への協力を行うものとす

る。 

④  現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

国が対策拠点施設において現地事故対策連絡会議

を開催し、これに県の職員の派遣要請があった場

合には、あらかじめ定められた職員を対策拠点施

設に派遣するものとする。 

⑤  国等との情報の共有等 

県は、派遣された職員に対し、県が行う応急対策

の状況、緊急事態応急対策の準備状況等について

随時連絡するなど当該職員を通じて国等との連

絡・調整及び情報の共有を行うものとする。 

⑥  警戒本部の廃止 

警戒本部の廃止は、概ね次の基準によるものとす

る。 

ア 警戒本部長が、原子力発電所の事故が終結し、

災害応急対策の必要がなくなったと認めたとき。 

イ 災害対策本部が設置されたとき 

 

(3)  災害対策本部の設置等 

 ① 災害対策本部の設置 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出

した場合又は知事が必要と認めた場合は、知事を

本部長とする災害対策本部を県庁に設置するもの

とする。また、必要に応じ、副知事を長とする現

地対策本部を対策拠点施設に設置するものとす

る。 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

② 災害対策本部の廃止 

災害対策本部の廃止は、概ね次の基準によるもの

とする。 

ア  原子力緊急事態解除宣言がなされたとき。 

イ  災害対策本部長が、原子力発電所の事故が終

結し、緊急事態応急対策が完了した又は対策の必

要がなくなったと認めたとき。 

(4) 国、所在市及び関係周辺市町への連絡 

県は、警戒本部又は災害対策本部を設置又は廃止

したときは、その旨を国、所在市及び関係周辺市

町へ連絡するとともに、所在市及び関係周辺市町

に対して警戒態勢、災害対策本部の設置準備又は

設置について助言するものとする。 

(5) 災害対策本部等の組織、配備態勢及び参集方

法等 

警戒本部設置準備体制、警戒本部及び災害対策本

部の組織、構成、配備態勢、参集方法、所掌事務

等は、静岡県原子力災害対策本部等運営要領（以

下「災害対策本部等運営要領」という。）によるも

のとする。 

(6) 他の災害対策本部等との連携 

複合災害が発生した場合において、対策本部が複

数設置された場合は、重複する要員の所在調整、

情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、

合同会議の開催等に努めるものとする。現地対策

本部についても、必要に応じ、同様の配慮を行う

ものとする。 

２ 原子力災害合同対策協議会への出席等 

原子力緊急事態宣言が発出され、対策拠点施設に

おいて原子力災害合同対策協議会が組織されるこ

ととなった場合は、県は、あらかじめ定められた

責任ある判断を行える者をこれに出席させ、原子

【県が必要と認め災害対策本部を設置する場合に

は、国に連絡するものとする。】 

 

② 災害対策本部の廃止は、概ね以下の基準による

ものとする。 

ア 原子力緊急事態解除宣言がなされたとき。 

イ 災害対策本部長が、原子力施設の事故が終結

し、緊急事態応急対策が完了した又は対策の必要

がなくなったと認めたとき。 

 

 

 

 

 

 

（３）災害対策本部等の組織、配備体制及び参集

方法等 

災害対策本部等の組織、構成、配備体制、参集方

法、所掌事務等は別表のとおりとする。 

別表・・・・・・・略 

 

 

（４）他の災害対策本部等との連携 

複合災害が発生した場合において、対策本部が複

数設置された場合は、重複する要員の所在調整、

情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、

合同会議の開催等に努めるものとする。現地対策

本部についても、必要に応じ、同様の配慮を行う

ものとする。 

２．原子力災害合同対策協議会への出席等 

原子力緊急事態宣言が発出され、対策拠点施設に

おいて原子力災害合同対策協議会が組織されるこ

ととなった場合は、県は、あらかじめ定められた

責任ある判断を行える者をこれに出席させ、原子

 

 

② 災害対策本部の廃止 

災害対策本部の廃止は、概ね次の基準によるもの

とする。 

ア  原子力緊急事態解除宣言がなされたとき。 

イ  災害対策本部長が、原子力発電所の事故が終

結し、緊急事態応急対策が完了した又は対策の必

要がなくなったと認めたとき。 

(4) 国、所在市及び関係周辺市町への連絡 

県は、警戒本部又は災害対策本部を設置又は廃止

したときは、その旨を国、所在市及び関係周辺市

町へ連絡するとともに、所在市及び関係周辺市町

に対して警戒態勢、災害対策本部の設置準備又は

設置について助言するものとする。 

(5) 災害対策本部等の組織、配備態勢及び参集方

法等 

警戒本部設置準備体制、警戒本部及び災害対策本

部の組織、構成、配備態勢、参集方法、所掌事務

等は、静岡県原子力災害対策本部等運営要領（以

下「災害対策本部等運営要領」という。）によるも

のとする。 

(6) 他の災害対策本部等との連携 

複合災害が発生した場合において、対策本部が複

数設置された場合は、重複する要員の所在調整、

情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、

合同会議の開催等に努めるものとする。現地対策

本部についても、必要に応じ、同様の配慮を行う

ものとする。 

２ 原子力災害合同対策協議会への出席等 

原子力緊急事態宣言が発出され、対策拠点施設に

おいて原子力災害合同対策協議会が組織されるこ

ととなった場合は、県は、あらかじめ定められた

責任ある判断を行える者をこれに出席させ、原子
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力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急

対策の実施に向けた調整を行うものとする。 

また、県は、あらかじめ定められた職員を対策拠

点施設に派遣し、初動の緊急避難における周辺地

域での活動体制を確立するとともに、施設の状況

の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報

の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の活

動に従事させるものとする。 

原子力災害合同対策協議会の構成員は別に定める

ものとする。 

 

３ 専門家の派遣要請 

県は、特定事象発生の通報がなされた場合、必要

に応じ、あらかじめ定められた手続きに従い、国

及び関係機関に対して専門家の派遣を要請するも

のとする。 

４ 応援要請及び職員の派遣要請等 

(1) 応援要請 

県は、必要に応じ、あらかじめ締結された応援協

定等に基づき、他都道府県等に対し速やかに応援

要請を行うものとする。 

県は、緊急消防援助隊の出動要請の必要があると

認める場合又は市町から要請があった場合は、消

防庁に対し速やかにその出動を要請するものとす

る。 

県警察は、必要に応じ、警察庁を通じ全国都道府

県警察に対して警察災害派遣隊の出動を要請する

ものとする。 

 

 

(2) 職員の派遣要請等 

知事は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対

策のため必要と認めるときは、指定行政機関又は

指定地方行政機関の長に対し、職員の派遣を要請

力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急

対策の実施に向けた調整を行うものとする。 

原子力災害合同対策協議会の構成員は別表のとお

りである。 

別表・・・・・・・略 

また、県は、あらかじめ定められた職員を対策拠

点施設に派遣し、初動の緊急避難における周辺地

域での活動体制を確立するとともに、施設の状況

の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報

の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の活

動に従事させるものとする。 

３．専門家の派遣要請 

県は、特定事象発生の通報がなされた場合、必要

に応じ、あらかじめ定められた手続きに従い、国

及び関係機関に対して専門家の派遣を要請するも

のとする。 

４．応援要請及び職員の派遣要請等 

（１）応援要請 

県は、必要に応じ、あらかじめ締結された応援協

定等に基づき、他都道府県等に対し速やかに応援

要請を行うものとする。 

県は、緊急消防援助隊の出動要請の必要があると

認める場合又は市町村から要請があった場合は、

消防庁に対し速やかにその出動を要請するものと

する。 

県警察は、必要に応じ、警察庁を通じ全国都道府

県警察に対して警察災害派遣隊の出動を要請する

ものとする。 

【緊急事態宣言発出時においては、原則として応

援要請の準備を行うものとする。】 

（２）職員の派遣要請等 

知事は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対

策のため必要と認めるときは、指定行政機関又は

指定地方行政機関の長に対し、職員の派遣を要請

力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急

対策の実施に向けた調整を行うものとする。 

また、県は、あらかじめ定められた職員を対策拠

点施設に派遣し、初動の緊急避難における周辺地

域での活動体制を確立するとともに、施設の状況

の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報

の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の活

動に従事させるものとする。 

原子力災害合同対策協議会の構成員は別に定める

ものとする。 

 

３ 専門家の派遣要請 

県は、特定事象発生の通報がなされた場合、必要

に応じ、あらかじめ定められた手続きに従い、国

及び関係機関に対して専門家の派遣を要請するも

のとする。 

４ 応援要請及び職員の派遣要請等 

(1) 応援要請 

県は、必要に応じ、あらかじめ締結された応援協

定等に基づき、他都道府県等に対し速やかに応援

要請を行うものとする。 

県は、緊急消防援助隊の出動要請の必要があると

認める場合又は市町から要請があった場合は、消

防庁に対し速やかにその出動を要請するものとす

る。 

県警察は、必要に応じ、警察庁を通じ全国都道府

県警察に対して警察災害派遣隊の出動を要請する

ものとする。 

 

 

(2) 職員の派遣要請等 

知事は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対

策のため必要と認めるときは、指定行政機関又は

指定地方行政機関の長に対し、職員の派遣を要請
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し、又は内閣総理大臣に対し、指定行政機関又は

指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせん

を求めるものとする。 

知事は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対

策のため必要と認めるときは、指定行政機関又は

指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体

の障害の予防、診断及び治療に関する助言その他

の必要な援助を求めるものとする。 

 

 

 

 

 

５ 自衛隊の派遣要請等 

知事は、原子力災害対策本部設置前において、自

衛隊の派遣要請の必要があると認める場合又は市

町長から要請の要求があった場合は、直ちに派遣

を要請するものとする。 

また、原子力災害対策本部長又は知事は、自衛隊

による支援の必要がなくなったと認めるときに

は、速やかに自衛隊の部隊等の撤収を要請するも

のとする。 

 

 

 

 

６ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

原子力災害対策本部長は、原子力施設における放

射性物質の大量放出を防止するための応急措置が

終了したことにより避難区域の拡大防止がなされ

たこと及び初動段階における避難区域の住民避難

が概ね終了したことを一つの目途として、必要に

応じて、原子力災害対策本部の下に、被災者の生

活支援のため、環境大臣及び原子力利用省庁の担

し、又は内閣総理大臣に対し、指定行政機関又は

指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求

めるものとする。 

知事は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対

策のため必要と認めるときは、指定行政機関又は

指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体

の障害の予防、診断及び治療に関する助言その他

の必要な援助を求めるものとする。 

【原災法第28 条第3 項の規定により、読み替えて

適用される災対法第29 条第１項の規定による。派

遣要請手続きについては、原災法施行令第８条第

３項の規定により読み替えて適用される災対法施

行令第15 条の規定による。】 

５．自衛隊の派遣要請等 

知事は、原子力災害対策本部設置前において、自

衛隊の派遣要請の必要があると認める場合又は市

町村長から要請の要求があった場合は、直ちに派

遣を要請するものとする。 

また、原子力災害対策本部長又は知事は、自衛隊

による支援の必要がなくなったと認めるときに

は、速やかに自衛隊の部隊等の撤収を要請するも

のとする。 

【原災法第28 条第6 項の規定による。派遣要請手

続きについては、原災法施行令第８条第３項の規

定により読み替えて適用される災対法施行令第16 

条の規定による。】 

６．原子力被災者生活支援チームとの連携 

原子力災害対策本部長は、原子力施設における放

射性物質の大量放出を防止するための応急措置が

終了したことにより避難区域の拡大防止がなされ

たこと及び初動段階における避難区域の住民避難

が概ね終了したことを一つの目途として、必要に

応じて、原子力災害対策本部の下に、被災者の生

活支援のため、環境大臣及び原子力利用省庁の担

し、又は内閣総理大臣に対し、指定行政機関又は

指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせん

を求めるものとする。 

知事は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対

策のため必要と認めるときは、指定行政機関又は

指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体

の障害の予防、診断及び治療に関する助言その他

の必要な援助を求めるものとする。 

 

 

 

 

 

５ 自衛隊の派遣要請等 

知事は、原子力災害対策本部設置前において、自

衛隊の派遣要請の必要があると認める場合又は市

町長から要請の要求があった場合は、直ちに派遣

を要請するものとする。 

また、原子力災害対策本部長又は知事は、自衛隊

による支援の必要がなくなったと認めるときに

は、速やかに自衛隊の部隊等の撤収を要請するも

のとする。 

 

 

 

 

６ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

原子力災害対策本部長は、原子力施設における放

射性物質の大量放出を防止するための応急措置が

終了したことにより避難区域の拡大防止がなされ

たこと及び初動段階における避難区域の住民避難

が概ね終了したことを一つの目途として、必要に

応じて、原子力災害対策本部の下に、被災者の生

活支援のため、環境大臣及び原子力利用省庁の担
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

当大臣を長とする原子力被災者生活支援チームを

設置することとされている。 

県は、緊急避難完了後の段階において、国が設置

する原子力被災者生活支援チームと連携し、子ど

も等をはじめとする健康管理調査等の推進、環境

モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の

下汚染廃棄物の処理や除染等を推進するものとす

る。 

７ 防災業務関係者の安全確保 

県は、緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者

の安全確保を図るものとする。 

(1) 防災業務関係者の安全確保方針 

県は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある

環境下で活動する場合には、災害対策本部、現地

対策本部及び現場指揮者との連携を密にし、適切

な被ばく管理を行うとともに、災害特有の異常心

理下での活動において冷静な判断と行動が取れる

よう配意するものとする。 

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、

被ばくする可能性のある環境下で作業する場合の

防災業務従事者相互の安全チェック体制を整える

など安全管理に配意するものとする。 

(2) 防護対策 

①災害対策本部長又は現地対策本部長は、必要に

応じその管轄する防災業務関係者、市町及びその

他防災関係機関に対し、防護服、 防護マスク、線

量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配

備等必要な措置を図るよう指示するものとする。

 

 

 

 

 

 

当大臣を長とする原子力被災者生活支援チームを

設置することとされている。 

県は、初動段階における避難区域の住民避難完了

後の段階において、国が設置する原子力被災者生

活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする

健康管理調査等の推進、環境モニタリングの総合

的な推進、適切な役割分担の下汚染廃棄物の処理

や除染等を推進するものとする。 

７．防災業務関係者の安全確保 

県は、緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者

の安全確保を図るものとする。 

（１）防災業務関係者の安全確保方針 

県は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある

環境下で活動する場合には、災害対策本部（又は

現地災害対策本部）及び現場指揮者との連携を密

にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特

有の異常心理下での活動において冷静な判断と行

動が取れるよう配意するものとする。 

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、

被ばくする可能性のある環境下で作業する場合の

防災業務従事者相互の安全チェック体制を整える

など安全管理に配意するものとする。 

（２）防護対策 

①現地災害対策本部長、緊急時医療本部長、モニ

タリングセンター長は、必要に応じその管轄する

防災業務関係者に対し、防護服、 防護マスク、線

量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配

備等必要な措置を図るよう指示するものとする。

また、現地災害対策本部長は、市町村やその他防

災関係機関に対しても、防護服、防護マスク、線

量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配

備等必要な措置を図るよう指示するものとする。

【緊急時医療本部は、現地における医療活動を総

括するものとする。】 

当大臣を長とする原子力被災者生活支援チームを

設置することとされている。 

県は、初動段階における避難区域の住民避難完了

後の段階において、国が設置する原子力被災者生

活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする

健康管理調査等の推進、環境モニタリングの総合

的な推進、適切な役割分担の下汚染廃棄物の処理

や除染等を推進するものとする。 

７ 防災業務関係者の安全確保 

県は、緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者

の安全確保を図るものとする。 

(1) 防災業務関係者の安全確保方針 

県は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある

環境下で活動する場合には、災害対策本部、現地

対策本部及び現場指揮者との連携を密にし、適切

な被ばく管理を行うとともに、災害特有の異常心

理下での活動において冷静な判断と行動が取れる

よう配意するものとする。 

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、

被ばくする可能性のある環境下で作業する場合の

防災業務従事者相互の安全チェック体制を整える

など安全管理に配意するものとする。 

(2) 防護対策 

①災害対策本部長又は現地対策本部長は、必要に

応じその管轄する防災業務関係者、市町及びその

他防災関係機関に対し、防護服、 防護マスク、線

量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配

備等必要な措置を図るよう指示するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

②防護資機材に不足が生じた場合、又は生じるお

それがある場合には、災害対策本部長又は現地対

策本部長は、関係機関に対し防護資機材の調達の

要請を行うものとする。 

さらに、防護資機材が不足する場合には、関係機

関に対し原子力合同対策協議会の場において、防

護資機材の確保に関する支援を依頼するものとす

る。 

(3) 防災業務関係者の放射線防護 

① 防災業務関係者（事故が発生した原子力発電

所の放射線業務従事者は除く。）の放射線防護につ

いては、次表の防護指標に基づき行うものとする。

なお、これらの防災業務関係者の放射線防護に係

る指標は上限であり、防災活動に係る被ばく線量

をできる限り少なくするよう努力するものとす

る。 

対            象 指               標 

災害応急対策活動及び

災害復旧活動を実施す

る防災業務関係者の被

ばく線量 

実効線量で  50 ミリシ

ーベルトを上限とす

る。 

防災業務関係者のう

ち、事故現場において

緊急作業を実施する

人々（例えば、当該原

子力発電所の放射線業

務従事者以外の職員は

もとより、国から派遣

される専門家、警察関

係者、消防関係者、自

衛隊員及び緊急医療関

係者等）が、災害に発

展する事態の防止及び

実効線量で 100 ミリシ

ーベルトを上限とす

る。 

作業内容に応じて、必

要があれば、次の被ば

く線量をあわせて用い

る。 

眼の水晶体：等価線量

で 300 ミリシーベルト

を上限とする。 

皮膚：等価線量で１シ

ーベルトを上限とす

②防護資機材に不足が生じた場合、又は生じるお

それがある場合には、現地災害対策本部長は、関

係機関に対し防護資機材の調達の要請を行うもの

とする。 

さらに、防護資機材が不足する場合には、関係機

関に対し原子力合同対策協議会の場において、防

護資機材の確保に関する支援を依頼するものとす

る。 

（３）防災業務関係者の放射線防護 

①防災業務関係者の放射線防護については、あら

かじめ定められた緊急時の防災関係者の放射線防

護に係る基準に基づき行うものとする。 

【放射線防護に係る基準は、原子力災害対策指針

を参考に、防災業務内容等を考慮し、具体的に定

めておくこと。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②防護資機材に不足が生じた場合、又は生じるお

それがある場合には、災害対策本部長又は現地対

策本部長は、関係機関に対し防護資機材の調達の

要請を行うものとする。 

さらに、防護資機材が不足する場合には、関係機

関に対し原子力合同対策協議会の場において、防

護資機材の確保に関する支援を依頼するものとす

る。 

(3) 防災業務関係者の放射線防護 

① 防災業務関係者（事故が発生した原子力発電

所の放射線業務従事者は除く。）の放射線防護につ

いては、次表の防護指標に基づき行うものとする。 

なお、これらの防災業務関係者の放射線防護に係

る指標は上限であり、防災活動に係る被ばく線量

をできる限り少なくするよう努力するものとす

る。 

対            象 指               標 

災害応急対策活動及び

災害復旧活動を実施す

る防災業務関係者の被

ばく線量 

実効線量で  50 ミリシ

ーベルトを上限とす

る。 

防災業務関係者のう

ち、事故現場において

緊急作業を実施する

人々（例えば、当該原

子力発電所の放射線業

務従事者以外の職員は

もとより、国から派遣

される専門家、警察関

係者、消防関係者、自

衛隊員及び緊急医療関

係者等）が、災害に発

展する事態の防止及び

実効線量で 100 ミリシ

ーベルトを上限とす

る。 

作業内容に応じて、必

要があれば、次の被ば

く線量をあわせて用い

る。 

眼の水晶体：等価線量

で 300 ミリシーベルト

を上限とする。 

皮膚：等価線量で１シ

ーベルトを上限とす
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

人命救助等緊急やむを

得ない作業を実施する

場合の被ばく線量 

る。 

（注）事故が発生した原子力発電所等の放射線業

務従事者については、別途法令により線量限度が

定められているため、本指標は適用しない。 

② 県は県職員の被ばく管理を行うものとする。

③ 県の放射線防護を担う班は、現地対策本部に

被ばく管理を行う場所を設定し、必要に応じ、除

染等の医療措置を行うものとする。 

④ 現地対策本部の放射線防護を担う班及び現地

モニタリング班は、現地医務福祉班及び緊急被ば

く医療現地派遣チームと緊密な連携のもと被ばく

管理を行うものとする。また、必要に応じて専門

医療機関等の協力を得るものとする。 

さらに、放射線防護の要員が不足する場合や高度

な判断が必要な場合には、国（原子力緊急事態宣

言発出後は、国の原子力災害現地対策本部等）に

対し、緊急被ばく医療派遣チーム等の派遣要請を

行うものとする。 

⑤ 県は、応急対策活動を行う県の防災業務関係

者の安全確保のための資機材を確保するものとす

る。 

⑥ 県は、応急対策を行う職員等の安全確保のた

め、対策拠点施設等において、国、所在市、関係

周辺市町及び原子力事業者と相互に密接な情報交

換を行うものとする。 

第４節 屋内退避、避難収容等の防護活動 

１ 屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②県は県職員の被ばく管理を行うものとする。 

③県の放射線防護を担う班は、現地災害対策本部

に被ばく管理を行う場所を設定し、必要に応じ除

染等の医療措置を行うものとする。 

④県の本部の放射線防護を担う班及びモニタリン

グセンターは、緊急時医療本部及び緊急被ばく医

療現地派遣チームと緊密な連携のもと被ばく管理

を行うものとする。また、必要に応じて専門医療

機関等の協力を得るものとする。 

さらに、放射線防護の要員が不足する場合や高度

な判断が必要な場合には、国（原子力緊急事態宣

言発出後は、原子力災害現地対策本部等）に対し、

緊急被ばく医療派遣チーム等の派遣要請を行うも

のとする。 

⑤県は、応急対策活動を行う県の防災業務関係者

の安全確保のための資機材を確保するものとす

る。 

⑥県は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、

対策拠点施設等において、国、所在市町村及び関

係周辺市町村及び原子力事業者と相互に密接な情

報交換を行うものとする。 

第４節 屋内退避、避難収容等の防護活動 

１．屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 

県は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュア

ル等を踏まえ、屋内退避、避難誘導等の防護活動

人命救助等緊急やむを

得ない作業を実施する

場合の被ばく線量 

る。 

（注）事故が発生した原子力発電所等の放射線業

務従事者については、別途法令により線量限度が

定められているため、本指標は適用しない。 

② 県は県職員の被ばく管理を行うものとする。 

③ 県の放射線防護を担う班は、現地対策本部に

被ばく管理を行う場所を設定し、必要に応じ、除

染等の医療措置を行うものとする。 

④ 現地対策本部の放射線防護を担う班及び現地

モニタリング班は、現地医務福祉班及び緊急被ば

く医療現地派遣チームと緊密な連携のもと被ばく

管理を行うものとする。また、必要に応じて専門

医療機関等の協力を得るものとする。 

さらに、放射線防護の要員が不足する場合や高度

な判断が必要な場合には、国（原子力緊急事態宣

言発出後は、国の原子力災害現地対策本部等）に

対し、緊急被ばく医療派遣チーム等の派遣要請を

行うものとする。 

⑤ 県は、応急対策活動を行う県の防災業務関係

者の安全確保のための資機材を確保するものとす

る。 

⑥ 県は、応急対策を行う職員等の安全確保のた

め、対策拠点施設等において、国、所在市、関係

周辺市町及び原子力事業者と相互に密接な情報交

換を行うものとする。 

第４節 屋内退避、避難収容等の防護活動 

１ 屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 

県は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュア

ル等を踏まえ、屋内退避、避難誘導等の防護活動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

(1) 県は、特定事象発生時には、国の指示又は独

自の判断により、ＰＡＺ内における予防的防

護措置（避難）の準備を行うとともに、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施するものとする。 

【現状、原子力発電所のみを対象としているため、

【原子力発電所の場合】と【原子力発電所以外の

原子力施設の場合】に分けて記述している。】 

【原子力発電所の場合】 

 

（１）県は、警戒事象発生時には、国の指示又は

独自の判断により、ＰＡＺ内の傷病者、入院患者、

高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の災

害時要援護者等に係る予防的防護措置（避難）の

準備を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

(1) 県は、警戒事象発生時には、国の指示又は独

自の判断により、ＰＡＺ内の傷病者、入院患者、

高齢者、障害のある人、外国人、乳幼児、妊産婦

等の災害時要援護者等に係る予防的防護措置（避

難）の準備を行うものとする。 

表 警戒事態における緊急時活動レベル 

警戒事態の基準 措置の概要 

①原子力施設等立地道府県

※１において、震度６弱以上

の地震が発生した場合 

②原子力施設等立地道府県

※１において、大津波警報が

発令※２された場合 

③東海地震注意情報が発表

された場合※３ 

④原子力規制庁の審議官又

は原子力防災課事故対処室

長が警戒を必要と認める原

子炉施設の重要な故障等※

４ 

⑤その他原子力規制委員長

が原子力規制委員会原子力

事故警戒本部の設置が必要

と判断した場合 

体制構築や情報収

集を行い、住民防

護のための準備を

開始する。 

※１ 北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、

神奈川県、静岡県、新潟県、石川県、福井県、大

阪府、岡山県、鳥取県、島根県、愛媛県、佐賀県、

鹿児島県。ただし、北海道については、後志総合

 

・指針 P13 と同一の図を追加 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

・指針 P14「表２緊急事態区分とＥＡＬについ

て」の警戒事態を抜粋 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県は、特定事象（原災法１０条事象）発生

時には、国の指示又は独自の判断により、ＰＡＺ

内における予防的防護措置（避難）の準備を行う

とともに、ＰＡＺ内の傷病者、入院患者、高齢者、

障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援

護者等に係る予防的防護措置（避難）を行うこと

とし、ＰＡＺを含む市町村にその旨を伝達するこ

ととする。また、県は、国の指示又は独自の判断

により、 ＵＰＺ内における予防的防護措置（屋内

退避）の準備を行うこととする。 

【災害時要援護者等の避難を実施するにあたり、

振興局管内に限る。上斎原については、鳥取県も

岡山県と同等の扱いとする。また、鹿児島県にお

いては、薩摩川内市（甑島列島を含む）より南に

位置する島嶼を除く。 

※２ 施設が津波の発生地域から内陸側となる、岡

山県及び北海道太平洋沖に発令された場合を除

く。 

※３ 中部電力株式会社浜岡原子力発電所を警戒

事態の対象とする。 

※４ 想定される具体例は次のとおり。 

・ 非常用母線への交流電源が１系統（たとえば、

原子炉の運転中において、受電している非常用高

圧母線への交流電源の供給が１つの電源）になっ

た場合 

・原子炉の運転中に非常用直流電源が1 系統にな

った場合 

・１次冷却材中の放射性ヨウ素濃度が所定の値を

超えた場合 

・原子炉水位有効燃料長上端未満 

・自然災害により以下の状況となった場合 

－プラントの設計基準を超える事象 

－長期間にわたり原子力施設への侵入が困難にな

る事象 

(2) 県は、特定事象（原災法１０条事象）発生時

には、国の指示又は独自の判断により、ＰＡＺ内

における予防的防護措置（避難）の準備を行うと

ともに、ＰＡＺ内の傷病者、入院患者、高齢者、

障害のある人、外国人、乳幼児、妊産婦等の災害

時要援護者等に係る予防的防護措置（避難）を行

うこととし、ＰＡＺを含む市にその旨を伝達する

こととする。また、県は、国の指示又は独自の判

断により、 ＵＰＺ内における予防的防護措置（屋

内退避）の準備を行うこととする。  

表 施設敷地緊急事態における緊急時活動レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・指針 P14「表２緊急事態区分とＥＡＬについ
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言（原災法15条

事象）を発出し、ＰＡＺ内の避難を指示した場合

は、ＰＡＺ内の予防的防護措置（避難）を行うこ

ととし、ＰＡＺを含む市町に対し、住民等に対す

る避難のための立ち退きの指示の連絡、確認等必

要な緊急事態応急対策を実施するとともに、住民

避難者を安全上等のリスクにさらすことなく移動

させることが困難であるなど、屋内退避措置を優

先させるべきと判断される場合は、屋内退避措置

を並行して実施するものとする。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言

（原災法１５条事象）を発出し、ＰＡＺ内の避難

を指示した場合は、ＰＡＺ内の予防的防護措置（避

難）を行うこととし、ＰＡＺを含む市町村に対し、

住民等に対する避難のための立ち退きの指示の連

絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施すると

施設敷地緊急事態の基準 措置の概要 

①原子炉冷却材の漏えい。

②給水機能が喪失した場

合の高圧注水系の非常用

炉心冷却装置の不作動。 

③蒸気発生器へのすべて

の給水機能の喪失。 

④原子炉から主復水器に

より熱を除去する機能が

喪失した場合の残留熱除

去機能喪失。 

⑤全交流電源喪失（５分以

上継続）。 

⑥非常用直流母線が一と

なった場合の直流母線に

電気を供給する電源が一

となる状態が５分以上継

続。 

⑦原子炉停止中に原子炉

容器内の水位が非常用炉

心冷却装置が作動する水

位まで低下。 

⑧原子炉停止中に原子炉

を冷却するすべての機能

が喪失。 

⑨原子炉制御室の使用不

能。 

ＰＡＺ内の住民等

の避難準備、及び 

早期に実施が必要

な住民避難、等の 

防護措置を行う。 

 

(3) 県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言（原

災法１５条事象）を発出し、ＰＡＺ内の避難を指

示した場合は、ＰＡＺ内の予防的防護措置（避難）

を行うこととし、ＰＡＺを含む市町村に対し、住

民等に対する避難のための立ち退きの指示の連

絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施すると

て」の施設敷地緊急事態を抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂に伴う項番号の見直し 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

避難の支援が必要な場合には市町と連携し国に要

請するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに、住民避難の支援が必要な場合には市町村

と連携し国に要請するものとする。 

また、県は、ＰＡＺ内の予防的防護措置（避難）

の実施に併せ、国の指示又は独自の判断により、

原則としてＵＰＺ内における予防的防護措置（屋

内退避）を行うこととし、ＵＰＺを含む市町村に

その旨を伝達するとともに、ＵＰＺ外の市町村 

に対し、必要に応じて、予防的防護措置（屋内退

避）を行う可能性がある旨の注意喚起を行うもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに、住民避難の支援が必要な場合には市町村

と連携し国に要請するものとする。 

また、県は、ＰＡＺ内の予防的防護措置（避難）

の実施に併せ、国の指示又は独自の判断により、

原則としてＵＰＺ内における予防的防護措置（屋

内退避）を行うこととし、ＵＰＺを含む市町にそ

の旨を伝達するとともに、ＵＰＺ外の市町に対し、

必要に応じて、予防的防護措置（屋内退避）を行

う可能性がある旨の注意喚起を行うものとする。 

 

表 全面緊急事態における緊急時活動レベル 

全面緊急事態の基準 措置の概要 

①原子炉の非常停止が必要

な場合において、通常の中

性子の吸収材により原子炉

を停止することができな

い。 

②原子炉の非常停止が必要

な場合において、原子炉を

停止する全ての機能が喪

失。 

③全ての非常用炉心冷却装

置による当該原子炉への注

水不能。 

④原子炉格納容器内圧力が

設計上の 高使用圧力に到

達。 

⑤原子炉から残留熱を除去

する機能が喪失した場合

に、原子炉格納容器の圧力

抑制機能が喪失。 

⑥原子炉を冷却する全ての

機能が喪失。 

⑦全ての非常用直流電源喪

ＰＡＺ内の住民避

難等の防護措置を 

行うとともに、Ｕ

ＰＺ及び必要に応 

じてそれ以遠の周

辺地域において、 

放射性物質放出後

の防護措置実施に 

備えた準備を開始

する。放射性物質 

放出後は、計測さ

れる空間放射線量 

率などに基づく防

護措置を実施す 

る。 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

・指針 P14「表２緊急事態区分とＥＡＬについ

て」の全面緊急事態を抜粋 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、県は、国と連携し、緊急時モニタリングを

実施し、原子力災害対策指針を踏まえた国の指

導・助言、指示及び放射性物質による汚染状況調

査に基づき、原子力災害対策指針の指標を超え、

又は超えるおそれがあると認められる場合は、Ｕ

ＰＺを含む市町に対し、住民等に対するＵＰＺ内

の屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は

指示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実

施するとともに、住民避難の支援が必要な場合に

は市町と連携し国に要請するものとする。 

なお、県知事は、指示案を伝達された場合には当

該指示案に対して速やかに意見を述べるものとす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、県は、事態の規模、時間的な推移に応じて、

国から避難等の予防的防護措置を講じるよう指示

された場合、又は、国と連携し、緊急時モニタリ

ングを実施し、原子力災害対策指針を踏まえた国

の指導・助言、指示及び放射性物質による汚染状

況調査に基づき、原子力災害対策指針に基づいた

ＯＩＬの値を超え、又は超えるおそれがあると認

められる場合は、市町村に対し、住民等に対する

屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指

示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施

するとともに、住民避難の支援が必要な場合には

市町村と連携し国に要請するものとする。 

失が５分以上継続。 

⑧炉心の溶融を示す放射線

量又は温度の検知。 

⑨原子炉容器内の照射済み

燃料集合体の露出を示す原

子炉容器内の液位の変化そ

の他の事象の検知。 

⑩残留熱を除去する機能が

喪失する水位まで低下した

状態が１時間以上継続。 

⑪原子炉制御室等の使用不

能。 

⑫照射済み燃料集合体の貯

蔵槽の液位が、当該燃料集

合体が露出する液面まで低

下。 

⑬敷地境界の空間放射線量

率５μSv/hが１０分以上継

続。※５ 

※５ 落雷及び明らかに当該原子力施設以外の施

設による放射性物質の影響がある場合は除く。 

 

また、県は、事態の規模、時間的な推移に応じて、

国から避難等の予防的防護措置を講じるよう指示

された場合、又は、国と連携し、緊急時モニタリ

ングを実施し、原子力災害対策指針を踏まえた国

の指導・助言、指示及び放射性物質による汚染状

況調査に基づき、原子力災害対策指針に基づいた

ＯＩＬの値を超え、又は超えるおそれがあると認

められる場合は、市町村に対し、住民等に対する

屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指

示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施

するとともに、住民避難の支援が必要な場合には

市町村と連携し国に要請するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、県の知事は、指示案を伝達された場合には

当該指示案に対して速やかに意見を述べるものと

する。 

【原災法第15 条第３項の規定による内閣総理大

臣の指示。 

国は、地方公共団体の要請等に応じ、住民避難の

支援を行うとされている。 

避難を実施するにあたり、避難者を安全上等のリ

スクにさらすことなく移動させることが困難であ

るなど、屋内退避措置を優先させるべきと判断さ

れる場合は、屋内退避措置を並行して実施するも

のとする。「住民避難の支援が必要な場合」とは、

自県での輸送力では不足し他県から輸送手段を調

達する場合等、自県で対応できない場合である。

ここでいう「市町村」は、ＵＰＺを含む市町村の

みならず、必要に応じて、ＵＰＺ外の市町村も対

象とする。 

ここでいう「屋内退避」は、避難すべき状況にお

いて避難が困難な場合における屋内退避措置の実

施又は継続を含む。 

ＯＩＬと各種防護措置の関係については、原子力

災害対策指針及び別添４を参照されたい。 

ＵＰＺ及びＵＰＺ外における避難の実施にあたっ

ては、ＯＩＬの値に基づき、避難方法（避難

（evacuation）か一時移転（temporary 

relocation）か）を選択することとなる（第２章

第８節参照）が、事態の規模、時間的な推移に応

じて、国から避難等の予防的防護措置を講じ 

るよう指示された場合にあっては、この限りでは

ない。 

「住民避難の支援が必要な場合」とは、自県での

輸送力では不足し他県から輸送手段を調達する場

合等、自県で対応できない場合である。】 

 

なお、県の知事は、指示案を伝達された場合には

当該指示案に対して速やかに意見を述べるものと

する。 

 

表 ＯＩＬ１、２と防護措置 

基準の概要 初期設定値

※１ 

防護措置の概

要 

ＯＩＬ１ 

地表面からの放

射線、再浮遊した

放射性物質の吸

入、不注意な経口

摂取による被ば

く影響を防止す

るため、住民等を

数時間内に避難

や屋内退避等さ

せるための基準 

500μSv/h 

（地上１m 

で計測した

場合の空間

放射線量率

※２） 

数時間内を目

途に区域を特

定し、避難等

を実施。(移動

が困難な者の

一時屋内退避

を含む） 

ＯＩＬ２ 

地表面からの放

射線、再浮遊した

放射性物質の吸

入、不注意な経口

摂取による被ば

く影響を防止す

るため、地域生産

物※5 の摂取を制

限するとともに、

住民等を1週間程

度内に一時移転

させるための基

準 

20μSv/h 

（地上１m 

で計測した

場合の空間

放射線量率

※２） 

１日内を目途

に区域を特定

し、地域生産

物の摂取を制

限するととも

に１週間程度

内に一時移転 

を実施。 

※１「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるOIL 

の値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確

 

 

 

 

・指針 P16「表３ＯＩＬと防護措置について」

のＯＩＬ１とＯＩＬ２を抜粋 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県は、住民等の避難誘導に当たっては、避難

対象区域を含む市町に協力し、住民等に向けて、

避難やスクリーニング等の場所の所在、災害の概

要その他の避難に資する情報の提供に努めるもの

とする。また、県はこれらの情報について、原子

力災害現地対策本部等に対しても情報提供するも

のとする。 

 

(3) 県は、避難のための立ち退きの勧告又は指示

等を行った場合は、避難対象区域を含む市町に協

力し、戸別訪問、避難所における確認等あらかじ

め定められた方法により住民等の避難状況を確認

するものとする。また、避難状況の確認結果につ

いては、原子力災害現地対策本部等に対しても情

報提供するものとする。 

 

(4) 県は、国の協力のもと、市町の区域を越えて

避難を行う必要が生じた場合は、受入先の市町に

対し、収容施設の供与及びその他の災害救助の実

施に協力するよう指示するものとする。また、こ

の場合、県は受入先の市町と協議のうえ、要避難

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）県は、住民等の避難誘導に当たっては、避

難対象区域を含む市町村に協力し、住民等に向け

て、避難やスクリーニング等の場所の所在、災害

の概要、緊急時モニタリング結果や参考となる気

象予測及び大気中拡散予測その他の避難に資する

情報の提供に努めるものとする。また、県はこれ

らの情報について、原子力災害現地対策本部等に

対しても情報提供するものとする。 

（５）県は、避難のための立ち退きの勧告又は指

示等を行った場合は、避難対象区域を含む市町村

に協力し、戸別訪問、避難所における確認等あら

かじめ定められた方法により住民等の避難状況を

確認するものとする。また、避難状況の確認結果

については、原子力災害現地対策本部等に対して

も情報提供するものとする。 

【災害対策基本法第７２条第１項の規定による。】

（６）県は、国の協力のもと、市町村の区域を越

えて避難を行う必要が生じた場合は、受入先の市

町村に対し、収容施設の供与及びその他の災害救

助の実施に協力するよう指示するものとする。ま

た、この場合、県は受入先の市町村と協議のうえ、

になった時点で必要な場合にはOIL の初期設定値

は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射

線量率である。実際の適用に当たっては、空間放

射線量率計測機器の設置場所における線量率と地

上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準

の値を補正する必要がある。 

※５ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質

により直接汚染される野外で生産された食品であ

って、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、

該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

 

 

(4) 県は、住民等の避難誘導に当たっては、避難

対象区域を含む市町村に協力し、住民等に向けて、

避難やスクリーニング等の場所の所在、災害の概

要、緊急時モニタリング結果や参考となる気象予

測及び大気中拡散予測その他の避難に資する情報

の提供に努めるものとする。また、県はこれらの

情報について、原子力災害現地対策本部等に対し

ても情報提供するものとする。 

(5) 県は、避難のための立ち退きの勧告又は指示

等を行った場合は、避難対象区域を含む市町村に

協力し、戸別訪問、避難所における確認等あらか

じめ定められた方法により住民等の避難状況を確

認するものとする。また、避難状況の確認結果に

ついては、原子力災害現地対策本部等に対しても

情報提供するものとする。 

 

 (6) 県は、国の協力のもと、市町の区域を越えて

避難を行う必要が生じた場合は、受入先の市町に

対し、収容施設の供与及びその他の災害救助の実

施に協力するよう指示するものとする。また、こ

の場合、県は受入先の市町と協議のうえ、要避難

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂に伴う項番号の見直し 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

・マニュアル改訂に伴う項番号の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂に伴う項番号の見直し 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

区域の市町に対し避難所となる施設を示すものと

する。 

なお、県域を越える広域的な避難等を要する事態

となり、広域避難収容に関する国の支援が必要で

あると判断した場合には、原子力災害対策本部等

に対して要請を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要避難区域の市町村に対し避難所となる施設を示

すものとする。 

なお、県域を越える広域的な避難等を要する事態

となり、広域避難収容に関する国の支援が必要で

あると判断した場合には、原子力災害対策本部等

に対して要請を行うものとする。 

【関係周辺都道府県の市町村に避難所となる施設

を指定する場合には、関係周辺都道府県及び市町

村とあらかじめ協議しておくものとする。】 

 

【原子力発電所以外の原子力施設の場合】 

（１）県は、原子力緊急事態宣言が発出された場

合における内閣総理大臣の指示に従い、又は独自

の判断により、市町村に対し、住民等に対する屋

内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示

の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施す

るとともに、住民避難の支援が必要な場合には市

町村と連携し国に要請するものとする。 

【原災法第１５条第３項の規定による内閣総理大

臣の指示。国は、地方公共団体の要請等に応じ、

住民避難の支援を行うとされている。 

「住民避難の支援が必要な場合」とは、自県での

輸送力では不足し他県から輸送手段を調達する場

合等、自県で対応できない場合である。】 

（２）県は、住民等の避難誘導に当たっては、避

難対象区域を含む市町村に協力し、避難所の所在、

災害の概要、緊急時モニタリング結果や参考とな

る気象予測及び大気拡散予測その他の避難に資す

る情報の提供に努めるものとする。 

（３）県は、避難のための立ち退きの勧告又は指

示等を行った場合は、市町村に協力し、戸別訪問、

避難所における確認等あらかじめ定められた方法

により住民等の避難状況を確認するものとする。

また、避難状況の確認結果については、原子力災

区域の市町に対し避難所となる施設を示すものと

する。 

なお、県域を越える広域的な避難等を要する事態

となり、広域避難収容に関する国の支援が必要で

あると判断した場合には、原子力災害対策本部等

に対して要請を行うものとする。 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難場所 

(1) 県は、避難対象区域を含む市町に対し、緊急

時に必要に応じ避難及びスクリーニング等の場所

の開設、住民等に対する周知徹底について支援す

るものとする。また、必要があれば、あらかじめ

指定された施設以外の施設についても、災害に対

する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難

場所として開設することを支援するものとする。

 

(2) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、そ

れぞれの避難場所に収容されている避難者に係る

情報の早期把握に努め、国等への報告を行うもの

とする。また、民生委員・児童委員、介護保険事

業者、障害福祉サービス事業者等は、災害時要援

護者の居場所や安否確認に努め、把握した情報に

ついて県及び市町に提供するものとする。 

(3) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、避

難場所における生活環境が、常に良好なものであ

るよう努めるものとする。そのため、食事供与の

状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な

対策を講じるものとする。また、避難の長期化等

必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベ

害対策本部等に対しても情報提供するものとす

る。 

（４）県は、市町村の区域を越えて避難を行う必

要が生じた場合は、受入先の市町村に対し、収容

施設の供与及びその他の災害救助の実施に協力す

るよう指示するものとする。なお、この場合、県

は受入先の市町村と協議のうえ、要避難区域の市

町村に対し避難所となる施設を示すものとする。

【災害対策基本法第７２条第１項の規定による。

関係周辺都道府県の市町村に避難所となる施設を

指定する場合には、関係周辺都道府県及び市町村

とあらかじめ協議しておくものとする。】 

２．避難場所 

（１）県は、避難対象区域を含む市町村に対し、

緊急時に必要に応じ避難及びスクリーニング等の

場所の開設、住民等に対する周知徹底について支

援するものとする。また、必要があれば、あらか

じめ指定された施設以外の施設についても、災害

に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て

避難場所として開設することを支援するものとす

る。 

（２）県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、

それぞれの避難場所に収容されている避難者に係

る情報の早期把握に努め、国等への報告を行うも

のとする。また、民生委員・児童委員、介護保険

事業者、障害福祉サービス事業者等は、災害時要

援護者の居場所や安否確認に努め、把握した情報

について県及び市町村に提供するものとする。 

（３）県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、

避難場所における生活環境が、常に良好なもので

あるよう努めるものとする。そのため、食事供与

の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要

な対策を講じるものとする。また、避難の長期化

等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難場所 

(1) 県は、避難対象区域を含む市町に対し、緊急

時に必要に応じ避難及びスクリーニング等の場所

の開設、住民等に対する周知徹底について支援す

るものとする。また、必要があれば、あらかじめ

指定された施設以外の施設についても、災害に対

する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難

場所として開設することを支援するものとする。 

 

(2) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、そ

れぞれの避難場所に収容されている避難者に係る

情報の早期把握に努め、国等への報告を行うもの

とする。また、民生委員・児童委員、介護保険事

業者、障害福祉サービス事業者等は、災害時要援

護者の居場所や安否確認に努め、把握した情報に

ついて県及び市町に提供するものとする。 

(3) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、避

難場所における生活環境が、常に良好なものであ

るよう努めるものとする。そのため、食事供与の

状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な

対策を講じるものとする。また、避難の長期化等

必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベ
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策定マニュアル（県分） 

新 備考 

ッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用

頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管

理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の

必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の

状況など、避難者の健康状態や避難場所の衛生状

態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める

ものとする。また、必要に応じ、避難場所におけ

る家庭動物のためのスペースの確保に努めるもの

とする。 

(4)避難場所における被災者は、生活環境の激変に

伴い、心身双方の健康に不調を来す可能性が高い

ため、県は、国と連携し、常に良好な衛生状態を

保つように努めるとともに、被災者の健康状態を

十分把握し、必要に応じ救護所等の設置や心のケ

アを含めた対策を行うものとする。 

特に、県は市町と連携し、高齢者、障害のある人、

外国人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者の心

身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に

応じ福祉施設等での受入れ、介護職員等の派遣、

車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団

体等の協力を得つつ、計画的に実施するものとす

る。 

また、県は市町と連携し、保健師等による巡回健

康相談等を実施するものとする。 

なお、県は市町と連携し、避難場所の生活環境を

確保するため、必要に応じ、仮設トイレを早期に

設置するとともに、被災地の衛生状態の保持のた

め、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等につ

いても必要な措置を講ずるものとする。 

(5) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、避

難場所の運営における女性の参画を推進するとと

もに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に

配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、

更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の

ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利

用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、

管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策

の必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理

の状況など、避難者の健康状態や避難場所の衛生

状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努め

るものとする。また、必要に応じ、避難場所にお

ける家庭動物のためのスペースの確保に努めるも

のとする。 

（４）県は、厚生労働省と連携し、避難場所にお

ける被災者は、生活環境の激変に伴い、心身双方

の健康に不調を来す可能性が高いため、常に良好

な衛生状態を保つように努めるとともに、被災者

の健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等の

設置や心のケアを含めた対策を行うものとする。

特に、傷病者、入院患者、高齢者、障害者、外国

人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者の心身双

方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ

福祉施設等での受入れ、介護職員等の派遣、車椅

子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等

の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。

 

また、県は市町村と連携し、保健師等による巡回

健康相談等を実施するものとする。 

なお、県は市町村と連携し、避難場所の生活環境

を確保するため、必要に応じ、仮設トイレを早期

に設置するとともに、被災地の衛生状態の保持の

ため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等に

ついても必要な措置を講ずるものとする。 

（５）県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、

避難場所の運営における女性の参画を推進すると

ともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等

に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し

場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下

ッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用

頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管

理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の

必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の

状況など、避難者の健康状態や避難場所の衛生状

態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める

ものとする。また、必要に応じ、避難場所におけ

る家庭動物のためのスペースの確保に努めるもの

とする。 

(4)避難場所における被災者は、生活環境の激変に

伴い、心身双方の健康に不調を来す可能性が高い

ため、県は、国と連携し、常に良好な衛生状態を

保つように努めるとともに、被災者の健康状態を

十分把握し、必要に応じ救護所等の設置や心のケ

アを含めた対策を行うものとする。 

特に、県は市町と連携し、傷病者、入院患者、高

齢者、障害のある人、外国人、乳幼児、妊産婦等

の災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段

の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等での受入れ、

介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業

者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的

に実施するものとする。 

また、県は市町と連携し、保健師等による巡回健

康相談等を実施するものとする。 

なお、県は市町と連携し、避難場所の生活環境を

確保するため、必要に応じ、仮設トイレを早期に

設置するとともに、被災地の衛生状態の保持のた

め、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等につ

いても必要な措置を講ずるものとする。 

(5) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、避

難場所の運営における女性の参画を推進するとと

もに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に

配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、

更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

女性による配布、避難場所における安全性の確保

など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難

場所の運営に努めるものとする。 

(6) 県は、国及び避難対象区域を含む市町と連携

し、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避

難の長期化等に鑑み、必要に応じて、旅館やホテ

ル等への移動を避難者に促すものとする。 

(7) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、原

子力災害対策指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の予防

服用の効果、服用対象者、禁忌等について避難者

へパンフレット等により説明するとともに、安定

ヨウ素剤の準備を行うものとする。 

(8) 県は、国及び避難対象区域を含む市町と連携

し、災害の規模等に鑑みて、避難者の健全な住生

活の早期確保のために、必要に応じ、応急仮設住

宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空

き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等

により、避難場所の早期解消に努めることを基本

とする。 

(9) 県は、応急仮設住宅を建設する必要があると

きは、避難者の健全な住生活の早期確保を図るた

め、速やかに国と協議の上建設するものとする。

ただし、建設に当たっては、二次災害に十分配慮

するとともに、必要に応じて，応急仮設住宅にお

ける家庭動物の受入れに配慮するものとする。ま

た、被災者の入居に係る事務を行い、その円滑な

入居の促進に努めるものとする。なお、応急仮設

住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要

がある場合には、必要に応じて国に資機材の調達

に関して要請するものとする。 

３ 広域一時滞在 

(1) 被災市町は、災害の規模、被災者の避難、収

容状況、避難の長期化等に鑑み、被災市町の区域

外への広域的な避難及び避難場所、応急仮設住宅

着の女性による配布、避難場所における安全性の

確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した

避難場所の運営に努めるものとする。 

（６）県は、国及び避難対象区域を含む市町村と

連携し、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、

避難の長期化等に鑑み、必要に応じて、旅館やホ

テル等への移動を避難者に促すものとする。 

（７）県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、

原子力災害対策指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の予

防服用の効果、服用対象者、禁忌等について避難

者へパンフレット等により説明するとともに、安

定ヨウ素剤の準備を行うものとする。 

（８）県は、国及び避難対象区域を含む市町村と

連携し、災害の規模等に鑑みて、避難者の健全な

住生活の早期確保のために、必要に応じ、応急仮

設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及

び空き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活

用等により、避難場所の早期解消に努めることを

基本とする。 

（９）県は、応急仮設住宅を建設する必要がある

ときは、避難者の健全な住生活の早期確保を図る

ため、速やかに国と協議の上建設するものとする。

ただし、建設に当たっては、二次災害に十分配慮

するとともに、必要に応じて，応急仮設住宅にお

ける家庭動物の受入れに配慮するものとする。ま

た、被災者の入居に係る事務を行い、その円滑な

入居の促進に努めるものとする。なお、応急仮設

住宅の建設に必要な資機材が不足し、調整の必要

がある場合には、必要に応じて国に資機材の調達

に関して要請するものとする。 

３．広域一時滞在 

（１）被災市町村は、災害の規模、被災者の避難、

収容状況、避難の長期化等に鑑み、被災市町村の

区域外への広域的な避難及び避難場所、応急仮設

女性による配布、避難場所における安全性の確保

など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難

場所の運営に努めるものとする。 

(6) 県は、国及び避難対象区域を含む市町と連携

し、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避

難の長期化等に鑑み、必要に応じて、旅館やホテ

ル等への移動を避難者に促すものとする。 

(7) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、原

子力災害対策指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の予防

服用の効果、服用対象者、禁忌等について避難者

へパンフレット等により説明するとともに、安定

ヨウ素剤の準備を行うものとする。 

(8) 県は、国及び避難対象区域を含む市町と連携

し、災害の規模等に鑑みて、避難者の健全な住生

活の早期確保のために、必要に応じ、応急仮設住

宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空

き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等

により、避難場所の早期解消に努めることを基本

とする。 

(9) 県は、応急仮設住宅を建設する必要があると

きは、避難者の健全な住生活の早期確保を図るた

め、速やかに国と協議の上建設するものとする。

ただし、建設に当たっては、二次災害に十分配慮

するとともに、必要に応じて，応急仮設住宅にお

ける家庭動物の受入れに配慮するものとする。ま

た、被災者の入居に係る事務を行い、その円滑な

入居の促進に努めるものとする。なお、応急仮設

住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要

がある場合には、必要に応じて国に資機材の調達

に関して要請するものとする。 

３ 広域一時滞在 

(1) 被災市町は、災害の規模、被災者の避難、収

容状況、避難の長期化等に鑑み、被災市町の区域

外への広域的な避難及び避難場所、応急仮設住宅
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

等への収容が必要であると判断した場合におい

て、県内の他の市町への受入れについては当該市

町に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入

れについては都道府県に対し当該他の都道府県と

の協議を求めるものとされている。 

 

(2) 県は、市町から協議要求があった場合、他の

都道府県と協議を行うものとする。また、市町の

行政機能が被災によって著しく低下した場合な

ど、被災市町からの要請を待ついとまがないとき

は、市町の要請を待たないで、広域一時滞在のた

めの要請を当該市町に代わって行うものとする。

 

(3) 国は、県から求めがあった場合には、受入先

の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体

における被災住民の受入能力（施設数、施設概要

等）等、広域一時滞在について助言するものとさ

れており、県は、市町から求めがあった場合には、

同様の助言を行うものとする。 

(4) 原子力災害対策本部等は、要請があった場合、

広域的観点から広域的避難収容実施計画を作成す

るものとされている。また、計画の内容を避難収

容関係省庁及び緊急輸送関係省庁に示し、計画に

基づく措置をとるよう依頼するとともに、要請し

た被災都道府県にも計画の内容を示すものとされ

ている。 

県は必要に応じ、原子力災害対策本部等に、広域

的避難収容実施計画の作成を要請するものとす

る。 

(5) 県は、被災した場合、避難収容関係省庁及び

緊急輸送関係省庁と連携し、計画に基づき適切な

広域的避難収容活動を実施するものとする。 

４ 避難の際の住民に対するスクリーニングの実

施 

住宅等への収容が必要であると判断した場合にお

いて、同一都道府県内の他の市町村への受入れに

ついては当該市町村に直接協議し、他の都道府県

の市町村への受入れについては都道府県に対し当

該他の都道府県との協議を求めるものとされてい

る。 

（２）県は、市町村から協議要求があった場合、

他の都道府県と協議を行うものとする。また、市

町村の行政機能が被災によって著しく低下した場

合など、被災市町村からの要請を待ついとまがな

いときは、市町村の要請を待たないで、広域一時

滞在のための要請を当該市町村に代わって行うも

のとする。 

（３）国は、県から求めがあった場合には、受入

先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団

体における被災住民の受入能力（施設数、施設概

要等）等、広域一時滞在について助言するものと

されており、県は、市町村から求めがあった場合

には、同様の助言を行うものとする。 

（４）原子力災害対策本部等は、要請があった場

合、広域的観点から広域的避難収容実施計画を作

成するものとされている。また、計画の内容を避

難収容関係省庁及び緊急輸送関係省庁に示し、計

画に基づく措置をとるよう依頼するとともに、要

請した被災都道府県にも計画の内容を示すものと

されている。 

県は必要に応じ、原子力災害対策本部等に、広域

的避難収容実施計画の作成を要請するものとす

る。 

（５）県は、被災した場合、避難収容関係省庁及

び緊急輸送関係省庁と連携し、計画に基づき適切

な広域的避難収容活動を実施するものとする。 

４．避難の際の住民に対するスクリーニングの実

施 

等への収容が必要であると判断した場合におい

て、県内の他の市町への受入れについては当該市

町に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入

れについては都道府県に対し当該他の都道府県と

の協議を求めるものとされている。 

 

(2) 県は、市町から協議要求があった場合、他の

都道府県と協議を行うものとする。また、市町の

行政機能が被災によって著しく低下した場合な

ど、被災市町からの要請を待ついとまがないとき

は、市町の要請を待たないで、広域一時滞在のた

めの要請を当該市町に代わって行うものとする。 

 

(3) 国は、県から求めがあった場合には、受入先

の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体

における被災住民の受入能力（施設数、施設概要

等）等、広域一時滞在について助言するものとさ

れており、県は、市町から求めがあった場合には、

同様の助言を行うものとする。 

(4) 原子力災害対策本部等は、要請があった場合、

広域的観点から広域的避難収容実施計画を作成す

るものとされている。また、計画の内容を避難収

容関係省庁及び緊急輸送関係省庁に示し、計画に

基づく措置をとるよう依頼するとともに、要請し

た被災都道府県にも計画の内容を示すものとされ

ている。 

県は必要に応じ、原子力災害対策本部等に、広域

的避難収容実施計画の作成を要請するものとす

る。 

(5) 県は、被災した場合、避難収容関係省庁及び

緊急輸送関係省庁と連携し、計画に基づき適切な

広域的避難収容活動を実施するものとする。 

４ 避難の際の住民に対するスクリーニングの実

施 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏

まえ、避難の際の住民等に対するスクリーニング

を行う際の基準を決定し、地方公共団体に連絡す

るものとされている。 

県は、原子力事業者と連携し、国の協力を得なが

ら、指定公共機関の支援の下、住民等が避難区域

等から避難した後に、住民等（避難輸送に使用す

る車両及びその乗務員を含む。）のスクリーニン

グ及び除染を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏

まえ、避難の際の住民等に対するスクリーニング

を行う際の基準を決定し、地方公共団体に連絡す

るものとされている。 

県は、原子力災害対策指針に基づき、原子力事業

者と連携し、国の協力を得ながら、指定公共機関

の支援の下、住民等が避難区域等から避難する際

に、住民等（避難輸送に使用する車両及びその乗

務員を含む。）のスクリーニング及び除染を行う

ものとする。 

【避難輸送に使用する車両及びその乗務員につい

ては、携行物も含めるものとする。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏

まえ、避難の際の住民等に対するスクリーニング

を行う際の基準を決定し、地方公共団体に連絡す

るものとされている。 

県は、原子力災害対策指針に基づき、原子力事業

者と連携し、国の協力を得ながら、指定公共機関

の支援の下、住民等が避難区域等から避難する際

に、住民等（避難輸送に使用する車両及びその乗

務員を含む。）のスクリーニング及び除染を行う

ものとする。 

表 ＯＩＬ４と防護措置について 

基準の概要 初期設定値

※１ 

防護措置の概

要 

β線：

40,000 cpm

※３ 

（皮膚から

数cm での

検出器の計

数率） 

ＯＩＬ４ 

不注意な経口摂

取、皮膚汚染から

の外部被ばくを

防止するため、除

染を講じるため

の基準 

β線：

13,000cpm※

４【１ヶ月後

の値】  

（皮膚から

数cm での

検出器の計

数率） 

避難基準に基

づいて避難し

た避難者等を

スクリーニン

グして、 基準

を超える際は

迅速に除染。 

※１「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるOIL 

の値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確

になった時点で必要な場合にはOIL の初期設定値

は改定される。 

※３ 我が国において広く用いられているβ線の

入射窓面積が20cm2の検出器を利用した場合の計

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

・指針 P16「表３ＯＩＬと防護措置について」

のＯＩＬ４を抜粋 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．安定ヨウ素剤の予防服用 

県は、原子力災害対策指針を踏まえ、国が決定し

た方針に従い、又は独自の判断により、安定ヨウ

素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放

射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合に

は、直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ素剤を

服用できるよう、服用するべき時機及び服用の方

法の指示、医師・薬剤師の確保等その他の必要な

措置を講じるものとする。 

 

 

 

６ 災害時要援護者等への配慮 

(1) 県は、市町と連携し、国の協力を得て、避難

誘導、避難場所での生活に関しては、災害時要援

護者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化さ

せないこと等に十分配慮し、避難場所での健康状

態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮設

住宅への優先的入居、高齢者、障害者向け応急仮

設住宅の設置等に努めるものとする。また、災害

時要援護者に向けた情報の提供についても十分配

慮するものとする。 

(2) 病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避

難の勧告・指示等があった場合は、あらかじめ機

関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．安定ヨウ素剤の予防服用 

県は、原子力災害対策指針を踏まえ、国の指示又

は独自の判断により、安定ヨウ素剤の予防服用が

必要となった場合には、直ちに服用対象の避難者

等が安定ヨウ素剤を服用できるよう、服用にあた

っての注意を払った上で、服用するべき時機及び

服用の方法の指示、医師・薬剤師の確保等その他

の必要な措置を講じるものとする。 

【ＰＡＺ内の住民等への安定ヨウ素剤の服用措置

に関する事項等については、原子力規制委員会で

の検討結果が原子力災害対策指針に記された段階

で、マニュアル本文に記載を行うこととする。】

６．災害時要援護者等への配慮 

（１）県は、市町村と連携し、国の協力を得て、

避難誘導、避難場所での生活に関しては、災害時

要援護者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪

化させないこと等に十分配慮し、避難場所での健

康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急

仮設住宅への優先的入居、高齢者、障害者向け応

急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また、

災害時要援護者に向けた情報の提供についても十

分配慮するものとする。 

（２）病院等医療機関は、原子力災害が発生し、

避難の勧告・指示等があった場合は、あらかじめ

機関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看

数率であり、表面汚染密度は約120Bq/cm2相当とな

る。 

他の計測器を使用して測定する場合には、この表

面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した

計数率を求める必要がある。 

※４ ※３と同様、表面汚染密度は約40Bq/cm2相当

となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率

の換算が必要である。 

 

５．安定ヨウ素剤の予防服用 

県は、原子力災害対策指針を踏まえ、国の指示又

は独自の判断により、安定ヨウ素剤の予防服用が

必要となった場合には、直ちに服用対象の避難者

等が安定ヨウ素剤を服用できるよう、服用にあた

っての注意を払った上で、服用するべき時機及び

服用の方法の指示、医師・薬剤師の確保等その他

の必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

６ 災害時要援護者等への配慮 

(1) 県は、市町と連携し、国の協力を得て、避難

誘導、避難場所での生活に関しては、災害時要援

護者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化さ

せないこと等に十分配慮し、避難場所での健康状

態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮設

住宅への優先的入居、高齢者、障害のある人向け

応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また、

災害時要援護者に向けた情報の提供についても十

分配慮するものとする。 

(2) 病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避

難の勧告・指示等があった場合は、あらかじめ機

関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の見直し 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

師、職員の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、

入院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医

療機関へ転院させるものとする。入院患者、外来

患者、見舞客等を避難させた場合は、県に対し速

やかにその旨連絡するものとする。 

また、県は、病院等医療機関の避難が必要となっ

た場合は、国の協力のもと、医師会等の関係機関

と連携し、入院患者の転院先となる医療機関を調

整するものとする。県内の医療機関では転院に対

処できない場合は、関係周辺都道府県及び国に対

し、受入れ協力を要請するものとする。 

(3) 社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難

の勧告・指示等があった場合は、あらかじめ施設

ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示の

もと、迅速かつ安全に、入所者又は利用者を避難

させるものとする。入所者又は利用者を避難させ

た場合は、県に対し速やかにその旨連絡するもの

とする。また、県は、被災施設からの転所が県内

の他の施設では対処できない場合は、関係周辺都

道府県及び国に対し、社会福祉施設等への受入れ

協力を要請する等、避難先の調整のため必要な支

援を行うものとする。 

７ 学校等施設における避難措置 

学校等施設において、生徒等の在校時に原子力災

害が発生し、避難の勧告・指示等があった場合は、

あらかじめ定めた避難計画等に基づき、教職員引

率のもと、迅速かつ安全に生徒等を避難させるも

のとする。また、生徒等を避難させた場合及びあ

らかじめ定めたルールに基づき生徒等を保護者へ

引き渡した場合は、県又は市町村に対し速やかに

その旨を連絡するものとする。 

 

 

８ 不特定多数の者が利用する施設における避難

護師、職員の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、

入院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医

療機関へ転院させるものとする。入院患者、外来

患者、見舞客等を避難させた場合は、県に対し速

やかにその旨連絡するものとする。 

また、県は、病院等医療機関の避難が必要となっ

た場合は、国の協力のもと、医師会等の関係機関

と連携し、入院患者の転院先となる医療機関を調

整するものとする。県内の医療機関では転院に対

処できない場合は、関係周辺都道府県及び国に対

し、受入れ協力を要請するものとする。 

（３）社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避

難の勧告・指示等があった場合は、あらかじめ施

設ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示

のもと、迅速かつ安全に、入所者又は利用者を避

難させるものとする。入所者又は利用者を避難さ

せた場合は、県に対し速やかにその旨連絡するも

のとする。また、県は、被災施設からの転所が県

内の他の施設では対処できない場合は、関係周辺

都道府県及び国に対し、社会福祉施設等への受入

れ協力を要請する等、避難先の調整のため必要な

支援を行うものとする。 

７．学校等施設における避難措置 

学校等施設において、生徒等の在校時に原子力災

害が発生し、避難の勧告・指示等があった場合は、

あらかじめ定めた避難計画等に基づき、教職員引

率のもと、迅速かつ安全に生徒等を避難させるも

のとする。また、生徒等を避難させた場合及びあ

らかじめ定めたルールに基づき生徒等を保護者へ

引き渡した場合は、県又は市町村に対し速やかに

その旨を連絡するものとする。 

【学校等施設の避難の連絡先については、県と市

町村で重複しないよう調整するものとする。】 

８．不特定多数の者が利用する施設における避難

師、職員の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、

入院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医

療機関へ転院させるものとする。入院患者、外来

患者、見舞客等を避難させた場合は、県に対し速 

やかにその旨連絡するものとする。 

また、県は、病院等医療機関の避難が必要となっ

た場合は、国の協力のもと、医師会等の関係機関

と連携し、入院患者の転院先となる医療機関を調

整するものとする。県内の医療機関では転院に対

処できない場合は、関係周辺都道府県及び国に対

し、受入れ協力を要請するものとする。 

(3) 社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難

の勧告・指示等があった場合は、あらかじめ施設

ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示の

もと、迅速かつ安全に、入所者又は利用者を避難

させるものとする。入所者又は利用者を避難させ

た場合は、県に対し速やかにその旨連絡するもの

とする。また、県は、被災施設からの転所が県内

の他の施設では対処できない場合は、関係周辺都

道府県及び国に対し、社会福祉施設等への受入れ

協力を要請する等、避難先の調整のため必要な支

援を行うものとする。 

７ 学校等施設における避難措置 

学校等施設において、生徒等の在校時に原子力災

害が発生し、避難の勧告・指示等があった場合は、

あらかじめ定めた避難計画等に基づき、教職員引

率のもと、迅速かつ安全に生徒等を避難させるも

のとする。また、生徒等を避難させた場合及びあ

らかじめ定めたルールに基づき生徒等を保護者へ

引き渡した場合は、県又は市町村に対し速やかに

その旨を連絡するものとする。 

 

 

８ 不特定多数の者が利用する施設における避難
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

措置 

地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多

数の者が利用する施設において、原子力災害が発

生し避難の勧告・指示等があった場合は、あらか

じめ定めた避難計画等に基づき、避難させるもの

とする。 

９ 警戒区域の設定、避難の勧告・指示の実効を

上げるための措置 

県は、市町長等が設定した警戒区域もしくは避難

を勧告又は指示した区域について、居住者等の生

命又は身体に対する危険を防止するため、外部か

ら車両等が進入しないよう指導するなど、警戒区

域の設定、避難勧告又は指示の実効を上げるため

に必要な措置をとるよう現地対策本部、関係機関

等と連携した運用体制を確立するものとする。 

措 置 内 容 関係機関 

 立 入 制 限 

   及  び 

 交 通 規 制  

１市     町 

２消  防  機  関 

３静岡県警察本部 

４清水海上保安部 

５東京空港事務所 

６道 路 管 理 者 

 

10 飲食物、生活必需品等の供給 

(1) 県は、関係機関と協力し、被災者の生活の維

持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生

活必需品等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・

分配を行うものとする。なお、被災地で必要とさ

れる物資は、時間の経過とともに変化することを

踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものと

する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器

具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮する

とともに、災害時要援護者のニーズや、男女のニ

ーズの違い等に配慮するものとする。 

措置 

地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多

数の者が利用する施設において、原子力災害が発

生し避難の勧告・指示等があった場合は、あらか

じめ定めた避難計画等に基づき、避難させるもの

とする。 

９．警戒区域の設定、避難の勧告・指示の実効を

上げるための措置 

県は、市町村長等が設定した警戒区域もしくは避

難を勧告又は指示した区域について、居住者等の

生命又は身体に対する危険を防止するため、外部

から車両等が進入しないよう指導するなど、警戒

区域の設定、避難勧告又は指示の実効を上げるた

めに必要な措置をとるよう現地対策本部、関係機

関等と連携した運用体制を確立するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

10．飲食物、生活必需品等の供給 

（１）県は、関係機関と協力し、被災者の生活の

維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の

生活必需品等を調達・確保し、ニーズに応じて供

給・分配を行うものとする。なお、被災地で必要

とされる物資は、時間の経過とともに変化するこ

とを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するも

のとする。また、夏季には扇風機等、冬季には暖

房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮

するとともに、災害時要援護者等のニーズや、男

女のニーズの違い等に配慮するものとする。 

措置 

地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多

数の者が利用する施設において、原子力災害が発

生し避難の勧告・指示等があった場合は、あらか

じめ定めた避難計画等に基づき、避難させるもの

とする。 

９ 警戒区域の設定、避難の勧告・指示の実効を

上げるための措置 

県は、市町長等が設定した警戒区域もしくは避難

を勧告又は指示した区域について、居住者等の生

命又は身体に対する危険を防止するため、外部か

ら車両等が進入しないよう指導するなど、警戒区

域の設定、避難勧告又は指示の実効を上げるため

に必要な措置をとるよう現地対策本部、関係機関

等と連携した運用体制を確立するものとする。 

措 置 内 容 関係機関 

 立 入 制 限 

   及  び 

 交 通 規 制  

１市     町 

２消  防  機  関 

３静岡県警察本部 

４清水海上保安部 

５東京空港事務所 

６道 路 管 理 者 

 

10 飲食物、生活必需品等の供給 

(1) 県は、関係機関と協力し、被災者の生活の維

持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生

活必需品等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・

分配を行うものとする。なお、被災地で必要とさ

れる物資は、時間の経過とともに変化することを

踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものと

する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器

具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮する

とともに、災害時要援護者等のニーズや、男女の

ニーズの違い等に配慮するものとする。 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

(2) 被災した県は、備蓄物資、自ら調達した物資

及び国、他の県等によって調達され引き渡された

物資の被災者に対する供給を行うものとする。 

(3) 被災した県及び市町は、供給すべき物資が不

足し、調達の必要がある場合には国（物資関係省

庁）や原子力災害対策本部等に物資の調達を要請

するものとする。 

(4) 被災した県は、被災市町における備蓄物資等

が不足するなど緊急事態応急対策を的確に行うこ

とが困難であると認めるなど、その事態に照らし

緊急を要し、被災市町からの要請を待ついとまが

ないと認められるときは、要請を待たないで、被

災市町に対する物資を確保し輸送するものとす

る。 

(5) 被災した県は、緊急事態応急対策の実施のた

め緊急の必要があると認めるときは、運送事業者

である指定公共機関又は指定地方公共機関に対

し、運送すべき物資又は資材並びに運送すべき場

所又は期日を示して、当該緊急事態応急対策の実

施に必要な物資又は資材の運送を要請するものと

する。 

なお、県は、運送事業者である指定公共機関又は

指定地方公共機関が正当な理由が無いのに上述の

要請に応じないときは、緊急事態応急対策の実施

のために必要があるときに限り、当該機関に対し、

当該緊急事態応急対策の実施に必要な物資又は資

材の運送を行うべきことを指示するものとする。

第５節 治安の確保及び火災の予防 

県は、応急対策実施区域及びその周辺（海上を含

む。）における治安の確保について治安当局と協

議し、万全を期すものとする。特に、避難のため

の立ち退きの勧告又は指示等を行った地域及びそ

の周辺において、パトロールや生活の安全に関す

る情報の提供等を実施し、盗難等の各種犯罪の未

（２）被災した県は、備蓄物資、自ら調達した物

資及び国、他の県等によって調達され引き渡され

た物資の被災者に対する供給を行うものとする。

（３）被災した県及び市町村は、供給すべき物資

が不足し、調達の必要がある場合には国（物資関

係省庁）や原子力災害対策本部等に物資の調達を

要請するものとする。 

（４）被災した県は、被災市町村における備蓄物

資等が不足するなど緊急事態応急対策を的確に行

うことが困難であると認めるなど、その事態に照

らし緊急を要し、被災市町村からの要請を待つい

とまがないと認められるときは、要請を待たない

で、被災市町村に対する物資を確保し輸送するも

のとする。 

（５）被災した県は、緊急事態応急対策の実施の

ため緊急の必要があると認めるときは、運送事業

者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対

し、運送すべき物資又は資材並びに運送すべき場

所又は期日を示して、当該緊急事態応急対策の実

施に必要な物資又は資材の運送を要請するものと

する。 

なお、県は、運送事業者である指定公共機関又は

指定地方公共機関が正当な理由が無いのに上述の

要請に応じないときは、緊急事態応急対策の実施

のために必要があるときに限り、当該機関に対し、

当該緊急事態応急対策の実施に必要な物資又は資

材の運送を行うべきことを指示するものとする。

第５節 治安の確保及び火災の予防 

県は、応急対策実施区域及びその周辺（海上を含

む。）における治安の確保について治安当局と協

議し、万全を期すものとする。特に、避難のため

の立ち退きの勧告又は指示等を行った地域及びそ

の周辺において、パトロールや生活の安全に関す

る情報の提供等を実施し、盗難等の各種犯罪の未

(2) 被災した県は、備蓄物資、自ら調達した物資

及び国、他の県等によって調達され引き渡された

物資の被災者に対する供給を行うものとする。 

(3) 被災した県及び市町は、供給すべき物資が不

足し、調達の必要がある場合には国（物資関係省

庁）や原子力災害対策本部等に物資の調達を要請

するものとする。 

(4) 被災した県は、被災市町における備蓄物資等

が不足するなど緊急事態応急対策を的確に行うこ

とが困難であると認めるなど、その事態に照らし

緊急を要し、被災市町からの要請を待ついとまが

ないと認められるときは、要請を待たないで、被

災市町に対する物資を確保し輸送するものとす

る。 

(5) 被災した県は、緊急事態応急対策の実施のた

め緊急の必要があると認めるときは、運送事業者

である指定公共機関又は指定地方公共機関に対

し、運送すべき物資又は資材並びに運送すべき場

所又は期日を示して、当該緊急事態応急対策の実

施に必要な物資又は資材の運送を要請するものと

する。 

なお、県は、運送事業者である指定公共機関又は

指定地方公共機関が正当な理由が無いのに上述の

要請に応じないときは、緊急事態応急対策の実施

のために必要があるときに限り、当該機関に対し、

当該緊急事態応急対策の実施に必要な物資又は資

材の運送を行うべきことを指示するものとする。 

第５節 治安の確保及び火災の予防 

県は、応急対策実施区域及びその周辺（海上を含

む。）における治安の確保について治安当局と協

議し、万全を期すものとする。特に、避難のため

の立ち退きの勧告又は指示等を行った地域及びそ

の周辺において、パトロールや生活の安全に関す

る情報の提供等を実施し、盗難等の各種犯罪の未
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

然防止に努めるとともに、国と協力の上、応急対

策実施区域及びその周辺における火災予防に努め

るものとする。 

第６節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

(1) 県は、国からの放射性物質による汚染状況の

調査の要請を受け、飲食物の検査を実施する。 

(2) 県は、原子力災害対策指針の指標や食品衛生

法上の基準値を踏まえた国の指導・助言及び指示

に基づき、飲食物の出荷制限、摂取制限等及びこ

れらの解除を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然防止に努めるとともに、国と協力のうえ、応急

対策実施区域及びその周辺における火災予防に努

めるものとする。 

第６節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

（１）県は、住民等に対する屋内退避又は避難の

ための立ち退きの勧告又は指示の連絡、確認等必

要な緊急事態応急対策を実施する場合、併せて、

当該勧告等の対象地域において、地域生産物の出

荷制限及び摂取制限を実施するものとする。 

【地域生産物の範囲については、原子力災害対策

指針及び別添４を参照されたい。】 

（２）県は、原子力災害対策指針に基づいたスク

リーニング基準を踏まえ、国からの放射性物質に

よる汚染状況の調査の要請を受け、又は独自の判

断により、飲食物の検査を実施する。 

（３）県は、原子力災害対策指針に基づいたＯＩ

Ｌの値や食品衛生法上の基準値を踏まえた国の指

導・助言及び指示に基づき、飲食物の出荷制限、

摂取制限等及びこれらの解除を実施するものとす

る。 

【ＯＩＬと飲食物摂取制限措置の関係について

は、原子力災害対策指針及び別添４を参照された

い。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然防止に努めるとともに、国と協力の上、応急対

策実施区域及びその周辺における火災予防に努め

るものとする。 

第６節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

（1）県は、住民等に対する屋内退避又は避難のた

めの立ち退きの勧告又は指示の連絡、確認等必要

な緊急事態応急対策を実施する場合、併せて、当

該勧告等の対象地域において、地域生産物の出荷

制限及び摂取制限を実施するものとする。 

 

 

(2) 県は、原子力災害対策指針に基づいたスクリ

ーニング基準を踏まえ、国からの放射性物質によ

る汚染状況の調査の要請を受け、又は独自の判断

により、飲食物の検査を実施する。 

(3) 県は、原子力災害対策指針に基づいたＯＩＬ

の値や食品衛生法上の基準値を踏まえた国の指

導・助言及び指示に基づき、飲食物の出荷制限、

摂取制限等及びこれらの解除を実施するものとす

る。 

表 飲食物に係るスクリーニング基準※９ 

基準の概要 初期設定値

※１ 

防護措置の概

要 

ＯＩＬ６による

飲食物の摂取制

限を判断する準

備として、飲食物

中の放射性核種

濃度測定を実施

すべき地域を特

定する際の基準 

0.5μSv/h※

6（地上１m 

で計測した

場合の空間

放射線量率

※２ 

数日内を目途

に飲食物中の

放射性核種濃

度を測定すべ

き区域を特

定。 

※１「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるOIL 

の値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確

になった時点で必要な場合にはOIL の初期設定値

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

・指針 P16「表３ＯＩＬと防護措置について」

の飲食物に係るスクリーニング基準を抜粋 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線

量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線

量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍ

での線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補

正する必要がある。 

※６ 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によ

るバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。 

※９ ＩＡＥＡでは、ＯＩＬ６に係る飲食物摂取制限

が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放

射性核種濃度の測定が開始されるまでの間に暫定的 

に飲食物摂取制限を行うとともに、広い範囲におけ

る飲食物のスクリーニング作業を実施する地域を設

定するための基準であるＯＩＬ３、その測定の 

ためのスクリーニング基準であるＯＩＬ５が設定さ

れている。ただし、ＯＩＬ３については、ＩＡＥＡ

の現在の出版物において空間放射線量率の測定 

結果と暫定的な飲食物摂取制限との関係が必ずしも

明確でないこと、また、ＯＩＬ５については我が国

において核種ごとの濃度測定が比較的容易に行 

えることから、放射性核種濃度を測定すべき区域を

特定するための基準である「飲食物に係るスクリー

ニング基準」を定める。 

 

表 ＯＩＬ６と防護措置について 

基準の概要 

経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食

物の摂取を制限する際の基準 

防護措置の概要 

１週間内を目途に飲食物中の放射性核種濃度の測

定と分析を行い、基準を超えるものにつき摂取制限

を迅速に実施。 

 

核種※7 

飲料水 

牛乳・乳製品

野菜類、穀類、

肉、卵、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・指針 P16「表３ＯＩＬと防護措置について」

のＯＩＬ６を抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力災害対策の巻） 新旧対照表 

98 

 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送活動 

(1) 緊急輸送の順位 

県は、応急対策実施区域を含む市町及び防災関係

機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するた

め、必要があるときは、次の順位を原則として調

整するものとする。 

第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、対応

方針を定める少人数のグループのメンバー 

第２順位 避難者の輸送（PAZ など緊急性の高い区

域からの優先的な避難）、災害状況の把握・進展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 緊急輸送活動 

１．緊急輸送活動 

（１）緊急輸送の順位 

県は、応急対策実施区域を含む市町村及び防災関

係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するた

め、必要があるときは、次の順位を原則として調

整するものとする。 

第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、対応

方針を定める少人数のグループのメンバー 

第２順位 避難者の輸送（PAZ など緊急性の高い区

域からの優先的な避難）、災害状況の把握・進展

魚、その他 

放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg※8 

放射性セシウム 200Bq/kg 500Bq/kg 

プルトニウム及

び超ウラン元素

のアルファ核種

 

1Bq/kg 

 

10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

※７ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検

討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯ

ＩＬ６値を参考として数値を設定する。 

※８ 根菜、芋類を除く野菜類が対象。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送活動 

(1) 緊急輸送の順位 

県は、応急対策実施区域を含む市町及び防災関係

機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するた

め、必要があるときは、次の順位を原則として調

整するものとする。 

第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、対応

方針を定める少人数のグループのメンバー 

第２順位 避難者の輸送（PAZ など緊急性の高い区

域からの優先的な避難）、災害状況の把握・進展
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

予測のための専門家・資機材の輸送 

第３順位 緊急事態応急対策を実施するための要

員、資機材の輸送 

第４順位 住民の生活を確保するために必要な物

資の輸送 

第５順位 その他緊急事態応急対策のために必要

な輸送 

 

 

 

(2) 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は次のとおりとする。 

 

 

 

①救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員

及び資機材 

②負傷者、避難者等 

③対応方針を定める少人数のグループのメンバー

（国及び県の現地対策本部長、市町の対策本部長

等）緊急事態応急対策要員（原子力災害現地対策

本部要員、原子力災害合同対策協議会構成員、国

の専門家 、緊急時モニタリング要員、情報通信要

員等）及び必要とされる資機材 

④コンクリート屋内退避所、避難所を維持・管理

するために必要な人員、資機材 

⑤食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

⑥その他緊急に輸送を必要とするもの 

(3) 緊急輸送体制の確立 

①県は、関係機関との連携により、輸送の優先順

位、乗員及び輸送手段の確保状況、交通の混雑状

況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施するものと

する。 

②県は、人員、車両等の調達に関して、別表の関

予測のための専門家・資機材の輸送 

第３順位 緊急事態応急対策を実施するための要

員、資機材の輸送 

第４順位 住民の生活を確保するために必要な物

資の輸送 

第５順位 その他緊急事態応急対策のために必要

な輸送 

【応急対策実施区域を含む市町村以外の市町村に

おいても、必要に応じて、緊急輸送活動を行うも

のとする。】 

（２）緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は以下のものとする。 

※ 緊急輸送の範囲・・・ 略 

【緊急輸送の範囲を例示すれば、以下のようなも

のが考えられる。 

①救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員

及び資機材 

②負傷者、避難者等 

③対応方針を定める少人数のグループのメンバー

（国及び県の現地対策本部長、市町村の対策本部

長等）緊急事態応急対策要員（原子力災害現地対

策本部要員、原子力災害合同対策協議会構成員、

国の専門家 、緊急時モニタリング要員、情報通信

要員等）及び必要とされる資機材 

④コンクリート屋内退避所、避難所を維持・管理

するために必要な人員、資機材 

⑤食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

⑥その他緊急に輸送を必要とするもの】 

（３）緊急輸送体制の確立 

①県は、関係機関との連携により、輸送の優先順

位、乗員及び輸送手段の確保状況、交通の混雑状

況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施するものと

する。 

②県は、人員、車両等の調達に関して、別表の関

予測のための専門家・資機材の輸送 

第３順位 緊急事態応急対策を実施するための要

員、資機材の輸送 

第４順位 住民の生活を確保するために必要な物

資の輸送 

第５順位 その他緊急事態応急対策のために必要

な輸送 

 

 

 

(2) 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は次のとおりとする。 

 

 

 

①救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員

及び資機材 

②負傷者、避難者等 

③対応方針を定める少人数のグループのメンバー

（国及び県の現地対策本部長、市町の対策本部長

等）緊急事態応急対策要員（原子力災害現地対策

本部要員、原子力災害合同対策協議会構成員、国

の専門家 、緊急時モニタリング要員、情報通信要

員等）及び必要とされる資機材 

④コンクリート屋内退避所、避難所を維持・管理

するために必要な人員、資機材 

⑤食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

⑥その他緊急に輸送を必要とするもの 

(3) 緊急輸送体制の確立 

①県は、関係機関との連携により、輸送の優先順

位、乗員及び輸送手段の確保状況、交通の混雑状

況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施するものと

する。 

②県は、人員、車両等の調達に関して、別表の関
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係機関のほか、輸送関係省庁に支援を要請すると

ともに、必要に応じ、周辺市町や周辺県に支援を

要請するものとする。 

輸  送  内  容 関     係     機     関 

モニタリング要員 

各 種 資 機 材  

１(社)静岡県トラック協会 

２ 日本通運(株) 

３ 自  衛  隊 

４ 静岡県警察本部（緊急輸

送路の確保、車両の先導等）

５ 第三管区海上保安本部 

避 難 住 民 等 

１(社)静岡県バス協会 

２ 自  衛  隊 

３ 静岡県警察本部（緊急輸

送路の確保、車両の先導等）

③県は、②によっても人員、車両等が不足すると

きは、原子力災害合同対策協議会等の場において、

人員等の確保に関する支援を依頼するものとす

る。 

２ 緊急輸送のための交通確保 

(1) 緊急輸送のための交通確保の基本方針 

県警察は、緊急輸送のための交通路確保について、

被害の状況、緊急度、重要度を考慮し、交通規制

を実施するとともに交通情報の提供を行うものと

する。交通規制の実施にあたっては、ＰＡＺなど

緊急性の高い区域から迅速・円滑に避難を行って

いくための措置を講ずるものとする。 

県警察は、国等から派遣される専門家及び緊急事

態応急対策活動を実施する機関の現地への移動の

ための先導等に関しては、あらかじめ定めた手続

等に従い適切に配慮するよう努めるものとする。

(2) 交通の確保 

県警察は、現地の警察職員、関係機関等からの情

報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用

係機関のほか、輸送関係省庁に支援を要請すると

ともに、必要に応じ、周辺市町村や周辺県に支援

を要請するものとする。 

別表・・・・・・・略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③県は、②によっても人員、車両等が不足すると

きは、原子力災害合同対策協議会等の場において、

人員等の確保に関する支援を依頼するものとす

る。 

２．緊急輸送のための交通確保 

（１）緊急輸送のための交通確保の基本方針 

県警察は、緊急輸送のための交通確保については、

被害の状況、緊急度、重要度を考慮して交通規制

等を行うものとする。交通規制の実施にあたって

は、ＰＡＺなど緊急性の高い区域から迅速・円滑

に避難を行っていくための措置を講ずるものとす

る。 

また、国等から派遣される専門家及び緊急事態応

急対策活動を実施する機関の現地への移動のため

の先導等に関しては、あらかじめ定めた手続等に

従い適切に配慮するよう努めるものとする。 

（２）交通の確保 

県警察は、現地の警察職員、関係機関等からの情

報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用

して、交通状況を迅速に把握するものとする。 

係機関のほか、輸送関係省庁に支援を要請すると

ともに、必要に応じ、周辺市町や周辺県に支援を

要請するものとする。 

輸  送  内  容 関     係     機     関 

モニタリング要員

各 種 資 機 材  

１(社)静岡県トラック協会 

２ 日本通運(株) 

３ 自  衛  隊 

４ 静岡県警察本部（緊急輸

送路の確保、車両の先導等） 

５ 第三管区海上保安本部 

避 難 住 民 等 

１(社)静岡県バス協会 

２ 自  衛  隊 

３ 静岡県警察本部（緊急輸

送路の確保、車両の先導等） 

③県は、②によっても人員、車両等が不足すると

きは、原子力災害合同対策協議会等の場において、

人員等の確保に関する支援を依頼するものとす

る。 

２ 緊急輸送のための交通確保 

(1) 緊急輸送のための交通確保の基本方針 

県警察は、緊急輸送のための交通路確保について、

被害の状況、緊急度、重要度を考慮し、交通規制

を実施するとともに交通情報の提供を行うものと

する。交通規制の実施にあたっては、ＰＡＺなど

緊急性の高い区域から迅速・円滑に避難を行って

いくための措置を講ずるものとする。 

県警察は、国等から派遣される専門家及び緊急事

態応急対策活動を実施する機関の現地への移動の

ための先導等に関しては、あらかじめ定めた手続

等に従い適切に配慮するよう努めるものとする。 

(2) 交通の確保 

県警察は、現地の警察職員、関係機関等からの情

報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用
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して、交通状況を迅速に把握するものとする。 

県警察は、緊急輸送を確保するため、必要な路線・

区間において、一般車両の通行を禁止するなどの

交通規制を行うものとする。また、交通規制を行

うため、必要に応じて、警備業者等との応援協定

に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとす

る。 

県警察は、交通規制等に当たって、原子力災害合

同対策協議会において、道路管理者と相互に密接

な連絡をとるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 救助・救急、消火及び緊急被ばく医療活動

１ 救助・救急活動及び消火活動 

(1) 県は、関係消防機関の行う救助・救急及び消

火活動が円滑に行われるよう、必要に応じ他都道

府県又は原子力事業者その他の民間からの協力に

より、救助・救急及び消火活動のための資機材を

確保するなどの措置を講ずるものとする。 

(2) 県は、関係消防機関から救助・救急及び消火

活動について応援要請があったとき、又は災害の

状況等から必要と認められるときは、消防庁、県

内他市町及び消防機関、原子力事業者等に対し、

応援を要請するものとする。この場合、必要とさ

れる資機材は応援側が携行することを原則とす

る。 

県警察は、緊急輸送を確保するため、必要に応じ

て、一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を

行うものとする。また、交通規制を行うため、必

要に応じて、警備業者等との応援協定に基づき、

交通誘導の実施等を要請するものとする。 

 

県警察は、交通規制に当たって、原子力災害合同

対策協議会において、道路管理者と相互に密接な

連絡をとるものとする。 

【原子力災害対策本部、原子力災害現地対策本部、

県の災害対策本部、県の現地災害対策本部等設置

時にはその機動力が同時に発揮されるように、そ

の活動の態様に応じた車両、人員の編成を定める

ものとする。この場合、国、市町村、○○県トラ

ック協会、○○バス株式会社、日本通運㈱○○支

店等との間で事前協議し、連絡手段、確保要請手

段等を定めておくことが望ましい。 

なお、輸送車両の把握管理にあたって災害対策本

部内に事務担当者を定め、輸送手段の競合や過不

足が生じないように調整するものとする。】 

第８節 救助・救急、消火及び医療活動 

１．救助・救急及び消火活動 

（１）県は、市町村の行う救助・救急及び消火活

動が円滑に行われるよう、必要に応じ他都道府県

又は原子力事業者その他の民間からの協力によ

り、救助・救急及び消火活動のための資機材を確

保するなどの措置を講ずるものとする。 

（２）県は、市町村から救助・救急及び消火活動

について応援要請があったとき、又は災害の状況

等から必要と認められるときは、消防庁、県内他

市町村、原子力事業者等に対し、応援を要請する

ものとする。この場合、必要とされる資機材は応

援側が携行することを原則とする。 

 

して、交通状況を迅速に把握するものとする。 

県警察は、緊急輸送を確保するため、必要な路線・

区間において、一般車両の通行を禁止するなどの

交通規制を行うものとする。また、交通規制を行

うため、必要に応じて、警備業者等との応援協定

に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとす

る。 

県警察は、交通規制等に当たって、原子力災害合

同対策協議会において、道路管理者と相互に密接

な連絡をとるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節救助・救急、消火及び緊急被ばく医療活動 

１ 救助・救急活動及び消火活動 

(1) 県は、関係消防機関の行う救助・救急及び消

火活動が円滑に行われるよう、必要に応じ他都道

府県又は原子力事業者その他の民間からの協力に

より、救助・救急及び消火活動のための資機材を

確保するなどの措置を講ずるものとする。 

(2) 県は、関係消防機関から救助・救急及び消火

活動について応援要請があったとき、又は災害の

状況等から必要と認められるときは、消防庁、県

内他市町及び消防機関、原子力事業者等に対し、

応援を要請するものとする。この場合、必要とさ

れる資機材は応援側が携行することを原則とす

る。 
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(3) 県は、市町から他都道府県の応援要請を求め

られた場合又は周囲の状況から県内の消防力では

対処できないと判断した場合は、速やかに緊急消

防援助隊の出動等を消防庁に要請し、その結果を

直ちに応援要請を行った市町に連絡するものとす

る。 

なお、要請時には以下の事項に留意するものとす

る。 

①救助・救急及び火災の状況、並びに応援要請の

理由、応援の必要期間 

②応援要請を行う消防隊の種別と部隊数 

③市町への進入経路及び集結（待機）場所 

 

 

２ 緊急被ばく医療活動等 

(1) 県は、必要に応じ、発電所職員及び住民等に

対し、簡易な測定法による放射性物質の汚染の把

握、スクリーニング及び緊急被ばく医療措置を講

ずるものとし、それらを実施する組織及び具体的

な内容については、緊急被ばく医療活動実施要領

に定める。 

(2) 県は、必要と認められる場合は、県内の国の

開設する病院、県立病院をはじめ地域の基幹医療

機関に対し、医師、看護師、薬剤師、放射線技師

等の人員の派遣及び薬剤、医療機器等の提供を要

請するものとする。 

(3) 近隣の診療所及び健康福祉センターは、傷病

者の心理的動揺等について十分配慮しつつ、通常

の一般的傷病、身体的異常及び疾病の悪化に対す

る処置を行う。 

(4) 緊急被ばく医療措置については、次表のとお

りに分類し、それぞれの分類に応じた緊急被ばく

医療措置を対応する医療機関等が講ずるものとす

る。 

（３）県は、市町村から他都道府県の応援要請を

求められた場合又は周囲の状況から県内の消防力

では対処できないと判断した場合は、速やかに広

域消防応援隊、緊急消防援助隊の出動等を消防庁

に要請し、その結果を直ちに応援要請を行った市

町村に連絡するものとする。 

なお、要請時には以下の事項に留意するものとす

る。 

①救助・救急及び火災の状況、並びに応援要請の

理由、応援の必要期間 

②応援要請を行う消防機関の種別と人員 

③市町村への進入経路及び集結（待機）場所 

【緊急事態宣言発出時には、緊急消防援助隊の派

遣要請について準備しておくものとする。】 

２．医療活動等 

（１）県は、緊急時医療本部に各医療関係者等よ

りなる医療班、救護班等を別表のように編成し、

緊急医療活動を行う。 

別表・・・・・・・略 

 

 

また、県は、必要と認められる場合は、国立病院、

国立大学付属病院、県立病院をはじめ地域の基幹

医療機関に対し、医師、看護師、薬剤師、放射線

技師等の人員の派遣及び薬剤、医療機器等の提供

を要請するものとする。 

【放射能汚染の検査、除染、医療措置等を行える

医療体制の中核となる医療機関を定めるととも

に、救急医療機関との連絡体制について定める。

住民の健康管理を主とした緊急時における医師の

確保、医療班の編成を医療機関の協力により動員

数を定めておくものとする。】 

 

 

(3) 県は、市町から他都道府県の応援要請を求め

られた場合又は周囲の状況から県内の消防力では

対処できないと判断した場合は、速やかに緊急消

防援助隊の出動等を消防庁に要請し、その結果を

直ちに応援要請を行った市町に連絡するものとす

る。 

なお、要請時には以下の事項に留意するものとす

る。 

①救助・救急及び火災の状況、並びに応援要請の

理由、応援の必要期間 

②応援要請を行う消防隊の種別と部隊数 

③市町への進入経路及び集結（待機）場所 

 

 

２ 緊急被ばく医療活動等 

(1) 県は、必要に応じ、発電所職員及び住民等に

対し、簡易な測定法による放射性物質の汚染の把

握、スクリーニング及び緊急被ばく医療措置を講

ずるものとし、それらを実施する組織及び具体的

な内容については、緊急被ばく医療活動実施要領

に定める。 

(2) 県は、必要と認められる場合は、県内の国の

開設する病院、県立病院をはじめ地域の基幹医療

機関に対し、医師、看護師、薬剤師、放射線技師

等の人員の派遣及び薬剤、医療機器等の提供を要

請するものとする。 

(3) 近隣の診療所及び健康福祉センターは、傷病

者の心理的動揺等について十分配慮しつつ、通常

の一般的傷病、身体的異常及び疾病の悪化に対す

る処置を行う。 

(4) 緊急被ばく医療措置については、次表のとお

りに分類し、それぞれの分類に応じた緊急被ばく

医療措置を対応する医療機関等が講ずるものとす

る。 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

区分 
初期被ばく

医療 

二次被ばく

医療 

三次被ばく

医療 

診療

機能 
外来診療 入院診療 

専門的入院

診療 

医療

機関

等 

１救護所等

（避難所） 

（※１） 

２浜岡原子

力 発 電 所

内 医 療 施

設 

３別表（３－

８－２）に

定 め る 病

院 

県立総合病

院 

浜松医科大

学医学部附

属病院 

（別表３－

８－３） 

放射線医学

総 合 研 究

所 

（別表３－

８－４） 

スク

リー

ニン

グ、

線量

評価 

（※

２） 

１スクリー

ニング 

２簡易な放

射 線 測 定

に よ る 個

人 線 量 評

価 

１スクリー

ニング 

２専門的な

個 人 線 量

評価(三次

被 ば く 医

療 機 関 か

ら の 技 術

支援) 

１高度専門

的 な 個 人

線量評価 

除染 

ふき取り等

の簡易な除

染等 

シャワー設

備等を利用

した除染等 

初期及び二

次医療機関

で行われる

除染に加え、

必要に応じ

た肺洗浄等

の高度な専

門的除染 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分
初期被ばく

医療 

二次被ばく

医療 

三次被ばく

医療 

診療

機能
外来診療 入院診療 

専門的入院

診療 

医療

機関

等 

１救護所等

（避難所）

（※１） 

２浜岡原子

力 発 電 所

内 医 療 施

設 

３別表（３－

８－２）に

定 め る 病

院 

県立総合病

院 

浜松医科大

学医学部附

属病院 

（別表３－

８－３） 

放射線医学

総 合 研 究

所 

（別表３－

８－４） 

スク

リー

ニン

グ、

線量

評価

（※

２）

１スクリー

ニング 

２簡易な放

射 線 測 定

に よ る 個

人 線 量 評

価 

１スクリー

ニング 

２専門的な

個 人 線 量

評価(三次

被 ば く 医

療 機 関 か

ら の 技 術

支援) 

１高度専門

的 な 個 人

線量評価 

除染

ふき取り等

の簡易な除

染等 

シャワー設

備等を利用

した除染等 

初期及び二

次医療機関

で行われる

除染に加え、

必要に応じ

た肺洗浄等

の高度な専

門的除染 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

診療 

１安定ヨウ

素 剤 服 用

等 放 射 線

障 害 予 防

措置 

２救急蘇生

法等 

３合併損傷

(創傷、熱

傷等)の初

期治療 

４内部被ば

く 患 者 に

対 す る 初

期対応等 

１局所被ば

く 患 者 の

診療開始 

２高線量被

ば く 患 者

の 診 療 開

始 

３合併損傷

の治療 

４内部被ば

く に 対 す

る 診 療 の

開始等 

１重篤な局

所 被 ば く

患 者 の 診

療 

２高線量被

ば く 患 者

の診療等 

３重症の合

併損傷の治

療 

４重篤な内

部 被 ば く

患 者 に 対

す る 診 療

等 

資機

材等 

被ばく患者

の救急外来

診療を行う

医療関係者

に必要な資

機材等 

除染用シャ

ワー設備等 

専門的線量

評価資機材

等 

支援

機能 

医療機関と

浜岡原子力

発電所の連

携(各種サー

ベイメータ、

放射線管理

要員の派遣

等) 

１初期被ば

く 医 療 及

び 二 次 被

ば く 医 療

機 関 相 互

へ の 技 術

的支援、専

門家派遣 

２原子力緊

急 事 態 用

救 急 医 療

資 機 材 の

１他の緊急

被 ば く 医

療 機 関 へ

の 技 術 的

支援、専門

家派遣 

２原子力緊

急 事 態 用

救 急 医 療

資 機 材 の

貸出等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療

１安定ヨウ

素 剤 服 用

等 放 射 線

障 害 予 防

措置 

２救急蘇生

法等 

３合併損傷

(創傷、熱

傷等)の初

期治療 

４内部被ば

く 患 者 に

対 す る 初

期対応等 

１局所被ば

く 患 者 の

診療開始 

２高線量被

ば く 患 者

の 診 療 開

始 

３合併損傷

の治療 

４内部被ば

く に 対 す

る 診 療 の

開始等 

１重篤な局

所 被 ば く

患 者 の 診

療 

２高線量被

ば く 患 者

の診療等 

３重症の合

併損傷の治

療 

４重篤な内

部 被 ば く

患 者 に 対

す る 診 療

等 

資機

材等

被ばく患者

の救急外来

診療を行う

医療関係者

に必要な資

機材等 

除染用シャ

ワー設備等 

専門的線量

評価資機材

等 

支援

機能

医療機関と

浜岡原子力

発電所の連

携(各種サー

ベイメータ、

放射線管理

要員の派遣

等) 

１初期被ば

く 医 療 及

び 二 次 被

ば く 医 療

機 関 相 互

へ の 技 術

的支援、専

門家派遣 

２原子力緊

急 事 態 用

救 急 医 療

資 機 材 の

１他の緊急

被 ば く 医

療 機 関 へ

の 技 術 的

支援、専門

家派遣 

２原子力緊

急 事 態 用

救 急 医 療

資 機 材 の

貸出等 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

貸出等 

連携 

１外来診療

で完結 

２外来診療

→転送 

（※３） 

１入院診療 

２診療開始

→転送 

（※３） 

専門医療機

関間での転

送 

搬送

機関 

医療機関相

互の転送は、

原則として

医療機関が

行うが、医療

機関による

搬送が困難

な場合は関

係市町及び

消防機関が

行う。 

医療機関相

互の転送は、

原則として

医療機関が

行うが、医療

機関による

搬送が困難

な場合は関

係市町及び

消防機関が

行う。 

(独 )放射線

医学総合研

究所への搬

送は、県、県

警察本部及

び自衛隊の

ヘリコプタ

ーによる。 

（※１）救護所等においては、（別表３－８－１）

の医療機関から派遣される各チームにより、

緊急被ばく医療活動が実施される。 

（※２）スクリーニング及び線量評価は、県放射

線技師会等の協力を得て行う。 

（※３）転送は、一般の診療所・病院、二次被ば

く医療機関、三次被ばく医療機関等への転送

をいう。 

(5) 初期及び二次被ばく医療の実施に当たり、必

要に応じて(独)放射線医学総合研究所、国の開設

する病院を中心に、各医療機関より派遣された医

療関係者等からなる緊急被ばく医療派遣チームの

専門的な助言を受け、実施するものとする。 

(6) 医療班等は、必要に応じて（独）放射線医学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療班等は、必要に応じて放射線医学総合

貸出等 

連携

１外来診療

で完結 

２外来診療

→転送 

（※３） 

１入院診療 

２診療開始

→転送 

（※３） 

専門医療機

関間での転

送 

搬送

機関

医療機関相

互の転送は、

原則として

医療機関が

行うが、医療

機関による

搬送が困難

な場合は関

係市町及び

消防機関が

行う。 

医療機関相

互の転送は、

原則として

医療機関が

行うが、医療

機関による

搬送が困難

な場合は関

係市町及び

消防機関が

行う。 

(独 )放射線

医学総合研

究所への搬

送は、県、県

警察本部及

び自衛隊の

ヘリコプタ

ーによる。 

（※１）救護所等においては、（別表３－８－１）

の医療機関から派遣される各チームにより、

緊急被ばく医療活動が実施される。 

（※２）スクリーニング及び線量評価は、県放射

線技師会等の協力を得て行う。 

（※３）転送は、一般の診療所・病院、二次被ば

く医療機関、三次被ばく医療機関等への転送

をいう。 

(5) 初期及び二次被ばく医療の実施に当たり、必

要に応じて(独)放射線医学総合研究所、国の開設

する病院を中心に、各医療機関より派遣された医

療関係者等からなる緊急被ばく医療派遣チームの

専門的な助言を受け、実施するものとする。 

(6) 医療班等は、必要に応じて（独）放射線医学
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

総合研究所、国立病院及び国立大学附属病院を中

心に、各医療機関より派遣された医療関係者等か

らなる緊急被ばく医療派遣チームの指導を受ける

などにより、国、指定公共機関、原子力事業者等

と連携して、災害対応のフェーズや対象区域等に

応じた住民等の汚染検査、除染等を実施するとと

もに必要に応じ治療を行うものとする。また、コ

ンクリート屋内退避所、避難所における住民等の

健康管理を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 県は、国の原子力災害現地対策本部より、安

定ヨウ素剤の服用の緊急時応急対策活動を実施す

るよう指導・助言があった場合は、住民等の放射

線防護のため、安定ヨウ素剤の服用を指示するも

のとする。なお、緊急の場合は、医師の指導に基

づき速やかな配布・服用を指示するとともに、ア

レルギー等への対処態勢を確保するものとする。

 

 

(8) 県は、自ら必要と認める場合又は市町等から

被ばく者の放射線障害専門病院等への搬送につい

て要請があった場合は、消防庁に対し搬送手段の

優先的確保などの特段の配慮を要請するものとす

る。 

第９節 住民等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の

研究所、国立病院及び国立大学附属病院を中心に、

各医療機関より派遣された医療関係者等からなる

緊急被ばく医療派遣チームの指導を受けるなどに

より、国、指定公共機関、原子力事業者等と連携

して、災害対応のフェーズや対象区域等に応じた

住民等の汚染検査、除染等を実施するとともに必

要に応じ治療を行うものとする。また、コンクリ

ート屋内退避所、避難所における住民等の健康管

理を行うものとする。 

また、医療班等は、原子力災害現地対策本部医療

班の医療総括責任者の指示に基づき、汚染や被ば

くの可能性のある傷病者の医療機関や救急組織へ

の搬送・受入れを支援するものとする。 

【原子力災害対策指針においては、原子力災害現

地対策本部医療班の医療総括責任者が、医療機関

や救急組織に対して、搬送する患者の汚染や推定

被ばく線量に基づいて、その搬送先を適切かつ迅

速に指示することとされている。】 

（３）県は、国から安定ヨウ素剤の服用指示があ

った場合は、住民等の放射線防護のため、安定ヨ

ウ素剤の服用を指示するものとする。なお、緊急

の場合は、原子力災害対策指針を踏まえ、医師の

指導に基づき速やかな配布・服用を指示するとと

もに、アレルギー等への対処態勢を確保するもの

とする。 

【県は、住民等に安定ヨウ素剤の服用を指示する

ための体制を整備するものとする。】 

（４）県は、自ら必要と認める場合又は市町村等

から被ばく者の放射線障害専門病院等への搬送に

ついて要請があった場合は、消防庁に対し搬送手

段の優先的確保などの特段の配慮を要請するもの

とする。 

第９節 住民等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の

総合研究所、国立病院及び国立大学附属病院を中

心に、各医療機関より派遣された医療関係者等か

らなる緊急被ばく医療派遣チームの指導を受ける

などにより、国、指定公共機関、原子力事業者等

と連携して、災害対応のフェーズや対象区域等に

応じた住民等の汚染検査、除染等を実施するとと

もに必要に応じ治療を行うものとする。また、コ

ンクリート屋内退避所、避難所における住民等の

健康管理を行うものとする。 

また、県の医療班等は、政府の原子力災害現地対

策本部医療班の医療総括責任者の指示に基づき、

汚染や被ばくの可能性のある傷病者の医療機関や

救急組織への搬送・受入れを支援するものとする。 

 

 

 

 

 

(7)  県は、国から安定ヨウ素剤の服用指示があ

った場合は、住民等の放射線防護のため、安定ヨ

ウ素剤の服用を指示するものとする。なお、緊急

の場合は、原子力災害対策指針を踏まえ、医師の

指導に基づき速やかな配布・服用を指示するとと

もに、アレルギー等への対処態勢を確保するもの

とする。 

 

 

(8) 県は、自ら必要と認める場合又は市町等から

被ばく者の放射線障害専門病院等への搬送につい

て要請があった場合は、消防庁に対し搬送手段の

優先的確保などの特段の配慮を要請するものとす

る。 

第９節 住民等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

安定を図るとともに、被災地の住民等の適切な判

断と行動を助け、住民等の安全を確保するために

は、正確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と

伝達、広報活動が重要である。また、住民等から、

問合せ、要望、意見などが数多く寄せられるため、

適切な対応を行える体制を整備する。 

１ 住民等への情報伝達活動 

(1) 県は、放射性物質及び放射線による影響は五

感に感じられないなどの原子力災害の特殊性を勘

案し、緊急時における住民等の心理的動揺あるい

は混乱をおさえ、異常事態による影響をできるか

ぎり低くするため、住民等に対する的確な情報提

供、広報を迅速かつ的確に行うものとする。 

 

 

 

 

(2) 県は、住民等への情報提供にあたっては国及

び応急対策実施区域を含む市町と連携し、情報の

一元化を図るとともに、情報の発信元を明確にし、

あらかじめわかりやすい例文を準備するものとす

る。また、利用可能な様々な情報伝達手段を活用

し、繰り返し広報するよう努めるものとする。さ

らに、情報の空白時間がないよう、定期的な情報

提供に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 (3) 県は、役割に応じて周辺住民のニーズを十分

把握し、原子力災害の状況（原子力事業所等の事

故の状況、モニタリングの結果、ＳＰＥＥＤＩネ

安定を図るとともに、被災地の住民等の適切な判

断と行動を助け、住民等の安全を確保するために

は、正確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と

伝達、広報活動が重要である。また、住民等から、

問合せ、要望、意見などが数多く寄せられるため、

適切な対応を行える体制を整備する。 

１．住民等への情報伝達活動 

(１）県は、放射性物質及び放射線による影響は五

感に感じられないなどの原子力災害の特殊性を勘

案し、緊急時における住民等の心理的動揺あるい

は混乱をおさえ、異常事態による影響をできるか

ぎり低くするため、住民等に対する的確な情報提

供、広報を迅速かつ分かりやすく正確に行うもの

とする。 

【応急対策実施区域を含む市町村以外の市町村に

おいても、必要に応じて、情報伝達活動を行うも

のとする。】 

(２）県は、住民等への情報提供にあたっては国及

び応急対策実施区域を含む市町村と連携し、情報

の一元化を図るとともに、情報の発信元を明確に

し、あらかじめわかりやすい例文を準備するもの

とする。また、利用可能な様々な情報伝達手段を

活用し、繰り返し広報するよう努めるものとする。

さらに、情報の空白時間がないよう、定期的な情

報提供に努めるものとする。 

※県の広報体制・・・・・・略 

※県が行う広報事項・・・・略 

【できるだけ専門用語やあいまいな表現は避け、

理解しやすく誤解を招かない表現を用いることと

する。警戒態勢時、災害対策本部設置時等の時系

列に沿って県が行うべき広報事項を定めること。】

(３）県は、役割に応じて周辺住民のニーズを十分

把握し、原子力災害の状況（原子力事業所等の事

故の状況、モニタリングの結果、ＳＰＥＥＤＩネ

安定を図るとともに、被災地の住民等の適切な判

断と行動を助け、住民等の安全を確保するために

は、正確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と

伝達、広報活動が重要である。また、住民等から、

問合せ、要望、意見などが数多く寄せられるため、

適切な対応を行える体制を整備する。 

１ 住民等への情報伝達活動 

(1) 県は、放射性物質及び放射線による影響は五

感に感じられないなどの原子力災害の特殊性を勘

案し、緊急時における住民等の心理的動揺あるい

は混乱をおさえ、異常事態による影響をできるか

ぎり低くするため、住民等に対する的確な情報提

供、広報を迅速かつ分かりやすく正確に行うもの

とする。 

 

 

 

(2) 県は、住民等への情報提供にあたっては国及

び応急対策実施区域を含む市町と連携し、情報の

一元化を図るとともに、情報の発信元を明確にし、

あらかじめわかりやすい例文を準備するものとす

る。また、利用可能な様々な情報伝達手段を活用

し、繰り返し広報するよう努めるものとする。さ

らに、情報の空白時間がないよう、定期的な情報

提供に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 (3) 県は、役割に応じて周辺住民のニーズを十分

把握し、原子力災害の状況（原子力事業所等の事

故の状況、モニタリングの結果、ＳＰＥＥＤＩネ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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策定マニュアル（県分） 

新 備考 

ットワークシステムによる放射能影響予測等）、

農林畜水産物の放射性物質調査の結果及び出荷制

限等の状況、県が講じている施策に関する情報、

交通規制、避難経路や避難場所等周辺住民に役立

つ正確かつきめ細やかな情報を提供するものとす

る。なお、その際、民心の安定並びに災害時要援

護者、一時滞在者、在宅での避難者、応急仮設住

宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を

把握できる広域避難者等に配慮した伝達を行うも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

(4) 県は、原子力災害合同対策協議会の場を通じ

て十分に内容を確認した上で住民等に対する情報

の公表、広報活動を行うものとする。その際、そ

の内容について原子力災害対策本部、原子力災害

現地対策本部、指定行政機関、公共機関、関係地

方公共団体及び原子力事業者と相互に連絡をとり

あうものとする。 

 

 

 

(5) 県は、情報伝達に当たって、広報誌、広報車

自主防災組織の情報連絡網等によるほか、テレビ

やラジオなどの放送事業者、通信社、新聞社等の

報道機関の協力を得るものとする。また、安否情

報、交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手し

たいというニーズに応えるため、インターネット

等を活用し、的確な情報を提供できるよう努める

ものとする。 

ットワークシステム等による放射性物質の拡散予

測等）、農林畜水産物の放射性物質調査の結果及

び出荷制限等の状況、県が講じている施策に関す

る情報、交通規制、避難経路や避難場所等周辺住

民に役立つ正確かつきめ細やかな情報を提供する

ものとする。なお、その際、民心の安定並びに災

害時要援護者、一時滞在者、在宅での避難者、応

急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難

者、所在を把握できる広域避難者等に配慮した伝

達を行うものとする。 

【原子力防災対策の実施に際しては、周辺住民の

混乱と動揺を避けることが重要であり、そのため

にも情報の正確かつ迅速な伝達が重要である。そ

のため広報の内容は、周辺住民が知りたい事項及

び具体的な行動に重点をおいて簡単明瞭な表現と

する。】 

(４）県は、原子力災害合同対策協議会の場を通じ

て十分に内容を確認した上で住民等に対する情報

の公表、広報活動を行うものとする。その際、そ

の内容について原子力災害対策本部、原子力災害

現地対策本部、指定行政機関、公共機関、関係地

方公共団体及び原子力事業者と相互に連絡をとり

あうものとする。 

【原子力緊急事態宣言発出後は、現地においては

原子力災害合同対策協議会の一員としての情報提

供を行うものとする。】 

(５）県は、情報伝達に当たって、広報誌、広報車

等によるほか、テレビやラジオなどの放送事業者、

通信社、新聞社等の報道機関の協力を得るものと

する。また、安否情報、交通情報、各種問い合わ

せ先等を随時入手したいというニーズに応えるた

め、インターネット等を活用し、的確な情報を提

供できるよう努めるものとする。 

なお、被災者のおかれている生活環境、居住環境

ットワークシステム等による放射性物質の拡散予

測等）、農林畜水産物の放射性物質調査の結果及

び出荷制限等の状況、県が講じている施策に関す

る情報、交通規制、避難経路や避難場所等周辺住

民に役立つ正確かつきめ細やかな情報を提供する

ものとする。なお、その際、民心の安定並びに災

害時要援護者、一時滞在者、在宅での避難者、応

急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難

者、所在を把握できる広域避難者等に配慮した伝

達を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

(4) 県は、原子力災害合同対策協議会の場を通じ

て十分に内容を確認した上で住民等に対する情報

の公表、広報活動を行うものとする。その際、そ

の内容について原子力災害対策本部、原子力災害

現地対策本部、指定行政機関、公共機関、関係地

方公共団体及び原子力事業者と相互に連絡をとり

あうものとする。 

 

 

 

(5) 県は、情報伝達に当たって、広報誌、広報車

自主防災組織の情報連絡網等によるほか、テレビ

やラジオなどの放送事業者、通信社、新聞社等の

報道機関の協力を得るものとする。また、安否情

報、交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手し

たいというニーズに応えるため、インターネット

等を活用し、的確な情報を提供できるよう努める

ものとする。 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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策定マニュアル（県分） 

新 備考 

なお、被災者のおかれている生活環境、居住環境

等が多様であることに鑑み、情報を提供する際に

活用する媒体に配慮するものとする。特に、避難

場所にいる被災者は情報を得る手段が限られてい

ることから、被災者生活支援に関する情報につい

ては紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報

提供がなされるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

(6) 県は、避難状況の確実な把握に向けて、市町

が指定した避難所以外に避難をした場合等には、

市町の災害対策本部に居場所と連絡先を連絡する

よう、住民等への周知について協力するものとす

る。 

２ 県内全市町への情報伝達 

県は、原子力災害の状況、県や国、所在市、関係

周辺市町等が講じている施策に関する情報等を県

内すべての市町に対して適切に提供するため、防

災行政無線の一斉指令により情報伝達を行うもの

とする。 

３ 隣接県等への情報伝達 

県は、原子力災害の状況、避難者の状況、及び県

や国、所在市、関係周辺市町等が講じている施策

に関する情報等を隣接県等と共有するため、情報

収集・伝達、職員の派遣・受入等を必要に応じ、

行うものとする。 

４ 住民等からの問い合わせに対する対応 

県は、国、応急対策実施区域を含む市町及び関係

機関等と連携し、必要に応じ、緊急時には速やか

に住民等からの問い合わせに対応する専用電話を

備えた窓口の設置、人員の配置等体制を確立する

等が多様であることに鑑み、情報を提供する際に

活用する媒体に配慮するものとする。特に、避難

場所にいる被災者は情報を得る手段が限られてい

ることから、被災者生活支援に関する情報につい

ては紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報

提供がなされるよう努めるものとする。 

【本部及び現地本部における報道機関対応責任

者、本部プレスセンター及び現地プレスセンター

の設置場所、周辺市町村への情報伝達体制、県の

広報実施体制等を定めること。報道機関等が独自

に収集した情報についても適宜活用することを考

慮するものとする。】 

（６）県は、避難状況の確実な把握に向けて、市

（町村）が指定した避難所以外に避難をした場合

等には、市（町村）の災害対策本部に居場所と連

絡先を連絡するよう、住民等への周知について協

力するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住民等からの問い合わせに対する対応 

県は、国、応急対策実施区域を含む市町村及び関

係機関等と連携し、必要に応じ、速やかに住民等

からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓

口の設置、人員の配置等を行うための体制を整備

なお、被災者のおかれている生活環境、居住環境

等が多様であることに鑑み、情報を提供する際に

活用する媒体に配慮するものとする。特に、避難

場所にいる被災者は情報を得る手段が限られてい

ることから、被災者生活支援に関する情報につい

ては紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報

提供がなされるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

(6) 県は、避難状況の確実な把握に向けて、市町

が指定した避難所以外に避難をした場合等には、

市町の災害対策本部に居場所と連絡先を連絡する

よう、住民等への周知について協力するものとす

る。 

２ 県内全市町への情報伝達 

県は、原子力災害の状況、県や国、所在市、関係

周辺市町等が講じている施策に関する情報等を県

内すべての市町に対して適切に提供するため、防

災行政無線の一斉指令により情報伝達を行うもの

とする。 

３ 隣接県等への情報伝達 

県は、原子力災害の状況、避難者の状況、及び県

や国、所在市、関係周辺市町等が講じている施策

に関する情報等を隣接県等と共有するため、情報

収集・伝達、職員の派遣・受入等を必要に応じ、

行うものとする。 

４ 住民等からの問い合わせに対する対応 

県は、国、応急対策実施区域を含む市町及び関係

機関等と連携し、必要に応じ、緊急時には速やか

に住民等からの問い合わせに対応する専用電話を

備えた窓口の設置、人員の配置等体制を確立する
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策定マニュアル（県分） 

新 備考 

ものとする。また、情報のニーズを見極め収集・

整理を行うものとする。なお、問い合わせ対応を

実施する組織及び実施内容等については、別途要

領に定めるものとする。 

 

 

第10 節 自発的支援の受入れ等 

大規模な災害発生が報道されると、国内・国外か

ら多くの善意の支援申し入れが寄せられるが、県

及び国、関係団体は、適切に対応する。 

１ ボランティアの受入れ等 

県及び国、関係団体は、相互に協力し、ボランテ

ィアに対する被災地のニーズの把握に努めるとと

もに、ボランティアの受付、調整等その受入れ体

制を確保するよう努めるものとする。ボランティ

アの受入れに際しては、被ばくに留意し、老人介

護や外国人との会話力等ボランティアの技能が効

果的に活かされるよう配慮するとともに、ボラン

ティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に

努めるものとする。 

２ 国民等からの義援物資、義援金の受入れ 

(1) 義援物資の受入れ 

被災した県は、関係機関等の協力を得ながら、国

民、企業等からの義援物資について、市町の受入

れを希望するもの及び受入れを希望しないものを

把握し、その内容のリスト及び送り先を原子力災

害対策本部等並びに報道機関を通じて国民に公表

するものとする。また、現地の需給状況を勘案し、

同リストを逐次改定するよう努める 

ものとする。国及び被災地以外の県は必要に応じ

義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるととも

に、被災地のニーズについて広報を行うものとす

る。国民、企業等は、義援物資を提供する場合に

は、被災地のニーズに応じた物資とするよう、ま

するものとする。また、住民等のニーズを見極め

た上で、情報の収集・整理・発信を行うものとす

る。 

【応急対策実施区域を含む市町村以外の市町村に

おいても、必要に応じて、住民等からの問い合わ

せに対応するものとする。】 

第10 節 自発的支援の受入れ等 

大規模な災害発生が報道されると、国内・国外か

ら多くの善意の支援申し入れが寄せられるが、県

及び国、関係団体は、適切に対応する。 

１．ボランティアの受入れ等 

県及び国、関係団体は、相互に協力し、ボランテ

ィアに対する被災地のニーズの把握に努めるとと

もに、ボランティアの受付、調整等その受入れ体

制を確保するよう努めるものとする。ボランティ

アの受入れに際しては、被ばくに留意し、老人介

護や外国人との会話力等ボランティアの技能が効

果的に活かされるよう配慮するとともに、ボラン

ティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に

努めるものとする。 

２．国民等からの義援物資、義援金の受入れ 

（１）義援物資の受入れ 

被災した県は、関係機関等の協力を得ながら、国

民、企業等からの義援物資について、市（町・村）

の受入れを希望するもの及び受入れを希望しない

ものを把握し、その内容のリスト及び送り先を原

子力災害対策本部等並びに報道機関を通じて国民

に公表するものとする。また、現地の需給状況を

勘案し、同リストを逐次改定するよう努める 

ものとする。国及び被災地以外の県は必要に応じ

義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるととも

に、被災地のニーズについて広報を行うものとす

る。国民、企業等は、義援物資を提供する場合に

は、被災地のニーズに応じた物資とするよう、ま

ものとする。また、情報のニーズを見極め収集・

整理を行うものとする。なお、問い合わせ対応を

実施する組織及び実施内容等については、別途要

領に定めるものとする。 

 

 

第10 節 自発的支援の受入れ等 

大規模な災害発生が報道されると、国内・国外か

ら多くの善意の支援申し入れが寄せられるが、県

及び国、関係団体は、適切に対応する。 

１ ボランティアの受入れ等 

県及び国、関係団体は、相互に協力し、ボランテ

ィアに対する被災地のニーズの把握に努めるとと

もに、ボランティアの受付、調整等その受入れ体

制を確保するよう努めるものとする。ボランティ

アの受入れに際しては、被ばくに留意し、老人介

護や外国人との会話力等ボランティアの技能が効

果的に活かされるよう配慮するとともに、ボラン

ティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に

努めるものとする。 

２ 国民等からの義援物資、義援金の受入れ 

(1) 義援物資の受入れ 

被災した県は、関係機関等の協力を得ながら、国

民、企業等からの義援物資について、市町の受入

れを希望するもの及び受入れを希望しないものを

把握し、その内容のリスト及び送り先を原子力災

害対策本部等並びに報道機関を通じて国民に公表

するものとする。また、現地の需給状況を勘案し、

同リストを逐次改定するよう努める 

ものとする。国及び被災地以外の県は必要に応じ

義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるととも

に、被災地のニーズについて広報を行うものとす

る。国民、企業等は、義援物資を提供する場合に

は、被災地のニーズに応じた物資とするよう、ま
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新 備考 

た、品名を明示する等梱包に際して被災地におけ

る円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮した方

法とするよう努めるものとする。 

(2) 義援金の受入れ 

義援金の使用については、県が義援金収集団体と

配分委員会を組織し、市町とも十分協議の上、定

めるものとする。その際、配分方法を工夫するな

どして、出来る限り迅速な配分に努めるものとす

る。 

第11 節 行政機関の業務継続に係る措置 

(1) 県は、庁舎の所在地が避難のための立ち退き

の勧告又は指示を受けた地域に含まれる場合、あ

らかじめ定めた退避先へ退避するとともに、その

旨を住民等へ周知する。なお、行政機関において

は住民等の避難、学校等においては生徒等の避難

を優先した上で退避を実施するものとする。 

(2) 県は、あらかじめ定めた業務継続計画に基づ

き、災害応急対策をはじめとして、退避後も継続

する必要がある業務については、退避先において

継続して実施するものとする。 

(3) 県は、応急対策実施区域を含む市町の区域内

の一部が避難のための立ち退きの勧告又は指示を

受けた地域に含まれ、かつ庁舎等が当該地域に含

まれる場合、当該勧告又は指示を受けていない地

域内の適切な施設において必要な業務を継続する

ための支援を行うものとする。 

第 12 節  核燃料物質等の運搬中の事故への対策 

(1) 原子力事業者の原子力防災管理者は、運搬中

の事故による特定事象発見後又は発見の通報を受

けた場合、直ちに官邸（内閣官房）、経済産業省、

文部科学省、内閣府、国土交通省、県、市町、警

察機関、消防機関、海上保安部署等関係機関に文

書を送信し、さらに主要な機関等に対しては、そ

の着信を確認することとされている。 

た、品名を明示する等梱包に際して被災地におけ

る円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮した方

法とするよう努めるものとする。 

（２）義援金の受入れ 

義援金の使用については、県が義援金収集団体と

配分委員会を組織し、市町村とも十分協議の上、

定めるものとする。その際、配分方法を工夫する

などして、出来る限り迅速な配分に努めるものと

する。 

第11 節 行政機関の業務継続に係る措置 

（１）県は、庁舎の所在地が避難のための立ち退

きの勧告又は指示を受けた地域に含まれる場合、

あらかじめ定めた退避先へ退避するとともに、そ

の旨を住民等へ周知する。なお、行政機関におい

ては住民等の避難、学校等においては生徒等の避

難を優先したうえで退避を実施するものとする。

（２）県は、あらかじめ定めた業務継続計画に基

づき、災害応急対策をはじめとして、退避後も継

続する必要がある業務については、退避先におい

て継続して実施するものとする。 

（３）県は、応急対策実施区域を含む市町村の区

域内の一部が避難のための立ち退きの勧告又は指

示を受けた地域に含まれ、かつ庁舎等が当該地域

に含まれる場合、当該勧告又は指示を受けていな

い地域内の適切な施設において必要な業務を継続

するための支援を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

た、品名を明示する等梱包に際して被災地におけ

る円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮した方

法とするよう努めるものとする。 

(2) 義援金の受入れ 

義援金の使用については、県が義援金収集団体と

配分委員会を組織し、市町とも十分協議の上、定

めるものとする。その際、配分方法を工夫するな

どして、出来る限り迅速な配分に努めるものとす

る。 

第11 節 行政機関の業務継続に係る措置 

(1) 県は、庁舎の所在地が避難のための立ち退き

の勧告又は指示を受けた地域に含まれる場合、あ

らかじめ定めた退避先へ退避するとともに、その

旨を住民等へ周知する。なお、行政機関において

は住民等の避難、学校等においては生徒等の避難

を優先した上で退避を実施するものとする。 

(2) 県は、あらかじめ定めた業務継続計画に基づ

き、災害応急対策をはじめとして、退避後も継続

する必要がある業務については、退避先において

継続して実施するものとする。 

(3) 県は、応急対策実施区域を含む市町の区域内

の一部が避難のための立ち退きの勧告又は指示を

受けた地域に含まれ、かつ庁舎等が当該地域に含

まれる場合、当該勧告又は指示を受けていない地

域内の適切な施設において必要な業務を継続する

ための支援を行うものとする。 

第 12 節  核燃料物質等の運搬中の事故への対策 

(1) 原子力事業者の原子力防災管理者は、運搬中

の事故による特定事象発見後又は発見の通報を受

けた場合、直ちに官邸（内閣官房）、経済産業省、

文部科学省、内閣府、国土交通省、県、市町、警

察機関、消防機関、海上保安部署等関係機関に文

書を送信し、さらに主要な機関等に対しては、そ

の着信を確認することとされている。 
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新 備考 

(2) 県は、原子力防災管理者から特定事象発生の

通報を受けた場合、国、市町、県警察、消防機関、

原子力事業者、海上保安部署、その他防災関係機

関と連携し、直ちに事故の状況把握に努めるとと

もに、必要に応じ緊急時モニタリングの準備態勢

を整えておくものとする。 

(3) 原子力緊急事態に至った場合には、国は原災

法に基づき直ちに原子力緊急事態宣言を発出する

とともに、国の原子力災害対策本部及び現地対策

本部を設置することとされている。 

県及び市町は、国の現地対策本部から、事故現場

周辺の住民避難等の指示があった場合には、住民

の安全を確保するために必要な措置を講じるもの

とする。 

 

第４章   大規模地震対策 

第１節 施設整備計画 

東海地震等の大規模地震対策として、次の施設整

備を推進する。 

１ 避難者収容施設の耐震化 

原子力災害が発生した場合に避難場所となってい

る学校等の建物（以下「避難者収容施設」という。）

の耐震化（窓ガラスの破損防止対策を含む。）を実

施する。 

２ 橋梁等の耐震化 

長距離の避難に備え避難路の確保を確実にするた

め、避難路の橋梁等の耐震化を実施するとともに、

道路交通の確保を速やかにかつ容易に実施できる

よう体制を確立する。 

３ 通信連絡施設の整備 

住民等に対する指示伝達を迅速かつ正確に実施で

きるよう、同報無線及び市町防災行政無線等の通

信連絡施設を多重的に整備する。 

第２節 注意情報発表時等における対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県は、原子力防災管理者から特定事象発生の

通報を受けた場合、国、市町、県警察、消防機関、

原子力事業者、海上保安部署、その他防災関係機

関と連携し、直ちに事故の状況把握に努めるとと

もに、必要に応じ緊急時モニタリングの準備態勢

を整えておくものとする。 

(3) 原子力緊急事態に至った場合には、国は原災

法に基づき直ちに原子力緊急事態宣言を発出する

とともに、国の原子力災害対策本部及び現地対策

本部を設置することとされている。 

県及び市町は、国の現地対策本部から、事故現場

周辺の住民避難等の指示があった場合には、住民

の安全を確保するために必要な措置を講じるもの

とする。 

 

第４章   大規模地震対策 

第１節 施設整備計画 

東海地震等の大規模地震対策として、次の施設整

備を推進する。 

１ 避難者収容施設の耐震化 

原子力災害が発生した場合に避難場所となってい

る学校等の建物（以下「避難者収容施設」という。）

の耐震化（窓ガラスの破損防止対策を含む。）を実

施する。 

２ 橋梁等の耐震化 

長距離の避難に備え避難路の確保を確実にするた

め、避難路の橋梁等の耐震化を実施するとともに、

道路交通の確保を速やかにかつ容易に実施できる

よう体制を確立する。 

３ 通信連絡施設の整備 

住民等に対する指示伝達を迅速かつ正確に実施で

きるよう、同報無線及び市町防災行政無線等の通

信連絡施設を多重的に整備する。 

第２節 注意情報発表時等における対策 
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１  東海地震注意情報発表時又は突発的な警戒宣

言発令時には、緊急時モニタリングの要員の一部

は県環境放射線監視センターに参集し、緊急時モ

ニタリング資機材の点検、作業計画の確認等を行

い、原子力防災の準備態勢を確立するものとする。

２ 注意情報発表時には、原子力事業者は、地震

防災強化計画に基づき、電力の需給状況を勘案し

ながら段階的に原子炉の運転を停止するなどの準

備的措置を講ずるものとする。 

３  警戒宣言発令時には、原子力事業者は、地震

防災強化計画に基づき、電力の需給状況を勘案し

ながら原子炉の運転を停止するなどの原子力災害

の発生防止策を速やかに実施し、その実施結果を

別表(４－２－１)により報告するものとする。 

４  警戒宣言発令時には、防災関係機関は、原子

力災害発生後の出動に備え準備態勢を整えておく

ものとする。 

第３節 地震災害応急対策 

１  原子力事業者は、東海地震等の大規模地震が

発生した場合、発生後直ちに原子力発電所の施設、

設備等を点検するとともに、その点検結果を異常

の有無にかかわらず、別表（４－３－１）により

報告するものとする。 

２  県、所在市及び関係周辺市町は、１により報

告を受けた場合は、異常がないときにおいても、

その旨を住民等に対して、県、所在市及び関係周

辺市町の有するあらゆる広報手段を用いるととも

に、報道機関の協力を得て的確かつ迅速に広報す

るものとする。 

３  所在市及び関係周辺市町は、避難者収容施設

の被害状況の調査を実施し、収容可能な施設数及

び人員を把握するものとする。 

４  所在市及び関係周辺市町は、避難の勧告又は

指示を行うときは、気象条件、建物の被害状況、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  東海地震注意情報発表時又は突発的な警戒宣

言発令時には、緊急時モニタリングの要員の一部

は県環境放射線監視センターに参集し、緊急時モ

ニタリング資機材の点検、作業計画の確認等を行

い、原子力防災の準備態勢を確立するものとする。 

２ 注意情報発表時には、原子力事業者は、地震

防災強化計画に基づき、電力の需給状況を勘案し

ながら段階的に原子炉の運転を停止するなどの準

備的措置を講ずるものとする。 

３  警戒宣言発令時には、原子力事業者は、地震

防災強化計画に基づき、電力の需給状況を勘案し

ながら原子炉の運転を停止するなどの原子力災害

の発生防止策を速やかに実施し、その実施結果を

別表(４－２－１)により報告するものとする。 

４  警戒宣言発令時には、防災関係機関は、原子

力災害発生後の出動に備え準備態勢を整えておく

ものとする。 

第３節 地震災害応急対策 

１  原子力事業者は、東海地震等の大規模地震が

発生した場合、発生後直ちに原子力発電所の施設、

設備等を点検するとともに、その点検結果を異常

の有無にかかわらず、別表（４－３－１）により

報告するものとする。 

２  県、所在市及び関係周辺市町は、１により報

告を受けた場合は、異常がないときにおいても、

その旨を住民等に対して、県、所在市及び関係周

辺市町の有するあらゆる広報手段を用いるととも

に、報道機関の協力を得て的確かつ迅速に広報す

るものとする。 

３  所在市及び関係周辺市町は、避難者収容施設

の被害状況の調査を実施し、収容可能な施設数及

び人員を把握するものとする。 

４  所在市及び関係周辺市町は、避難の勧告又は

指示を行うときは、気象条件、建物の被害状況、
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道路の損壊及び道路交通の確保状況を勘案して行

うものとする。 

５  緊急時モニタリング要員は、災害の状況によ

り直ちに緊急時モニタリングを実施する。 

６  現地本部を設置したときは、所在市及び関係

周辺市町に係る災害応急対策の実施、情報の収集

伝達等は同本部が所管するものとする。 

７  県は、緊急時モニタリング要員及び各種資機

材等の輸送が必要となり、道路の損壊等で車両に

よる輸送が困難なとき、又は緊急を要する場合に

は県及び県警察のヘリコプター等による対応のほ

か、自衛隊にヘリコプターによる輸送を要請する

ものとする。 

 

第５章 原子力災害中長期対策 

第１節 基本方針 

本章は、原災法第15条第4項の規定に基づき原子力

緊急事態解除宣言が発出された場合の原子力災害

事後対策を中心に示したものであるが、これ以外

の場合であっても、原子力防災上必要と認められ

るときは、本章に示した対策に準じて対応するも

のとする。 

第２節 緊急事態解除宣言後の対応 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を

発出した場合においても、引き続き存置される現

地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連

携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を

実施するものとする。 

第３節 原子力災害事後対策実施区域における避

難区域等の設定 

県は、市町が避難区域等の設定を見直した場合に

は、その旨の報告を受けるものとする。 

第４節 放射性物質による環境汚染への対処 

県は、国、市町、原子力事業者及びその他の関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 原子力災害中長期対策 

第１節 基本方針 

本章は、原災法第１５条第４項の規定に基づき原

子力緊急事態解除宣言が発出された場合の原子力

災害事後対策を中心に示したものであるが、これ

以外の場合であっても、原子力防災上必要と認め

られるときは、本章に示した対策に準じて対応す

るものとする。 

第２節 緊急事態解除宣言後の対応 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を

発出した場合においても、引き続き存置される現

地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連

携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を

実施するものとする。 

第３節 原子力災害事後対策実施区域における避

難区域等の設定 

県は、市町村が避難区域等の設定を見直した場合

には、その旨の報告を受けるものとする。 

第４節 放射性物質による環境汚染への対処 

県は、国、市町村、原子力事業者及びその他の関

道路の損壊及び道路交通の確保状況を勘案して行

うものとする。 

５  緊急時モニタリング要員は、災害の状況によ

り直ちに緊急時モニタリングを実施する。 

６  現地本部を設置したときは、所在市及び関係

周辺市町に係る災害応急対策の実施、情報の収集

伝達等は同本部が所管するものとする。 

７  県は、緊急時モニタリング要員及び各種資機

材等の輸送が必要となり、道路の損壊等で車両に

よる輸送が困難なとき、又は緊急を要する場合に

は県及び県警察のヘリコプター等による対応のほ

か、自衛隊にヘリコプターによる輸送を要請する

ものとする。 

 

第５章 原子力災害中長期対策 

第１節 基本方針 

本章は、原災法第15条第4項の規定に基づき原子力

緊急事態解除宣言が発出された場合の原子力災害

事後対策を中心に示したものであるが、これ以外

の場合であっても、原子力防災上必要と認められ

るときは、本章に示した対策に準じて対応するも

のとする。 

第２節 緊急事態解除宣言後の対応 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を

発出した場合においても、引き続き存置される現

地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連

携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を

実施するものとする。 

第３節 原子力災害事後対策実施区域における避

難区域等の設定 

県は、市町が避難区域等の設定を見直した場合に

は、その旨の報告を受けるものとする。 

第４節 放射性物質による環境汚染への対処 

県は、国、市町、原子力事業者及びその他の関係
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

機関とともに、放射性物質による環境汚染への対

処について必要な措置を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 各種制限措置の解除 

県は、緊急時モニタリング等による地域の調査、

国が派遣する専門家等の判断、国の指導・助言及

び指示に基づき、原子力災害応急対策として実施

された、立ち入り制限、交通規制、飲食物の出荷

制限、摂取制限等各種制限措置の解除を関係機関

に指示するものとする。また、解除実施状況を確

認するものとする。 

 

 

第６節 環境放射線モニタリングの実施と結果の

公表 

県は、原子力緊急事態解除宣言後、国、関係機関

及び原子力事業者と協力して継続的に環境放射線

モニタリングを行い、その結果を速やかに公表す

るものとする。その後、平常時における環境放射

線モニタリング体制に移行するものとする。 

第７節 災害地域住民に係る記録等の作成 

１ 災害地域住民の記録 

県は、市町が、避難及び屋内退避の措置をとった

住民等に対し災害時に当該地域に所在した旨の証

明、また、避難所等においてとった措置等をあら

かじめ定められた様式（別表５－７－１）により

記録することに協力するものとする。 

 

係機関とともに、放射性物質による環境汚染への

対処について必要な措置を行うものとする。 

【県は、原子力事業者等から原子力事業者防災業

務計画で定められている災害復旧時の除染等に必

要となる資機材の貸与及び要員の派遣について必

要な手続き等についてあらかじめ定めるものとす

る。環境汚染への対処にあたっては、環境放射線

モニタリングや個人の被ばく線量推定の結果など

を踏まえることとする。】 

第５節 各種制限措置等の解除 

県は、緊急時モニタリング等による地域の調査、

国が派遣する専門家等の判断、国の指導・助言及

び指示に基づき、原子力災害応急対策として実施

された、立ち入り制限、飲食物の出荷制限、摂取

制限等各種制限措置の解除を関係機関に指示する

ものとする。また、解除実施状況を確認するもの

とする。 

県警察は、必要に応じて、実施した交通規制の解

除を行うものとする。 

第６節 環境放射線モニタリングの実施と結果の

公表 

県は、原子力緊急事態解除宣言後、国、関係機関

及び原子力事業者と協力して継続的に環境放射線

モニタリングを行い、その結果を速やかに公表す

るものとする。その後平常時における環境放射線

モニタリング体制に移行するものとする。 

第７節 災害地域住民に係る記録等の作成 

１．災害地域住民の記録 

県は、市町村が、避難及び屋内退避の措置をとっ

た住民等に対し災害時に当該地域に所在した旨の

証明、また、避難所等においてとった措置等をあ

らかじめ定められた様式により記録することに協

力するものとする。 

【市町村において円滑な事務が推進されるよう

機関とともに、放射性物質による環境汚染への対

処について必要な措置を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 各種制限措置等の解除 

県は、緊急時モニタリング等による地域の調査、

国が派遣する専門家等の判断、国の指導・助言及

び指示に基づき、原子力災害応急対策として実施

された、立ち入り制限、飲食物の出荷制限、摂取

制限等各種制限措置の解除を関係機関に指示する

ものとする。また、解除実施状況を確認するもの

とする。 

県警察は、必要に応じて、実施した交通規制の解

除を行うものとする。 

第６節 環境放射線モニタリングの実施と結果の

公表 

県は、原子力緊急事態解除宣言後、国、関係機関

及び原子力事業者と協力して継続的に環境放射線

モニタリングを行い、その結果を速やかに公表す

るものとする。その後、平常時における環境放射

線モニタリング体制に移行するものとする。 

第７節 災害地域住民に係る記録等の作成 

１ 災害地域住民の記録 

県は、市町が、避難及び屋内退避の措置をとった

住民等に対し災害時に当該地域に所在した旨の証

明、また、避難所等においてとった措置等をあら

かじめ定められた様式（別表５－７－１）により

記録することに協力するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 

 

 

 

 

 

 

 

・マニュアル改訂の内容を反映 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 

 

２ 影響調査の実施 

県は、必要に応じ農林水産業等の受けた影響につ

いて調査するものとする。 

３ 災害対策措置状況の記録 

県は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事

後対策措置を記録しておくものとする。 

第８節 被災者等の生活再建等の支援 

（１）県は国及び市町と連携し、被災者等の生活

再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給

やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、

生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、

コミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般

にわたってきめ細かな支援に努めるものとする。

 

（２）県は国及び市町と連携し、被災者の自立に

対する援助、助成措置について、広く被災者に広

報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等

を設置するものとする。居住地以外の市町に避難

した被災者に対しても、従前の居住地であった地

方公共団体及び避難先の地方公共団体が協力する

ことにより、必要な情報や支援・サービスを提供

するものとする。 

(3) 県は市町と連携し、被災者の救済及び自立支

援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をき

め細かに、かつ、機動的、弾力的に進めるために、

特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、

機動的、弾力的推進の手法について検討する。 

 

第９節 風評被害等の影響の軽減 

県は、国及び市町と連携し、科学的根拠に基づく

農林漁業、地場産業の産品等の適切な流通等が確

保されるよう、広報活動を行うものとする。 

に、記録票等の様式をあらかじめ定めておくこ

と。】 

２．影響調査の実施 

県は、必要に応じ農林水産業等の受けた影響につ

いて調査するものとする。 

３．災害対策措置状況の記録 

県は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事

後対策措置を記録しておくものとする。 

第８節 被災者等の生活再建等の支援 

（１）県は国及び市町村と連携し、被災者等の生

活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支

給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加

え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確

保、コミュニティの維持回復、心身のケア等生活

全般にわたってきめ細かな支援に努めるものとす

る。 

（２）県は国及び市町村と連携し、被災者の自立

に対する援助、助成措置について、広く被災者に

広報するとともに、できる限り総合的な相談窓口

等を設置するものとする。居住地以外の市町村に

避難した被災者に対しても、従前の居住地であっ

た地方公共団体及び避難先の地方公共団体が協力

することにより、必要な情報や支援・サービスを

提供するものとする。 

（３）県は市町村と連携し、被災者の救済及び自

立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等

をきめ細かに、かつ、機動的、弾力的に進めるた

めに、特に必要があるときは、災害復興基金の設

立等、機動的、弾力的推進の手法について検討す

る。 

第９節 風評被害等の影響の軽減 

県は、国及び市町村と連携し、科学的根拠に基づ

く農林漁業、地場産業の産品等の適切な流通等が

確保されるよう、広報活動を行うものとする。 

 

 

２ 影響調査の実施 

県は、必要に応じ農林水産業等の受けた影響につ

いて調査するものとする。 

３ 災害対策措置状況の記録 

県は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事

後対策措置を記録しておくものとする。 

第８節 被災者等の生活再建等の支援 

（１）県は国及び市町と連携し、被災者等の生活

再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給

やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、

生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、

コミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般

にわたってきめ細かな支援に努めるものとする。 

 

（２）県は国及び市町と連携し、被災者の自立に

対する援助、助成措置について、広く被災者に広

報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等

を設置するものとする。居住地以外の市町に避難

した被災者に対しても、従前の居住地であった地

方公共団体及び避難先の地方公共団体が協力する

ことにより、必要な情報や支援・サービスを提供

するものとする。 

(3) 県は市町と連携し、被災者の救済及び自立支

援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をき

め細かに、かつ、機動的、弾力的に進めるために、

特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、

機動的、弾力的推進の手法について検討する。 

 

第９節 風評被害等の影響の軽減 

県は、国及び市町と連携し、科学的根拠に基づく

農林漁業、地場産業の産品等の適切な流通等が確

保されるよう、広報活動を行うものとする。 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

第10 節 被災中小企業等に対する支援 

県は、国と連携し、必要に応じ災害復旧高度化資

金貸付、小規模企業設備資金貸付及び中小企業体

質強化資金貸付等により、設備復旧資金、運転資

金の貸付を行うものとする。 

また、被災中小企業等に対する援助、助成措置に

ついて広く被災者に広報するとともに、相談窓口

を設置するものとする。 

 

 

 

 

 

 

第11 節 心身の健康相談体制の整備 

県は、国からの放射性物質による汚染状況調査

や、原子力災害対策指針に基づき、国及び市町と

ともに、原子力事業所の周辺地域の居住者等に対

する心身の健康相談及び健康調査を行うための体

制を整備し実施するものとする。 

第12 節 物価の監視 

県は、国と連携し、生活必需品の物価の監視を行

うとともに、速やかにその結果を公表するものと

する。 

第13 節 復旧・復興事業からの暴力団排除 

県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・

復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとと

もに、関係行政機関、被災した県、業界団体等に

必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業から

の暴力団排除活動の徹底に努めるものとする。 

 

 

 

 

第10 節 被災中小企業等に対する支援 

県は、国と連携し、必要に応じ災害復旧高度化資

金貸付、小規模企業設備資金貸付及び中小企業体

質強化資金貸付等により、設備復旧資金、運転資

金の貸付を行うものとする。 

また、被災中小企業等に対する援助、助成措置に

ついて広く被災者に広報するとともに、相談窓口

を設置するものとする。 

【日本政策金融公庫等は、被災した中小企業を支

援するため、災害復旧貸付により、運転資金、設

備復旧資金の貸付を行っている。 

日本政策金融公庫は、被災農林漁業者に対し施設

の災害復旧及び経営の維持安定を図るための資金

を低利で融通している。】 

第11 節 心身の健康相談体制の整備 

県は、国からの放射性物資による汚染状況調査

や、原子力災害対策指針に基づき、国及び市町村

とともに、原子力事業所の周辺地域の居住者等に

対する心身の健康相談及び健康調査を行うための

体制を整備し実施するものとする。 

第12 節 物価の監視 

県は、国と連携し、生活必需品の物価の監視を行

うとともに、速やかにその結果を公表するものと

する。 

第13 節 復旧・復興事業からの暴力団排除 

県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・

復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとと

もに、関係行政機関、被災した県、業界団体等に

必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業から

の暴力団排除活動の徹底に努めるものとする。 

 

 

 

 

第10 節 被災中小企業等に対する支援 

県は、国と連携し、必要に応じ災害復旧高度化資

金貸付、小規模企業設備資金貸付及び中小企業体

質強化資金貸付等により、設備復旧資金、運転資

金の貸付を行うものとする。 

また、被災中小企業等に対する援助、助成措置に

ついて広く被災者に広報するとともに、相談窓口

を設置するものとする。 
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県は、国からの放射性物質による汚染状況調査
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ともに、原子力事業所の周辺地域の居住者等に対

する心身の健康相談及び健康調査を行うための体

制を整備し実施するものとする。 

第12 節 物価の監視 

県は、国と連携し、生活必需品の物価の監視を行

うとともに、速やかにその結果を公表するものと

する。 

第13 節 復旧・復興事業からの暴力団排除 

県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・

復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとと

もに、関係行政機関、被災した県、業界団体等に

必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業から

の暴力団排除活動の徹底に努めるものとする。 
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別表（４－２－１）地震警戒宣言発令時における

浜岡原子力発電所応急保安措置実施状況報告書 

別表（４－３－１）東海地震発生後における浜岡

原子力発電所施設・設備等点検結果報告書 

別表（５－５－１）被災地住民登録様式 
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新 備考 

 

 

別図（３－２－１）防災関係機関の情報連絡系統図 
原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく情報（特定事象発生通報）及び通報後の連絡 

中部電力㈱浜岡原子力発電所 0537-86-3481 

                   ↓ 

浜岡原子力発電所からの連絡先  関係機関を経由する連絡先 

【国】   

警察庁（警察局警備課）03-3581-0141 

防衛省（運用企画局事態対処課）03-5269-3246 

海上保安庁（警備救難部環境防災課）03-3591-6361 

気象庁（総務部企画課）03-3214-7902 

厚生労働省（大臣官房厚生科学課）03-3593-2171 

農林水産省(大臣官房環境政策課）03-3502-8056 

原子力規制委員会原子力規制庁原子力防災課 

03-5114-2121 

 

 

 

→ 

その他関係省庁 

内閣府（政策統括官付）03-3501-5695   

内閣官房（安全保障、危機管理担当）03-6910-0259 → 内閣府（内閣総理大臣） 

経済産業省資源エネルギー庁原子力政策課 03-3580-3051   

※事業所外運搬での事故発生時のみ 

国土交通省（海事局検査測度課）03-5253-8639 

（自動車局環境政策課）03-5253-8603 

（大臣官房参事官（運輸安全防災）付）03-5253-8309 

  

【国出先機関】   

中部経済産業局（総務企画部総務課）052-951-2683   

原子力規制庁浜岡原子力規制事務所 0537-86-7429   

磐田労働基準監督署 0538-32-2205 → 静岡労働局（健康安全課）054-254-6314 

御前崎海上保安署 0548-63-4999 → 清水海上保安部（警備救難課）054-353-0118 

【静岡県】   

賀茂危機管理局（危機管理課）0558-24-2004 

東部危機管理局（危機管理課）055-920-2003 

中部危機管理局（危機管理課）054-644-9104 

西部危機管理局（危機管理課）0538-37-2204 

県内全市町（一斉ＦＡＸ） 

消防庁（国民保護・防災部防災課）03-5253-7525 

陸上自衛隊第 34普通科連隊 0550-89-1310 

第三管区海上保安本部（環境防災課）045-211-1118 

静岡県危機管理部原子力安全対策課 

054-221-2088 

 

 

 

 

→ 

静岡地方気象台（技術課）054-282-3833 

環境放射線監視センター0537-86-6121   

静岡県警察本部（災害対策課）054-271-0110 菊川警察署 0537-36-0110  

→ 牧之原警察署 0548-22-0110、掛川警察署 0537-22-0110、 

藤枝警察署、焼津警察署、島田警察署、袋井警察署、 

磐田警察署 

【市町、消防】   

御前崎市（防災課）0537-85-1119   

牧之原市（防災課）0548-23-0056   

菊川市（安全課）0537-35-0923   

掛川市（危機管理課）0537-21-1131   

吉田町（防災課）0548-33-2164   

袋井市（防災課）0538-44-3360   

焼津市（危機管理課）054-631-6625   

藤枝市（危機管理課）054-643-3119   

島田市（防災課）0547-36-7143   

森町（総務課）0538-85-6302   

磐田市（自治防災課）0538-37-4903   

御前崎市消防本部 0537-85-2119 → 消防庁（国民保護・防災部防災課）03-5253-7525 

菊川市消防本部 0537-35-0119   

掛川市消防本部 0537-21-0119   

【中部電力】   

中部電力㈱本店原子力部 052-951-8211   

中部電力㈱東京支社 03-3501-5101   

※ 政府、県、市町については災害対策本部等が設置された場合は、災害対策本部等に連絡 

 

その他連絡先（関係機関から連絡） 

陸上自衛隊第 1師団司令部 03-3933-1161 陸上自衛隊東部方面総監部又は陸上自衛隊第 34普通科連隊から連絡 

陸上自衛隊東部方面総監部 048-460-1711 防衛省（運用企画局事態対処課）又は陸上自衛隊第 1師団司令部から連絡 

東京管区気象台（総務部業務課）03-3212-2949 静岡地方気象台（技術課）又は気象庁（総務部企画課）から連絡  

 別図（３－２－１）防災関係機関の情報連絡系統図 
原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく情報（特定事象発生通報）及び通報後の連絡 

中部電力㈱浜岡原子力発電所 0537-86-3481 

                   ↓ 

浜岡原子力発電所からの連絡先  関係機関を経由する連絡先 

【国】   

警察庁（警察局警備課）03-3581-0141 

防衛省（運用企画局事態対処課）03-5269-3246 

海上保安庁（警備救難部環境防災課）03-3591-6361 

気象庁（総務部企画課）03-3214-7902 

厚生労働省（大臣官房厚生科学課）03-3593-2171 

農林水産省(大臣官房環境政策課）03-3502-8056 

原子力規制委員会原子力規制庁原子力防災課 

03-5114-2121 

 

 

 

→ 

その他関係省庁 

内閣府（政策統括官付）03-3501-5695   

内閣官房（安全保障、危機管理担当）03-6910-0259 → 内閣府（内閣総理大臣） 

経済産業省資源エネルギー庁原子力政策課 03-3580-3051   

※事業所外運搬での事故発生時のみ 

国土交通省（海事局検査測度課）03-5253-8639 

（自動車局環境政策課）03-5253-8603 

（大臣官房参事官（運輸安全防災）付）03-5253-8309 
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御前崎海上保安署 0548-63-4999 → 清水海上保安部（警備救難課）054-353-0118 

【静岡県】   

賀茂危機管理局（危機管理課）0558-24-2004 

東部危機管理局（危機管理課）055-920-2003 

中部危機管理局（危機管理課）054-644-9104 

西部危機管理局（危機管理課）0538-37-2204 
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消防庁（国民保護・防災部防災課）03-5253-7525 
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第三管区海上保安本部（環境防災課）045-211-1118 

静岡県危機管理部原子力安全対策課 
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藤枝市（危機管理課）054-643-3119   

島田市（防災課）0547-36-7143   
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磐田市（自治防災課）0538-37-4903   
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菊川市消防本部 0537-35-0119   
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【中部電力】   

中部電力㈱本店原子力部 052-951-8211   

中部電力㈱東京支社 03-3501-5101   

※ 政府、県、市町については災害対策本部等が設置された場合は、災害対策本部等に連絡 
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陸上自衛隊第 1師団司令部 03-3933-1161 陸上自衛隊東部方面総監部又は陸上自衛隊第 34普通科連隊から連絡 
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 別表（３－８－１） 

救護所等における初期被ばく医療活動実施

医療機関 

病 院 名 所  在  地 電  話 

静 岡 赤 十 字 病 院 静岡市葵区追手町 8-2 054-254-4311 

浜 松 赤 十 字 病 院 浜 松 市 浜 北 区 小 林

1088-1 

053-401-1111 

 

別表（３－８－２） 

初期被ばく医療機関 

病 院 名 所  在  地 電  話 

市立御前崎総合病院 
御 前 崎 市 池 新 田

2060 

0537-86-8511 

榛 原 総 合 病 院 
牧 之 原 市 細 江

2887-1 

0548-22-1131 

掛 川 市 立 総 合 病 院 掛川市杉谷南 1-1-1 0537-22-6211 

菊 川 市 立 総 合 病 院 菊川市東横地 1632 0537-35-2135 

藤 枝 市 立 総 合 病 院 
藤 枝 市 駿 河 台

4-1-11 

054-646-1111 

焼 津 市 立 総 合 病 院 焼津市道原 1000 054-623-3111 

市 立 島 田 市 民 病 院 島田市野田 1200-5 0547-35-2111 

磐 田 市 立 総 合 病 院 磐田市大久保 512-3 0538-38-5000 

市 立 袋 井 市 民 病 院 袋井市久能 2515-1 0538-43-2511 

 

別表（３－８－３） 

二次被ばく医療機関 

病 院 名 所  在  地 電   話 

静 岡 県 立 総 合 病 院 静 岡 市 葵 区 北 安 東

4-27-1 

054-247-6111 

浜松医科大学医学部

附 属 病 院 

浜 松 市 東 区 半 田 山

1-20-1 

053-435-2111 

 

 

 

 

別表（３－８－１） 

救護所等における初期被ばく医療活動実施

医療機関 

病 院 名 所  在  地 電  話 

静 岡 赤 十 字 病 院 静岡市葵区追手町 8-2 054-254-4311 

浜 松 赤 十 字 病 院 浜 松 市 浜 北 区 小 林

1088-1 

053-401-1111 

 

別表（３－８－２） 

初期被ばく医療機関 

病 院 名 所  在  地 電  話 

市立御前崎総合病院
御 前 崎 市 池 新 田

2060 

0537-86-8511 

榛 原 総 合 病 院
牧 之 原 市 細 江

2887-1 

0548-22-1131 

掛 川 市 立 総 合 病 院 掛川市杉谷南 1-1-1 0537-22-6211 

菊 川 市 立 総 合 病 院 菊川市東横地 1632 0537-35-2135 

藤 枝 市 立 総 合 病 院
藤 枝 市 駿 河 台

4-1-11 

054-646-1111 

焼 津 市 立 総 合 病 院 焼津市道原 1000 054-623-3111 

市 立 島 田 市 民 病 院 島田市野田 1200-5 0547-35-2111 

磐 田 市 立 総 合 病 院 磐田市大久保 512-3 0538-38-5000 

市 立 袋 井 市 民 病 院 袋井市久能 2515-1 0538-43-2511 

 

別表（３－８－３） 

二次被ばく医療機関 

病 院 名 所  在  地 電   話 

静 岡 県 立 総 合 病 院 静 岡 市 葵 区 北 安 東

4-27-1 

054-247-6111 

浜松医科大学医学部

附 属 病 院

浜 松 市 東 区 半 田 山

1-20-1 

053-435-2111 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

別表（３－８－４） 

三次被ばく医療機関 

病 院 名 所  在  地 電   話 

(独 )放射線医

学総合研究所 

千葉県千葉市稲

毛区穴川 4-9-1 

平日 9:00～20:00 

043-206-3189 

上記に連絡取れない場合

043-206-3008（守衛所）

上記に連絡取れない場合

090-8591-0736 

090-7408-1748 

090-7739-2302  

別表（３－８－４） 

三次被ばく医療機関 

病 院 名 所  在  地 電   話 

(独 )放射線医

学総合研究所

千葉県千葉市稲

毛区穴川 4-9-1

平日 9:00～20:00 

043-206-3189 

上記に連絡取れない場合 

043-206-3008（守衛所） 

上記に連絡取れない場合 

090-8591-0736 

090-7408-1748 

090-7739-2302  
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

  

別表（4－2－1） 
 
地震警戒宣言発令時における 

浜岡原子力発電所応急保安措置実施状況報告書 
防災機関  

区  分 文書番号 受信者 受信日時 発信者 発信日時 

中 電 第 号 
    

監 視 
センター 第 号 

 月日時分    

危機管理局 第 号  月日時分    

本 部 第 号  月日時分    

情 

報 

ル 

ー 

ト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所在市：御前崎市 
関係周辺市町：牧之原市、菊川市、掛川市、吉田町、袋井市、

焼津市、藤枝市、島田市、森町、磐田市       

概  況 
 

月  日  時  分現在 

  １号機 ２号機 ３号機 ４号機 ５号機 

 原子炉出力   ％   ％   ％   ％   ％

 出力降下中 ＹＥＳ・ＮＯ  ＹＥＳ・ＮＯ  ＹＥＳ・ＮＯ  ＹＥＳ・ＮＯ  ＹＥＳ・ＮＯ

 原子炉 
停止日時 

  月     日 

  時     分 

  月     日 

  時     分 

  月     日 

時    分 

 月    日 

時    分 

 月    日

 時    分

１ 原子炉の状態  

       

２ 災害予防対策実施状況 完了 ・ 実施中 
 
 
 

３ 発電所地震警戒本部等 ３－（1） 地震警戒本部設置日時          月  日  時  分 

３－（2） 応急復旧資機材の確保           ＹＥＳ   ＮＯ 

３－（3） 対外通信連絡手段の確保          ＹＥＳ   ＮＯ 

特記事項 

  

 

 

添付資料 有（  枚） 無

 

中  電 
浜岡原発 

中  電 
静岡支店 

県内 
全市町 
各県危機
管理局 

監  視 
センター 

県 本 部 

所 在 市 
関係周辺市町 

関係機関 

 

  

別表（4－2－1） 
 
地震警戒宣言発令時における 

浜岡原子力発電所応急保安措置実施状況報告書 
防災機関  

区  分 文書番号 受信者 受信日時 発信者 発信日時 

中 電 第 号
    

監 視

センター 第 号
 月日時分   

危機管理局 第 号  月日時分   

本 部 第 号  月日時分   

情 

報 

ル 

ー 

ト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所在市：御前崎市 
関係周辺市町：牧之原市、菊川市、掛川市、吉田町、袋井市、

焼津市、藤枝市、島田市、森町、磐田市       

概  況 
 

月  日  時  分現在 

 １号機 ２号機 ３号機 ４号機 ５号機 

原子炉出力   ％   ％   ％   ％   ％ 

出力降下中 ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ 

原子炉 

停止日時 

  月     日

  時     分

  月     日

  時     分

  月     日

時    分

 月    日 

時    分 

 月    日 

 時    分 

１ 原子炉の状態 

      

２ 災害予防対策実施状況 完了 ・ 実施中 
 
 
 

３ 発電所地震警戒本部等 ３－（1） 地震警戒本部設置日時          月  日  時  分 

３－（2） 応急復旧資機材の確保           ＹＥＳ   ＮＯ 

３－（3） 対外通信連絡手段の確保          ＹＥＳ   ＮＯ 

特記事項 

  

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 有（  枚） 無 

 

中  電
浜岡原発

中  電
静岡支店

県内
全市町

各県危機
管理局

監  視
センター

県 本 部

所 在 市

関係周辺市町

関係機関
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 別表（4－3－1） 

大規模地震発生後における 
浜岡原子力発電所施設・設備等点検結果報告書 

防災機関  

区  分 文書番号 受信者 受信日時 発信者 発信日時 

中 電 第 号 
    

監 視 
センター 第 号 

 月日時分    

危機管理局 第 号  月日時分    

本 部 第 号  月日時分    

情 
 

報 
 

ル 
 

ー 
 

ト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所在市：御前崎市 
関係周辺市町：牧之原市、菊川市、掛川市、吉田町、袋井市、

焼津市、藤枝市、島田市、森町、磐田市 
      

概  況 
 

月  日  時  分現在 

  １号機 ２号機 ３号機   ４号機 ５号機 

 停止日時  日 時 分  日 時 分 日 時 分 日 時 分 日 時 分 

 地震発生時の 
原子炉出力 

  ％   ％   ％   ％   ％ 

 ＥＣＣＳ作動 ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ 

１   原子炉の状態  

       

２   発電所の状況  ２－  (1) 発電所施設・設備の状況  
     
 

２－  (2) 事務建屋他構内建築物等の状況  
     
 

３   放射線測定、監視結

果  

３－  (1) 排気筒ガスモニタ指示値         異常無       異常有  

３－  (2) モニタリングポスト指示値         異常無       異常有  

 

４   発電所災害対策本

部  
４－  (1) 災害対策本部設置日時          月  日  時  分  

４－  (2) 対外通信連絡手段の確保         ＹＥＳ        ＮＯ  

特記事項 

  

 
 
 
 
 
 

添付資料 有（  枚） 無 

 

各県危機
管理局 

中  電 
浜岡原発 

中  電 
静岡支店 

県内 
全市町 

監  視 
センター 

県 本 部 

所 在 市 
関係周辺市町 

関係機関 

 

 別表（4－3－1） 

大規模地震発生後における 
浜岡原子力発電所施設・設備等点検結果報告書 

防災機関  

区  分 文書番号 受信者 受信日時 発信者 発信日時 

中 電 第 号
    

監 視

センター 第 号
 月日時分   

危機管理局 第 号  月日時分   

本 部 第 号  月日時分   

情 
 

報 
 

ル 
 

ー 
 

ト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所在市：御前崎市 
関係周辺市町：牧之原市、菊川市、掛川市、吉田町、袋井市、

焼津市、藤枝市、島田市、森町、磐田市 
      

概  況 
 

月  日  時  分現在 

 １号機 ２号機 ３号機   ４号機 ５号機 

停止日時  日 時 分  日 時 分 日 時 分 日 時 分 日 時 分 

地震発生時の

原子炉出力 
  ％   ％   ％   ％   ％ 

ＥＣＣＳ作動 ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ ＹＥＳ・ＮＯ  ＹＥＳ・ＮＯ  

１   原子炉の状態  

      

２   発電所の状況  ２－  (1) 発電所施設・設備の状況  
     
 

２－  (2) 事務建屋他構内建築物等の状況  
     
 

３   放射線測定、監視結

果  

３－  (1) 排気筒ガスモニタ指示値         異常無       異常有  

３－  (2) モニタリングポスト指示値         異常無       異常有  

 

４   発電所災害対策本

部  
４－  (1) 災害対策本部設置日時          月  日  時  分  

４－  (2) 対外通信連絡手段の確保         ＹＥＳ        ＮＯ  

特記事項 

  

 
 
 
 
 
 

添付資料 有（  枚） 無 

 

各県危機
管理局

中  電
浜岡原発

中  電
静岡支店

県内
全市町

監  視
センター

県 本 部

所 在 市

関係周辺市町

関係機関
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 

 
 

 

 
  

別表(5－5－1）

1ページ 2ページ

第　号

明

大

昭
平

年令 満

事故現場からの

0時間～1時間

屋内　　屋外

6時間～
　　　　9時間

屋内　　屋外

衣　　　服

身　　　体

医療措置

3ページ 4ページ

退避所名

退避期間 　　　　年　　　月　　　日　～　　年　　　月　　　日 　この登録票について

1

2

3

4

その他
参考事項

発行年月日 年　　　月　　　　日

発行者 ○○市町長　　　　　氏　　　　　　　　　名　　㊞

(記載上の注意） 　　衣服の欄　　　　　Ａ　　更衣せず　　Ｂ　　更衣
　　身体の欄　　　　　Ａ　　無処置　 　　Ｂ　　水により洗浄　　Ｃ　　洗剤により洗浄　　Ｄ　　特殊洗剤により洗浄
　　医療措置の欄　　Ａ　　要せず　　 　Ｂ　　薬品投与　　　 　Ｃ　　一般検査　　　　 　Ｄ　　精密検査　　　　　　　　　Ｅ　治療

44

被災地住民登録様式

3時間～6時間

ふりがな
氏　　名

事故発生
直後の行動

屋内　　屋外

　　年　月　日生

距離（㎞)

屋内（木造・鉄骨、コンクリート）　　屋外

男

女

2時間～3時間

屋内　　屋外

　この登録票は将来の医療措置や損害補償の際に参考と
するものですから、なくさないように大切に保存して下さい。

　住所や氏名が変わったときは、すぐその旨を届け出てくだ
さい。

1時間～2時間

屋内　　屋外

9時間～
　　12時間

屋内　　屋外

  Ａ．　　B．　　Ｃ．　　Ｄ

被ばく当時の
急性症状

そ の 他

  Ａ．　　B．　　Ｃ．　　Ｄ．　　Ｅ措置状況

才

事故発生時
の　場　所

職　　業

居住地

屋内　　屋外

12時間～
　　　18時間

屋内　　屋外

  Ａ．　　B（携行、支給）

汚染の程度

除    染

18時間～
　　　24時間

平成　　年　　月　　日

被災地住民登録票

　この登録票をなくしたり、使用できないようにしたりしたとき
は、再交付を申し出てください。
　この登録票は他人に譲ったり、貸したりしてはいけません。

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

市町名

別表(5-7-1)
別表(5－5－1）

1ページ 2ページ

第　号

明

大

昭
平

年令 満

事故現場からの

0時間～1時間

屋内　　屋外

6時間～
　　　　9時間

屋内　　屋外

衣　　　服

身　　　体

医療措置

3ページ 4ページ

退避所名

退避期間 　　　　年　　　月　　　日　～　　年　　　月　　　日 　この登録票について

1

2

3

4

その他
参考事項

発行年月日 年　　　月　　　　日

発行者 ○○市町長　　　　　氏　　　　　　　　　名　　㊞

(記載上の注意） 　　衣服の欄　　　　　Ａ　　更衣せず　　Ｂ　　更衣
　　身体の欄　　　　　Ａ　　無処置　 　　Ｂ　　水により洗浄　　Ｃ　　洗剤により洗浄　　Ｄ　　特殊洗剤により洗浄
　　医療措置の欄　　Ａ　　要せず　　 　Ｂ　　薬品投与　　　 　Ｃ　　一般検査　　　　 　Ｄ　　精密検査　　　　　　　　　Ｅ　治療

44

被災地住民登録様式

3時間～6時間

ふりがな
氏　　名

事故発生
直後の行動

屋内　　屋外

　　年　月　日生

距離（㎞)

屋内（木造・鉄骨、コンクリート）　　屋外

男

女

2時間～3時間

屋内　　屋外

　この登録票は将来の医療措置や損害補償の際に参考と
するものですから、なくさないように大切に保存して下さい。

　住所や氏名が変わったときは、すぐその旨を届け出てくだ
さい。

1時間～2時間

屋内　　屋外

9時間～
　　12時間

屋内　　屋外

  Ａ．　　B．　　Ｃ．　　Ｄ

被ばく当時の
急性症状

そ の 他

  Ａ．　　B．　　Ｃ．　　Ｄ．　　Ｅ措置状況

才

事故発生時
の　場　所

職　　業

居住地

屋内　　屋外

12時間～
　　　18時間

屋内　　屋外

  Ａ．　　B（携行、支給）

汚染の程度

除    染

18時間～
　　　24時間

平成　　年　　月　　日

被災地住民登録票

　この登録票をなくしたり、使用できないようにしたりしたとき
は、再交付を申し出てください。
　この登録票は他人に譲ったり、貸したりしてはいけません。

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

市町名

別表(5-7-1) 
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 旧 地域防災計画（原子力災害対策編） 

策定マニュアル（県分） 

新 備考 
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